
  

発電設備の不適切な取扱いに係る
全社的な再発防止対策の策定について

                                                                            平成19年4月6日
                                                                            北陸電力株式会社

　当社は、本日、志賀原子力発電所１号機の臨界事故について、根本的な原因を踏まえ

た抜本的な再発防止対策を経済産業大臣に報告いたしました。

　また、発電設備に係る不適切事案について、企業風土まで踏み込んだ抜本的な再発防

止対策を経済産業省原子力安全・保安院に報告いたしました。

　志賀原子力発電所１号機の臨界事故につきましては、関係ご当局、地域の皆さまをは

じめ広く社会の皆さまからの信頼を大きく損ねてしまい、真に申し訳なく、深く反省し

心からお詫び申し上げます。

 当社といたしましては、今後このようなことを二度と起こさないよう、今回策定した　

再発防止対策を確実に実施し、「隠さない風土と安全文化の構築」に向けて、全社をあ

げて最大限の努力を傾注してまいります。

　なお、志賀原子力発電所１号機の「局部出力領域モニタ検出器の誤接続（平成19年2月

15日お知らせ済）」についても本日、原因と再発防止対策を取りまとめ、経済産業省原

子力安全・保安院に報告いたしました。

以  上　

　　【添付資料】発電設備に係る点検結果、原因追求および再発防止対策の概要

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
①①隠隠ささなないい企企業業風風土土づづくくりり  

➢隠さない仕組みの構築 

・迅速かつ確実な対外通報・報告体制の整備 

‐原則、全ての異常事象を対外通報の対象とし、連絡区分判
定前に第一報を国の保安検査官に通報。 

‐連絡区分の判定は第一報通報後に行い、判定者・判定理由
を記録に残す。 

・「トラブル対策会議」運営ルールの明確化 

‐第一報通報後の連絡区分の判定等を行う「トラブル対策会
議」の決定主体・プロセスを明確化。議事録作成、重要案
件でのボイスレコーダー使用を徹底。 

・発電所情報の国、経営層・原子力本部への伝送 

‐発電所の状況を確認できる情報を、常時オンラインで、
国及び経営層・原子力本部へ伝送。 

・原子炉主任技術者(炉主任)の地位と責任の明確化・権限の強化 

‐「原子炉主任技術者」を経営幹部に位置づけた人事発令。 

‐トラブル対策会議、保安運営委員会での炉主任の権限・責
任を明確化。 

・企業倫理情報窓口（ホイッスル北電）の強化 

‐通報しやすい制度にするため、社内窓口に加え、 
第三者（弁護士）宛窓口を追加。 

  

②②安安全全文文化化のの構構築築 

➢経営トップからの「安全最優先」の強力な意志表明 
・「安全最優先」の方針を経営方針等で社内に示し、また対外的
にも決意を表明。 

・現場での対話活動で、「工程優先ではなく、安全最優先」の
メッセージを発信。 

➢地域と一体となった事業運営を目指した原子力本部の設置 
・本店原子力部と原子力安全推進室を石川県に移転し、「原子力
本部」を設置。本部長は石川県に常駐し、発電所、原子力部等
の下部組織を直接、指揮統括。 

・志賀原子力事務所を原子力本部直属の「志賀地域事務所（仮称）」
に改組し、広く地域の声を事業運営に反映。 

➢原子力を支える体制づくり 

・経営トップと原子力部門とのフランクな対話の実施 

‐相互の意思の疎通を図るため、「安全最優先」等のテーマで
定期的に意見交換。 

・発電所内の組織強化・増員 

‐発電課に、定検班の指揮、手順書の審査業務を実施する
定検担当課長を配置。 

‐保修部に、作業及び作業間連携の適切性を専門に審査する
審査担当課長を配置。さらに、副課長、担当者を増員。 

‐品質保証強化等の観点から｢安全･品質保証室｣を増員。 

・事故・トラブル時の応援体制の整備 

‐事故・トラブル発生時の業務量増加にフレキシブルに対応
できる応援体制を整備。 

発電設備に係る点検結果、原因追求および再発防止対策の概要

【【原原因因分分析析：：３３つつのの観観点点でで整整理理】】 

(1)コンプライアンス意識欠如といった「意識」に係るもの

(2)法令に関する理解不足といった「知識」に係るもの 

(3)マニュアル・社内規則の不備、内部牽制や検査のチェック 
機能不足といった「仕事のやり方・仕組み」に係るもの 

 

【水  力】 

 原  因 

意
識 

・コンプライアンス意識の欠如 

・工程優先の意識・風土 

・慣れによる問題意識の希薄化 

・議論できない企業風土 

知
識 

・関係法令に関する理解不足（届出要否判断等） 

仕 
組 
み 

・社内規則の不備 

・社内チェック体制の不備 

 

【火  力】 

 原  因 

意
識 

・コンプライアンス意識の欠如 

知
識 

・品質システムの理解不足 

・関係法令に関する理解不足（届出要否判断等） 

仕 
組 
み 

・社内規則の不備 

・社内チェック体制の不備 

 

【原子力】 

 原  因 

意
識 

・経営層の責任(事故隠しを防げなかった責任) 

・工程優先の意識・風土 

・真実究明からの逃避 

・議論できない企業風土 

・コンプライアンス意識の欠如 

・メーカー任せによる責任意識の欠如 

・慣れによる問題意識の希薄化・前例主義 

知
識 

・関係者の連携不足 

・試験の操作内容の理解不足 

 (事前打合せの不足・試験要領書の不備) 

・他試験の影響(警報除外) 

・排ガスフィルタ差圧上昇に関する知見不足 

仕 
組 
み 

・意思決定に係る閉鎖性と決定プロセスの不透明性 

・排ガスフィルタ差圧上昇に関する管理不足 

・計器仕様表に対するチェックの不備 

     ※黄色網掛けは「臨界事故発生の原因」 

平成 19 年 4 月 6 日

北陸電力株式会社

部門別の原因 抜本的な再発防止対策 

➢企業倫理最重視への意識改革 
・コンプライアンスマインド変革研修 
‐今年度、全従業員を対象に、コンプライアンスの根底となる
マインドのあり方の研修を集中的に実施。 

・経営幹部及び管理職全員に対する集中教育 
‐今年度、経営幹部・管理職全員を対象とするコンプライアン
スに関する研修を集中的に実施。 

・職場単位での集団討議 
‐引き続き、具体的な法令違反の事例等をもとに、小グループ
での集団討議を継続実施。 

・コンプライアンスに関する誓約書への署名 
‐引き続き、コンプライアンス誓約書への署名を毎年、実施。

・コンプライアンスメールマガジンの発信 
‐定期的にコンプライアンスに関する最新情報等を社内メール
で全従業員に直接配信。 

・行動規範への事例追加・発電所業務単位の行動規範の策定  
‐違反事例を行動規範に追加。発電所業務種別毎の実態に合わ
せ、実務上より分り易い具体的な内容の行動規範を策定。 

・原子力部門と他部門との人事交流の活発化 
‐原子力部門内の風通しを良くするため、他部門の異なる経験
を持つ人を配置。 

➢安全・品質管理の強化 

・社長直属の「品質管理部」設置による原子力品質管理の徹底 
‐社長直属の「品質管理部」を設置し、再発防止対策の実施状
況、実効性を確認・評価。 

・失敗事例に学ぶ仕組みの充実 
‐失敗情報を公表・共有化する職場風土を作るため、失敗事例
も業務改善ＤＢの登録対象に追加。 

・外部組織による評価の活用 
‐日本原子力技術協会等の安全文化に係る職場風土評価の活用 等

・マイプラント意識向上のための施策の推進 
‐見える化活動、ＴＰＭ活動（自主保全、自主管理、改善活動）
を継続的に実施。 

・職場内問題点の見える化の全社展開 
‐問題点を掲示等で共有化し、職場全体で解決する風土を醸成。

・共通法令の部門横断的な管理体制の構築 
‐関係部門に対する教育･指導、法令改正時のフォロー等実施。

・各部門における法令手続きマニュアル等の整備 
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＜安全対策の総点検への取組み＞ 

３月１５日の原子力安全・保安院からの「原子炉の早急な停止」「安全対

策総点検の実施」の指示を受け、志賀１・２号機について、作業管理上の

総点検（１・２号機共通）、手順書等の点検・改善（１・２号機共通）等

を実施。 

※原因分析の３つの観点で色分け（意識=赤・知識=緑・仕組み=青）
※黄色網掛けは「原子力部門固有の再発防止策」 

①① 隠隠 ささ なな いい 企企 業業 風風 土土 づづ くく りり

②② 安安 全全 文文 化化 のの 構構 築築  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(1) 事故発生の経緯 
・「原子炉停止機能強化工事機能確認試験」の準備で制御棒駆動機構の弁（101､102）を順次全閉する
操作を行ったが、制御棒駆動系の流量調節弁が開いている状態で操作を始めてしまったため、制御
棒駆動系の系統圧力が徐々に高くなり、101弁を閉止したことにより制御棒3本が引き抜けた。 

・原子炉が臨界になり自動スクラム信号が発生したが、制御棒が直ちに挿入されず、15分後に制御棒
が全挿入され、原子炉は未臨界状態となった。 

(2) 意思決定の過程、事故記録の改ざん 
・当直長が一連の初期対応を終えた後、所長以下14名が協議したが、２号機着工への影響等を考慮し、

最終的には所長が外部に報告しないことを決断した。その後、発電所と本店原子力部等との間でテ
レビ会議が行われたが、発電所からの「誤信号」との報告に対し、特に異論は出されず、テレビ会
議は終了した。このことから、発電所の意思決定に対する本店の関与は認められなかった。 

・発電課長は、引継日誌に事故の記述をしないよう指示。炉心中性子束モニタの記録計チャートには
「点検」と記載され、また、切り取られた警報等印字記録は保管されなかった。 

 

(1) 点検結果 
水  力 火  力 原子力 合  計

 
９事案 

 
８事案  

 
４事案 

 
21 事案

(2) 電気事業法、原子炉等規制法、地元との協定に係る事案 

水 
力 

・水力発電所改造工事における使用前検査のデータ改ざん〔四津屋２号機〕 
・水力発電所発電出力の不適切なデータ処置〔制御所システム ４箇所〕 
・電気事業法に係る無届工事（水力設備）等〔16 発電所 他〕 
・電気事業法に係る無届工事（電気設備）〔吉野第二１・２号機〕 

火 
力 

・発電用火力発電設備に関する技術基準への不適合〔富山火力４号機〕 
・発電設備負荷試験検査資料改ざん〔敦賀火力２号機〕 

 
原 
子 
力 

・第５回定期検査中に発生した原子炉緊急停止〔志賀原子力１号機〕 
・安全協定で定める復水器冷却水取水量超過および使用前検査（負荷検査）における循環水ポン

プ吐出圧力値の改ざん〔志賀原子力１号機〕 
・第１回定期検査（放射性廃棄物焼却炉機能検査）における排ガスフィルタ差圧値の改ざん 
〔志賀原子力１号機〕 

・燃料プール冷却浄化系ろ過脱塩器（Ａ）（Ｂ）出口流量計の指示不良〔志賀原子力１号機〕 

 

 
(1) 事象の概要 

・第10回定期検査（平成18年３月～６月）において20本ある局部出力領域モニタ（以下「ＬＰＲＭ」と
いう。）検出器（１本当たり４個の検出器を有する）のうち、４本を取り替えた。 

・取り替えた４本のうち、１本のＬＰＲＭ検出器２個について、平成18年6月の定期検査中の調整運転
において、指示不良が確認されたが、ＬＰＲＭ検出器の故障と判断し、原子力安全・保安院に連絡す
るとともに、規則に従い当該ＬＰＲＭ検出器を切り離して運転を継続していた。 

・その後、平成18年11月から開始した発電機コレクタリング冷却ファン点検のための予防保全停止を期
に、当該ＬＰＲＭを点検した結果、指示不良の原因はＬＰＲＭの故障ではなく、第10回定期検査の取
り替え作業におけるケーブルコネクタの誤接続であったことを確認した。 

114発電所､39 ﾀﾞﾑ､54施設､13 ｼｽﾃﾑ ６発電所､２ﾕﾆｯﾄ １発電所､１ﾕﾆｯﾄ 

(3) 臨界事故発生の原因 
・関係者の連携不足から、制御棒駆動系の流量調節弁を閉じる前に弁の全閉操作を始めた。 
・電気保修課員は作業票に手順を添付しなかったため、運転員は試験の操作内容を理解できなかった。 
・電気保修課員との事前打合せが不十分であったため、弁隔離操作が当直長の指揮下で行われなかった。 
・制御棒駆動系の系統圧力が高くなった際の警報が、他の試験のために除外されていた。 
・工程遵守の意識が強かった。ルールを遵守するという安全文化の浸透が不十分だった。 

(4) 事故を隠し実施すべきことをしなかった原因 
・経営層の責任：経営層が事故隠しを防げず、その後８年間それを見つけ出すことができなかった。 
・工程優先意識：発電所は２号機建設工程遵守を必達と考え、何よりも優先させる意識を形成させた。 
・真実究明からの逃避：未経験の事故への対応の困難さや直前のトラブル対応もあり、虚偽の理屈付けで改ざんした。
・意思決定に係る閉鎖性と決定ﾌﾟﾛｾｽの不透明性：価値観を共有する発電所関係者のみで決定した。 

また、意思決定ﾙｰﾙが不明確で、各職位の当事者意識も低かったため、適切な決定が行われなかった。 
・議論できない組織風土：当時は「言いたいことを言えない」、「言っても無視される」ような組織風土があった。

(3) 部門別の原因と再発防止対策 
 原  因 再発防止対策 
 
 
水

力 
 

・ｺﾝﾌﾟﾗｲｱﾝｽ意識の欠如 
・工程優先の意識・風土 
・慣れによる問題意識の希薄化 
・議論できない企業風土 
・関係法令に関する理解不足(届出要否判断等) 
・社内規則の不備・社内チェック体制の不備 

・ｺﾝﾌﾟﾗｲｱﾝｽ違反事例集(行動規範)への掲載と教育の実施 
・届出要否判断基準の作成・届出手続きのチェック機能の明確化 
・法令および社内規則に関する社内教育の実施・不適合発生時
の具体的手順の明確化 

・社内品質監査や保安調査などによる，業務が適切に処理され
ていることの評価・確認（内部牽制の強化） 

 
火

力 

・ｺﾝﾌﾟﾗｲｱﾝｽ意識の欠如 
・品質システムの理解不足 
・関係法令に関する理解不足(届出要否判断等) 
・社内規則の不備・社内チェック体制の不備  

・ｺﾝﾌﾟﾗｲｱﾝｽ違反事例集(行動規範)への掲載と教育の実施 
・品質システムに関する社内教育の実施 
・許可届出リストの見直しおよび社内教育の実施 
・社内規則の見直し・品質システムの改善 

 
原 
子 
力 

・ｺﾝﾌﾟﾗｲｱﾝｽ意識の欠如 
・工程優先の意識・風土 
・メーカー任せによる責任意識の欠如 
・慣れによる問題意識の希薄化・前例主義 
・排ｶﾞｽﾌｨﾙﾀ差圧上昇に関する管理不足･知見不足 
・計器仕様表に対するチェックの不備  

・ｺﾝﾌﾟﾗｲｱﾝｽ違反事例集(行動規範)への掲載と教育の実施 

・排ｶﾞｽﾌｨﾙﾀ差圧上昇原因となる塗料等付着物質の分別ルール化 

・計器仕様表の参考図書から承認申請用図書への変更と社内規
則の改定 

(2) ＬＰＲＭ誤接続事象の原因
ａ．現場で行われた改善を、標準ルール化しなかったこと。 
ｂ．元請での指導員への教育が十分でなかったこと。 
ｃ．接続作業後、工事要領書どおりにチェックされておらず、段取り変更の際の注意事項が明確になっていなかったこと。 
ｄ．要領書チェック時の気づき能力が不足していたこと。 
ｅ．検査を、十分な技術的根拠もないまま抜き取りとしていたこと。 

(3) ＬＰＲＭ誤接続に係る誤判断事象の原因 
ａ．不適合事象における客観的事実を重視する姿勢、定期事業者検査の本来の目的に関する理解が不足していたこと。 
ｂ．経営層は原子力部門に対し、安全確保とルール遵守が全てに優先されるべきとの指導が不足していたこと。また、原子力

部門は経営層の意図を的確に理解していなかったこと。 
ｃ．発電所における不適合管理・是正処置のルールに不適切な部分があったこと。 
ｄ．発電所において、最終の意思決定の際に、各職位が自らの職務・責任に応じた当事者意識が低かったため、適切な

判断が行われず、また、発電所の意思決定に際しての原子力担当役員及び本店原子力部の関与が薄かったこと。 
ｅ．発電所の方向性をまとめる中で、異なった観点の意見を基に活発に議論できる風土がなかったこと。 

志賀原子力発電所１号機「局部出力領域モニタ検出器の誤接続」の原因と再発防止対策 

発電設備の主な不適切事案に係る原因と再発防止対策 

志賀原子力発電所１号機の臨界事故に係る原因と再発防止対策 

(5) 技術的再発防止対策 ①操作手順の改善策 - 弁離隔手順を、臨界防止措置を考慮した手順に改善。 
 - 教育内容に、原子炉停止中の臨界管理を充実させ、すみやかに全所員に教育を実施。 
  - 運転員等の負担を軽減するため、Ｈ18 導入の作業管理システムを継続的に改善。 
  - 監視に必要な計器・警報が供用状態にあることを隔離前に確認することを手順に明記。試験時の電力内の具体的役割分担を事前に明確化することを規定。 
                ②設備対策 ・・・・・・・・・運転員に明確に情報提供するため、冷却水ヘッダ差圧の警報を高側と低側に分離・識別。

(4)「ＬＰＲＭ誤接続事象」からの再発防止対策 ａ．工事管理の強化   ｂ．気づき能力向上研修の実施 
(5)「ＬＰＲＭ誤接続に係る誤判断事象」からの再発防止対策 ａ．客観的事実を直視し，適切に対応する風土の醸成（失敗事例に学ぶ仕組みの充実、マイプラント意識向上のための施策の推進等） 
 ｂ．定期事業者検査等に関する理解向上 ｃ．経営トップの意志表明と原子力部門とのｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝの充実（経営トップと原子力部門のフランクな対話の実施） 
 ｄ．不適合管理・是正処置の改善   ｅ．トラブル時の意思決定プロセスの改善(「ﾄﾗﾌﾞﾙ対策会議」運営ルールの明確化、原子炉主任技術者の地位・権限の強化) 
 ｆ．様々な観点から活発な議論ができる職場風土の醸成（原子力部門と他部門との人事交流の活性化） 



 

 

 

 

 

志賀原子力発電所１号機の臨界に係る事故についての報告 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成１９年４月６日 

北陸電力株式会社 
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１．はじめに 

 
当社は、平成 11 年 6 月の志賀原子力発電所１号機の定期検査中に、原子炉におい

て臨界に係る事故を起こすとともに、必要な記録を残すことなく、国および自治体に

報告しておりませんでした。 

 

今回の事故により、立地地域の皆さまをはじめ広く社会の皆さまからの信頼を当社

自らが失墜させてしまいました。原子力行政への影響も懸念されるような重大な事態

を発生させ、かつ報告していなかったことは誠に申し訳なく、深く反省し、お詫び申

し上げます。 

 

事故の事実は、経済産業省原子力安全・保安院長の「発電設備に係る点検について」

（平成 18 年 11 月 30 日）の指示による当社の点検、調査の中で判明いたしました。 

 

当社は、平成 19 年 3 月 15 日、経済産業大臣より、今回の臨界事故に対して厳重注

意を受けるとともに、本事故の事実関係及びその根本的な原因の究明、早急に実施す

ることができる技術的な再発防止対策の策定、さらには本事故の根本的な原因を踏ま

えた抜本的な再発防止対策について報告すること、との指示を受けました。 

 

当社では、このたびの指示を真摯に受け止め、志賀原子力発電所 1 号機を停止し、

安全の総点検を進めるとともに、二度とこのような事態を惹起しないという決意のも

と、平成 19 年 3 月 16 日に「志賀１号機事故調査対策委員会」を設置いたしました。 

 

本委員会では、社長を委員長に、社外の原子力安全及び法律の専門家の方々にも加

わっていただきながら、鋭意、調査・検討を進めてまいりました。 

 

その結果、去る 3 月 30 日には、本事故の事実関係、その根本原因及び早急に実施

することができる技術的な再発防止対策について取り纏め、経済産業大臣にご報告さ

せていただきました。 

 

本報告書では、既にご提出いたしました上記内容に加え、根本的な原因を踏まえて

策定された抜本的な再発防止対策を盛り込み、ご報告申し上げるものであります。 
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２．調査・検討体制及び調査方法 

 

２．１ 調査・検討体制 

当社は、経済産業大臣からの指示を受け、「志賀１号機事故調査対策委員会（以下、

「本委員会」という。）」を設置するとともに、本委員会の下に３つの部会を設置した。

また、弁護士 3名による社外調査団を編成することとした。 

 

２．１．１ 志賀１号機事故調査対策委員会の設置 
平成 19 年 3 月 16 日、本委員会を設置し、事実関係・原因の調査、究明を行うとと

もに、技術的な再発防止対策の策定、原子力の品質保証体制の再構築などの抜本的な

再発防止対策及び設備の安全点検計画について、審議・検討を行うこととした。 

本委員会は、永原社長を委員長とし、髙田副社長を委員長代理とした。その他、副

社長、２常務、原子力推進本部部長及び経営管理部長が委員として参加している。 

また、審議・検討の客観性・透明性を確保するため、社外からシステム量子工学、

法律を専門とする大学教授２名に委員としてご就任いただき、調査の方法や評価等に

対して幅広くご意見をいただいた。 

 

２．１．２ 部会の設置 
本委員会における審議・検討の実効性を高め、詳細な調査や具体的な対策の検討な

どを行うため、３つの部会を設置した。 

「事実関係・原因究明部会」では、事実関係・根本原因の解明及び技術的再発防止

対策の検討・立案を行い、「再発防止対策部会」では、根本原因を踏まえた抜本的再

発防止対策の検討・立案を行うこととした。また、「設備安全対策総点検部会」では、

設備の安全点検計画の策定等を行うこととした。 

なお、各部会は本委員会の指示・指導の下、それぞれの課題について検討を進める

とともに、相互に緊密な連携をとりながら活動を推進した。 

 

２．１．３ 社外調査団の編成 
本委員会における審議・検討には正確な事実関係の徹底究明が不可欠であるとの観

点から、弁護士３名による社外調査団を編成し、今回の臨界事故が直ちに報告されな

かったことについて、中立的・専門的立場から、調査に対して助言・指導をいただく

とともに、重要人に対する直接調査を踏まえて、本委員会にその内容を報告いただく

こととした。 

なお、社外調査団のメンバーは、元大阪高検検事長である杉原弘泰弁護士を団長と

し、元検事である辻嶋彰弁護士及び原子力訴訟の代理人を務めるなど原子力関係に詳

しい八木宏弁護士にご参加いただいた。 
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以上の調査・検討体制を下図に示す。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

委 員 長： 永原 功 社長 
委員長代理： 髙田憲一 副社長 
委 員： 大橋弘忠 東京大学教授（システム量子工学） 

中島史雄 金沢大学名誉教授 高岡法科大学教授 弁護士 
濱田昌一 副社長 
清原邦彦 常務取締役 
松長 賢 常務取締役 
荒井行雄 原子力推進本部部長 
村田幸平 経営管理部長 

事 務 局： 塩谷敏文 経営企画部長 

部会長：松長 賢 常務取締役

【課題】 

・事実関係・根本原因の 

解明 

・技術的再発防止対策の 

検討・立案 

部会長：濱田昌一 副社長
【課題】 
・根本原因を踏まえた抜本

的再発防止対策の検討･

立案 

部会長：松長 賢 常務取締役
【課題】 
・設備の安全点検計画の 
策定 
・設備安全点検の実施 

志賀１号機事故調査対策委員会 

再発防止対策部会 

志賀 1号機事故 調査・対策体制 

指示 報告 

メンバー： 
杉原弘泰 弁護士 
辻嶋 彰 弁護士 
八木 宏 弁護士 
【役割】 
・社内調査に対する

指導助言 
・重要人に対する 
直接調査 
・調査報告書の作成 

報告、 

指導 
助言 

連携 連携 

設備安全対策総点検部会 事実関係・原因究明部会

社外調査団 

依頼 
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２．２ 調査方法 

今回の調査は以下の方法で事実の確認を行った。 
 

２．２．１ 聞き取り及び文書類の調査 

「事実関係・原因究明部会」を中心に、志賀原子力発電所及び本店原子力部等の関

係者に加え、当時、関わりのあったＯＢ・メーカー関係者から、幅広く聞き取り調査

を行った。 
また、弁護士から構成される社外調査団により、経営層を含む重要な関係者に対す

る聞き取り調査を行い、中立的・専門的な立場から事実の認定に努めた。 
 
（聞き取り調査総数） 

実施主体 対象者 期 間 延べ人数 
事実関係・原因究明部会 社員、OB、ﾒｰｶｰ 147名 
再発防止対策部会 社員、OB 

3月 16日～25日 
59名 

社外調査団 役員、社員 3月 23日～25日 24名 
計   230名 

 
本店原子力部内及び志賀原子力発電所内等に保管されている資料やデータを記し

た記録紙等の文書類を調査し、その内容を精査・検討した。 
 
（調査した社内資料） 

 ・引継日誌（当直長、運転員）（平成 11 年 6 月 18 日） 

 ・警報等の印字記録 

 ・テレビ会議回線の接続記録 

・キングファイル（5cm）で約 900 冊相当 等 

 

２．２．２ 事故事象の解明 

想定外に制御棒３本が引き抜け、原子炉が臨界状態となったことを重視し、事故に

至ったメカニズムの解明や安全性評価等を行うため、制御棒引き抜け挙動解明、炉心

挙動解析、被ばく線量評価について、日本原子力技術協会等の協力を得て調査を実施

した。 
 
２．２．３ 根本原因分析 

事実確認調査に基づき、事故発生に至る作業項目を時系列的に整理した。また、作

業が適切に行われていれば事故発生を防止できたと考えられる作業項目に着目し、な

ぜ適切に行われなかったかを問題点として洗い出した。 
当該事故に関して報告しなかった問題も含め、洗い出した問題点について、その根

本的な原因まで踏み込んだ調査・分析を日本原子力技術協会の協力を得て行った。 
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３．事実関係の把握 

 
３．１ 事故発生に至る経緯 

３．１．１ 定期検査時の作業管理 

定期検査時に実施される各種設備の点検や試運転、試験の際には、工事担当課と関

係各課間における作業の通知、予定連絡、及び作業開始、終了時の確認等、様々な事

項を管理する必要があるが、志賀原子力発電所では「作業票」によりこれらを行って

いる。 

特に、感電や水漏れ等のトラブルを防止するため、電源の「切」や弁の「閉」とい

った安全処置を行う必要があり、これらを一般的に「アイソレーション」と呼んでい

る。アイソレーションは作業毎に発効する作業票の中にリストアップされ、さらにア

イソレーション毎にタグ管理（各機器に状態を記載した札を取り付ける管理）を行っ

ている。また、アイソレーションには、作業に伴う操作スイッチの操作許可や試験条

件作成なども含まれる。 

工事担当課は作業を実施するにあたり、作業計画を立て、作業内容及びアイソレー

ションを十分に検討のうえ作業票を発効する。また、作業の重要度に応じて、作業管

理体制、作業手順を定めた「作業計画書」を添付する必要がある。 

工事担当課が作成した作業票は発電課に送付され、当直長は、作業票に基づき必要

な操作計画を立てるとともに、関係各課と打ち合わせを行い、作業内容に係るアイソ

レーションを改めて検討後実施する。なお、アイソレーションの内容が変わる場合に

は、その都度、作業票による手続きを行い、発電課がアイソレーションを変更した後

に次のステップに進むこととなっている。また、当直長は作業期間中の作業票につい

て作業状況を把握する必要がある。 

 

なお、アイソレーションには作業の実態にあわせて以下の３つの区分が存在する。 
① 発電課による実施：発電課がアイソレーションを実施 
② 工事担当課実施：技術的、物理的理由で工事担当課にアイソレーションを依頼

する方が望ましい場合に、当直の監督下において工事担当課

が操作を実施 
③ 特別承認   ：他系統への影響がなく、安全が損なわれない範囲で、工事担

当課が操作を実施（当直の監督下にない状態での操作） 
 
３．１．２ 臨界事故の直接原因となった試験 

今回の臨界事故の直接原因となった試験は、電気保修課が担当した「原子炉停止機

能強化工事機能確認試験」（以下、「ARI 試験」という。）である。原子炉停止機能強化

工事は、アクシデントマネジメント（AM）対策工事の一環として第５回定期検査の期

間に実施された特殊な改良工事であり、志賀１号機では初めて実施する試験であった。 

本試験を実施するためには、試験の対象となる１本の制御棒を除き残り８８体の制

御棒駆動系水圧制御ユニット（以下、「HCU」という。）を隔離する必要があることか



 ６

ら、電気保修課は作業票を発行し、HCU の隔離弁等について「工事担当課実施」によ

りアイソレーションすることとした。作業票は電気保修課での検討後に発電課に送付

され、発電課でのアイソレーションの検討が行われたが、この際作業票に試験要領書

は添付されていなかった。（問題点①：「６．根本原因の究明」における問題点に対応。

以下、同じ。） 
一方、ARI 試験の直前には機械保修課が担当する「制御棒駆動系機能検査（原子炉

起動前）」のうちの「単体スクラム試験」が計画されていた。単体スクラム試験は、

制御棒を１本ずつスクラムさせ、制御棒の挿入速度を測定する試験であり、中央制御

室での単体スクラム操作と現場での HCU のアキュムレータの充填操作を、「特別承認」

扱いとし工事担当課員の指示のもとメーカーが実施していた。 

なお、制御棒の引き抜き操作についても、原子炉停止中であり燃料取替インターロ

ックで１本しか引き抜けないようになっていることから、安全上の問題がないため工

事担当課員やメーカーの担当者に実施させていた。 

 

３．１．３ 試験に用いられた要領書と試験実施前の調整 

ARI 試験を実施するためにメーカーから電気保修課に「第５回定期検査 AM 対策工事

の内 原子炉停止機能強化工事 機能確認試験要領書（以下、「ARI 試験要領書」とい

う。）」が提出された。ここでは、「(1)試験対象を除いた制御棒(88 本)のアキュムレー

タ充填水をブローし」、「(2)試験対象の制御棒を全引き抜きした後に制御棒駆動系駆

動水流量を「０」とし」、「(3) 試験対象を除いた制御棒(88 本)の挿入元弁（101 弁）、

引抜元弁（102 弁）及び充填水元弁（113 弁）を全閉する」となっており、HCU の隔離

弁の操作を１体ずつ行う手順ではなかった。また、原子炉への戻りラインを使う運転

（以下、「リターン運転」という。）ではなく制御棒駆動系駆動水流量を「０」とする

運転（以下、「ノンリターン運転」という。）としており、制御棒駆動系冷却水ヘッダ

の圧力が高くなると制御棒の誤引き抜けが発生する可能性があることの注意喚起に

ついても記載されていなかった。（問題点②、③） 

一方、「単体スクラム試験」は第１回定期検査より定期検査毎に実施していたもの

で、この試験要領については平成８年時点で「制御棒駆動機構機能試験標準要領書」

（以下、「CRD 試験要領書」という。）として標準化され確立していた。ここでは、「(1) 

試験対象の制御棒を全引き抜きし」、「(2)試験対象の制御棒の単体スクラムを行い」、

「(3)スクラムした制御棒のアキュムレータを充填する」ことを全８９本の制御棒に

ついて繰り返す手順としていた。 

 

前述のとおり、「単体スクラム試験」と「ARI 試験」は連続して行われることとなっ

ていたことから、二つの試験を効率的に進めるための調整が行われた。なお、この調

整において２つの試験の手順をまとめた「複合手順メモ」も作成されていたが、実際

には用いられず、連続で実施するための考え方をARI試験に取り入れた形に止まった。 

 

調整は具体的には以下のように行われた。 
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a.メーカーから提出された「ARI 試験要領書」及び「CRD 試験要領書」について、

工事担当課担当者が内容を確認後、副課長が審査し、課長が承認した。 

b.その後、メーカーは二つの試験を効率的に進めるため「複合手順メモ」を電気保

修課担当者に提案した。電気保修課担当者は、「複合手順メモ」を全面的には使

わなかったが、発電課定検班、機械保修課へ配布するとともに、その考え方を一

部取り入れ、次のように調整した。 

c.まず、機械保修課が ARI 試験の直前に実施する単体スクラム試験において、「ア

キュムレータに水をチャージする」操作をしないこととし、「１ノッチ引抜・挿

入操作」は ARI 試験側で実施することにした。 

d.それにより、電気保修課が使う「ARI 試験要領書」における「(2)試験対象 CRD を

除いた制御棒(88 本)のアキュムレータ充填水をブローする」というステップは事

実上「ブロー後の圧力を確認する」ということだけになった。また、これにより

当該試験における現場での最初の実操作は「試験対象を除いた制御棒（88 本）の

挿入元弁（101 弁）、引抜元弁（102 弁）及び充填水元弁（113 弁）を全閉する」

という内容になった。これらの操作については、特に手順書等を作成せず行われ

ており、機械保修課、電気保修課ともこれらの手順内容の変更について承認行為

を行っていなかった。（問題点④） 

e.なお、この「複合手順メモ」を通じた調整でも制御棒の誤引き抜けを防止する観

点での注意喚起が行われた形跡は認められなかった。 

 

３．１．４ 試験要領書どおりの操作を行わなかったことによる臨界事故の発生 

これまで調査した記録及び関係者の聞き取り調査結果等から、臨界事故は以下のよ

うに発生したものと推定される。 

 

平成 11 年 6 月 15 日、CRD 単体スクラム試験の作業票が発電課により発効された。

この際、単体スクラム試験時に圧力が変動して「原子炉・CRD 冷却水ヘッダ間差圧高/

低」警報が頻発することを避けるため、警報を除外するアイソレーション（「リフト」

と呼ばれる）が実施され、これ以降、冷却水ヘッダの圧力が上昇しても警報が発生し

ない状態となった。「リフト」は本来ならば単体スクラム試験の終了時に復旧される

べきだが、臨界事故の翌日まで復旧されなかった。二つの試験が連続で実施されたこ

とから「ARI 試験」で必要な警報が無い状態となったものであるが、ARI 試験要領に

も試験の際にこの警報を必要とする記載はなかった。（問題点⑤） 

平成 11 年 6 月 17 日、ARI 試験の作業票が発電課により発効された。この作業にお

いて、当直長は自らの指揮のもとで工事監理員にアイソレーションを実施させるため、

アイソレーションが必要な時にタグを渡すべきであったが、試験に係る「担当課実施」

のタグはこの時点で既に電気保修課に渡されていた。（問題点⑥） 

平成 11 年 6 月 17 日、20 時 43 分から単体スクラム試験が開始された。当時、原子

炉は原子炉圧力容器上蓋及び原子炉格納容器上蓋が取り外されており、原子炉ウェル

を満水とした状態であった。また、中性子束モニタについては、中性子源領域モニタ
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及び中間出力領域モニタが計測中であったが、平均出力領域モニタについては点検中

であった。 

翌 18 日の 1 時 34 分、全 89 本の単体スクラム試験が終了し、1時 57 分頃から、最

も挿入速度の遅い２本の制御棒について、アキュムレータ圧力を最低圧力の約 11MPa

とした状態での単体スクラム試験を実施し、2 時 8 分頃、単体スクラム試験が全て終

了した。 

一方、ARI 試験の関係者は、単体スクラム試験が終了するのを待っていたが、単体

スクラム試験の終了が近づいた 1時 44 分～50 分の間に管理区域内に入域した。2時 8

分頃の単体スクラム試験の終了後、中央制御室において、運転員は電気保修課員に単

体スクラム試験が終了したので、ARI 試験を実施して良いと伝えた。聞き取り調査の

結果では、ARI 試験の関係者と当該の運転員は事前に打合せを行っておらず、作業票

にも試験要領書が添付されていなかったことから、運転員は電気保修課が行おうとし

ている具体的な操作内容を把握していなかった。（問題点⑥） 

運転員の了解を受け、中央制御室の電気保修課員が試験対象の制御棒[14-31]を全

引き抜きするための準備をしていたところ、現場の電気保修課員とメーカー作業員が

現場における最初の実操作、すなわち、試験対象を除く 88 本の制御棒駆動機構の隔

離弁（101 弁、102 弁）の全閉操作を開始してしまった。この操作は、「ARI 試験要領

書」では、試験対象の制御棒[14-31]を全引き抜きとし、駆動水流量調節弁を閉操作

することにより制御棒駆動系駆動水流量を「０」とした後に行う必要があった。（問

題点⑦） 

 

101 弁、102 弁の全閉操作は４名で同時に行い、まず南側の HCU を隔離し、引き続

き北側の HCU の隔離を開始した。隔離操作が始まった後の 2 時 11 分頃、中央制御室

では[14-31]を全引き抜きする前の１ノッチ引抜・挿入操作が行われていたが、この

時点で冷却水ヘッダ圧力の上昇が始まっていたため、制御棒の駆動は正常に行われな

かった。 

現場での隔離が進むにつれ、冷却水ヘッダ圧力の上昇は継続し、流水音が大きくな

るとともに、現場での弁操作が重くなり両手で操作しないと動かなくなっていたが、

操作した電気保修課員とメーカーの作業員は制御棒の引き抜けについての知識がな

く異常と判断しなかった。 

当直長以下の運転員はこの時点でHCUの隔離操作が行われていることを認識してお

らず、従って制御棒駆動系の駆動水流量や冷却水ヘッダ圧力の監視等は実施していな

かった。また前述のとおり、「原子炉・CRD 冷却水ヘッダ間差圧高/低」警報が発生し

ないようになっていたため、制御棒の誤引き抜けの発生する可能性がある圧力まで上

昇していたにも拘らず、だれも認識することができなかった。 

2 時 17 分に最初の制御棒の引き抜けが始まり、最終的に３本の制御棒（[30-39]、

[26-39]、[34-35]）が引き抜け、2時 18 分に原子炉が臨界となり、同時刻に中間領域

モニタ高高信号により原子炉の自動スクラム信号が発生した。 
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３．１．５ 臨界時の対応 

運転員はスクラム警報が発生した時点で初めて異常に気付き、当直長は運転員に制

御棒の状況、中性子束、及び、放射線モニタ等の関係パラメータを確認させた。本来

なら制御棒が緊急挿入されるところ、ARI 試験の途中だったためにアキュムレータが

充填されておらず、また挿入元弁（101 弁）が閉められていたため、制御棒は緊急挿

入されなかった。当直長は、電気保修課が実施していた操作の内容を確認し、それま

で実施していた HCU の隔離操作が原因と判断し、2時 25 分、現場の電気保修課員に弁

の復旧を指示した。 

現場では、当直長の指示により、全制御棒の挿入元弁（101 弁）引抜元弁（102 弁）

の開操作を実施し、引き抜けた 3本の制御棒の 101 弁、102 弁が開いたことにより、

制御棒駆動水系の圧力が制御棒駆動機構に加わり、制御棒の挿入が始まった。 

最終的には原子炉の自動スクラム信号が発生した 15 分後に制御棒が挿入され原子

炉は未臨界状態となった。 

事象発生時の記録計チャート、関係者が個人的に保管していたプロセス計算機の記

録及び過渡現象記録装置出力帳票から確認された時系列は以下のとおりであった。 

平成 11 年 6 月 18 日  

・2 時 17 分 27 秒 制御棒が引き抜け始めた。 

・2時 18 分 41～43 秒 「SRM 炉周期」が 11 秒と短くなり、更に計測範囲

を逸脱し、かつ「SRM 高」が発生し、原子炉が臨界

に達した。 

・2時 18 分 44 秒 「IRM 高高／動作不能」「原子炉自動スクラム」に

より原子炉緊急停止条件が成立し、「原子炉スクラ

ム」信号が発生した。 

・2時 18 分 45 秒 IRM の各チャンネルが表示範囲を逸脱した。 

・2時 18 分 53～54 秒 制御棒[30-39]が 20 ポジション位置、制御棒

[26-39]が 16 ポジション位置、制御棒[34-35]が 08

ポジション位置にあることを確認した。 

・2時 18 分 53～57 秒 「SRM 炉周期」が正常復帰し、20 秒以上になり、

中性子束の上昇が緩やかになった。 

・2時 24 分 28 秒 

～26 分 48 秒 

IRM の各チャンネルが順次正常復帰していること

から、IRM のレンジを上げて可視範囲とし、運転員

が中性子束を確認したと考えられる。また、「IRM

高高／動作不能」が「正常復帰」し、原子炉緊急

停止信号発生レベルより低下した。 

・2時 32 分 19 秒 「SRM 炉周期」がレンジ逸脱し、「SRM レベル」が

9.90×104cps に低下したことから、制御棒の挿入

に伴い未臨界状態に向けて中性子束が低下し始め

た。また、同時期に IRM レベルも低下している。 

・2時 33 分 00 秒 引き抜けた制御棒３本が全挿入した。 
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３．２ 意思決定の過程 

３．２．１ 事故発生に関する発電所関係者への第一報 

スクラム警報が発生し、初めて異常に気付いたとき、中央制御室には、当直長以下

４人の運転員がいた。事故発生から、現場状況及び電気保修課が実施していた操作内

容等を確認し、制御棒を挿入するまで、約 15 分を要した。 

当直長は、一連の初期対応を終えた後、発電課長に連絡した。発電課長は所長以下

関係者に連絡し、関係者が発電所の緊急時対策所に集合したが、既にその時点で事故

発生から、外部への第一報の目安である 30 分を大幅に経過していたと思われる。（問

題点⑧） 

緊急時対策所に集まった者として特定されたのは、所長以下 14 名であった。なお、

その他にも出席者がいたという証言がある。 

 

３．２．２ 緊急時対策所での協議内容 

緊急時対策所において、発電課長から以下の状況説明及び事実確認が行われた。 

・原子炉停止機能強化工事の機能確認試験の準備として、制御棒関連の弁を操作し

ていたところ、想定外に制御棒が数本引き抜け中性子束（IRM）高高で、スクラ

ム信号が発信された。 

・制御棒全挿入までにかなり時間を要した。 

・現在、制御棒が全挿入され原子炉は安定に停止している。 

 

３．２．３ 事故に対する関係者の認識 

出席者は各自の専門知識の違いもあり、この事象に対する理解は様々であった。全

員が「臨界」が起きたとの認識ではなかった。 

しかし、原子炉停止中に制御棒が落ち、中性子束が上昇するという大変な事が起き

たとの認識が多くの関係者にあった。（問題点⑨） 

 

３．２．４ 対応策の検討と意思決定 

事実確認の後、対応策の検討に入ったが、多くの出席者は、この件を報告した場合

の重大さを十分認識していたと思われる。 

すなわち、志賀 2 号機がおよそ 2 ヶ月後の平成 11 年 9 月に着工を控えており、今

回の事故が外部公表となれば着工が延期されることは容易に予想された。 

また、事故発生 4日前の平成 11 年 6 月 14 日、非常用ディーゼル発電設備のクラン

ク軸にひびが発見され、この事象の対策に追われていた真最中であり、1 号機立ち上

げの目処が全く立っていない状況にあった。 

こうしたなかで、「ノイズの可能性があるのでは」との発言(発言者不明)がある一

方、技術課担当からは、「臨界ではないか」との発言もあった。（問題点⑩） 

最終的には、「この事象が外部に出ると２号の工程に遅れがでる」との意見もあり、

所長は、社外に報告しないことを決断した。（問題点⑪） 

なお、次長(炉主任)は、所長に「報告すべき」という意見具申する役割を果たさず、
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公表しないことに反対しなかった。 

その後、発電所と本店原子力部、東京支社、石川支店間でテレビ会議が行われた。 

テレビ会議では、発電所の考えとして、「制御棒が過挿入により、位置不明の表示

となったこと」「何らかのノイズにより IRM に信号が入ったこと」「実際に出力が上が

っていないことから、連絡対象でないこと」が説明され、誤信号であったとの結論が

報告された。 

発電所からの上記報告に対し、異論が特に出されることはなく、テレビ会議は終了

した。（問題点⑩） 

このことから、発電所の意思決定に対する本店の関与は認められなかった。 

また、当時の経営層については、本人からの聞き取り調査の結果、本事実について

の認識はなく、また他の証言からも関与は認められなかった。 

 

３．２．５ 事故記録の改ざん 

発電課長は、発電所中央制御室に行き、当直長らに対し、本事故は誤信号であるか

ら、当直長及び運転員の引継日誌に本事故に関する記述をしないように指示した。そ

の結果、当直長及び担当運転員は、引継日誌に本事故に関する事項を記載しなかった。 

また、本事故を隠すため、炉心中性子束モニタ（SRM、IRM）の記録計チャートには

「点検」と記載しているが、その記載時期及び関与者は不明である。 

緊急時対策所での協議の際に、中央制御室から切り取られてきた警報等印字記録

（アラームタイパー）は、本来保管されるべきものにもかかわらず、そのコピーが個

人的に保管されていたのみであり、その原本は所在不明となっている。その関与者に

ついては不明である。 

 

３．３ 事故後の措置 

事故発生後、事故状況の把握、原因調査及び再発防止対策等の検討、措置が必要で

ある。これらの必要な検討、対応に対し、何が行われていたかを、当時の状況を知っ

ていると思われる社員 22 名に対し、当時取った措置について聞き取り調査を行うと

ともに、記録の有無の確認を行った。 

その結果、事故の解明、原因調査、再発防止対策等の必要な検討・措置に関し、個々

人が自ら成し得る範囲において個別に検討・対応を実施していたものの、組織立った

対応は行われなかった。（問題点⑫）また、事故の原因となった試験については、手

順を改訂の上、３日後に実施していた。 

 

３．３．１ 状況把握 

事故発生直後、運転員は、原子炉スクラム後の操作確認、作業状況の確認、現場の

重点パトロールを行う必要がある。また、事故発生の連絡を受け、緊急時対策所に参

集した関係者は、運転員への助言や社内外への連絡等のため、事故状況を正確に把握

する必要があった。 

調査の結果、運転員は、原子炉周りの状況把握を行うとともに、速やかに作業状況



 １２

の把握を行い、適切に発電課長に連絡していたが、現場の重点パトロールは行ってい

なかった。 

また、技術課担当は、原子炉の詳細なパラメータから、臨界状態となったことを確

認していた。 

 

３．３．２ 事故発生直後の影響調査 

事故発生直後、運転員及び安全管理課員は、エリア放射線モニタの指示値の変化、

作業者の被ばく評価、放射性物質の環境への放出量を評価する必要があった。 

調査の結果、運転員及び安全管理課員は、事故直後に、エリア放射線モニタ等の指

示値に有意な変化がないことを確認した。安全管理課員は、通常の管理業務の中で、

作業者に異常な被ばくがないことを確認していたが、中性子による被ばくの評価は行

っていなかった。また、環境への放射性物質の放出については、事故直後に安全管理

課副課長が通常の管理でよいと判断した上で、通常の管理業務において異常な放出が

ないことを確認していた。 

 

３．３．３ 設備健全性評価 

（１）燃料の健全性 

事故後、燃料の健全性を確認し、継続使用の可否を判断する必要があり、こ

のためには、出力変化や燃料エンタルピ等の評価、炉水分析による燃料破損の

有無の確認を行うとともに、必要により、燃料集合体の外観検査を行うべきで

あった。 

調査の結果、技術課長の指示もあり、技術課担当は、IRM 挙動から算出した

炉周期から反応度を求め、安全解析結果と対比して燃料エンタルピを評価し、

燃料の健全性に問題はないと結論付けて技術課長に報告していた。ただし、計

算を誤り、過小評価を行っていた。 

また、安全管理課副課長は、炉水の分析により、短半減期核種のマンガン 56

が検出されたことで臨界になったことを確信したが、核分裂生成物の濃度に異

常がないことから燃料に破損がないと判断していた。 

 

（２）制御棒、制御棒駆動機構、HCU の健全性 

事故発生後、制御棒、制御棒駆動機構、HCU について、機能試験により機能

上問題がないことを確認するとともに、必要に応じて、分解点検等の詳細点検

を実施し、故障等がないことを確認する必要があった。 

調査の結果、制御棒の外観点検や各機器の分解点検までは実施していないも

のの、再試験時又は通常の定期検査時の試験として、単体スクラム試験、常駆

動試験、ストールフロー試験等を実施し、制御棒が正常に動作することを確認

していた。 

なお、制御棒の外観点検や各機器の分解点検については、第６回定期検査以

降行われている。 
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３．３．４ 原因調査、再発防止対策、水平展開 

制御棒引き抜けが発生した原因を調査し、再発防止対策を策定、実施するとともに、

類似作業においても制御棒の引き抜けが生じないよう水平展開方策を策定、実施する

必要があった。 

調査の結果、原因を詳細に検討したという事実は確認されなかったものの、制御棒

引き抜けの再発防止のため、隔離前後の CRD 系統の流量・圧力の確認及び系統圧力流

量調整弁全閉後、前後弁を閉とし、確実に流量を０とすることや HCU の隔離を 1体毎

にすることを手順に加えており、系統圧力の上昇が制御棒引き抜けの原因であると推

定したものと推測される。 

また、水平展開として、制御棒駆動系の隔離時には、リターンラインを構成するよ

う、運転指示として当直長間で引継ぎが行われていた。 
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４． 事故事象の解明 

 

４．１ 制御棒引き抜け挙動の解明 

４．１．１ 目的 

第５回定期検査の「ARI 機能検査」時に行った操作により制御棒引き抜け事象が発

生したメカニズムを明確にするとともに、この事象をモックアップ試験により再現・

検証する。 

 

４．１．２ 制御棒の引き抜け事象が発生した推定メカニズム 

制御棒が引き抜けたメカニズムは以下のとおりと推定される。 

 

制御棒駆動機構の隔離前は、駆動水流量は 125ℓ／min であり、制御棒駆動系原子炉

耐圧テスト止め弁（036 弁）は開けられておらず、原子炉への戻りラインは構成され

ていなかった。この状態で、試験を行う制御棒駆動機構以外の水圧制御ユニットにお

いて、制御棒駆動系挿入配管隔離弁（101 弁）および制御棒駆動系引抜配管隔離弁（102

弁）を順次閉止する隔離操作が行われたことにより、冷却水ヘッダ圧力が徐々に上昇

した。 

冷却水ヘッダ圧力の上昇に伴い、挿入配管側には制御棒を押し上げる方向に冷却水

の水圧が加わった。また、引抜配管側についても、オリフィス付き制御棒駆動系排出

水逆止弁（038A 弁、038B 弁）と制御棒駆動系常駆動切換弁（121 弁）を通過した冷却

水により加圧されていった。 

挿入側の押し上げ力が制御棒の重量に打ち勝つためには、原子炉と冷却水ヘッダの

差圧（以下、「冷却水ヘッダ差圧」という。）約 0.5MPa 以上が必要であるが、引抜配

管側からの押し下げ力も加わるので、冷却水ヘッダ差圧が約 0.7MPa 以上となった場

合に制御棒が挿入側に移動する可能性がある。また、コレットフィンガは冷却水ヘッ

ダ差圧が約 0.7MPa でばね力に打ち勝ち移動し始め、約 1.0MPa で上端位置に保持され

る。 

この状態で 101 弁を閉止すると、挿入配管からの冷却水圧力が無くなり、引抜配管

からの冷却水が、コレットフィンガを押し上げたまま制御棒を引き抜き側に押し下げ

るために制御棒が引き抜ける。 

 

以上より、制御棒の引き抜けが発生する冷却水差圧の状況を推定すると以下のよう

になる。 

①冷却水ヘッダ差圧 約 0.7MPa 以下の場合 

制御棒が過挿入とならず、またコレットフィンガも押し上げられないので、ラ

ッチは外れず引き抜きは発生しない。 

②冷却水ヘッダ差圧 約 0.7～約 1.0MPa の場合 

制御棒が過挿入となり、コレットフィンガも押し上げられラッチが外れるので、

引き抜けが発生する可能性がある。なお、コレットフィンガの位置によっては再
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ラッチする可能性もある。 

③冷却水ヘッダ差圧約 1.0MPa 以上の場合 

制御棒が過挿入となり、コレットフィンガも上端位置にあるので、引き抜けが発

生する可能性がある。 

 

制御棒の引き抜け動作は、引抜配管の圧力が約 0.7MPa まで下がりコレットフィン

ガが元の位置に戻りラッチされるまで継続することから、スクラム信号によりスクラ

ム出口弁（127 弁）が開動作するか、102 弁が閉止することで圧力が下がり、コレッ

トフィンガがラッチして引き抜けが止まったと推定される。なお、引き抜けた制御棒

は、101 弁が閉止されているため、スクラム信号が発生し、制御棒駆動系スクラム入

口弁（126 弁）および制御棒駆動系スクラム出口弁（127 弁）が開動作しても、水圧

制御ユニットアキュムレータの圧力の有無にかかわらず当該制御棒のスクラム挿入

はできない状態であった。 

 

この状態から 101 弁、102 弁を開ければ、挿入配管からの冷却水圧力が加わり、制

御棒が挿入される。 

 

４．１．３ モックアップによる確認 

（１）方法 

メーカーの工場において、志賀１号機と同一型式の試験用高速型制御棒駆動機構に

より、以下のとおり今回推定したメカニズムどおりの動作となるか、再現・検証を行

う。 

また、炉心挙動解析に適用する引き抜け速度評価モデルの妥当性を検証するため、

冷却水ヘッダ差圧及び制御棒引き抜け速度を実測する。 

① 冷却水ヘッダ差圧が高い状態を模擬し、101 弁、102 弁両弁開状態から、101 弁

のみを閉止することにより、同様に制御棒が引き抜かれる事象が発生するか確認

する。 

② ①の状態が確認された後、以下の２ケースにより制御棒が停止することを確認

する。 

 ケース１：102 弁を閉止する。 

 ケース２：102 弁開状態で制御棒駆動系スクラム出口弁（127 弁）を開する。 

③ ②の状態が確認された後、以下の２ケースにより制御棒が挿入されることを確

認する。 

 ケース１：102 弁を開状態とした後、101 弁を開状態とする。 

 ケース２：102 弁開状態、制御棒駆動系スクラム出口弁（127 弁）の開状態で、

101 弁を開状態とする。 
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（２）結果 

モックアップ試験の結果から、今回推定した以下のメカニズムどおりの動作となり、

再現性が検証できた。 

また、引き抜け速度評価モデルの妥当性を検証するため、冷却水ヘッダ差圧及び制

御棒引き抜け速度を実測した。 

① 冷却水ヘッダ差圧が高い状態で 101 弁を閉止すると制御棒が引き抜ける事象が

発生する。 

② この状態で 102 弁を閉止するか制御棒駆動系スクラム出口弁（127 弁）が開とな

ると、制御棒の引き抜けが停止する。 

③ その後、制御棒駆動系スクラム出口弁（127 弁）が開の状態で、101 弁、102 弁

を開ければ、制御棒が挿入される。 

 

 

４．２ 炉心挙動の解析 

４．２．１ 目的 

志賀１号機第５回定期検査中の臨界事故時に引き抜けた制御棒周りに装荷してい

た燃料集合体（以下、４．２では「当該燃料集合体」という。）については、その後

燃料漏えいはなく健全に使用を終えているが、ここで、事故当時の炉心挙動の解析を

行うことにより反応度、原子炉出力等の経時変化を把握するとともに、解析の結果か

ら燃料の健全性の評価を行う。また、使用済燃料貯蔵プールで貯蔵している当該燃料

集合体の外観点検を行い、実際に燃料の健全性について確認する。 

 

 

４．２．２ 反応度評価並びに出力及び燃料健全性の解析・評価 

（１）方法 

志賀１号機第５回定期検査中の臨界事故時の炉心状態を解析・評価するに当たり、

事故当時の制御棒の引き抜け速度、原子炉冷却材温度等を入力条件として設定する。

これを基に解析コード（プログラム）を用いて炉心挙動解析を実施し、制御棒の引き

抜けにより投入された反応度、出力変化から、その時の燃料エンタルピ（燃料ペレッ

トの持つ熱量）を求め、燃料の健全性を評価する。 

 

燃料の健全性については、解析結果の燃料エンタルピを「発電用軽水型原子炉施設

の反応度投入事象に関する評価指針」に定める燃料の許容設計限界及び「発電用軽水

型原子炉施設の反応度投入事象における燃焼の進んだ燃料の取扱いについて」に定め

るＰＣＭＩ破損しきい値のめやすと比較することによって評価する。 
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（２）解析条件 

評価は、原子炉設置許可申請書の安全解析で使用している許認可解析コードを用い

て実施し、原子炉設置許可申請書の安全解析結果との比較も行う。 

 

ａ．解析コード 

使用する解析コードは以下のとおり。 

 解析コード名 

引抜き制御棒反応度算出 三次元沸騰水型原子炉模擬計算コード 

事象進展の解析 反応度投入事象解析コード（ＡＰＥＸ） 

燃料エンタルピの解析 単チャンネル熱水力解析コード（ＳＣＡＴ） 

 

ｂ．主要入力条件 

解析で使用する、炉心燃料配置、冷却材温度等の入力データとしては、事故当時の

値が明らかなものについてはその値を用いるとともに、制御棒引き抜け順番や引き抜

け速度等、値が明らかでないものについては、想定できる範囲内で解析結果を厳しく

する値を用いる。 

 

解析結果に大きな影響を与える、制御棒の引き抜け順番及び引き抜け速度について

は、以下の考え方により設定した。 

 

 制御棒の引き抜け順番の考え方 

・引き抜けた３本の制御棒の停止位置は制御棒[26-39]が 16 ポジション、制御棒

[30-39]が 20 ポジション、制御棒[34-35]が８ポジションであった。 

・上記３本の制御棒は、スクラム直後に行った制御棒位置確認により、引き抜け

が確認されたものであり、それ以外の制御棒は全挿入状態であったことから、

引き抜けていた制御棒は上記３本のみである。 

・１本目の制御棒が引き抜け始めたことにより、「全制御棒全挿入信号」が「ＮＯ」

となった。 

・この制御棒は、作業員が 102 弁を閉めたことにより引抜配管の圧力が下がり、

停止したものと推定される。 

・制御棒[34-35]の停止位置（８ポジション）は他と比較すると高い位置であるた

め、102 弁閉によるものではなく、原子炉スクラム信号発信、スクラム弁開に

より系統圧力が急降下したため停止した可能性が高く、３本目に引き抜けたと

仮定。 

・２本目の制御棒がどの時点で引き抜け、停止したかはわからないため、解析結

果を厳しくする（臨界近傍での反応度添加率を高くする）よう制御棒[34-35]

と同様に原子炉スクラム信号により停止したものと仮定。 

・制御棒[26-39]と制御棒[30-39]のどちらが先に引き抜けた制御棒かが不明なた

め、解析結果を厳しくする（臨界近傍での反応度添加率を高くする）観点から、
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制御棒[30-39]が最初に引き抜けたものと仮定。 

 

以上のことから、制御棒[30-39]が最初に引き抜けて「全制御棒全挿入信号」を「Ｎ

Ｏ」とし、制御棒[26-39]は制御棒[34-35]と共に引き抜けて原子炉スクラム信号によ

り停止したとして解析を行う。 

 

 引き抜け速度の考え方 

・原子炉－冷却水ヘッダ間差圧から制御棒引き抜け速度を算出する評価モデルを

構築した。 

その評価モデルによる評価値を「４.１.３ モックアップによる確認」によっ

て得られた実測値と比較した結果、構築した評価モデルが保守性を有すること

が確認された。 

・事故発生時の原子炉－冷却水ヘッダ間差圧は特定困難なことから、想定される

最大値である約 13ＭPa（制御棒駆動水ポンプミニマムフロー運転時のポンプ吐

出圧力）を事故発生時の差圧と仮定するとともに、全制御棒の工場出荷試験時

の流路抵抗実測値（平均値）を用いて、評価モデルにより制御棒引き抜け速度

を計算した結果、47mm/ｓとなった。 

また、引き抜けの発生した３本の制御棒について至近の定期検査時（第２回定

期検査時）の流路抵抗測定結果を条件として引き抜け速度を計算した結果、そ

れぞれ約 45mm/ｓ台[26-39]、47mm/ｓ台[30-39]及び約 48mm/ｓ台[34-35]となり、

その平均は約 47mm/ｓであった。 

・このため、解析では、制御棒引き抜け速度として 47mm/ｓを用いることとした。 

 

（３）結果 

事故発生前、原子炉の実効増倍率は約 0.956 であった。 

制御棒[30-39]の引き抜けにより、全制御棒全挿入信号が「ＮＯ」となり、その後

102 弁閉止により制御棒[30-39]は停止位置 20 ポジションで停止した（解析条件）。こ

の時原子炉は未臨界であった。 

 

その後、制御棒[26-39]及び[34-35]の 101 弁が順次閉止されたことにより、それぞ

れの制御棒の引き抜けが始まった（解析条件）。これにより原子炉の実効増倍率は臨

界点である 1.0 に到達した。この時の原子炉出力は定格出力の約 10－６％程度と推定

した。その後、さらに臨界点を超えて臨界超過となり、原子炉出力は増加し始めた。 

IRM（レンジ１）高高の設定値を超えたため、原子炉スクラム信号が発信し、これ

により制御棒[26-39]及び[34-35]はラッチされ制御棒の引き抜けは停止した（解析条

件）。引き抜け停止時刻は、最も遅れた場合で原子炉スクラム信号発信の約 3.2 秒後

である（解析条件）。 
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ａ．事故時の整定出力を基に超過反応度を求めた場合 

 臨界事故発生後の整定原子炉出力を基に算出した超過反応度 0.5％Δｋを用いて許

認可解析コードにより解析した結果は以下のとおり。 

炉心平均中性子束は原子炉スクラム信号発信後約６秒で定格値の約２％まで上昇

し、これに伴う燃料ペレット温度の上昇によるドップラ効果の自己制御性が働き、負

の反応度フィードバックが加わって降下し始めた。なお、原子炉熱出力（単位時間当

たりに燃料から水に伝えられる熱量）の最大値は 0.5％未満である。 

燃料エンタルピの最大値は約 93kJ/kgＵＯ２［約 22cal/ｇＵＯ２］となり、４．２．

２（１）に述べる判断基準を満足していることから、燃料が健全であることが確認さ

れた。 

また、今回の臨界事故では、浸水燃料の存在を仮定しても浸水燃料の破損は生じな

い。 

 

ｂ．冷温臨界試験の結果から超過反応度を求めた場合 

第６サイクル初期に実施した冷温臨界試験の結果を基に算出した超過反応度

0.789％Δｋを用いて許認可解析コードを用いて解析した結果は以下のとおり。 

炉心平均中性子束は原子炉スクラム信号発信後約 2 秒で定格値の約 15％まで上昇

し、これに伴う燃料ペレット温度の上昇によるドップラ効果の自己制御性が働き、急

激な負の反応度フィードバックが加わって即時に降下し始めた。原子炉スクラム信号

発信から約 15 秒後には炉心平均中性子束は定格値の 1％を下回り、その後も低下し整

定した。なお、原子炉熱出力（単位時間当たりに燃料から水に伝えられる熱量）の最

大値は１％未満である。 

燃料エンタルピの最大値は約 171kJ/kgＵＯ２［約 41cal/ｇＵＯ２］、ピーク出力部燃

料エンタルピの増分の最大値は約 52kJ/kgＵＯ２［約 13cal/ｇＵＯ２］となり、４．２．

２（１）に述べる判断基準を満足していることから、燃料が健全であることが確認さ

れた。 

また、今回の臨界事故では、浸水燃料の存在を仮定しても浸水燃料の破損は生じな

い。 
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以上ａ．及びｂ．の解析結果と事故当時使用していた高燃焼度８×８燃料の採用に

係る原子炉設置変更許可申請書での安全解析結果との比較を次表に示す。 

 

 

安全解析結果の比較（許認可解析コードによる解析結果） 

燃料エンタルピの
最大値 

［kJ/kgＵＯ２］ 
([cal/ｇＵＯ２]) 

ピーク出力部 
燃料エンタルピの
増分の最大値 
［kJ/kgＵＯ２］ 
([cal/ｇＵＯ２])

 

投入制御棒
反応度 
[％Δｋ] 

制御棒 
引き抜け速度
[mm/ｓ] 

解析値 判断基準 解析値 判断基準

ａ 約0.5 
約 93 

（約 22）
－ 

今回の事故 

の解析 
ｂ 約0.789 

47 
約171 

（約 41）

－ 
約 52 

（約 13） 

－ 

起動時の制御

棒の異常な引

き抜き 

約0.5 91 
約126 

（約 30）

385＊１ 

(92)＊１ 
－＊２ 

 

(a)＊３ 

安

全

解

析 制御棒落下 1.5 950 
約830 

（約198）

963 

(230) 
－＊２ － 

＊１：ペレット燃焼度 40GWd/t 未満 
＊２：「発電用軽水型原子炉施設の反応度投入事象における燃焼の進んだ燃料の取扱いについて」

は、燃料集合体最高燃焼度 55,000ＭＷｄ/ｔを目標とした高燃焼度燃料の安全審査以降に適用 
＊３：(ａ)；ペレット燃焼度 25GWd/t 未満の場合：460(110)、 

ペレット燃焼度 25GWd/t 以上 40GWd/t 未満の場合：355(85) 

 

安全解析のうち「運転時の異常な過渡変化」の解析の一つである「起動時の制御棒

の異常な引き抜き」では、最大制御棒価値の制御棒が最大引き抜き速度で１本引き抜

かれるとしている。今回の事故は３本の引き抜けであったが、中間位置で停止したこ

と、最大価値の制御棒ではなかったこと、引き抜け速度も小さかったことから、超過

反応度の設定によっては燃料エンタルピが起動時の制御棒の異常な引き抜きの解析

結果を超えたものの、過渡変化の判断基準を満足していた。 

さらに、安全解析では「事故」の解析の一つとして「制御棒落下」の解析を行って

いるが、今回の事故は制御棒落下の解析結果および判断基準も満足していた。 

 

 

４．２．３ 燃料集合体外観点検 

（１）方法 

当該燃料集合体（高燃焼度８×８燃料）は、事故発生後、第１０回定期検査までの

各定期検査時に原子炉から順次取り出され、現在は、全て使用済燃料貯蔵プールに貯

蔵している。 
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これら燃料集合体について、燃料棒表面に付着したクラッド(注)を除去し、水中テレ

ビカメラを用いて外観点検を実施する。 

(注)クラッドとは、原子炉冷却中において、配管系の金属材料の腐食によって生ずる腐食

生成物のうち、水に溶けない金属酸化物の総称である。 

 

（２）結果 

事故当時相対出力の大きかったと思われる燃料集合体から順に９体、燃料集合体外

観点検を行い，その結果、燃料棒及び燃料棒以外の構成要素に、著しい損傷、変形及

び腐食は認められなかった。 

 

４．３ 被ばく線量の評価 

４．３．１ 目的 

臨界事故発生時に管理区域内に滞在した放射線業務従事者に有意な被ばくがあっ

たのか、また、一般公衆に対する影響があったのかを調査する。 
 
４．３．２ 放射線業務従事者に係る調査 

（１）管理区域滞在者の被ばく線量の確認 

ａ．管理区域滞在者の確認 

放射線管理計算機に保存されている放射線業務従事者の管理区域出入実績から、臨

界事故が発生した時間帯（制御棒が引き抜け始めた 2 時 17 分から全制御棒が全挿入

となった 2 時 33 分まで）に管理区域に滞在していた放射線業務従事者（以下「管理

区域滞在者」という。）を確認した結果、制御棒駆動機構の試験に関係する電力社員

２名とメーカー作業員２名、及びその他の作業に従事していた２名の計６名であった。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

臨界事故発生時の管理区域滞在者の例 
 

 

2時 17分 
制御棒引き抜け始め

2時 33分 
制御棒全挿入 

入域 退域 

入域 退域 

入域 退域 

退域 入域 

臨界事故発生時時間帯 

6月 18日 
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ｂ．管理区域滞在者のγ線による線量の確認 

管理区域滞在者の線量のうちγ線による線量について、放射線業務従事者が管理区

域に立ち入る都度携行する警報付ポケット線量計（以下「APD」という。）の測定値に

より確認した結果、全員が 0.00mSv であった。 

 

ｃ．管理区域滞在者の中性子線による線量の確認 

中性子線については、100%出力運転中であっても、通常人が立ち入る場所の線量率

は測定下限（0.001mSv/h）未満であり、その被ばくを考慮する必要はない。 

しかし、臨界事故発生時には、原子炉圧力容器及び原子炉格納容器の上蓋が取り外

されており、原子炉建屋４階原子炉ウェル周りには原子炉を直視できる位置があった

こと、また、原子炉格納容器の所員用エアロック等が開放されており、原子炉格納容

器内に立ち入ることが物理的に可能であったことから、原子炉建屋４階及び原子炉格

納容器内では中性子線による被ばくのおそれがあった。 

そのため、管理区域滞在者６名が当該場所に立ち入ったかどうかについて、管理区

域入域時の作業件名及び聞き取りにより確認した結果、原子炉建屋４階及び原子炉格

納容器内に立ち入っていないことが分かった。 

 

また、管理区域滞在者はフィルムバッジを着用しており、熱中性子線による線量は

測定できるため、平成 11 年 6 月のフィルムバッジ測定算定記録を確認したところ、

当該の６名の熱中性子による線量は全て検出限界未満（X）であった。 

 

以上の結果より、中性子線による被ばくのおそれはないと考えられる。 

 
警報付ポケット線量計（ＡＰＤ） フィルムバッジ（ＦＢ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）中性子線による被ばくを仮定した場合の線量評価 

APD はγ線による線量を測定できるが、中性子線による線量は測定できない。また、

フィルムバッジも熱中性子線による線量は測定できるが、速中性子線による線量を測

定できない。 

そのため、管理区域滞在者が中性子線による被ばくをしていたと仮定した場合の線
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量を以下のとおり推定した。 

①管理区域滞在者のγ線による線量は、APD による測定で 0.00mSv であることか

ら、保守的に 0.005ｍSv 未満であったとする。（APD は、0.005ｍSv 未満は「0.00」

の表示となる。） 

②中性子線による線量は、中性子線とγ線の線量率の比率（以下、「n/γ比」と

いう。）をγ線による線量に乗じて算出する。なお、評価に用いる n/γ比は、

運転中に原子炉施設において実際の中性子線量率を測定でき、かつ、n/γ比が

高い所員用エアロック前の 20 を用いる。 

（実測値を用いているため、実際の中性子エネルギーにおける比率であり、熱中

性子及び速中性子による線量を評価することになる。） 

 

その結果、中性子線による被ばくを仮定した場合であっても線量は 0.1mSv（＝

0.005mSv×20）未満となり、検出限界値（標記は「X」）であることから、中性子線に

よる線量を含めた評価線量は「X」と推定される。（評価線量の算出にあたって「X」

は数値として加算されない） 

 

γ線による線量 

（APD による測定値） 

中性子線による線量 

（ｎ／γ比による計算値）
評価線量 

「X」 

（0.005mSv 未満） 

「X」 

（0.1mSv 未満） 
「X」 

 

 
４．３．３ 一般公衆に係る調査 

（１）放射性希ガスに係る確認 

臨界事故により燃料が破損し、燃料被覆管の中から希ガスが漏えいした場合には、

原子炉建屋４階から換気空調系を経由して排気筒から環境へ放出されるおそれがあ

るため、排気筒モニタ及び敷地境界に設置されているモニタリングポストの指示値を

確認した結果、指示値に変動はなく、臨界事故に起因した希ガスによる外部への影響

はなかった。 

 

（２）放射性よう素に係る確認 

臨界事故により燃料が破損した場合は、放射性よう素が排気筒から環境へ放出され

るおそれがあるため、排気筒のチャコールフィルタにて１週間（臨界事故発生日を含

む 6月 16 日から 22 日）捕集した放射性よう素の測定値を確認した結果、検出限界未

満であり、臨界事故に起因した放射性よう素による外部への影響はなかった。 

 
（３）直接線・スカイシャイン線に係る確認 

臨界事故により原子炉建屋から放出される直接線・スカイシャイン線による一般公

衆に対する影響を以下のとおり確認した。 
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①炉心挙動解析結果から得られた原子炉出力（ピーク値）をもとに、臨界事故時の

原子炉建屋４階及び原子炉格納容器外側における線量率を評価する。 

②直接線については、原子炉建屋から放出された放射線が直接評価点に到達するも

のであり、原子炉格納容器外側にて評価した線量率から敷地境界までの距離（最

短で約 450ｍ）による減衰補正を行い、評価点での線量率を求める。 

なお、保守的に原子炉建屋原子炉棟のコンクリート壁による遮へい効果は考慮し

ない。 

③スカイシャイン線については、原子炉建屋から放出された放射線が上方の空気で

散乱され評価点に到達するものであるが、評価点での線量率は保守的に原子炉建

屋４階における線量率と同じと仮定する。 

④線量率評価のベースとなっているピーク出力状態が、制御棒が引き抜け始めた 2

時 17 分から全挿入となった 2 時 33 分までの 15 分間継続していたと仮定して、

上記②、③にて求めた線量率から直接線・スカイシャイン線による線量を求める。 

 

その結果、直接線・スカイシャイン線による線量は、以下のとおり十分小さな値と

なっており、線量目標値（年間 50 μSv）と比べても無視できるものである。 

 

直接線による線量 1.7×10－６ μSv 
スカイシャイン線による線量 4.9×10－７ μSv 

線量目標値 ※ 年間 50 μSv 
※：「発電用軽水型原子炉施設周辺の線量目標値に関する指針（原子力安全委員会）」

に定める原子炉施設の通常運転時における周辺の公衆の受ける線量についての目

標値 
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５．事故発生当時の品質保証体制等の状況 
 

５．１ 目的 

「３．事実関係の把握」に加えて、事故発生当時の品質保証体制、権限・意思決定

ルール、コンプライアンスの状況について整理する。 
 

５．２ 品質保証体制及び作業ルール 

５．２．１ 品質保証体制の状況 

当社の原子力における品質保証体制は、昭和 62 年に志賀原子力発電所１号機の建

設に向け、本店原子力部を対象とした「原子力発電所 総合品質保証計画書（要則）」

を制定したことに始まる。平成元年に志賀原子力発電所建設所の設置に伴い、「志賀

原子力発電所建設工事品質保証計画書」（その後、組織廃止に伴い廃止）を制定する

とともに、それらの上位規則である「原子力発電所 品質保証要則（規程）」を制定し

た。 

平成 5 年の志賀原子力発電所１号機運転開始に合わせ「志賀原子力発電所 品質保

証計画書」を制定した。これらの規則は、国際原子力機関（IAEA）の「原子力発電所

の安全基準－品質保証－」（1988）を参考として作られた日本電気協会「原子力発電

所の品質保証指針」（JEAG 4101-1993）の要求事項を反映したものであった。今回事

故の発生した平成 11 年当時は、上記規則をその後の状況変化に応じて改正したもの

を運用していた。 

 

（１）トップマネジメント 

当時の品質保証体制では、トップマネジメントの概念（平成 16 年導入）は、ま

だ取り入れられていなかったが、設置者責任の概念のもと品質保証活動を総括する

ため、原子力本部に品質保証総括責任者を置き、原子力本部長がこれに当たると定

めていた。 

 

（２）現場のＰＤＣＡ(Plan-Do-Check-Act のサイクル) 

当時の品質保証体制では、計画から監査に至る個々の基本事項に関しては定めら

れていたものの、ＰＤＣＡサイクルという一連の概念はまだ取り入れられていなか

った。そのため、個々の基本事項に対する管理に重きが置かれていた。 

調達管理では、品質に関する要求事項を調達文書中に明示することを定め、調達

業務を実施していた。 

不適合管理では、重大な不適合と軽微な不適合に分けて管理していた。 

是正処置では、国の検査、保守点検及び故障・トラブル等で指摘または発見され

た不適合に対し、その重要度に応じて対応の手順を定めていた。 

予防処置では、さまざまなチャネルを通じて国内外原子力発電所のトラブル情報

を収集検討し、当社設備への展開を図っていた。 
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（３）内部監査 

当時の品質保証体制では、原子力監査規程に基づき、原子力部門から独立した部

門（社長室 原子力監査担当）が内部監査を行うこととしていた。 

 

５．２．２ 作業ルールの状況 

（１）アイソレーションにおける役割分担 

「志賀原子力発電所 保守作業手続要領」に基づき、アイソレーションには作業

の実態に合わせ、①発電課実施、②工事担当課実施、③特別承認の３つの区分があ

った。 

（２）工事要領書・作業票 

工事要領書には作業の実施内容・手順等が定められており、工事担当課が審査・

承認を行うことになっていた。 

作業票は、作業通知・アイソレーション・作業終了の確認などに使用しており、

工事担当課から発電課等に送付されていた。 

 

５．３ 権限・意思決定のルール 

５．３．１ 事故・故障時の国、自治体への報告 

（１）報告の判断基準 

事故・故障等対応要領では、報告対象は法令等で定める範囲とし、法令別・事象

種類別に列挙のうえ報告期限が設定されており、報告対象か否かが定かでない場合

には、官庁に確認することとなっていた。 

社内の慣例では、昼間は発電所の技術課長が判断し、夜間・休日は連絡当番が判

断することになっていたが、判断に迷う場合には、発電所において「判定会議」を

開催していた。 

（２）報告手順 

事故・故障等対応要領に基づき報告対象であることが明らかな場合は、実用炉規

則等により国へ、安全協定により自治体へ報告を行っていた。 

（３）報告までの時間 

事故・故障等対応要領には、法令別・事象種類別に、「直ちに」、「速やかに」、「そ

の他(何日以内)」という報告期限が規定されていた。また、通商産業省（当時）の

原子力発電運転管理室文書「トラブル情報および運転管理情報の連絡要項」（平成

10 年 8 月）では、事故情報が「夜間・休日を問わず直ちに連絡するもの」、「夜間に

連絡は必要ないが、休日でも翌朝速やかに連絡するもの」、「原則通常の勤務時間内

に連絡するもの」の３つに分類されていた。 

これに対し、社内の慣例上、「直ちに」に該当する事象は 30 分以内に連絡するこ

とになっていた。 
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５．３．２ 原子炉主任技術者の職務 

原子炉主任技術者は、「核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律」

及び「保安規定」に規定されている。 

この保安規定には、原子炉主任技術者が、保安上必要な場合、「所長へ意見具申」、

「運転従事者へ指示」、「各職位に助言・協力」すること、及び所長は「原子炉主任

技術者の意見を尊重」することが規定されていた。 

 

５．３．３ 発電所が設置する保安運営委員会 

事故の再発防止対策を審議する原子力発電保安運営委員会は、当時の保安規定に

「発電所における原子炉施設の保安運営に関する具体的重要事項を審議する」と規

定されていた。 

保安運営委員会運営要領には、運転管理、燃料管理、放射性廃棄物管理、放射線

管理、保守管理に関する具体的重要事項に加え、保安規定等の改廃の上申に関する

事項も審議することが位置づけられていた。 

 

５．３．４ 本店原子力部の役割 

本店原子力部は、発電所に対して、専門的立場から方針、計画、規程等を説明し、

必要であれば専門的な意見を提供していた。 

 

５．４ コンプライアンスの状況 

平成 9 年 10 月に「電気事業連合会行動指針」が制定され、当社においても平成

10 年 3 月に、社達「企業倫理の徹底について」が出されるなど、当時は、コンプラ

イアンス意識醸成に向けての取組みが緒に付いたところであった。 
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６．根本原因の究明 

 

６．１ 臨界事故発生の原因 

６．１．１ 時系列に沿った事実確認と問題点の抽出 
当社社員及びメーカー作業員からの聞き取り、並びに記録等により判明した事実を

時系列に沿って整理し、各プロセスの流れの中で、臨界事故発生に至った問題点を抽

出した。 

 

① 保守作業手続要領に基づき、電気保修課員は、作業票に ARI 試験の手順を添

付すべきであったが、実際は添付していなかったこと。 

② 電気保修課員は、臨界防止に関する検討が十分でなかったため、HCU を１本毎

隔離することの重要性を認識していなかったこと。 

③ 原子炉・CRD 冷却水ヘッダ間差圧が、警報値に達する可能性のある操作であり、

リターン運転の方が好ましかったが、実際はノンリターン運転としたこと。 

④ 承認された試験要領書を変更する場合は、その都度試験要領書を改訂し、承

認を受けるべきだったこと。 

⑤ 原子炉停止時運用管理要領に基づき、ARI 試験の実施前に、「原子炉・CRD 冷

却水ヘッダ間差圧高/低」警報のリフトを解除し、差圧を監視できるようにす

べきだったこと。 

⑥ 保守作業手続要領に基づき、当直長は、電気保修課員を指揮し、CRD の隔離弁

（101、102 弁）を閉操作させるべきだったが、実際は指揮していなかったこ

と。 

⑦ 電気保修課員は、承認された ARI 試験要領書の通り、メーカー作業員に試験

を実施させるべきであったが、実際はメーカー作業員は手順を守らなかった

こと。（系統流量を 0とした後、CRD 隔離弁を閉とする） 

 

６．１．２ 根本原因分析 
今回の事象について、臨界事故が発生したことを出発点とし、その背後要因を「な

ぜなぜ分析」で掘り下げ、根本的な原因を究明した。 

以下に、根本原因分析結果を現場作業管理上の原因と設備上の原因の２つに整理し

た結果を示す。 

                         

（１）現場作業管理上の原因 
ａ．電気保修課員は、保守作業手続要領に基づき作業票に試験手順を添付すべき

であったが、要領では「作業の重要性に応じて」となっており、添付が必要

かあいまいだったこと。 

ｂ．現場の電気保修課員及びメーカー作業員は、簡単な作業でも試験要領書をチ

ェックするという意識が低かったこと。 

ｃ．試験要領書の手順の一部省略など、軽易な変更は改訂なしで行われていたこ
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と。 

ｄ．当社担当者にメーカー依存意識もあり、当日の試験体制、役割が不明確なま

ま、試験が進められたこと。また、当直間で引継ぎすべき項目や引継ぎ者が

明確になっていなかったこと、及び関係者の事前打ち合わせ、調整が不十分

だったこと等、試験関係者間の引継ぎ、調整が不適切だったこと。 

ｅ．HCU 隔離時の措置については、原子炉停止時運用管理要領や設備別運転操作

要領（原子炉編）等に定められているが、リターン運転、１体毎の隔離等が

明確となっていなかったため、電気保修課員は臨界防止に関する検討が不十

分となったこと。 

ｆ．原子炉停止中の臨界防止に関する知識・経験が不足していたこと。 

ｇ．定期検査中は、作業票の処理数が多く、検討、審査に十分な時間をかけられ

なかったこと。 

ｈ．要員不足のため、定期検査時の検討・審査に十分な時間をかけられなかった

こと。 

ｉ．工程遵守の意識が強かったため、早く試験を終わらせたいと思ったこと。 

ｊ．安全最優先の企業風土が醸成されていなかったこと。 

 

（２）設備上の原因 
ａ．CRD 単体スクラム試験を実施する場合には、原子炉・CRD 冷却水ヘッダ間差

圧低の警報が発報するため、アイソレーションしていたが、警報は高/低が同

一のものとなっているため、高の警報も出なかったこと。 

 

６．２ 事故を隠し実施すべきことをしなかった原因 

６．２．１ 時系列に沿った事実確認と問題点の抽出 

当時の関係者からの聞き取り及び記録等により判明した事実を時系列に沿って整

理し、各プロセスの流れの中で、臨界事故を報告せず、事故記録を改ざんし、その後

実施すべきことをしなかったことに関する問題点を抽出した。 

（１）問題点の抽出 
⑧ 通常の連絡ルートと異なっていたこと。 

⑨ どのように対応すべきなのか良く分からなかった（見通しがなかった）こと。 

⑩ 隠ぺいを制止できなかったこと。 

⑪ 隠ぺいすることを指示・承認したこと。 

⑫ 事故後の措置については、個別に検討・対応を実施していたものの、組織立

った対応を行わなかったこと。 

 

６．２．２ 根本原因分析 

今回の臨界事故を隠したことは、立地地域をはじめ広く社会の皆さまの信頼の下に
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おいて活動すべき電気事業者として、大変なご迷惑をお掛けしたことを出発点とし、

二度とこのようなことを起させないようにその背後要因を掘り下げた結果、以下の根

本原因を究明した。 

 

（１）経営層の責任 
臨界事故隠しを防げなかったこと、その後８年間それを見つけ出すことができ

なかったこと。 

 

（２）工程優先意識 
経営計画の最重点課題である志賀２号機建設計画について、全社一丸となって

取り組んでいる中、着工がおよそ 2 ｹ月後（平成 11 年９月）に控えている状況に

あり、経営層の発言等を通じて、原子力発電所は工程遵守を必達と考え、何より

も優先させるとの意識を形成させたこと。 

 

（３）真実究明からの逃避 
対応困難な未経験の臨界事故に対して、本来、技術者に求められている「真実

の究明」と原子力に求められている「透明性」に反し、本事故対応の困難さや直

前のトラブル対応も相まって、炉心中性子束モニタの指示値急変に関する虚偽の

理屈付けを行い、事故デ－タを改ざんしたこと。 

 

（４）意思決定に係る閉鎖性と決定プロセスの不透明性 
本事故に関する対外対応は、本来、客観性・中立性を確保した上で、決定する

べきであったが、価値観や意識を共有する原子力発電所の関係者のみで協議して

決定したこと。 

また、意思決定に際して、ルールが不明確であり、各職位が自らの職務・責任

に応じた当事者意識も低かったため、適切な決定が行われなかったこと。 

 

（５）議論できない組織風土 
本事故に関する対外対応の検討は、会議メンバーが有する多様な観点に基づき

行われるべきであったが、当時は、「言いたいことを言えない」、「言っても無視さ

れる」ような組織風土があったこと。 
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７．再発防止対策の策定 

「臨界事故発生の原因」及び「事故を隠し実施すべきことをしなかった原因」を踏

まえ、以下のとおり、再発防止対策を策定した。なお、根本原因が事故発生時のもの

であることから、現状の実態を踏まえて再発防止対策を策定した。 

 

７．１ 定期検査中の臨界防止に関する状態管理 

「臨界事故発生の原因」に対する再発防止対策を検討するにあたり、現状の定期検

査中の臨界防止に関する状態管理について、以下のとおり確認を行った。 
 

定期検査時に実施する燃料移動作業や原子炉停止余裕検査、制御棒駆動系機能検査

等の際には、臨界防止措置として、HCU の隔離を必要に応じて実施している。 

HCU の隔離に関する基本的な考え方は以下のとおりである。 
・制御棒が隔離されていない状態では、スクラム回路とアキュムレータ機能が必

要である。 
・制御棒が隔離されている状態では、スクラム回路とアキュムレータ機能は不要

である。 
 
また、HCU 等の臨界防止に関する機器の状態を、工程にあわせて以下のように管理

している。 
① 原子炉停止～RPV 開放 

通常運転中と同じ状態で管理する。 
② 燃料取出中 

燃料取り出しにあたり事前に HCU の隔離操作を行う。この際、制御棒駆動系

は、原子炉への戻りラインを使う運転とする。なお、制御棒の引き抜きは、１

本ずつ、当該セル（燃料集合体４体と制御棒１本が収まる１つの格子）の燃料

集合体が全て取り出された状態であることを確認し、HCU の隔離を解除して操

作を行い、全引抜状態となった時点で HCU を再び隔離する。 
③ 全燃料が取り出された期間 

志賀１号機においては、定期検査時、燃料を全て取り出しており、制御棒は

全引抜状態で隔離している。この期間に制御棒の操作はないので、制御棒駆動

系はリターン運転とする必要はなく、系統流量は流さない。 
④ 燃料装荷中 

燃料装荷にあたり制御棒は全引抜状態で隔離されている。隔離された制御棒

を順次挿入する必要があるため、制御棒駆動系はリターン運転とする。なお、

制御棒の挿入は、１本ずつ、当該セルの燃料集合体が全て取り出された状態で

あることを確認し、HCU の隔離を解除して操作を行い、全挿入状態となった時

点で HCU を再び隔離する。 
⑤ 原子炉停止余裕検査、制御棒駆動系機能検査 

燃料装荷の終了後には、原子炉停止余裕検査、制御棒駆動系機能検査のため

全ての HCU の隔離を解除し、制御棒駆動系は、原子炉への戻りラインを使わな
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い運転とする。 
なお、停止余裕試験や制御棒駆動系機能検査については、原子炉圧力容器上

蓋開放状態にて行うことから、炉心を直視できる区域への人の立入りを禁止す

る措置をとる。 
⑥ 原子炉格納容器全体漏えい率検査と原子炉保護系インターロック検査時 

検査時の安全措置として、検査中は HCU の隔離を行う。なお、隔離操作を行

う際は制御棒駆動系をリターン運転として行う。 
⑦ 起動前試験 

通常運転中と同じ状態で管理する。 
 
７．２  「臨界事故発生の原因」に対する技術的再発防止対策 

７．２．１ 操作手順に係る改善策 

６．１「臨界事故発生の原因」及び５．２．２「作業ルールの状況」で抽出された

原因に基づき、上記の臨界防止に関する状態管理及び現状の操作がそれぞれの問題に

対し再発防止できる仕組みとなっているかを検証した。 
 
検証の結果、抽出された原因に対して現状の運転操作要領及び関連管理要領類に定

める事項は次の点について改善が図られている。 
・HCU 隔離操作は HCU１体毎に実施するよう手順を定めるとともに、系統圧力上昇

による制御棒引き抜けの可能性を追記して注意喚起し、臨界防止面での改善が図

られている。 

・HCU 隔離操作は全て発電課が実施し、操作・監視が確実に行われるようになって

いる。 

・HCU 隔離操作前にリターン運転とする手順を定め、系統圧力上昇による制御棒引

き抜け防止を行っている。 

・工事要領書は、工事担当課が審査・承認するとともに、必要なものは作業票に添

付され、発電課にてダブルチェックすることとなっている。 

・試験時の電力－メーカー間の役割分担を管理要領類にて明確にしている。 等 

 
以上、現状は臨界事故の再発防止を十分図っていると考えるが、更に確実な対応を

図るため、以下の改善策を実施するとともに、保安規定中の制御棒駆動機構に係る規

定の改善についても検討を行っていく。 
 
（１）操作手順の改善 

ａ．隔離手順が臨界防止措置を考慮したものでなかったことに関する改善 

・隣接した制御棒が同時に引き抜けることがないよう、HCU を隔離する際の全体

的な手順等について、制御棒の引き抜け防止に効果的な管理方法を検討する。      

【平成 19 年 4 月中迄に実施】 
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・HCU 隔離時においては、リターンラインを構成するものとし、制御棒駆動系挿

入配管隔離弁（101 弁）及び制御棒駆動系引抜配管隔離弁（102 弁）を閉止した

後、アキュムレータの降圧を行うこと、また１体隔離実施毎に中央制御室に連

絡をとりながら実施することを HCU 隔離に関する手順に明記した。 

〔原子炉停止時運用管理要領〕 

【平成 19 年 3 月 30 日改訂、平成 19 年 4 月 4 日施行】 

        〔設備別運転操作要領(原子炉関係) 〕(１号機)〕 

【平成 19 年 4 月 4 日改訂、平成 19 年 4 月 6 日施行】 

 

・HCU 隔離弁（101 弁、102 弁）の管理を厳重にするため、施錠措置を行った。ま

た、HCU 隔離弁の操作に関する注意表示を HCU 現場に掲示した。 

【平成 19 年 4 月 3 日完了】 

 

・臨界防止に係る設備について明確化を図り、これらの設備に関する工事要領書

は、臨界防止に関する措置を遵守するための具体的内容を記載することとし、

その工事要領書は、保安運営委員会で審議を経て制定するとともに、作業票に

必ず添付することを規定した。 

〔原子炉停止時運用管理要領、原子力発電保安運営委員会運営要領、保守作業

手続要領、保守業務管理要領、調達管理要領、調達文書作成要領、機器定期

点検管理要領（機械品、電気・計装品編）、現地試験・検査管理要領（機械

品、電気・計装品編）〕 

【平成 19 年 3 月 30 日改訂、平成 19 年 4 月 4 日施行】 

 

ｂ．HCU 隔離操作中の監視不足に関する改善 

・ HCU 隔離操作中の監視項目の明確化を図るため、HCU 隔離操作中は以下の項目

を連続監視することを明記した。 

- 原子炉・CRD 冷却水ヘッダ間差圧 

- SRM 指示 

- IRM 指示 

- 制御棒位置 

          〔設備別運転操作要領(原子炉関係)(１号機、２号機)〕 

【平成 19 年 4 月 4 日改訂、平成 19 年 4 月 6 日施行】 

 

ｃ．HCU 隔離手順にリターン運転等関連手順が織り込まれていないことに関する改善 

・リターン運転、ノンリターン運転及び HCU 隔離・復旧手順を順序立てて構成し

直すとともに、関連性を明確に記載した。 

        〔設備別運転操作要領(原子炉関係)(１号機)〕 

【平成 19 年 4 月 4 日改訂、平成 19 年 4 月 6 日施行】 
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（２）作業管理面の改善 

ａ．手順書の承認及び適用に関する改善 

・承認された試験要領書の手順に従わなかったこと、試験手順を途中で変更した

が試験要領書の改訂手続きを取らずに実施したことに対し、作業手順が確実に

遵守されているか、工事監理、立会検査において作業チェックシートにて確認

するとともに、各種パトロールで随時確認する。また、作業手順の遵守や要領

書改訂の承認手続きについて、所員およびメーカー作業員等へ継続的に周知徹

底していく。 

         【平成 19 年 4 月中旬迄に実施】 
 

ｂ．監視上必要な警報、監視計器の除外に関する改善 
・監視に必要な計器及び警報（「原子炉・CRD 冷却水ヘッダー間差圧高」、「制御棒

ドリフト」など）が供用状態にあることを隔離前に確認することを手順に明記

した。 

〔保守作業手続要領、運転管理業務要領〕 

【平成 19 年 3 月 30 日改訂、平成 19 年 4 月 4 日施行】 

          〔設備別運転操作要領(原子炉関係)(１号機、２号機)〕 

【平成 19 年 4 月 4 日改訂、平成 19 年 4 月 6 日施行】  

 

ｃ．試験における役割分担の明確化に対する改善 
・試験時における電力内での具体的な役割分担を事前に明確化することを規定し

た。 

〔保守作業手続要領、保守業務管理要領、機器定期点検管理要領（機械品、電気・

計装品編）、現地試験・検査管理要領（機械品、電気・計装品編）〕 

【平成 19 年 3 月 30 日改訂、平成 19 年 4 月 4 日施行】 

 

ｄ．教育面の改善（臨界防止に関する教育の充実） 
・事故当時、臨界に関しては、臨界状態の説明等概要的な内容のみ教育していた

が、ＪＣＯ臨界事故を契機に、定期的に受講する保安教育の１科目となり、燃料

集合体の取扱い時や原子炉起動時の制御棒操作等における留意点を含めた内

容で、全所員（事務系等一部所員を除く）を対象に教育を実施している。 
今後は、本事故を事例として追加する等、原子炉停止中の臨界管理に係る内容

を充実させ、すみやかに全所員を対象として教育を実施する。 
 

ｅ．「作業管理システム」を活用した継続的作業管理の改善 

・事故当時を含め、従来は作業に伴う作業票の授受管理や操作禁止札の重複（ア

イソレーションの干渉）照合は手作業で行われていた。このため、定期検査時

など作業が輻輳し大量に操作禁止札を発効する場合においては、その管理に多

くの時間を要していた。 
そこで、正確な作業状況を把握し、安全措置を漏れなく確実に実施できるよう
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支援するとともに、作業情報の共有などにより効率的な作業管理を支援するこ

とを目的として、平成 18年 12月に「作業管理システム」を導入した。 
この結果、作業票発効の効率化、リアルタイムでの作業進捗状況・操作禁止札

の状況把握が可能となった。更に、作業時のアイソレーション分析による作業

ミスの防止など、安全面・効率面において現場作業管理が高度化した。 
本システムは、運用開始間もないため、今後の定期検査での実運用状況を把握

し、運転員及び工事担当者の負担の軽減に資するよう、継続的なシステムの改

善を行う。 
 

７．２．２ 設備対策 

３．１「事故発生に至る経緯」に示すとおり、今回の臨界事故は、原子炉・CRD 冷

却水ヘッダ間差圧の上昇により発生したと推定されることから、以下の観点での設備

対策を実施するとともに、更なる対策について検討を深めていく。 
 
（１）運転監視機能の強化 

ａ．運転員への情報提供の明確化 

現状、原子炉・CRD 冷却水ヘッダ差圧については、差圧高、低の双方の場合

に同一警報が発報するが、当該警報を差圧高側と低側に分離・識別し、運転員

への情報提供の明確化を図る。 

【平成 19 年７月迄目途】 

 
７．３  「事故を隠し実施すべきことをしなかった原因」に対する再発防止対策 

７．３．１ 隠さない企業風土づくり 

事故当時のコンプライアンスの取組み状況については、平成 10 年 3 月に社達「企

業倫理の徹底について」が出されるなど、コンプライアンス意識醸成に向けての取組

みが緒についたところであった。しかし、コンプライアンスに関する社内規程も未整

備であり、コンプライアンス教育についても、内容・対象者数が限定的で、十分には

実施されていない状況であった。 

その後、平成 14 年 9 月に、社長を委員長とするコンプライアンス推進委員会を設

置するとともに、「行動規範」を制定し、すべての役員・従業員に配布・周知した。

この「行動規範」には、遵守すべき法令・ルールの内容、判断基準・心構え及びその

重要性について記載されている。また、平成 15 年 2 月には、企業倫理情報窓口（ホ

イッスル北電）を設置するなど、隠さない企業風土の醸成に向けた仕組みが構築され

ている。 

さらに、企業の社会的責任を果たすため、平成 17 年度からは、社内に CSR 推進チ

ームを設置するとともに、コンプライアンスの徹底と環境保全への積極的な取組みを

基盤とした「北陸電力グループ CSR 行動計画」を策定し、取組みの強化を図っている。

また、「北陸電力グループ CSR 報告書」を発行し、当社グループの CSR に関する考え

方や取組みについて、広く社会に情報発信するとともに、双方向コミュニケーション

を図っている。 
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これらの取組みを通じて、社員のコンプライアンス意識は確実に向上しているが、

今回の臨界事故を隠した事実を契機として、仕組みと意識の両面から実効ある施策を

推進することにより「隠さない企業風土」の醸成を図る。 

 

（１）隠さない仕組みの構築 

「安全最優先の企業風土が醸成されていなかったこと」＜根本原因（ｊ）＞「真実

究明からの逃避」＜根本原因(３)＞、「意思決定に係る閉鎖性と決定プロセスの不透

明性」＜根本原因(４)＞に対して、隠さない仕組みの構築による再発防止対策を策定

した。 

 

ａ．迅速かつ確実な対外通報・報告体制の整備 

発電所における事故・トラブル時の通報について、当時は、事故・トラブル等の発

生時に、その事象が法令や地元との安全協定等の報告対象事項に該当するかどうかを

判定後、該当事象のみ対外通報・報告することとなっていた。今回の事象では、この

判定に係る会議において事故を通報しないことを決定したものである。 

現在は「地元県・町への連絡基準に係る覚書」(平成 15 年 7 月締結)に基づき、法

令や安全協定上の報告対象に該当しない軽微な事象についても、通報・報告を行うな

ど、情報開示を積極的に進めてきているが、通報は連絡区分の判定後に行っている。 

今後は、通報前の判定余地をなくし、より迅速かつ確実に対外通報を行うため、原

則として全ての異常事象（平常時と異なる事象）を通報対象とし、連絡区分判定前に

まず第一報を国の保安検査官に通報する（不明な点は「調査中」と記載し迅速に通報）。 

また、連絡区分の判定は､第一報通報後に行うこととし､判定者及び判定理由を記録

に残す。なお、連絡区分判定のための会議（後述 b.「トラブル対策会議」）を行った

場合はその議事録を残す。 ＜根本原因（３）、（４）＞ 

 

ｂ．「トラブル対策会議」運営ルールの明確化 

今回の事故時には、所長以下の関係者が緊急時対策所に集まり、非公式の対応会議

を実施したが、対外報告しないとの最終決定に至ったプロセスが不明確であり、議事

録も作成されなかった。 

現在でも、事故・トラブル時の対外通報において、連絡区分の判定に迷う場合は、

関係者で打合せをしているが、依然として決定プロセスが明確でなく、議事録も残さ

れていない。 

今後は、第一報通報後の連絡区分の判定やトラブル対応策の検討を行う「トラブル

対策会議」の運営ルールを定め、決定主体及びプロセスの明確化を図るとともに、議

事録作成や、重要案件についてボイスレコーダーの使用を徹底する。 

＜根本原因（３）、（４）＞ 

 

ｃ．発電所情報の国及び経営層・原子力本部への伝送 

事故当時から現在に至るまで、発電所の電気出力、発電所周辺の環境放射線のデー

タはリアルタイムで県・町に伝送しており、周辺市町庁舎及びインターネット上でも
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見ることができる。 

今後は、より透明性を高めるため、発電所の状況を確認できる情報を配信すること

により、隠せない・隠さない仕組みを構築する。具体的には、IT を活用して常時オン

ラインで国及び経営層・原子力本部へ伝送し、見える化を図る。 

＜根本原因（３）、（４）＞ 

 

ｄ．原子炉主任技術者（炉主任）の地位と権限の強化 

事故当時は、次長が炉主任を兼務しており、緊急時対策所での会議では、対外報告

しないとの結論に反対しなかった。平成 16 年 5 月の保安規定改正により、炉主任が

所長に先立ち確認する事項や、各職位からの報告内容等の具体的事項の記載が追加さ

れ、炉主任の職務の明確化が図られたが、炉主任の任務以外のライン職務を兼ねてい

る。〔(正)1 号機:技術部長、2号機:炉心燃料課長 (副)1、2 号機ともに技術課長〕 

今後は、炉主任が原子炉等規制法に定める責任を忠実に果たせるよう、炉主任の地

位及び権限を強化する。具体的には、炉主任としての職務に専念できるよう、ライン

業務を持たない「原子炉主任技術者」の職位を発令するとともに、発電所内での発言

力を高めるべく、経営幹部の地位に位置づける。また、原子炉施設の保安運営に関す

る事項を審議する「保安運営委員会」における炉主任の権限・責任を明確化する。（炉

主任の出席必須化、意見表明義務等の「保安運営委員会運営要領」への明記） 

＜根本原因（ｊ）、（３）、(４)＞ 

 

ｅ．企業倫理情報窓口（ホイッスル北電）の強化 

平成 15 年２月、法令･ルール、企業倫理に違反する行為及び違反する恐れのある行

為に対して、社内外からの通報を受け付け、これに対し適切な対処を行うことを目的

に、ホイッスル北電を設置した。しかし、これは、通報を社内窓口のみで受け付ける

仕組みとなっている。 

今後は、より通報しやすい制度とし、隠せない・隠さない仕組みを強化するため、

通報窓口を現行の社内窓口に加え、新たに第三者（弁護士）宛の窓口を追加する。ま

た、制度の概要（通報･相談の受付、通報･相談への対処、不利益取扱いの禁止 など）

について、社内報等で再周知するとともに、入力画面をよりわかりやすくするなど、

利用しやすい環境を整える。 ＜根本原因(３)＞ 

 

（２）企業倫理最重視への意識改革 

「真実究明からの逃避」＜根本原因(３)＞、「議論できない組織風土」＜根本原因

(５)＞に対して、企業倫理最重視への意識改革による再発防止対策を策定した。 

 

a．コンプライアンスマインド変革研修 

事故当時のコンプライアンス教育は、内容・対象者数が限定的であり、従業員全体

のコンプライアンス意識を高める取組みは弱かった。現在は、新入社員教育・ステッ

プアップ研修(大卒入社 3年目、高卒入社 5年目)、新任管理監督者研修、新任特別管

理職研修においてコンプライアンス教育を実施し、さらに、行動規範の職場巡回研修
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やｅ－ラーニングを実施している。これにより、コンプライアンス意識は当時より向

上しているが、未だ十分とは言えない状況である。 

全社的なコンプライアンス意識の底上げを図るため、今年度、全従業員を対象に、

コンプライアンスの根底となるマインドのあり方についての研修を集中的に実施す

る。 ＜根本原因(３)＞ 

 

b．経営幹部及び管理職全員に対する集中教育 

事故当時から現在まで、経営幹部に対して、コンプライアンスに関する体系的な教

育はなかった。組織全体のコンプライアンス意識を向上させるには、その指導的役割

を果たす経営幹部及び職場の長である管理職の意識の持ち方が非常に重要である。こ

のため、今回の事故を受け、今年度、経営幹部及び管理職全員を対象とするコンプラ

イアンスに関する研修を集中的に実施するとともに、フォロー研修を着実に実施し、

組織風土の改革を図る。 ＜根本原因(３)＞ 

 

c．発電所の職場単位での集団討議 

事故当時、職場単位での集団討議は特に行われていなかった。その後、ＪＣＯの事故

を契機に平成 12 年より、自らが参加する実践的な教育として、職場毎に安全文化や

モラルに関し、具体的な法令違反の事例やケーススタディをもとに、小グループでの

集団討議を実施している。今後も継続的に実施し、コンプライアンス意識の更なる浸

透を図る。 ＜根本原因(３)＞ 

 

d．コンプライアンスに関する誓約書の署名 

  事故当時は、コンプライアンス意識の浸透を目的とした誓約書に署名するような取

組みは行われていなかった。平成 17 年度以降、経営幹部・従業員一人ひとりが企業

倫理意識の向上に向けて、行動規範の遵守に関する誓約書に署名し、毎年社長に提出

している。今後も引き続き、コンプライアンス意識の徹底を図るために、コンプライ

アンス誓約書への署名を毎年、実施する。 ＜根本原因(３)＞ 

 

e．コンプライアンスメールマガジンの発信 

これまでコンプライアンスに関する情報は、社内の電子掲示板等を通じ提供してき

た。今後は全従業員に確実に情報を伝えるため、また、行動規範の違反事例をわかり

やすく補完する意味も含めて、定期的にコンプライアンスに関する最新情報等を、社

内メールを用いて直接配信し、コンプライアンスの向上・定着を図る。 

＜根本原因（３）＞ 

 

ｆ．発電所業務単位の行動規範の策定 

事故当時、コンプライアンスの徹底の取組みは全社的に始まったばかりの段階であ

った。 

平成 14 年に、全社的な取組みとして、法令の遵守を中心に行ってはならない行為

や守るべき事項のうち全社共通的なものについて記載した「行動規範」を制定し、全
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社への周知、浸透活動を行っている。 

原子力部門においては、ＪＣＯ事故の教訓を踏まえ、安全文化の醸成を図るため、平

成 12 年に「原子力部門行動宣言」を制定している。その後、他電力の自主点検記録

改ざん問題を契機として、企業倫理の浸透を図る観点から、「原子力部門行動宣言」

の改定を行っているが、業務レベルにまで落とし込んだものにはなっておらず、実務

との関連がわかりにくい。 

今後、原子力発電所における更なるコンプライアンス意識の向上を図るために、実

際に行なっている業務とコンプライアンスとの関連性をより明確に意識しつつ、業務

を遂行することが必要である。そのため、発電所の業務種別毎の実態に合わせて、各々

の実務を行う上でより分かり易い具体的な内容の行動規範を策定・明示し、理解の浸

透を図る。 ＜根本原因(３)＞ 

 

ｇ．原子力部門と他部門との人事交流の活発化 

これまで原子力部門においては、技術的専門性が高いこと等から、発電所の総務部

門や土木保守部門を除き、他部門との人事交流は少なかった。今回の事故を隠した根

本原因のひとつに「議論できない組織風土」が上げられているが、１サイト体制のも

と固定的な上下関係が長期化することによる、組織の閉鎖性、いわゆる一家体質がそ

の背景にあった。 

今後は、他部門から、これまでとは異なる経験を持つ人を配置することで、部門内

の風通しを良くするため、順次、他部門との人事交流の活発化を図る。 

＜根本原因(５)＞ 

 

７．３．２ 安全文化の構築 

これまでの事実関係の把握、根本原因の究明から、事故当時、安全最優先の考えを

軽視し、工程を優先していたことが浮き彫りになった。 

その後当社は、平成 12 年 6 月に「北陸電力原子力部門行動宣言」を定め、明確に

安全文化の醸成に取り組むこととした。さらに、平成 16 年 5 月には、「原子力施設の

安全確保のための品質マネジメント」の導入にあわせて、志賀原子力発電所の品質保

証担当及び保安担当を、独立した部門として安全・品質保証室に改組し、品質保証体

制の充実を図っている。 

現状、発電所では所員を対象とした研修や職場討議を定期的に実施することで、安

全文化の浸透に一定の成果が見られるが、今回の事故を契機に、経営トップから「安

全最優先」の考えを強力に発信するとともに、そのための仕組みを構築することで、

「安全文化の構築」を図る。 

 

（１）経営トップからの「安全最優先」の強力な意志表明 

安全文化を組織に浸透させるには、経営トップの強力なリーダーシップ発揮のもと、

「安全最優先」の経営トップの意志を強力に発信していく必要がある。 

このため、安全確保の徹底が経営の最優先事項であるという「安全最優先」の方針

を、経営方針や経営計画等において社内に示し、また対外的にも決意を表明すること
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で、安全最優先意識の浸透と定着を図る。 

原子力の定期点検については、定検計画の中で、安全を最優先とする工程設定の考

え方を具体的に記載する。また、無理のない標準工程から計画外の事象が発生した場

合、対応に必要な期間を評価し、躊躇せず定検工程延長の措置を行うことについてル

ール化し、その着実な実施をコミットする。 

なお、現場での対話活動においても、経営トップの意志として工程優先ではなく、

安全最優先のメッセージを発信する。 ＜根本原因（ｈ）、（ｉ）、（ｊ）、(１)、(２)＞ 

 

（２）地域と一体となった事業運営を目指した原子力本部の設置 

「経営層の責任」＜根本原因(１)＞に対して、地域と一体となった事業運営を目指

した再発防止対策を策定した。 

 

事故当時は、本店に原子力部及び原子力土木部を傘下とする原子力本部を設置する

とともに、志賀町には、原子力発電所及び２号機建設準備事務所、志賀送電立地事務

所を束ねる志賀原子力総合事務所を設置し、２号機の建設を強力に推進していた。 

２号機の土木工事の進捗に伴い、平成 14 年に原子力土木部及び原子力本部を廃止

し、平成 18 年の志賀２号機運転開始後は、志賀原子力総合事務所を発電所所属の志

賀原子力事務所に改組した。 

今後は、経営層自らが、石川県、志賀町など地元自治体及び地域と一体となり、本

店の経営トップと連携をとりながら、原子力に関する諸計画、運転･保守、広報など

の原子力業務全般について、より的確かつ直接的に管理できる体制を確立する必要が

ある。 

このため、本店の原子力部及び原子力安全推進室を、石川県に移転し、原子力本部

を設置する。本部長は本部に常駐し、発電所、原子力部等の下部組織をより直接的に

指揮統括する。  

また、現在の志賀原子力事務所は、発電所所属の組織として、原子力を含むエネル

ギー広報･広聴対話活動や、企業ＰＲ及び地域活性化方策に関する業務等を担当して

いる。 

今後は、原子力本部直属の「志賀地域事務所（仮称）」に改組し、本店および原子

力本部と連携をとり、広く地域の声を吸い上げ事業運営に反映させるなど、信頼回復

に向けた取組みを推進する。 

本店、本部、発電所、志賀地域事務所間での意思疎通を図るため、ＩＴを活用する。 

＜根本原因(１)＞ 
 

（３）原子力を支える体制づくり 

「要員不足のため、定期検査時の検討・審査に十分な時間がかけられなかったこと」

＜根本原因（ｈ）＞、「工程遵守の意識が強かったため、早く試験を終わらせたいと

思ったこと」＜根本原因（ｉ）＞、「経営層の責任」＜根本原因(１)＞、「工程優先意

識」＜根本原因(２)＞に対して、原子力を支える体制づくりによる再発防止対策を策

定した。 
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ａ．経営トップと原子力部門とのフランクな対話の実施 

事故当時の経営トップの現場訪問の目的は、業務の激励や経営方針の説明など、一

方向的なものが多く、役職以上を対象に少人数で行われるなど、発電所との相互理解

の観点においては、十分なものではなかった。 

今後は、相互尊重、相互理解の観点から、より率直な意見交換の機会が必要であり、

経営トップと原子力本部及び発電所との間での、フランクな意見交換の機会を定期的

に設定し、「安全最優先」のテーマをはじめ、経営に関わる問題から、身近な業務、

職場の問題まで、毎回テーマを設定し、相互の意思疎通を図るため双方向の議論を行

うことで、経営トップの姿勢を十分伝えるとともに、原子力部門の生の声を経営に反

映させる。 ＜根本原因(１)＞ 

 

ｂ．発電所内の組織強化・増員 

事故当時は、品質保証担当は数人いたが、平成 16 年に「安全・品質保証室」を設

置し、組織上の位置づけを明確にするとともに人員を増強した。また、工事実施担当

課から独立し、検査の実施や品質に関する指導等を実施している。 

今後、品質管理の強化に加え、安全確保についても一層のチェック機能の充実が必

要である。具体的には、発電課のチェック機能の強化として、発電課に定検担当課長

を置き、定検班を指揮するほか、手順書の審査業務を実施する。また、電気保修課及

び機械保修課で行う作業のチェック機能の強化として、保修部に電気､機械各一名の

審査担当課長を置き、作業及び作業間連携の適切性を専門に審査するほか、副課長及

び担当者を増員する。さらに、「安全･品質保証室」の人員を増強し、品質保証の強化

及び原子炉主任技術者の補佐機能の充実を図る。 

＜根本原因（ｈ）、（ｉ）、（１）、(２)＞ 

 

ｃ．事故・トラブル時の応援体制の整備 

事故当時は、事故･トラブル時において、他部門からの応援は行っていなかった。

現在では、必要に応じてその都度他部門へ依頼し、応援を得ているが、その応援体制

はあらかじめ整備されていない。 

今後、事故・トラブル発生時の業務量増加に対し、フレキシブルに対応できる応援

体制を整備し、適切な人員の確保を図る。具体的には、他部門のタービン・電気・ボ

イラー等の技術保有者等の応援可能な要員について把握し、事故・トラブル別の応援

体制（移動手段、宿泊施設確保、人事面の対応等）の整備を図る。 

＜根本原因（ｈ）、（ｉ）、（１）、(２)＞ 

 

（４）安全・品質管理の強化 

「安全最優先の企業風土が醸成されていなかったこと」＜根本原因（ｊ）＞、「経

営層の責任」＜根本原因（１）＞、「真実究明からの逃避」＜根本原因(３)＞、「議論

できない組織風土」＜根本原因（５）＞に対して、安全・品質管理の強化による再発

防止対策を策定した。 
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ａ．社長直属の｢品質管理部｣設置による原子力品質管理の徹底 

事故当時は社長室に、各部門の品質管理に対するチェック機能として「原子力監査

担当専門職」を配置するのみであったが、平成 15 年に経営管理部に原子力監査室と

して組織化し、内部監査の強化を図ってきた。 

今後は、今回の事象を踏まえ、品質管理を専門とする部門を独立させ、再発防止対

策の徹底を図っていく必要がある。具体的には、原子力部門の再発防止対策の徹底を

図るとともに、発電所における問題解決を支援するため、社長直属の「品質管理部」

を設置する。内部機構として､「品質管理推進室」、「原子力監査室」及び「考査室」

を置く。「品質管理推進室」は、再発防止対策の実施状況及び実効性について確認・評

価を行う。また、施工時に実施する検査強化への取組みについて、専門的立場で指導

する。  ＜根本原因（ｊ）、(１)＞ 

 

ｂ．失敗事例に学ぶ仕組みの充実 

従来、国の検査、点検保守および故障・トラブルなどで指摘または発見された不適

合に対しては、その程度に応じて対応の手順を定め、是正処置を実施している。また、

さまざまなチャネルを通じて、国内外原子力発電所のトラブル情報を収集検討し、事

例の水平展開を図っている。これらに加え、ヒヤリハット事例の分析・教育を実施し

てきたが、重大事故につながる重要事例が、確実に全て報告されてきたかどうか不明

である。 

今後は、失敗情報を重要視する価値観を発電所行動規範に明記し、積極的に情報を

公表・共有化するための職場風土作りを行う。具体的な手段として、業務改善提案制

度を見直し、従来の「改善事例」「アイデア提案」に加え、「失敗事例」も業務改善デ

ータベースの登録対象とし、登録者に奨励ポイントを付与する。また、顕著な改善事

例等は、全社発表会で紹介し表彰する。 

この他、日本原子力技術協会との連携を強化し電力各社のトラブル情報や対策の一

層の共有を進める。 ＜根本原因（３）、（５）＞ 

 

ｃ．外部組織による評価の活用 

安全運転の確保については、電力業界あげて精力的に取り組んでいるが、当社にお

いても、専門的な立場から多くの知見を有する日本原子力技術協会及び電力中央研究

所の協力・支援を仰ぎながら、安全運転に資する活動を行ってきた。 

今後、当社では、全国的な知見を有する外部専門組織により、当社の実情を踏まえ

た問題点を指摘・評価いただき、改善につなげていくことで、安全文化の構築を図る。

具体的には、日本原子力技術協会等による安全文化に係る職場風土評価の活用、安全

文化普及活動への積極的な参画、安全文化醸成に係る教育の活用等を積極的に推進す

る。 ＜根本原因（ｊ）、（３）＞ 

 

d．マイプラント意識向上のための施策の推進 

平成 16 年より、設備保全･技術力向上に向けた取組みとして、「マイプラント意識

向上」の施策が実施されている。 
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今後も、直面する課題に責任を持って自発的に取組むことで、「自分たちが働く発電

所は自分たちが支えている」という「マイプラント意識」を高揚するため、見える化活

動等、TPM 活動を継続的に実施していく。具体的には、これまでの現場見える化の効果

を検証し、さらに見える化を展開するエリアを決定、日常点検における点検方法の最適

化を図っていく。＜根本原因（３）＞ 
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８．再発防止対策の実施及びフォロー 

 

８．１ 基本的な考え方 

このたびの臨界に係る事故に関して、当社は８年間もの間この事実を隠してきたこ

とを重く受け止め、二度とこのような事故を起こさないため、技術的な再発防止対策

はもとより、企業風土にまで踏み込んで改める等の抜本的な再発防止対策を策定した

ところである。 

しかしながら、確実に再発防止を図るためには、これらの再発防止対策を全社あげ

て着実に実施していくとともに、実施状況やその効果・定着度を定期的に評価し、状

況を踏まえて見直し・改善する必要がある。 

このため、これらの再発防止対策については、全て当社の経営計画に反映し、具体

的な目標、担当箇所、スケジュール等を明確にして着実に実施し、確実にフォローで

きるよう体制・仕組みを構築する。 

 

８．２ 再発防止対策アクションプラン 

今回の再発防止対策については、再発防止対策アクションプラン（添付資料８－１）

に基づき、着実に推進していく。 

 

８．３ 確実にフォローしていく体制づくり 

当社は、今回の再発防止対策の実施状況等を確実にフォローするため、外部有識者

を含む「再発防止対策検証委員会（仮称）」を新たに設置する。 

同委員会は、再発防止対策の進捗状況やその効果を指標等に基づき検証・評価し、

不十分な対策について改善を指示する。 

上記を受けて、原子力発電所をはじめとする実施担当箇所は、計画の内容見直しを

行い、更なる改善に結び付けていく。 

委員会による検証は、再発防止対策が確実に機能することを確認するまで継続する。 

なお、上記取組みの内容については、関係自治体や地域に対して、随時情報の提供

を行う。 

 
＜再発防止対策検証委員会（仮称）＞ 

 ・当社役員、社外の有識者で構成 （事務局：品質管理部） 

・定期的に開催し、指標等をもとに施策の進捗状況をチェック 

（指標例：安全意識等の従業員アンケート結果、トップとの意見交換回数 等） 

・委員会はＰＤＣＡが回っていることを確認し、不足な場合に改善を指示 
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９．安全対策の総点検への取組み 

当社は、平成 19 年 3 月 15 日に、原子力安全・保安院より、原子炉を早急に停止し

て安全対策の総点検を行うよう、指示を受けた。 

この指示を受け、当社は次のとおり安全対策の総点検を実施する。 

 

９．１ 安全対策の総点検の内容 

安全対策の総点検として、「志賀原子力発電所１号機の臨界に係る事故についての

報告(H19 年 3 月 30 日提出)」における「技術的な再発防止策」と「抜本的な再発防止

策」を踏まえ、１号機及び２号機についても作業管理に係る品質管理要領の点検･改

善を行い、臨界防止に係る設備の工事要領書、定期事業者検査要領書および作業票（以

下「手順書等」という。）が適切かどうかを確認する。 

 

また、１号機の臨界事故で直接影響を受けた可能性のある制御棒、制御棒駆動機構、

水圧制御ユニット設備について分解点検等を行って健全性を確認するとともに、燃料

については外観点検し健全性を確認する。 

 

９．２ 総点検の実施状況 

（１）作業管理上の総点検（１号機・２号機共通） 

志賀原子力発電所の文書体系の中で調達段階から保守作業の実施、試験・検査に

係る品質管理要領を全て抽出した。 

そのうえで、「志賀原子力発電所１号機の臨界に係る事故についての報告」で明

らかになった①臨界防止措置の考慮、②作業手順や役割分担の明確化、③監視に必

要な計器並びに警報の確認の問題について操作手順および運用管理面の改善（１１

要領）を実施した。 

 

（２）手順書等の点検・改善（１号機・２号機共通） 

臨界防止に係る設備のうち、制御棒駆動系に係る工事要領書１５件について、安

全確認チェックシートにより確認を実施した結果、現状で臨界事故の発生防止が十

分図られていることを確認した。 

引き続き、制御棒駆動系以外の臨界防止に係る設備について手順書等の点検・改

善を実施していく。 

 

（３）臨界事故で直接影響を受けた可能性のある設備の点検 

今回、1 号機で発生した臨界事故により直接影響を受けた可能性のある制御棒、

制御棒駆動機構、水圧制御ユニット設備について、今後分解点検等により健全性が

確保されていることを確認する。 

引き抜けた制御棒の周囲の燃料１２体のうち９体について、外観点検を実施し健

全であることを確認した。残り３体については、今後、外観点検を実施する。 
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９．３ 安全対策の総点検を踏まえた設備点検（１号機・２号機共通） 

上記の安全対策の総点検の結果を踏まえ、臨界防止に係らないその他の安全機能を

有する設備の手順書等についても確認を行うとともに、それらの改善された手順書等

に従い設備の点検を実施し健全性を確認する。 
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１０．まとめ 

 
本報告書では、去る 3 月 30 日にご提出いたしました本事故の事実関係、その根本

原因及び早急に実施することができる技術的な再発防止対策に加え、根本的な原因を

踏まえて策定された再発防止対策を盛り込み、ご報告申し上げました。 

 

今後、当社は、「隠さない風土と安全文化の構築」に向けて、これら再発防止対策

を確実に実施してまいる所存であります。 

 

今回の事故を改めて深く反省し、皆さまの信頼回復に向けて、全社を挙げて最大限

の努力を傾注してまいる所存でございますので、何卒、ご理解を賜りますようお願い

申し上げます。 

 



 ４８ 
 

隠さない風土と安全文化の構築に向けた決意 

－原点からの再出発を－ 

 

私は、今回の志賀１号機事故調査対策委員会における調査・検討

を通じて、工程を優先するあまりに、最も重要視すべき安全最優先

やコンプライアンスの意識が希薄になるなど、当社の企業風土に根

差す問題があることを痛感いたしました。 

今後、安全最優先の意識とコンプライアンスの浸透に向け、企業

風土を改革していくには、私が積極的なリーダーシップを発揮し、

自律的、継続的な改善を着実に推進していく必要があることを認識

いたしました。 

今回の報告書では、技術的な再発防止対策に加えて、「隠さない企

業風土づくり」と「安全文化の構築」を柱に、組織・運用面での実

効性ある再発防止対策を策定いたしました。 

今後は、北陸電力の原子力に対する信頼回復に向け、強い信念と

不断の努力を持って、これらの対策を確実に実行するとともに、社

外の視点を含めて、継続的に進捗状況の確認を行いながら、着実に

レベルを向上させる覚悟であります。 

私は、これらの再発防止対策を実行し、安全最優先とコンプライ

アンスの企業文化を根付かせることが、当社全体の信頼回復につな

がるものと信じております。そして、「隠さない風土と安全文化の構

築」を経営の原点に、全社一丸となって、新しい北陸電力を創り上

げてまいる決意であります。 

 

平成 19年 4月 6日 

 

北陸電力株式会社 

取締役社長 

永  原   功 
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原子炉停止機能強化工事について 
 

目的：原子炉緊急停止の信頼性の向上を目的とし，原子炉を緊急停止す

る系統に新たな信号回路等を追設。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

アキュムレータ

スクラム弁（空気作動弁）

常時空気加圧して閉状態。

空気圧の低下に伴い弁が

開し、アキュムレータ内の

圧力により制御棒を緊急

挿入する。 

・

他の空気排気弁へ・ 

弁切替時に排気

原子炉圧力高 信号 

原子炉水位低 信号 

【第５回定期検査時に追設】 

原子炉緊急停止信号計器とは別の

計器からの信号により弁を切替え

て空気を抜く 

計装用空気 

空気排気弁 

原子炉緊急停止信号に

より弁を切替えて空気

を抜く 

弁切替時に排気 

原子炉緊急 

停止信号 

制御棒
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ＣＲＤ単体スクラム試験について 
 
目的：ＣＲＤ全数に対して一体ずつのスクラム試験＊を行い，ＣＲＤの

健全性を確認。 
 
＊：試験信号によりスクラム入口弁（126 弁）を開け，制御棒が正しく緊急挿

入されることを確認する試験。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

◆ 制御棒全数（８９体）について，一体ずつ実施する。 
◆ 試験によりアキュムレータ圧力が降下するため，試験後には，充填水元弁

（113 弁）を開けてアキュムレータに水を再充填する。 

制御棒 

アキュムレータ 

制御棒駆動水 
ポンプより 

アキュムレータ充填 

スクラム 
入口弁 
126 

充填水 
元弁 
113 

・ 

弁切替時に排気 

計装用空気 試験信号 
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複合手順メモ 
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複合手順メモの検討依頼 
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試験要領書関係の図解 
 
 
 

試験前打ち合わせ 

「原子炉停止機能強化工事 

機能確認試験要領書」 

以下、「ARI 試験要領書」 と呼称

「単体スクラム試験及び 

ＡＲＩ機能試験手順」 

以下、「複合手順メモ」 と呼称 

電気保修課 課長  副課長Ｆ 担当Ｅ 担当 G 

発電課 当直  定検班 機械保修課 担当？ 

作業票（「試験要領書」添付なし？） 

現場作業員Ｄ作成 現場作業員Ｄ作成 
メーカー 

提案 承認 作成・提案 

連絡・配布 連絡・配布

制御盤 

電気保修課担当 E 
ＡＲＩ試験要領書を

参照している 

連絡 

メーカーＡorＢ 
操作？

中央制御室 

メーカーＤ 

メーカーＣ 電気保修課担当Ｇ 電気保修課副課長Ｆ 

現場 
試験要領書に基づき実施しているが、中央制御室の操作「試

験対象 CRD を全引抜位置まで引抜く，その後 CRD 系統流量

を０とする」の前に現場で｢試験対象を除いた CRD(88 本)

の挿入元弁(V101)引抜元弁(V102)および V113 を全閉する｣

操作を開始した。 

連絡 連絡 

指示 

・結局「複合手順メモ」は使わなかった。 
・実際の操作では「ＡＲＩ試験要領書」を用いたが、直前に行われる単体スクラム試験において、
「アキュムレータに水をチャージする」操作をしないこと，及び「１ノッチ引抜・挿入操作」
を後から実施するとい言う点で、「複合手順メモ」の考え方を取り入れた。 

・「ARI 試験要領書」における、「アキュムレータ充填水をブローする」というステップは、事実
上「ブロー後の圧力が下がっていることを確認する」という内容だけになり、現場における事
実上の最初の操作は、｢試験対象を除いた CRD(88 本)の挿入元弁(V101)引抜元弁(V102)および
V113 を全閉する｣になった。 

当日の試験 
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CRD 単体スクラム試験時 操作員配置図(作業担当課：機械保修課) 

 

 

ﾒｰｶ B 

ﾒｰｶ C 

 

                       

                             

                                 当直長 

ﾒｰｶ A             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ﾒｰｶ D： 6/17 20:26～ 23:50 

6/18 0:52～  3:03 

（管理区域入域時間） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
  

 

運転員Ⅱ 

 
配置は聞き取りによる 
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運転員Ⅲ

運転員Ⅰ 

保修員Ⅰ 

時間：管理区域入域時間

中央制御室 

原子炉建屋１階 

主盤  

副 盤 （タービン・発 電 機 系 ） 

副 盤 （原 子 炉 系 ） 

補 助 盤  

原子炉 
圧力容器

原子炉 
格納容器

水圧制御ユニット（北側）

水圧制御ユニット（南側）



 

ARI 機能確認試験時 操作員配置図（作業担当課：電気保修課） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       

                                  

                    

      

       

 

 

 

 

 

 

 

保修員Ⅳ: 6/18 1:44～ 2:31 

ﾒｰｶ E： 6/18 1:50～ 3:03 

ﾒｰｶ D： 6/18 0:52～ 3:03  
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運転員Ⅰ 

運転員Ⅱ 

保修員Ⅱ 

当直長 

運転員Ⅲ 

ﾒｰｶ C 

ﾒｰｶ B

配置は聞き取りによる 

保修員Ⅲ:6/18 1:44～ 2:31 

時間：管理区域入域時間

原子炉建屋１階 

中央制御室 

原子炉 
圧力容器

原子炉 
格納容器

水圧制御ユニット（北側） 

水圧制御ユニット（南側）

主 盤  補助盤  

副 盤 （タービン・発 電 機 系 ） 

副 盤 （原 子 炉 系 ） 



 

 

原子炉建屋 

制御棒駆動機構 

定期検査のため，原子炉

格納容器，原子炉圧力容

器の上蓋を外した状態

であった。 

炉心 

制御棒 
８９本 

原子炉戻り

ラインへ 

 

制御棒駆動水ポンプ 

水圧制御ユニット 
アキュムレータ 
（充填圧力なし） 

 

101 

102 

他水圧制御 
ユニットへ 

ｵﾘﾌｨｽ 

制御棒駆動機構 

制御棒 

ｽｸﾗﾑ弁 

ｽｸﾗﾑ弁 

スクラム 
排出容器へ 

引抜 

原
子
炉
圧
力
容
器 

原子炉格納容器 

サプレッション・プール 

・流量調節弁を閉めず、ま

た、原子炉戻りラインの

弁を開けずに101弁を閉

としたことから、矢印の

圧力がかかり、制御棒が

想定外に引き抜かれた。

 

・原子炉が臨界状態とな

り、原子炉自動停止信号

が発生したが、101 弁が

閉であったこと及び水

圧制御ユニットアキュ

ムレータに圧力が充て

んされていなかったこ

とから、直ちに制御棒が

挿入されなかった。 

制御棒引抜動作開始時の状態（概要図） 

流量調節弁 
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臨界事故発生時の作業状況 
 

１．作業目的 

  原子炉停止機能強化工事機能確認試験（ARI 試験）における、制御棒１本の緊急

挿入試験を実施するための準備。 

２．作業概要 

  試験対象制御棒１本以外の制御棒８８本について、緊急挿入信号で動かない（既

に全挿入状態であり、さらに緊急挿入の力が加わらない）よう、以下の措置を実施。 

  ・ 水圧制御ユニットアキュムレータのブロー(圧力低下措置) 

・ 制御棒駆動機構の隔離 

３．臨界事故発生時の操作状況 

 

原子炉戻り 
ラインへ 

 

制御棒駆動水ポンプ 

水圧制御ユニット 
アキュムレータ 
（充填圧力なし） 

101 

102 

他水圧制御
ユニットへ 

ｵﾘﾌｨｽ 

制御棒駆動機構 

制御棒 

ｽｸﾗﾑ弁 

ｽｸﾗﾑ弁 

スクラム 
排出容器へ 

多数の制御棒駆動系の弁操作(101、102弁閉）を実施し、
残り数本の状態で、制御棒が動作する程度の大きな水圧
が制御棒駆動機構に加わっていた。 

（１）弁操作前の当該制御棒駆動機構の状態

原子炉戻り 
ラインへ 

 

制御棒駆動水ポンプ 

水圧制御ユニット 
アキュムレータ 
（充填圧力なし） 

101 

102 

他水圧制御
ユニットへ 

ｵﾘﾌｨｽ 

制御棒駆動機構 

制御棒 

ｽｸﾗﾑ弁 

ｽｸﾗﾑ弁 

スクラム 
排出容器へ 

挿入側隔離弁(101弁)を手動操作にて「開」→「閉」 
制御棒の引き抜け開始 

（２）制御棒引き抜け開始時の当該制御棒駆動機構の状態 

引抜 
開始 

開→閉
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以 上  
 
 
 
 
 

閉→開 
引抜き側の圧力 

がなくなる 

原子炉戻り 
ラインへ 

 

制御棒駆動水ポンプ 

水圧制御 
ユニットアキュムレータ 
（充填圧力なし） 

101 

102 

他水圧制御
ユニットへ 

ｵﾘﾌｨｽ 

制御棒駆動機構 

制御棒 

ｽｸﾗﾑ弁 

ｽｸﾗﾑ弁 

スクラム 
排出容器へ 

スクラム弁「閉」→「開」自動動作 

制御棒の 
引抜停止 
と推定 

閉→開 

（３）原子炉自動停止信号発信時の当該制御棒駆動機構の状態 

原子炉戻り 
ラインへ 

 

制御棒駆動水ポンプ 

水圧制御ユニット 
アキュムレータ 
（充填圧力なし） 

102 

他水圧制御
ユニットへ 

ｵﾘﾌｨｽ 

制御棒駆動機構 

制御棒 

ｽｸﾗﾑ弁 

ｽｸﾗﾑ弁 

スクラム 
排出容器へ 

挿入側隔離弁(101弁)を手動操作にて「閉」→「開」 
制御棒の挿入開始 

挿入 
開始 

閉→開

（４）挿入側隔離弁（101弁）開操作時の当該制御棒駆動機構の状態 

101 
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炉内中性子束モニタ関係チャート 

［平成１１年６月１８日 ０：００～６：００］ 

 
 
 
 

 
 

106 105 104 103 102 10 1 10-1cps

中性子源領域モニタ(A)(B) 

0:00 

1:00 

2:00 

3:00 

4:00 

5:00 

6:00 

赤:SRM(A)

緑:SRM(B)

添付資料３－１３ (1/3)



 

 

炉内中性子束モニタ関係チャート 

［平成１１年６月１８日 ０：００～６：００］ 

 
 
 
 
 
 

 

赤:IRM(B)

緑:APRM(B)

IRM 計測レンジ 

APRM 計測レンジ 

40 30 20 10 0 
% 

0:00

1:00

2:00

3:00

4:00

5:00

6:00

125 100 50 25 0 % 75 

中間領域モニタ(B) 中間領域モニタ(A)/(E) 

赤:IRM(A)

緑:IRM(E)

125 100 50 25 0 % 75 

IRM 計測レンジ 

APRM 計測レンジ 

0:00 

1:00 

2:00 

3:00 

4:00 

5:00 

6:00 

40 30 20 10 0 
% 
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炉内中性子束モニタ関係チャート 

［平成１１年６月１８日 ０：００～６：００］ 

 
 
 
 
 

赤:IRM(D)

緑:IRM(F)

IRM 計測レンジ 

APRM 計測レンジ 

40 30 20 10 0 
% 

0:00

1:00

2:00

3:00

4:00

5:00

6:00

125 100 50 25 0 % 75

中間領域モニタ(D)/(F) 

赤:APRM(C)

緑:IRM(C)

IRM 計測レンジ 

APRM 計測レンジ 

40 30 20 10 0 
% 

0:00 

1:00 

2:00 

3:00 

4:00 

5:00 

6:00 

125 100 50 25 0 % 75

中間領域モニタ(C) 
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放射線モニタ関係チャート 

［平成１１年６月１８日 ０：００～６：００］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10-1 10 102 103 104 106 cps 1051 

10-12 A 10-11 10-10 10-9 10-8 10-7 10-6 

0:00 

1:00 

2:00 

3:00 

4:00 

5:00 

6:00 

H11.6.18 

0:00 

1:00 

2:00 

3:00 

4:00 

5:00 

6:00 

H11.6.18 

赤:排気筒(A) (SCIN) 

青:排気筒(B) (SCIN) 

赤:排気筒(A) (電離箱) 

青:排気筒(B) (電離箱) 

事象発生

事象発生

排気筒モニタ(A)/(B) (SCIN) 

排気筒モニタ(A)/(B) (電離箱) 
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放射線モニタ関係チャート 

［平成１１年６月１８日 ０：００～６：００］ 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

0:00 

1:00 

2:00 

3:00 

4:00 

5:00 

6:00 

H11.6.18 

0:00 

1:00 

2:00 

3:00 

4:00 

5:00 

6:00 

H11.6.18 

10 102 cps 1031 

1 10 cps 10210-1 

赤:燃料取替エリア排気(A)(C) 

青:燃料取替エリア排気(B)(D) 

赤:R/B･T/B 換気空調系原子炉棟排気(A)(C) 

青:R/B･T/B 換気空調系原子炉棟排気(B)(D) 

事象発生

事象発生

燃料取替エリア排気モニタ(A)(C)/(B)(D) 

原子炉棟・タービン建屋換気空調系 原子炉棟排気モニタ(A)(C)/(B)(D) 
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放射線モニタ関係チャート 

［平成１１年６月１８日 ０：００～６：００］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

10-3 10-2 mSv/h1 10-4 10-1

10-2 10-1 mSv/h10 10-3 1

10-1 1 mSv/h102 10-2 10

① 

② 

③ 

①：No.1,6,7,8,9,13,16,19,21,22 

②：No.2,3,10,11,12,14,17,18 

③：No.4,5,15 

④：No.20 

10 102 mSv/h104 1 103
④ 

No.1  ●紫:CRD ポンプ室 

No.2  ●赤:RHR ポンプ(A)室 

No.3  ○黒:RHR ポンプ(B)室 

No.4  ○緑:CUW ポンプ室 

No.5  ＋青:サプレッションチェンバ室 

No.6  ＋茶:R/B 地下 1階西側通路 

No.7  Ｙ紫:CUW F/D 制御盤エリア 

No.8  Ｙ赤:TIP 駆動装置室 

No.9  ●黒:R/B 1 階東側通路 

No.10 ●緑:CUW エレメント除染エリア 

No.11 ○青:CRD HCU(A)エリア 

No.12 ○茶:CRD HCU(B)エリア 

No.13 ＋紫:PCV 機器搬入用ハッチ(B)エリア 

No.14 ＋赤:CRD 補修室 

No.15 Ｙ黒:R/B PCV 所員用エアロック室 

No.16 Ｙ緑:中央制御室 

No.17 ●青:MSIV,SRV 補修室 

No.18 ●茶:原子炉水試料ラック室 

No.19 ○紫:R/B 大物搬入口 

No.20 ○赤:燃料取替エリア(高レンジ) 

No.21 ＋黒:燃料取替エリア(低レンジ) 

No.22 ＋緑:R/B 4 階ハッチエリア 

H11.6.18 

事象発生

エリア放射線モニタ(CH.1～CH.22) 
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放射線モニタ関係チャート 

［平成１１年６月１８日 ０：００～６：００］ 

 

 

 

 

 
10-1 1 μGy/h102 10-2 10

No.1  ●紫:MP1 

No.2  ○赤:MP2 

No.3  ＋黒:MP3 

No.4  Ｙ緑:MP4 

No.5  ●青:MP5 

No.6  ○茶:MP6 

No.7  ＋紫:MP7 

H11.6.18 

空間ガンマ線線量率(低レンジモニタ)Nal(Tℓ)シンチレーション 
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放射線モニタ関係チャート 

［平成１１年６月１８日 ０：００～６：００］ 

 

 

 

 

 10-1 1 μGy/h10210-2 10 103 104 105 

No.1  ●紫:MP1 

No.2  ○赤:MP2 

No.3  ＋黒:MP3 

No.4  Ｙ緑:MP4 

No.5  ●青:MP5 

No.6  ○茶:MP6 

No.7  ＋紫:MP7 

H11.6.18 

空間ガンマ線線量率(高レンジモニタ)電離箱 
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アラームタイパー印字記録 
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アラームタイパー印字記録（時系列） 
 

 

手動で 
表示要求 

引抜操作 

挿入操作 

制御棒が動き始めた 

原子炉自動スクラム（Ｂ）

原子炉自動スクラム（Ａ）

原子炉スクラム 
制御棒 30-39 20 ポジション 

制御棒 26-39 16 ポジション 

制御棒 34-35 08 ポジション 

同上 制御棒位置 

制御棒全挿入 
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ベ
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ベ
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ベ
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ベ
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ベ
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ベ
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．
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ョ
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ョ
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ョ
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Ｒ
Ｍ
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ベ
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範
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ラ
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ラ
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よ
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リ
ッ
プ
信
号
の
正
常
復
帰

2:
26

:4
8

09
分

21
秒

08
分

04
秒
ＩＲ
Ｍ
レ
ベ
ル
（D
）ト
レ
ン
ド
表
示

オ
ー
バ
ー
フ
ロ
ー
正
常
復
帰

中
間
領
域
モ
ニ
タ
ー
の
測
定
レ
ン
ジ
変
更
に
よ
り
ト
レ
ン
ド
表
示
範
囲
内
へ
の
正
常
復
帰

2:
32

:1
9

14
分

52
秒

13
分

35
秒
ＩＲ
Ｍ
低

ア
ラ
ー
ム

制
御
棒
挿
入
に
よ
る
中
性
子
束
の
レ
ベ
ル
低
下
に
よ
り
中
間
領
域
モ
ニ
タ
ー
の
低
警
報
の
発
生

2:
32

:1
9

14
分

52
秒

13
分

35
秒
Ｓ
Ｒ
Ｍ
炉
周
期
（Ｄ
）

レ
ン
ジ
逸
脱

2:
32

:2
4

14
分

57
秒

13
分

40
秒
Ｓ
Ｒ
Ｍ
炉
周
期
（Ａ
）

レ
ン
ジ
逸
脱

2:
32

:4
4

15
分

17
秒

14
分

00
秒
Ｓ
Ｒ
Ｍ
レ
ベ
ル
（Ｄ
）

9.
90

+4
 C

PS
　
　
　
　
　
正
常
復
帰

制
御
棒
挿
入
に
よ
る
中
性
子
束
の
レ
ベ
ル
低
下
に
よ
り
、
中
性
子
源
領
域
モ
ニ
タ
ー
の
警
報
設
定
値

(1
×

10
5 ）
を
下
回
っ
た

2:
33

:0
0

15
分

33
秒

14
分

16
秒
全
制
御
棒
全
挿
入
Ｃ
Ｈ
．
Ａ

Ｙ
Ｅ
Ｓ

2:
33

:0
0

15
分

33
秒

14
分

16
秒
全
制
御
棒
全
挿
入
Ｃ
Ｈ
．
Ｂ

Ｙ
Ｅ
Ｓ

2:
33

:0
1

14
分

20
秒

14
分

17
秒
Ｓ
Ｒ
Ｍ
炉
周
期
（Ｃ
）

レ
ン
ジ
逸
脱

制
御
棒
全
挿
入
に
よ
る
中
性
子
束
の
レ
ベ
ル
低
下
に
よ
り
、
炉
周
期
の
計
測
範
囲
を
逸
脱
し
た

2:
33

:1
4

14
分

31
秒

14
分

29
秒
ＩＲ
Ｍ
低

正
常
　
　
　
　
　
正
常
復
帰

中
間
領
域
モ
ニ
タ
ー
の
低
警
報
の
正
常
復
帰

2:
33

:5
2

15
分

09
秒

15
分

07
秒
Ｓ
Ｒ
Ｍ
レ
ベ
ル
（Ａ
）

9.
90

+4
 C

PS
　
　
　
　
　
正
常
復
帰

2:
34

:3
3

15
分

49
秒

15
分

48
秒
Ｓ
Ｒ
Ｍ
レ
ベ
ル
（Ｃ
）

9.
90

+4
 C

PS
　
　
　
　
　
正
常
復
帰

＊
ア
ラ
ー
ム
タ
イ
パ
ー
の
時
刻
か
ら
計
算
で
求
め
た

引
抜
操
作
を
行
っ
た
（制
御
棒
は
動
い
て
い
な
い
）

挿
入
操
作
を
行
っ
た
（制
御
棒
は
動
い
て
い
な
い
）

全
制
御
棒
全
挿
入
で
な
く
な
っ
た
（制
御
棒
が
動
き
始
め
た
と
推
定
）

ア
ラ
ー
ム
タ
イ
パ
ー
印
字
記
録

制
御
棒
全
挿
入
に
よ
る
中
性
子
束
の
レ
ベ
ル
低
下
に
よ
り
、
中
性
子
源
領
域
モ
ニ
タ
ー
の
警
報
設
定
値

(1
×

10
5 ）
を
下
回
っ
た

定
期
点
検
期
間
中
の
タ
ー
ビ
ン
潤
滑
油
温
度
の
低
下

 (原
子
炉
緊
急
停
止
に
関
連
し
な
い
と
考
え
ら
れ
る
が
現
在
調
査
中

)

中
間
領
域
モ
ニ
タ
ー
の
測
定
レ
ン
ジ
変
更
に
よ
り
ト
レ
ン
ド
表
示
範
囲
内
へ
の
正
常
復
帰

中
性
子
束
レ
ベ
ル
の
上
昇
に
よ
り
中
性
子
源
領
域
モ
ニ
タ
ー
の
指
示
が
警
報
設
定
値

(1
×

10
5 ）
を
超
え
て
い
る

ス
ク
ラ
ム
弁
開
に
よ
る
排
水
に
よ
り
ス
ク
ラ
ム
排
出
容
器

(A
)の
水
位
上
昇

ス
ク
ラ
ム
排
出
容
器
水
位
高
に
よ
る
制
御
棒
引
抜
阻
止
信
号
の
発
生

ス
ク
ラ
ム
弁
開
に
よ
る
排
水
に
よ
り
ス
ク
ラ
ム
排
出
容
器

(B
)の
水
位
上
昇

炉
周
期
の
計
測
範
囲
を
逸
脱
し
た

中
性
子
束
レ
ベ
ル
の
上
昇
が
ゆ
る
や
か
に
な
っ
た
こ
と
に
よ
り
計
測
範
囲
内
に
復
帰

全
制
御
棒
全
挿
入

(引
き
抜
け
た
制
御
棒
３
本
が
全
挿
入

)

制
御
棒
挿
入
に
よ
る
中
性
子
束
の
レ
ベ
ル
低
下
に
よ
り
、
炉
周
期
の
計
測
範
囲
を
逸
脱
し
た

中
性
子
束
レ
ベ
ル
の
上
昇
に
よ
り
中
間
領
域
モ
ニ
タ
ー
の
ト
レ
ン
ド
表
示
の
範
囲
を
逸
脱
し
た

中
性
子
束
レ
ベ
ル
の
上
昇
が
ゆ
る
や
か
に
な
っ
た
こ
と
に
よ
る
警
報
の
正
常
復
帰

中
性
子
束
レ
ベ
ル
の
上
昇
が
ゆ
る
や
か
に
な
っ
た
こ
と
に
よ
る
警
報
の
正
常
復
帰

中
間
領
域
モ
ニ
タ
ー
の
測
定
レ
ン
ジ
変
更
に
よ
り
ト
レ
ン
ド
表
示
範
囲
内
へ
の
正
常
復
帰

手
動
で
制
御
棒
位
置
指
示
の

表
示
を
要
求

手
動
で
制
御
棒
位
置
指
示
の

表
示
を
要
求

添付資料３－１５ (3/3)



ARI試験及びCRD単体スクラム試験の流れ図
ARI試験関連 CRD単体スクラム試験関連

電力
電気保修課 発電課 機械保修課

H11.6.15

20:00

H11.6.17
16:00

16:10

20:43～

H11.6.18
1:44
1:50

2:00

2:08

2:11
※試験対象は14-31であり，当該座標の連続引抜き操作前の
  １ノッチ引抜・挿入操作を実施したものと推定

2:17 ※聴取調査では実施者不明

2:18

2:20

2:21

2:25

2:30
2:31

2:33

2:36

2:45頃

3:03

日時
メーカーメーカー

設備状態

CRD試験（単体スクラム
試験を含む）作業票作
成（H11.6.3）

ARI試験作業票作成

作業票を検討

[16:00]
アイソレーション完了

[6/17 20:43～6/18 1:34]

単体スクラム試験（89本実施）⑧

[20:00]
アイソレーション完了

作業票を検討
（H11.6.5）

CRD系統流量：
   125?/min
駆動水差圧：
   18.3kg/cm2設定

原子炉・冷却水ヘッダ
差圧警報をリフト状態

[2:11]
何れかの制御棒を１ノッ
チ引抜・挿入操作実施
（01までは引抜きされて
いない）[2:17]

3本の制御棒（30-
39，26-39，34-35）
が引抜かれ始める

[2:18]
原子炉臨界

[2:18]
原子炉自動停止信
号発生

ARI試験要領書作成
H11.5.13
H11.6.17（訂2）

ARI試験要領書承認

CRD試験要領書（単体
スクラム試験含む）作成
H8.9（標準要領書）
H11.4.12（当該回要領
書）

要領書承認

[2:33]
制御棒全挿入

[2:25]
当直長が電気保修課
に対して操作した弁を
元に戻すよう指示

[2:25]
CRDの隔離弁（101弁，
102弁）を全開

出力が元の状態に
戻る

HCUアキュムレータ充
填水圧力:
約84kg/cm2

[16:10]
電気保修課が複合手順
メモを発電課定検班，
機械保修課に配布

[2:00]
CRD系統流量：7.4t/h
（=123?/min）
制御棒位置：
  14-31:02ポジション
  その他:全挿入

[2:20？]
CRD系統流量：
125?/minを0?/minに操
作

[2:18]
スクラム排出容器水
位高

現場から中央制御室に
戻る

[2:25]
電気保修課がﾒｰｶｰに
対して操作した弁を元に
戻すよう指示し，中央制
御室へ向かう

[2:18]
制御棒位置
・30-39:20ポジション
・26-39:16ポジション
・34-35:08ポジション

[2:21]
制御棒位置
・30-39:20ポジション
・26-39:16ポジション
・34-35:08ポジション

[2:08]
制御棒位置：全挿入

14-31及び18-27について１ノッチ引抜・挿入操作及
びアキュムレータ最低使用圧力(110kg/cm2）での単
体スクラム試験を実施
(1:57頃～2:06頃と推定）

機械出力，チャートによる確認結果

人が作成した記録による確認結果

聴き取りによる確認結果

[1:50]
ﾒｰ ｶｰ１名が管理区域
に入域
単体スクラム試験を担
当していた１名と合わせ
て管理区域内には計２
名

[1:44]
電気保修課２名が管理
区域に入域

単体スクラム試験が終了
したため，電気保修課に
ARI試験ができることを
連絡

[2:31]
電気保修課２名が管理
区域から退域

発電課から連絡を受け
たため、試験を開始

中央制御室には１名

中央制御室には２名

CRDの隔離弁（101弁，102弁）を順次全閉

冷却水ヘッダ
圧力の上昇
が影響したも
のと推定

14-31全挿入位置
（単体スクラム試験を
実施したためドリフト
した後全挿入となっ
た）

[3:03]
ﾒｰ ｶｰ２名が管理区域
から退域

当直長が発電課長に事
象を報告

[2:30]
発電課１名が管理区域
に入域

[2:36]
発電課１名が管理区域
から退域

作業票発行

[16:00]
作業票受領

作業票発効

要領書発行

[20:00]
作業票受領

作業票発効

作業票発行

要領書発行

操作依頼

操作完了

連絡 連絡

操作依頼指示

弁操作を継続

指示

指示

[16:10]⑥
複合手順メモを受領

配布

事象収束の確認

複合手順メモを受領

複合手順メモ作成

提案

※担当課実施のため、
　発電課による具体的
　アイソレーションな
し

アイソレーション実施
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臨
界
事
故
発
生
当
日
の
推
定
時
系
列

時 分 秒
0

30
0

30
0

30
0

30
0

30
0

30
0

30
0

30
0

30
0

30
0

30
0

30
0

30
0

30
0

30
0

30
0

30
0

30
0

30
0

30
0

30
0

30
0

30
0

30
0

30
0

30
0

30
0

30
0

30

事
実

①
計
算
機
タ
イ
パ
記
録
よ
り
（O

D-
7）

②
計
算
機
タ
イ
パ
記
録
よ
り
（運
転
記
録
日
誌
）

③
Ｓ
Ｒ
Ｍ
記
録
計
指
示
よ
り

④
計
算
機
タ
イ
パ
記
録
よ
り
（O

D-
7）

⑤
計
算
機
タ
イ
パ
記
録
よ
り
（ア
ラ
ー
ム
タ
イ
パ
）

⑥
計
算
機
タ
イ
パ
記
録
よ
り
（ア
ラ
ー
ム
タ
イ
パ
）

⑦
計
算
機
タ
イ
パ
記
録
よ
り
（ア
ラ
ー
ム
タ
イ
パ
）

推
定
時
系
列

［Ａ
］：
手
順
に
従
い
、
単
体
ス
ク
ラ
ム
の
前
に
１
ノ
ッ
チ
挿
入
、
引
抜

試
験
を
実
施
し
た
も
の
と
推
定
さ
れ
る
。

［Ｂ
］：
Ｓ
Ｒ
Ｍ
指
示
変
化
か
ら
制
御
棒
の
引
抜
と
挿
入
が
２
回
実
施

さ
れ
て
お
り
、
手
順
に
従
い
最
遅
制
御
棒
２
体
の
単
体
ス
ク
ラ
ム
を

実
施
し
た
も
の
と
推
定
さ
れ
る
。

［Ｃ
］：
手
順
に
従
い
、
１
ノ
ッ
チ
引
抜
・挿
入
を
実
施
し
た
も
の
と
推
定

さ
れ
る
。
な
お
、
手
順
で
は
そ
の
後

14
-3

1を
全
引
抜
す
る
こ
と
と

な
っ
て
い
る
が
、
１
ノ
ッ
チ
引
抜
・挿
入
が
正
常
に
行
わ
れ
な
か
っ
た

こ
と
か
ら
、
調
査
し
て
い
た
可
能
性
も
あ
る
。
こ
の
時
冷
却
水
圧
力
の

上
昇
が
発
生
し
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

［Ｄ
］：
１
体
あ
た
り
２
０
秒
で
隔
離
す
る
と
仮
定
し
、
南
側
４
４
体
と
北

側
３
９
体
を
３
名
又
は
４
名
で
隔
離
し
た
場
合
の
作
業
時
間
を
試
算

し
た
。
北
側
で
残
り
５
体
と
な
っ
た
と
き
に
全
制
御
棒
全
挿
入
以
外
と

な
っ
た
と
し
た
。
な
お
、
南
側
か
ら
北
側
へ
の
移
動
は
１
分
と
し
た
。

推
定
さ
れ
る
操
作

備
考

58
57

55
56

18
19

20
21

9
17

10
11

12
13

14
15

2
16

5
7

3
4

6
8

１
時

２
時

53
59

0
1

54

④
CR

14
-3

1「
00
」印
字

▼
①

CR
14

-3
1「

02
」印
字

▼

⑤
CR
引
抜
操
作
（1

1'
29

"-
11

'3
8"
）

▼ ⑤
全
制
御
棒
全
挿
入

No
( 1

1'
32

")
▼
⑤

CR
挿
入
操
作
（1

1'
52

"-
12

'0
1"
）

▼ ⑤
全
制
御
棒
全
挿
入

YE
S(

11
'5

4"
)

▼

⑥
全
制
御
棒
全
挿
入

No
(1

7'
27

")
▼

⑦
原
子
炉
ス
ク
ラ
ム

(1
8'

44
")

▼

▼
②
駆
動
水
流
量
　

12
5 

l/
m

in

ス
ク
ラ
ム
後
、
駆
動
水
流
量
が
流
れ
て
い
る
こ
と
を
運
転
員
が
確
認
（証
言
）

▽

   
   

   
  入
域
時
間

日
立
指
導
員
　
　

1:
50

-3
:0

3
電
気
保
修
課

A　
1:

44
-2

:3
1

電
気
保
修
課

B 
 1

:4
4-

2:
31

③
SR

M
指
示
変
化

▼
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

-▼

駆
動
水
流
量

12
5 

l/
m

in

14
-3

1 
全
引
抜

3本
の
制
御
棒
が

全
挿
入
で
な
く
な
っ
た

18
-2

7全
引
抜
操
作

18
-2

7単
体
ス
ク
ラ
ム

「制
御
棒
座
標

14
-3

1 
99

 to
 0

0 
操
作
」

選
択
又
は

O
D-

7の
ス
キ
ャ
ン

▽
14

-3
1 

1ノ
ッ
チ
引
抜

14
-3

1 
1ノ
ッ
チ
挿
入

14
-3

1全
引
抜
操
作

14
-3

1単
体
ス
ク
ラ
ム

18
-2

7
1ノ
ッ
チ
引
抜
・挿
入

3名
×

20
秒

/体
，
南
→
北
移
動

1分
北
側

HC
U隔
離

南
側

HC
U隔
離

北
側

HC
U隔
離

南
側

HC
U隔
離

4名
×

20
秒

/体
，
南
→
北
移
動

1分

約
5.

5分
約

4.
9分

約
3.

7分
約

3.
3分

▼
SR

M
指
示
ピ
ー
ク

▼
SR

M
指
示
ピ
ー
ク

又
は

14
-3

1 
1ノ
ッ
チ
引
抜
・挿
入

そ
の
後
引
き
抜
こ
う
と
し
て
い
た

最
遅

CR
2本

(1
番
目

)1
4-

31
(2
番
目

)1
8-

27
1ノ
ッ
チ
操
作
で
動
か
な
か
っ
た

単
体
ス
ク
ラ
ム
試
験

AR
I機
能
試
験

Ｃ Ｒ ８ ９ 本 の 単 体 ス ク ラ ム 終 了

・
CR
18
-2
7ｱ
ｷｭ
ﾑﾚ
ｰﾀ
ﾁｬ
ｰｼ
ﾞ

・
CR
18
-2
7 
V1
01
・
10
2開

・
CR

18
-2

7 
1ノ
ッ
チ
挿
入
・
引
抜

・
CR

18
-2

7全
引
抜
き

・
CR
18
-2
7ｱ
ｷｭ
ﾑﾚ
ｰﾀ
降
圧

・
ス
ク
ラ
ム
テ
ス
ト
盤

　
電
磁
オ
シ
ロ
接
続

・
CR

18
-2

7単
体
ス
ク
ラ
ム

・
確
認
及
び
リ
セ
ッ
ト［Ａ
］

［Ｂ
］

［Ｃ
］

［Ｄ
］

・
CR
14
-3
1ｱ
ｷｭ
ﾑﾚ
ｰﾀ
ﾁｬ
ｰｼ
ﾞ

・
CR
14
-3
1 
V1
01
・
10
2開

・
CR

14
-3

1 
1ノ
ッ
チ
挿
入
・
引
抜

・
CR

14
-3

1全
引
抜
き

・
CR
14
-3
1ｱ
ｷｭ
ﾑﾚ
ｰﾀ
降
圧

・
ス
ク
ラ
ム
テ
ス
ト
盤

　
電
磁
オ
シ
ロ
接
続

・
CR

14
-3

1単
体
ス
ク
ラ
ム

・
確
認
及
び
リ
セ
ッ
ト

・
CR
14
-3
1ｱ
ｷｭ
ﾑﾚ
ｰﾀ
ﾁｬ
ｰｼ
ﾞ

・
CR
14
-3
1 
V1
01
・
10
2開

・
CR

14
-3

1 
1ノ
ッ
チ
挿
入
・
引
抜

・
CR

14
-3

1全
引
抜
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手順書と運転操作の比較

凡例

Ａ：アキュムレータチャージ
Ｂ：アキュムレータ降圧
Ｃ：ＨＣＵ隔離

？：推定の操作

行われなかった操作

繰り返しの試験操作操囲を示す

全数繰り返し

1-1
ＣＲ
単体スクラム試験

1-9
ＡＲＩ対象外ＣＲ全数
アキュムレータ降圧

1-10
ＡＲＩ対象ＣＲ
全引抜

1-11
系統流量０設定

1-12
ＡＲＩ対象外ＣＲ全数
ＨＣＵ隔離

1-13
ＡＲＩ対象ＣＲ
スクラム試験

1-14
試験完了・復旧

１　　試験要領書

2-1
ＣＲ
単体スクラム試験

2-14
ＡＲＩ対象ＣＲ
全引抜

2-15
ＡＲＩ対象ＣＲ
スクラム試験

2-16
試験完了・復旧

２　　　複合手順メモ

2-11
ＡＲＩ対象ＣＲ
アキュムレータ再チャージ

2-12
ＡＲＩ対象ＣＲ
ＨＣＵ隔離解除

3-1
ＣＲ
単体スクラム試験

3-10　？
ＡＲＩ対象ＣＲ
全引抜〔実施されず〕

3-11
ＡＲＩ対象ＣＲ
スクラム試験

3-12
試験完了・復旧

３　　　実際の操作

単体スクラム試験開始

単体スクラム試験完了

ＡＲＩ試験開始

2-3
ＨＣＵ隔離

ＡＲＩ試験終了

2-2
アキュムレータ降圧確認

2-13
ＡＲＩ対象ＣＲ　１ノッチ
引抜挿入操作

3-9
ＡＲＩ対象ＣＲ　１ノッチ
引抜挿入操作(失敗)

中操での操作

1-6
ＣＲ
最低圧力スクラム試験

2-8
ＣＲ
最低圧力スクラム試験

2-4
ＣＲ
アキュムレータ再チャージ

2-10
ＣＲ１本
ＨＣＵ隔離

1-5
アキュムレータ降圧
（110kg/cm2まで）

3-6
ＣＲ
最低圧力スクラム試験

3-8　？
ＡＲＩ対象ＣＲ
アキュムレータ再チャージ

Ｃ

Ｃ

Ｃ

隔離の過程で、系統
圧力が上昇

当該３体の隔離作
業途中で引き抜け
発生

Ａ

Ｂ

Ａ

Ｂ

Ａ

Ｂ

ＡＡ

Ｂ

3-4 ？
ＣＲ
アキュムレータ降圧
（110kg/cm2まで）

Ｂ

2-6
アキュムレータ降圧
（110kg/cm2まで）

2-5
ＣＲ
ＨＣＵ隔離解除

Ｃ

２本繰り返し

2-9
ＣＲ
アキュムレータ降圧

Ｂ

3-2　？
アキュムレータ降圧確認

Ｂ

3-3　？
ＣＲ２本
アキュムレータ再チャージ

Ａ

3-7　？
ＣＲ
アキュムレータ降圧

Ｂ

Ｃ

3-10

ＡＲＩ対象外ＣＲ全数
ＨＣＵ隔離
〔系統流量が流れてい
る状態で実施〕

2-7
ＣＲ
１ノッチ挿入・引抜

1-4
ＣＲ
１ノッチ挿入・引抜

1-3
アキュムレータ再チャージ

1-7
ＣＲ
アキュムレータ再チャージ

1-8
ＣＲ
１ノッチ挿入・引抜

3-5
ＣＲ２本
１ノッチ挿入・引抜

①　各CRの単体スクラム試験時にHCU隔離を行
うと、単体スクラム試験中に冷却水ヘッダ圧
力が上昇することから、実際には実施されな
かったと推定される。

2-17
全ＣＲの
１ノッチ引抜挿入操作

②　複合手順と異なり、実際には２本連続で
１ノッチを行い、２本連続で最低圧力での単
体スクラムを実施したものと推定される。

③　①と同様に、実際には実施されなかった
と推定される。

⑤　最後にまとめて１ノッチ引抜挿入試験を
行うこととしていた。

スクラム
信号

④　現場作業員の証言によると、実際にはこ
の時点で隔離操作が実施されたと推定され
る。

全数繰り返し 全数繰り返し

２本繰り返し ２本繰り返し

1-2
アキュムレータ降圧確認

Ｂ

添付資料３－１８
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志賀１号機非常用ディーゼル発電設備クランク軸のひび割れ 

年 月 経 緯 

平成 11 年 6 月 13 日 Ｂ号機クランク軸の浸透探傷試験により線状模様

発見 

平成 11 年 6 月 14 日 超音波探傷試験により，長さ約 17cm，最大深さ約

2.7cm のひび確認 

平成 11 年 6 月 15 日～ 

6 月 20 日 

発電所における原因調査，クランク軸取出 

平成 11 年 6 月 20 日～ 

7 月 1 日 

㈱新潟鉄工所工場にて詳細調査 

平成 11 年 7 月 2 日 原因と再発防止対策を取り纏め 

平成 11 年 7 月 16 日 健全性を確認した新品のクランク軸に交換完了 

 

 



 

添付資料３－２０

当直長引継日誌の調査 

当直長引継日誌について確認したと

ころ、運転状況が「原子炉停止中」との

記載のみであり、原子炉が臨界状態とな

ったことおよび原子炉スクラム信号が

発生したこと等の記載がされていなか

った。 



平
成
１
１
年
臨
界
事
故
発
生
後
の
確
認
事
項

 

○
：
事
故
後
の
対
応
と
し
て
意
識
を
持
っ
て
実
施
し
た
。
 
△
：
事
故
後
の
対
応
と
し
て
の
意
識
を
持
っ
て
い
な
い
。
 
×
：
未
実
施

 

 
 

項
 
 
目

 
具
体
的
確
認
事
項
 

エ
ビ
デ
ン
ス
 

 
中
央
制
御
室

 
原
子
炉
ス
ク
ラ
ム
後
の
操
作
確

認
 

当
直
員
は
，
原
子
炉
ス
ク
ラ
ム
警
報
の
確
認
，
Ｉ
Ｒ
Ｍ
レ
ン
ジ
切
替
及
び
指
示
値

確
認
，
放
射
線
モ
ニ
タ
確
認
を
行
っ
た
。（
○
）

 
・
 
関
係
者
か
ら
の
聞
き
取
り

 

 
 

 
ま
た
，
出
力
低
下
を
Ｉ
Ｒ
Ｍ
，
Ｓ
Ｒ
Ｍ
の
指
示
値
が
低
下
す
る
こ
と
で
確
認
し
た
。

（
○
）

 
当
直
長
は
，
事
故
状
況
に
つ
い
て
発
電
課
長
に
連
絡
し
た
。
（
○
）

 

 

状
 

況
 

 
作
業
状
況
確
認

 
当
直
長
は
，
現
場
電
気
保
修
課
員
へ
作
業
中
止
，
復
旧
措
置
の
即
時
実
施
を
指
示

し
た
。
（
○
）
 

・
 
関
係
者
か
ら
の
聞
き
取
り
 

把
 

 
 

保
修
課
員
は
，
当
直
に
当
日
の
作
業
内
容
を
説
明
し
た
。
（
○
）
 

 

握
 

 
現
場
重
点
パ
ト
ロ
ー
ル

 
当
直
は
，
日
常
パ
ト
ロ
ー
ル
の
み
で
重
点
パ
ト
ロ
ー
ル
を
実
施
し
て
い
な
い
。（
×
）
 
・
 
関
係
者
か
ら
の
聞
き
取
り

 
 
緊
急
時
対
策
室
 

状
況
の
把
握

 
役
職
者
は
，
緊
急
時
対
策
室
で
詳
細
な
状
況
を
示
す
情
報
を
見
た
と
い
う
記
憶
が

な
い
。
（
○
）
 

・
 
関
係
者
か
ら
の
聞
き
取
り

 
 

 
    

Ｉ
Ｒ
Ｍ
，
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
ポ

ス
ト
，
放
射
線
モ
ニ
タ
指
示

等
に
よ
る
確
認

 

技
術
課
担
当
は
，
Ａ
Ｎ
Ｎ
タ
イ
パ
ー
及
び
ナ
ト
ラ
ス
出
力
を
確
認
し
，
臨
界
だ
と

考
え
た
。
（
○
）
 

・
  
関
係
者
か
ら
の
聞
き
取
り

 
・
  
ア
ラ
ー
ム
タ
イ
パ
の
コ
ピ
ー
 

・
  
ナ
ト
ラ
ス
出
力
の
コ
ピ
ー
 

    

影
 

エ
リ
ア
放
射
線
の
上

昇
 

放
射
線
モ
ニ
タ
指
示
値
変
化

 
当
直
員
は
，
エ
リ
ア
放
射
線
モ
ニ
タ
，
燃
料
取
替
エ
リ
ア
排
気
モ
ニ
タ
，
原
子
炉

棟
・
タ
ー
ビ
ン
建
屋
換
気
空
調
系
原
子
炉
棟
排
気
モ
ニ
タ
の
指
示
値
に
有
意
な
変

化
が
な
い
こ
と
を
確
認
し
た
。
（
○
）

 
安
全
管
理
課
副
課
長
は
，
エ
リ
ア
モ
ニ
タ
に
よ
り
，
異
常
の
な
い
こ
と
を
確
認
し

た
。
（
○
）
 

・
 
関
係
者
か
ら
の
聞
き
取
り

 
 

響
 

調
 
作
業
者
の
被
ば
く
評

価
 

管
理
区
域
内
の
放
射
線
環
境
の

確
認

 
安
全
管
理
課
員
は
，
毎
日
の
業
務
と
し
て
，
エ
リ
ア
放
射
線
モ
ニ
タ
の
指
示
値
に

有
意
な
変
化
が
な
い
こ
と
を
確
認
し
た
。（
△
）

 
・
 
エ
リ
ア
モ
ニ
タ
日
報

 

査
 

 
管
理
区
域
立
入
者
の
日
線
量
の

確
認

 
安
全
管
理
課
員
は
，
毎
日
の
業
務
と
し
て
，
管
理
区
域
立
入
者
に
計
画
線
量
超
過

者
が
い
な
い
こ
と
を
確
認
し
た
。
（
△
）
（
計
画
線
量
を
超
過
し
た
場
合
は
，
作
業

計
画
線
量
当
量
超
過
者
リ
ス
ト
が
放
射
線
管
理
計
算
機
か
ら
出
力
さ
れ
る
が
，
当

日
の
分
は
超
過
が
な
く
出
力
さ
れ
て
い
な
い
。
）

 

 

 
 

放
射
線
業
務
従
事
者
の
評
価
線

量
の
確
認

 
安
全
管
理
課
員
は
，
毎
月
の
業
務
と
し
て
，
放
射
線
業
務
従
事
者
の
評
価
線
量
（
熱

中
性
子
は
測
定
）
に
異
常
が
な
い
こ
と
を
確
認
し
た
。（
△
）

 
 

・
 
フ
ィ
ル
ム
バ
ッ
ジ
測
定
算

定
記
録
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平
成
１
１
年
臨
界
事
故
発
生
後
の
確
認
事
項

 

○
：
事
故
後
の
対
応
と
し
て
意
識
を
持
っ
て
実
施
し
た
。
 
△
：
事
故
後
の
対
応
と
し
て
の
意
識
を
持
っ
て
い
な
い
。
 
×
：
未
実
施

 

 
 

項
 
 
目

 
具
体
的
確
認
事
項
 

エ
ビ
デ
ン
ス
 

作
業
者
の
被
ば
く
評

価
 

中
性
子
被
ば
く
の
評
価
 

（
立
入
場
所
の
確
認
，
中
性
子
線

量
率
の
推
定
）

 

安
全
管
理
課
員
は
，
事
象
発
生
直
後
，
中
性
子
被
ば
く
に
つ
い
て
，
評
価
し
て
い

な
い
。
（
×
）

 
・
 
関
係
者
か
ら
の
聞
き
取
り

 

影
 

響
 

調
 

査
 

放
射
性
物
質
の
環
境

へ
の
放
出
量
評
価

 
希
ガ
ス
放
出
状
況
の
確
認

 
安
全
管
理
課
副
課
長
は
，
炉
水
か
ら
核
分
裂
生
成
物
に
異
常
な
値
が
見
ら
れ
な
か

っ
た
こ
と
か
ら
，
通
常
の
放
出
管
理
で
よ
い
と
判
断
し
た
。
（
○
）

 
安
全
管
理
課
員
は
，
毎
日
の
業
務
と
し
て
，
排
気
筒
か
ら
の
希
ガ
ス
の
放
出
量
，

濃
度
を
評
価
し
て
い
る
が
，
検
出
限
界
未
満
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
た
。
（
△
）

 

・
 
関
係
者
か
ら
の
聞
き
取
り

 
 ・
 
放
射
性
気
体
廃
棄
物
管
理

日
報

 
 

 
 

放
射
性
物
質
放
出
状
況
の
確
認

 
安
全
管
理
課
副
課
長
は
，
炉
水
か
ら
核
分
裂
生
成
物
に
異
常
な
値
が
見
ら
れ
な
か

っ
た
こ
と
か
ら
，
通
常
の
放
出
管
理
で
よ
い
と
判
断
し
た
。
（
○
）

 
安
全
管
理
課
員
は
，
毎
週
の
業
務
と
し
て
，
排
気
筒
か
ら
放
出
さ
れ
る
よ
う
素
お

よ
び
粒
子
状
物
が
検
出
限
界
未
満
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
た
。
（
△
）

 

・
 
関
係
者
か
ら
の
聞
き
取
り

 
 ・
 
よ
う
素
お
よ
び
粒
子
状
物

質
管
理
週
報

 

 

燃
料
の
健
全
性
 

原
子
炉
の
出
力
、
出
力
分
布
及
び

そ
の
時
間
変
化
の
解
析
 

技
術
課
長
か
ら
の
指
示
も
あ
り
，
技
術
課
担
当
は
，
３
本
同
時
に
引
き
抜
い
た
場

合
を
想
定
し
，
制
御
棒
の
位
置
と
実
効
増
倍
率
の
関
係
を
示
す
反
応
度
曲
線
に
つ

い
て
メ
ー
カ
に
評
価
，
提
出
依
頼
を
行
っ
た
。
メ
ー
カ
か
ら
，
反
応
度
曲
線
の
提

出
が
あ
り
，
臨
界
に
な
る
と
の
回
答
あ
り
。
（
○
）
 

・
 
関
係
者
か
ら
の
聞
き
取
り

 
・
「
メ
ー
カ
ー
か
ら
の
回
答
」
 

設
 

備
 

健
 

全
 

性
 

評
 

価
 

 
燃
料
エ
ン
タ
ル
ピ
解
析
、
沸
騰
遷

移
発
生
の
有
無
の
評
価
 

技
術
課
長
か
ら
の
指
示
も
あ
り
，
技
術
課
担
当
は
，
ナ
ト
ラ
ス
の
Ｉ
Ｒ
Ｍ
挙
動
か

ら
求
め
た
炉
周
期
か
ら
反
応
度
を
求
め
，
メ
ー
カ
に
燃
料
エ
ン
タ
ル
ピ
ー
の
評
価
，

提
出
依
頼
を
行
っ
た
。
（
○
）
 

な
お
，
メ
ー
カ
か
ら
の
回
答
は
な
か
っ
た
。
 

技
術
課
担
当
は
，
反
応
度
と
安
全
解
析
の
結
果
か
ら
，
燃
料
エ
ン
タ
ル
ピ
ー
を
評

価
し
，
燃
料
の
健
全
性
に
問
題
な
い
と
結
論
付
け
，
技
術
課
長
に
報
告
し
た
。（
但

し
，
計
算
誤
り
の
た
め
，
過
小
評
価
で
あ
っ
た
。
）
（
○
）
 

 

・
 
関
係
者
か
ら
の
聞
き
取
り

 
・「
事
象
発
生
時
の
炉
心
の
状
態
」
 

（
炉
心
管
理
担
当
者
作
成
資
料
）
 

 
 

燃
料
集
合
体
外
観
検
査

 
（
必
要
に
よ
り
実
施
）

 
実
施
し
て
い
な
い
。
（
×
）

 
な
お
，
当
該
制
御
棒
周
辺
の
燃
料
集
合
体
に
つ
い
て
，
炉
取
出
し
ま
で
の
間
の
外

観
検
査
記
録
は
な
い
。
（
×
）
 

 

・
 
関
係
者
か
ら
の
聞
き
取
り
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平
成
１
１
年
臨
界
事
故
発
生
後
の
確
認
事
項

 

○
：
事
故
後
の
対
応
と
し
て
意
識
を
持
っ
て
実
施
し
た
。
 
△
：
事
故
後
の
対
応
と
し
て
の
意
識
を
持
っ
て
い
な
い
。
 
×
：
未
実
施

 

 
 

項
 
 
目

 
具
体
的
確
認
事
項
 

エ
ビ
デ
ン
ス
 

  

 

燃
料
の
健
全
性
 

原
子
炉
水
の
分
析
，
放
射
能
の
評

価
 

安
全
管
理
課
副
課
長
は
，
臨
界
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
疑
い
，
念
の
た
め
に
燃

料
の
破
損
の
な
い
こ
と
を
炉
水
の
放
射
能
で
確
認
し
よ
う
と
考
え
た
。
安
全
管
理

課
員
へ
炉
水
採
取
を
指
示
し
，
核
種
分
析
を
実
施
し
た
結
果
，
短
半
減
期
核
種
で

あ
る
マ
ン
ガ
ン

56
を
検
出
し
た
の
を
確
認
し
た
。
マ
ン
ガ
ン

56
が
検
出
さ
れ
た

こ
と
に
よ
り
，
臨
界
に
な
っ
た
と
確
信
し
た
が
，
核
分
裂
生
成
物
に
異
常
が
な
く
，

燃
料
の
破
損
は
な
い
こ
と
を
確
認
し
た
。（
○
）
 

・
 
関
係
者
か
ら
の
聞
き
取
り

 
（
炉
水
の
核
種
分
析
の
記
録
な

し
）
 

 

制
御
棒
の
健
全
性
確

認
 

外
観
点
検

 
実
施
し
て
い
な
い
。
（
×
）

 
な
お
，
機
械
保
修
課
は
，
当
該
３
本
の
制
御
棒
の
外
観
検
査
を
第
１
０
回
定
期
検

査
に
お
い
て
実
施
し
た
。
（
△
）
 

・
関
係
者
か
ら
の
聞
き
取
り

 
・
 第
10
回
定
期
点
検
工
事
報
告
書
 

制
御
棒
点
検
工
事
 

 

設
 

備
 

制
御
棒
駆
動
機
構
の

健
全
性
確
認

 
分
解
点
検

 
実
施
し
て
い
な
い
。
（
×
）

 
な
お
，
機
械
保
修
課
は
，
当
該
３
本
の
制
御
棒
駆
動
機
構
の
分
解
検
査
を
第
９
回

定
期
検
査
に
お
い
て
実
施
し
た
。
（
△
）
 

・
関
係
者
か
ら
の
聞
き
取
り

 
・
 第
９
回
定
期
点
検
工
事
報
告
書
 

制
御
棒
駆
動
機
構
本
格
点
検
 

健
 

全
 

性
 

 
フ
リ
ク
シ
ョ
ン
試
験

 
実
施
し
て
い
な
い
。
（
×
）

 
な
お
，
機
械
保
修
課
は
，
全
制
御
棒
駆
動
機
構
の
フ
リ
ク
シ
ョ
ン
試
験
を
第
６
回

定
期
検
査
に
て
実
施
し
た
。（
△
）
 

・
関
係
者
か
ら
の
聞
き
取
り

 
・
 第
６
回
定
期
点
検
工
事
報
告
書
 

制
御
棒
駆
動
機
構
ﾌﾘ
ｸｼ
ｮﾝ
試
験
 

評
 

価
 

 
単
体
ス
ク
ラ
ム
試
験

 
機
械
保
修
課
は
，
全
制
御
棒
の
単
体
ス
ク
ラ
ム
試
験
を
当
該
定
期
検
査
に
て
実
施

し
，
問
題
な
い
こ
と
を
確
認
し
た
。
（
△
）
 

・
 第
５
回
定
期
点
検
工
事
報
告
書
 

制
御
棒
駆
動
機
構
ｽ
ｸ
ﾗ
ﾑ
試
験
 

 
 

常
駆
動
試
験

 
電
気
保
修
課
は
，
全
制
御
棒
に
つ
い
て
１
ノ
ッ
チ
試
験
に
よ
り
問
題
な
い
こ
と
を

確
認
。
（
○
）

 
機
械
保
修
課
は
，
全
制
御
棒
駆
動
機
構
の
常
駆
動
試
験
を
当
該
定
期
検
査
に
て
実

施
し
，
問
題
な
い
こ
と
を
確
認
し
た
。
 
（
△
）
 

・
 第
５
回
定
期
点
検
工
事
報
告
書
 

第
５
回
A
M
工
事
の
内
原
子
炉
 

停
止
機
能
強
化
工
事
 

・
 第
５
回
定
期
点
検
工
事
報
告
書
 

制
御
棒
駆
動
機
構
常
駆
動
試
験
 

 
 

ス
ト
ー
ル
フ
ロ
ー
試
験

 
電
気
保
修
課
は
，
今
回
の
事
象
で
動
い
た
制
御
棒
３
本
，
弁
が
閉
ま
っ
て
お
ら
ず

隔
離
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
と
推
定
し
た
別
の
２
本
及
び
単
体
ス
ク
ラ
ム
試
験
に
お

い
て
挿
入
時
間
が
最
も
遅
い
試
験
対
象
の
１
本
に
つ
い
て
，
ス
ト
ー
ル
フ
ロ
ー
試

験
に
て
健
全
性
を
確
認
し
た
。
（
○
）

 
ま
た
，
機
械
保
修
課
は
，
全
制
御
棒
駆
動
機
構
の
ス
ト
ー
ル
フ
ロ
ー
試
験
を
当
該

定
期
検
査
に
て
実
施
し
，
問
題
な
い
こ
と
を
確
認
し
た
。
（
△
）
 

・
 第
５
回
定
期
点
検
工
事
報
告
書
 

第
５
回
A
M
工
事
の
内
原
子
炉
 

停
止
機
能
強
化
工
事
 

・
 第
５
回
定
期
点
検
工
事
報
告
書
 

制
御
棒
駆
動
機
構
常
駆
動
試
験
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平
成
１
１
年
臨
界
事
故
発
生
後
の
確
認
事
項

 

○
：
事
故
後
の
対
応
と
し
て
意
識
を
持
っ
て
実
施
し
た
。
 
△
：
事
故
後
の
対
応
と
し
て
の
意
識
を
持
っ
て
い
な
い
。
 
×
：
未
実
施

 

 
項
 
 
目

 
具
体
的
確
認
事
項
 

エ
ビ
デ
ン
ス
 

Ｈ
Ｃ
Ｕ
の
健
全
性
確

認
 

分
解
点
検

 
実
施
し
て
い
な
い
。
（
×
）

 
な
お
，
機
械
保
修
課
は
，
第
９
回
定
期
検
査
に
お
い
て
分
解
点
検
を
実
施
し
た
。

（
△
）
 

・
関
係
者
か
ら
の
聞
き
取
り

 
・
 第
９
回
定
期
点
検
工
事
報
告
書
 

制
御
棒
駆
動
系
定
検
工
事

(
Ⅰ
)
の
う
ち
水
圧
制
御
ﾕ
ﾆ
ｯ
ﾄ

点
検
 

設
 

備 健
 

全 性
 

評 価
 

 
機
能
の
確
認

 
機
械
保
修
課
は
，
常
駆
動
試
験
，
ス
ト
ー
ル
フ
ロ
ー
試
験
及
び
単
体
ス
ク
ラ
ム
試

験
に
お
い
て
正
常
に
動
作
し
た
こ
と
を
確
認
し
た
。
（
△
）
 

 

原
 

因
 

調
 

査
 

 
要
因
の
分
析
，
特
定
，
検
証

 
詳
細
に
検
討
し
た
と
い
う
事
実
は
確
認
さ
れ
て
い
な
い
が
，
再
試
験
に
お
い
て
系

統
圧
が
確
実
に
上
昇
し
な
い
よ
う
，
流
量
調
節
弁
の
前
後
弁
を
閉
す
る
手
順
に
改

訂
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
系
統
圧
力
上
昇
が
原
因
で
あ
る
と
推
定
し
た
も

の
と
推
測
さ
れ
る
。
（
○
）
 

・
第
５
回
A
M
工
事
の
内
原
子
炉
 

停
止
機
能
強
化
工
事

 
 
機
能
確
認
試
験
要
領
書

(訂
2)

 
 

   

再
 

発
 

 
作
業
手
順
の
見
直
し

 
電
気
保
修
課
は
，

6/
21
再
試
験
時
の
試
験
要
領
書
に
以
下
の
手
順
を
追
加
し
改
訂

し
た
。
（
○
）

 
・
 
隔
離
前
後
の
Ｃ
Ｒ
Ｄ
系
統
の
流
量
，
圧
力
の
確
認
手
順

 
・
 
系
統
を
加
圧
さ
せ
な
い
隔
離
措
置
と
し
て
Ｆ
Ｃ
Ｖ
全
閉
後
前
後
弁
を
閉

し
，
流
量
を
０
と
す
る
操
作
手
順
 

・
第
５
回
A
M
工
事
の
内
原
子
炉
 

停
止
機
能
強
化
工
事

 
 
機
能
確
認
試
験
要
領
書

(訂
2)

 

防
 

止
 

対
 

策
 

 
 

上
記
以
外
の
具
体
的
な
再
発
防
止
対
策
は
実
施
し
て
い
な
い
が
，
炉
心
管
理
担
当

者
は
，
炉
心
管
理
の
観
点
か
ら
万
一
制
御
棒
が
抜
け
落
ち
て
も
臨
界
に
な
ら
な
い

よ
う
に
す
る
た
め
の
方
策
に
つ
い
て
検
討
し
た
。
（
○
）
 

・
必
ず
1
本
ず
つ
バ
ル
ブ
操
作
を
実
施
 

・
隣
接
す
る
制
御
棒
の
操
作
は
順
番
に
は
絶
対
行
わ
な
い
。
弁
操
作
は
制
御
棒
が

市
松
に
な
る
よ
う
に
行
う
こ
と
と
し
，
黒
白
の
色
分
け
を
行
い
，
黒
が
全
て
終

了
し
た
後
，
白
を
行
う
こ
と
に
す
る
。
 
な
ど
 

・
 
関
係
者
か
ら
の
聞
き
取
り

 

 

水
 

平
 

 
水
平
展
開

 
制
御
棒
隔
離
時
は
制
御
棒
駆
動
系
リ
タ
ー
ン
ラ
イ
ン
を
構
成
す
る
こ
と
を
，
運
転

指
示
と
し
て
当
直
長
間
で
引
き
継
い
だ
。（
○
）

 
・
当
直
長
運
転
指
示
事
項

 

展
 

開
 

 
作
業
管
理
等
に
問
題
が
あ
っ
た

こ
と
か
ら
，
こ
れ
に
関
す
る
水
平

展
開

 

 
実
施
し
て
い
な
い
。
（
×
）

 
 
・
関
係
者
か
ら
の
聞
き
取
り
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添付資料４－１

制御棒駆動機構隔離数と冷却水ヘッダ差圧の関係

CRD隔離数

冷
却
水
ヘ
ッ
ダ
差
圧

0.7MPa

1.0MPa

③制御棒のラッチが
 外れる

②制御棒に加わる力が
　 挿入側になる

101

102

閉

101

102

①

①

101

102

④③②

制御棒駆動水ポンプ

駆動水流量

調節弁

駆動水圧力

調節弁

冷却水ライン

MOFCV

F036

制御棒駆動

機構（CRD)

MO

原子炉戻り

ラインへ

101

102

101

102

101

102

冷却水ヘッダ

DP

原子炉圧力

冷却水ヘッダ差圧

オリフィス

101

102

・・・・・・

制御棒駆動機構の隔離が進むと冷却水ヘッダ差圧が上昇する

101

102

全８９体

多

通常 冷却水ヘッダ差圧上昇 過挿入によりラッチ
が外れる

１０１全閉により引抜け

圧力低下

過挿入 引抜け

：圧力上昇



  

制
御
棒
が
引
き
抜
け
た
メ
カ
ニ
ズ
ム
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
１
／
２
）

 

 
ス
テ
ッ
プ
①

 
ス
テ
ッ
プ
②

 
ス
テ
ッ
プ
③

 
ス
テ
ッ
プ
④

 

図
解

 

             
 

 
 

             

 
  

             

 
  

             

 
  

Ｃ
Ｒ

 
全
挿
入
 

 
 

全
挿
入
→
過
挿
入
 

動
 

作
 

説
 

明
 

制
御
棒
駆
動
機
構
の
隔
離
前
は
、
駆
動
水
流
量
調
節
弁
「
自
動
」
、

駆
動
水
流
量
1
2
5
ℓ
/
m
i
n
で
運
転
中
の
状
態
 

制
御
棒
駆
動
機
構
の
隔
離
準
備
で
水
圧
制
御
ユ
ニ
ッ
ト
ア
キ
ュ

ム
レ
ー
タ
の
降
圧
を
実
施
 

 

制
御
棒
駆
動
機
構
の
隔
離
本
数
が
多
く
な
る
と
、
駆
動
水
ヘ
ッ

ダ
圧
力
、
及
び
冷
却
水
ヘ
ッ
ダ
圧
力
が
上
昇
し
、
原
子
炉
内
（
制

御
棒
駆
動
機
構
内
部
）
と
の
圧
力
差
が
大
き
く
な
る
。
 

圧
力
差
約
0
.
0
4
M
P
a
以
上
で
常
駆
動
切
替
弁
(
1
2
1
)
が
開
き
、
冷

却
水
ヘ
ッ
ダ
水
が
オ
リ
フ
ィ
ス
付
逆
止
弁
の
オ
リ
フ
ィ
ス
を
通

過
し
、
コ
レ
ッ
ト
フ
ィ
ン
ガ
の
ピ
ス
ト
ン
を
押
し
上
げ
る
方
向

に
力
が
加
わ
る
。
 

 差
圧
が
3
9
2
k
P
a
と
な
る
と
「
原
子
炉
・
C
R
D
冷
却
水
ヘ
ッ
ダ
間

差
圧
高
」
警
報
が
発
生
す
る
。
 

冷
却
水
ヘ
ッ
ダ
間
差
圧
が
約
0
.
7
M
P
a
ま
で
上
昇
す
る
と
、
制
御

棒
の
重
量
以
上
の
駆
動
圧
と
な
り
過
挿
入
方
向
に
動
作
し
、
ラ
ッ

チ
が
開
放
さ
れ
制
御
棒
駆
動
機
構
は
ア
ン
ラ
ッ
チ
の
状
態
と
な

る
可
能
性
が
あ
る
。
ま
た
、
更
に
圧
力
が
上
昇
し
約
1
.
0
M
P
a
に

な
る
と
、
コ
レ
ッ
ト
フ
ィ
ン
ガ
の
ピ
ス
ト
ン
が
引
抜
側
か
ら
の
冷

却
水
に
よ
り
押
し
上
げ
ら
れ
続
け
、
ア
ン
ラ
ッ
チ
が
維
持
さ
れ
る

状
態
と
な
る
。
 

 過
挿
入
状
態
と
な
る
と
、
「
制
御
棒
ド
リ
フ
ト
」
警
報
が
発
生

す
る
。
 

 

コ
レ
ッ
ト
フ
ィ
ン
ガ

 

コ
レ
ッ
ト
フ
ィ
ン
ガ

 
ピ
ス
ト
ン

 

コ
レ
ッ
ト
フ
ィ
ン
ガ

 
と
の
ラ
ッ
チ
部

 

コ
レ
ッ
ト
フ
ィ
ン
ガ

 

コ
レ
ッ
ト
フ
ィ
ン
ガ

 
ピ
ス
ト
ン

 

コ
レ
ッ
ト
フ
ィ
ン
ガ

 
と
の
ラ
ッ
チ
部

 

コ
レ
ッ
ト
フ
ィ
ン
ガ

 

コ
レ
ッ
ト
フ
ィ
ン
ガ

 
ピ
ス
ト
ン

 

コ
レ
ッ
ト
フ
ィ
ン
ガ

 
と
の
ラ
ッ
チ
部

 
コ
レ
ッ
ト
フ
ィ
ン
ガ

 

コ
レ
ッ
ト
フ
ィ
ン
ガ

 
ピ
ス
ト
ン

 

コ
レ
ッ
ト
フ
ィ
ン
ガ

 
と
の
ラ
ッ
チ
部

 

制
御
棒
と
接
続

 
制
御
棒
と
接
続

 
制
御
棒
と
接
続

 
制
御
棒
と
接
続

 

F
0
3
8
A
(
B
)
 

冷
却
水
ラ
イ
ン
 

F
0
3
8
A
(
B
)

冷
却
水
ラ
イ
ン

F
0
3
8
A
(
B
)

冷
却
水
ラ
イ
ン

F
0
3
8
A
(
B
)

冷
却
水
ラ
イ
ン
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制
御
棒
が
引
き
抜
け
た
メ
カ
ニ
ズ
ム
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
２
／
２
）

 

 
ス
テ
ッ
プ
⑤

 
ス
テ
ッ
プ
⑥

 
ス
テ
ッ
プ
⑦

 

図
解

 

             

 
  

             

 
  

             

 
  

Ｃ
Ｒ

 
引
き
抜
か
れ
る
 

 
全
挿
入
 

動
 

作
 

説
 

明
 

こ
の
状
態
で
挿
入
側
弁
（
1
0
1
）
が
全
閉
さ
れ
れ
ば
挿
入
側
の
圧
力

が
低
下
し
、
制
御
棒
駆
動
機
構
は
オ
リ
フ
ィ
ス
付
逆
止
弁
か
ら
の
冷

却
水
に
よ
る
引
抜
動
作
と
制
御
棒
等
の
自
重
で
引
抜
か
れ
る
。
 

 制
御
棒
の
誤
引
き
抜
け
に
よ
り
「
制
御
棒
ド
リ
フ
ト
」
警
報
が
発
生

す
る
。
 

引
抜
か
れ
た
制
御
棒
は
、
挿
入
側
弁
（
1
0
1
）
が
全
閉
状
態
の
た
め
ア

キ
ュ
ー
ム
レ
ー
タ
圧
力
の
有
無
に
か
か
わ
ら
ず
ス
ク
ラ
ム
挿
入
は
不

能
。
し
か
し
、
排
出
側
ス
ク
ラ
ム
弁
(
A
O
-
1
2
7
)
が
全
開
す
る
か
、
 

１
０
２
が
全
閉
と
な
る
と
、
引
抜
側
の
圧
力
が
低
下
し
コ
レ
ッ
ト
フ

ィ
ン
ガ
の
ピ
ス
ト
ン
が
押
下
げ
ら
れ
、
制
御
棒
駆
動
機
構
は
そ
の
位

置
で
ラ
ッ
チ
す
る
。
 

 

制
御
棒
駆
動
機
構
の
弁
を
復
旧
し
た
こ
と
で
、
冷
却
水
ヘ
ッ
ダ
圧
力
 

に
よ
り
④
と
同
様
の
動
作
で
制
御
棒
駆
動
機
構
が
挿
入
方
向
に
動
作
 

し
、
引
き
抜
け
た
制
御
棒
は
全
挿
入
と
な
る
。
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コ
レ
ッ
ト
フ
ィ
ン
ガ

 

コ
レ
ッ
ト
フ
ィ
ン
ガ

 
ピ
ス
ト
ン

 
コ
レ
ッ
ト
フ
ィ
ン
ガ

 
と
の
ラ
ッ
チ
部

 

コ
レ
ッ
ト
フ
ィ
ン
ガ

 

コ
レ
ッ
ト
フ
ィ
ン
ガ

 
ピ
ス
ト
ン

 
コ
レ
ッ
ト
フ
ィ
ン
ガ

 
と
の
ラ
ッ
チ
部

 

コ
レ
ッ
ト
フ
ィ
ン
ガ

 

コ
レ
ッ
ト
フ
ィ
ン
ガ

 
ピ
ス
ト
ン

 

コ
レ
ッ
ト
フ
ィ
ン
ガ

 
と
の
ラ
ッ
チ
部

 

制
御
棒
と
接
続

 
制
御
棒
と
接
続

 
制
御
棒
と
接
続

 

F
0
3
8
A
(
B
)
 

冷
却
水
ラ
イ
ン
 

F
0
3
8
A
(
B
)

冷
却
水
ラ
イ
ン

F
0
3
8
A
(
B
)
 

冷
却
水
ラ
イ
ン
 



                                  

 
モ
ッ
ク
ア
ッ
プ
試
験
概
略
試
験
構
成
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解析に使用したコードについて 

 

１．解析コードの概要 

 

（１）三次元沸騰水型原子炉模擬計算コード（許認可解析コード） 

 三次元沸騰水型原子炉模擬計算コードは、沸騰水型原子炉の炉心核熱水力

特性を解析するコードで、三次元の拡散方程式により原子炉全体の出力分布

や実効増倍率を計算する。さらに、その出力分布を基に熱的評価計算、燃焼

計算を行う。 

 本コードの入力は、炉心の幾何学的条件、単位燃料集合体核計算で得られ

た核定数、熱水力計算に必要なデータ、制御棒パターン、炉心熱出力等の炉

心状態を表わすデータであり、出力として炉心出力分布、ボイド分布、燃焼

度分布、実効増倍率等が求められる。 

 

（２）ＡＰＥＸ（許認可解析コード） 

 反応度投入事象解析コードＡＰＥＸは、原子炉起動時における制御棒の異

常な引き抜き及び制御棒落下を解析するコードである。本コードは、熱的現

象を断熱としており、炉心平均出力の過渡変化を炉心一点近似による動特性

方程式で表し、出力分布の炉心空間分布を二次元（Ｒ－Ｚ）拡散方程式で表

す。炉心各部分のエンタルピの上昇は、出力分布に比例するものとし、炉心

平均エンタルピがある程度上昇する間は、出力分布は一定としている。また、

投入反応度としては、制御棒価値、スクラム反応度及びドップラ反応度を考

慮するが、このドップラ反応度は、二次元拡散計算により出力分布を考慮し

て求められる。 

 本コードの入力は、炉心の幾何学的形状、各種中性子断面積、拡散係数、

ドップラ反応度係数、炉心動特性パラメータ等の核データ、制御棒反応度の

時間変化等であり、出力として、中性子束分布、エンタルピ分布及び炉心平

均出力の時間変化が求められる。 

 

（３）ＳＣＡＴ（許認可解析コード） 

 単チャンネル熱水力解析コードＳＣＡＴは、「運転時の異常な過渡変化」に

おける燃料の熱的余裕を解析するコードである。本コードは単一チャンネル

を模擬し、これを軸方向一次元に多ノード分割する。各ノードについて、燃

料棒には半径方向だけの熱伝導方程式を適用して冷却材への熱伝達を計算し、



チャンネル内冷却材には質量、運動量及びエネルギ保存式を適用して冷却材

の熱水力学的挙動を計算する。 

 本コードの入力は、燃料集合体の幾何学的形状、軸方向出力分布等の炉心

データ、燃料集合体出力、チャンネル入口流量等の初期条件、燃料集合体出

力、チャンネル入口流量等の過渡変化のデータ等であり、出力として、沸騰

遷移相関式に基づく限界出力、燃料エンタルピ等の時間変化が求められる。 

 

  ＡＰＥＸ／ＳＣＡＴの解析コードの特徴を表１に示す。 
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表１ 解析コードの特徴 

 

 ＡＰＥＸ／ＳＣＡＴ 

中性子拡散計算 二次元 

中性子動特性計算 １点近似 

中性子群数 ３群 
核モデル 

制御棒挿入量 固定 

液体モデル ３保存式 

チャンネル流量配分 不可 

ドップラ燃料温度計算 断熱計算 

減速材温度フィードバック 不可 

減速材ボイドフィードバック 不可 

熱水力モデル 

熱水力チャンネル数 １ 

ペレット物性値 未照射ペレットに対する値 
燃料挙動モデル 

初期ギャップコンダクタンス 入力 

解析可能事象 反応度投入事象 
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解析条件 

 

解析コード ＡＰＥＸ／ＳＣＡＴ 

初期条件  

 ・炉心状態 

      （実績） 

高燃焼度８×８燃料平衡サイクル初期炉心 

（出力分布は第６サイクル初期を模擬） 

 ・原子炉熱出力 

     （推定※１） 
定格出力の 10－６％ 

 ・冷却材温度 

      （実績） 
39 ℃ 

 ・燃料エンタルピ 

      （解析） 
９kJ/kgＵＯ２（２cal/gＵＯ２） 

 ・炉心流量 

     （推定※１） 
定格流量の２％ 

 ・圧  力 

      （実績） 
大気圧 

引き抜け制御棒によ

る超過反応度 

      （解析） 

0.5 ％Δｋ※２、0.789 ％Δｋ※３ 

制御棒引き抜け条件 

     （推定※１） 

・引き抜け速度としてモックアップ試験結果より推定され

た 47 mm/s を採用。 

・制御棒[30-39]が最初に引き抜ける。 

・制御棒[26-39]、[34-35]が引き抜け、スクラム信号で停

止することを想定。 

ドップラ反応度係数 

      （解析） 

高燃焼度８×８燃料平衡サイクル初期炉心 

低温時（20℃）の値 

ボイド反応度係数 

      （解析） 
考慮しない 

※１：推定値の根拠を次頁以降に示す。 

※２：事故整定の反応度評価にて求めた値。 

※３：制御棒が引き抜けた際における超過反応度評価にて求めた値。 
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事故発生時の原子炉熱出力 

 

 今回の事故の解析の初期条件として原子炉熱出力を定格出力の10 –６％としている。  

これは、志賀１号機第６サイクル初期に行われた冷温臨界試験の結果をもとに以下の

ように推定したものである。 

 

 冷温臨界試験では、事故発生時と同様、冷温時において数本（４本又は５本）の制

御棒を引き抜いて炉心を臨界にしており、臨界近傍の原子炉熱出力は今回の事故時に

近いと考えられる。 

 冷温臨界試験では、中性子源領域モニタ（SRM）により、炉心の出力変化を監視し

ており、冷温臨界試験におけるSRM計数率から臨界近傍での原子炉熱出力を推定する。 

 SRM を取り囲む４体の燃料集合体のノード出力と炉心平均出力の比（ノード平均出

力ピーキング係数）と冷温臨界試験における臨界近傍での SRM 計数率との相関から炉

心平均出力（ノード平均出力 1.0）に対応する SRM の計数率は 1000（s -1）程度とな

る。 

 また、検出器が置かれている燃料集合体間のギャップ位置は燃料集合体部に比べ熱

中性子束が大きく、ピーキング係数は約３である。これらを基に臨界近傍での熱中性

子束を以下のとおり推定する。 

 

①ノード平均出力 1.0 に対応する SRM 計数率 ：1000（s -1） 

②SRM 感度（公称値）    ：10 -3（s -1／(cm -2 s -1)） 

③ギャップ位置の熱中性子束ピーキング係数 ：３ 

④炉心平均熱中性子束    ：①÷②÷③ 

＝3.3×10 5（cm -2 s -1） 

 

 また、定格出力時の熱中性子束は 3.5×10 13（cm -2 s -1）（原子炉設置許可申請書記

載）である。したがって、事故発生時の初期出力（定格に対する相対値）は以下のと

おりと考えられる。 

 

⑤定格出力時の熱中性子束（原子炉設置許可申請書記載） ：3.5×10 13（cm -2 s -1） 

⑥事象発生時の初期出力（定格に対する相対値） ：④÷⑤≒10 -8 

 

 以上より、今回の事故発生時（臨界近傍）の原子炉熱出力は定格出力の 10 －６％と

なる。 
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事故発生時の原子炉冷却材温度 

 

通常運転中、原子炉冷却材温度は、原子炉冷却材再循環ポンプの入口温度で確認しているが、

事故発生時のように原子炉冷却材再循環ポンプ停止中は、原子炉冷却材浄化系（ＣＵＷ）再生

熱交換器入口温度で確認することができる。 

ＣＵＷ再生熱交換器入口温度のチャートで事故発生時の温度を確認すると３９℃である。 

また、プロセス計算機から毎正時に印字されるＣＵＷ再生熱交換器入口温度も、事故発生直

前の２時における値が３９℃であったことから、解析条件として温度３９℃を用いることとす

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１ 原子炉冷却材浄化系（ＣＵＷ）再生熱交換器入口温度のチャート 

［平成１１年６月１８日 ０：００～６：００］ 

50 150 ℃3000 250

H11.6.18 

事故発生

200100
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事故発生時の炉心流量 

 

 事故発生時のプラント状態は次のとおりであった。 

① 原子炉停止後 50日目 

② 自然循環状態（原子炉冷却材再循環ポンプ、残留熱除去系ポンプともに停止中） 

③ 蒸気乾燥器、気水分離器は取り外された状態 

④ 原子炉冷却材温度：39℃ 

⑤ 炉心平均燃焼度：17,130 MWd/t 

⑥ 原子炉水位：原子炉ウェル満水 

 

 原子炉停止後50日目の崩壊熱は、MAY－WITTの式により、炉心平均で燃料集合体  

１体当たり約4.8 kW と評価される。 

 

このとき下図に示すように崩壊熱により生じる炉心部とダウンカマ部の水頭差 

（ρ1ｇｈ－ρ2ｇｈ）が炉心圧損（ΔPloc＋ΔPfric）とバランスするように流量を求め

ると原子炉冷却材流量は定格流量の約２％（定格流量：22,900t/h）と評価される。 

  

ρ1ｇｈ－ρ2ｇｈ＝ΔPcore 

＝ΔPloc＋ΔPfric 

 

 

 

 

 

ここで、 

ρ1 ：ダウンカマ部密度 

ρ2 ：炉心部密度 

ｇ ：重力加速度 

ｈ ：炉心高さ 

ΔPcore ：炉心部圧損 

ΔPloc  ：炉心部局所圧損 

       (入口ｵﾘﾌｨｽ、下部ﾀｲﾌﾟﾚｰﾄ等の圧損)

ΔPfric ：炉心部摩擦圧損 

図３ 炉心流量の考え方 

ρ1＝約 992.75kg/m3、ρ2＝約 992.07kg/m3、ｈ＝約 4.17m、 

ΔPloc＝約 19Pa、ΔPfric＝約 9Pa 



添付資料４－６（6/13） 

    （制御棒引き抜け前）                     

43    00 00 00  

39   00 00 00 00 00 00 00  

35  00 00 00 00 00 00 00 00 00  

31  00 00 00 00 00 00 00 00 00  

27 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

23 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

19 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

15  00 00 00 00 00 00 00 00 00  

11  00 00 00 00 00 00 00 00 00  

07   00 00 00 00 00 00 00  

03    00 00 00  

 02 06 10 14 18 22 26 30 34 38 42 

 

     （制御棒引き抜け後） 

43    00 00 00  

39   00 00 00 00 16 20 00  

35  00 00 00 00 00 00 00 08 00  

31  00 00 00 00 00 00 00 00 00  

27 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

23 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

19 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

15  00 00 00 00 00 00 00 00 00  

11  00 00 00 00 00 00 00 00 00  

07   00 00 00 00 00 00 00   

03    00 00 00  

 02 06 10 14 18 22 26 30 34 38 42 

 

 

※網掛け部分は、引き抜けた制御棒を示す。 

 

図４ 制御棒引き抜け位置 

00：制御棒全挿入 

48：制御棒全引き抜き
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制御棒引き抜けに伴う超過反応度 

 

制御棒引き抜けに伴う超過反応度の評価手順、条件及び結果について以下に示す。 

 

１．評価手順 

制御棒による超過反応度は以下の手順により求める。 

（１）評価コードは、三次元沸騰水型原子炉模擬計算コードを使用する。 

（２）第６サイクル初期での臨界点の実効増倍率は、当該サイクルの冷温臨界試験の臨界パ

ターンにおける実効増倍率の平均値とする。 

（３）２．の評価条件での実効増倍率と１．（２）の臨界点の実効増倍率との差分が制御棒

による超過反応度となる。 

（４）冷温臨界試験は臨界パターンにより、ある程度の誤差が生じるため、別途事故整定時

の反応度評価も行い、超過反応度を求める。 

 

２．評価条件 

（１）燃焼度点   ： 第６サイクル初期（炉心平均燃焼度：17,130 MWd/t） 

（２）減速材温度  ： 39 ℃ 

（３）炉心圧力   ： 大気圧 

（４）制御棒パターン： 図５ 

 

３．評価結果 

超過反応度 ： 0.5％Δk（１．（４）より）、0.789％Δk（１．（３）より） 

 

 

43            

39       ＋ ＋    

35         ＋   

31            

27            

23            

19            

15            

11            

07            

03            
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図５ 超過反応度評価時制御棒パターン 

制御棒[26-39] 

制御棒[30-39] 

【引き抜け状況】 

制御棒[26-39] 

  １６ポジション（約 1/3）

制御棒[30-39] 

  ２０ポジション（約 2/5）

制御棒[34-35] 

   ８ポジション（約 1/6）

 

上記以外の制御棒は全挿入

制御棒[34-35] 



図６　引き抜け制御棒による超過反応度曲線（一例）
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事故発生時の制御棒引き抜け速度 

 

１．目  的 

 モックアップ試験による確認結果を踏まえ、事故発生時の制御棒引き抜け速度を

推定。 

 

２．評価モデルの作成 

 101 弁を閉、102 弁を開とした状態における原子炉－冷却水ヘッダ間差圧と制御

棒引き抜け速度の関係を各部の流路抵抗や制御棒の自重から計算する評価モデル

を作成。（図７） 

 

３．評価モデルの適用性 

 評価モデルの妥当性を検証するため、モックアップ試験装置による原子炉－冷却

水ヘッダ間差圧及び制御棒引き抜け速度の関係を実測。この実測値と評価モデルに

よる計算結果とを比較した結果、評価モデルによる計算により、保守性を有する結

果が得られることを確認。（図７、８） 

 

４．事故発生時の引き抜け速度の推定 

 評価モデルに、全制御棒の工場出荷試験時の流路抵抗実測値（平均値）を適用し、

事故発生時の制御棒引き抜け速度を計算するとともに、制御棒駆動機構の個体差に

よる引き抜け速度範囲を評価。なお、原子炉－冷却水ヘッダ間差圧は、事故発生時

の差圧が特定困難なことから、想定される最大値約 13MPa（制御棒駆動水ポンプミ

ニマムフロー運転時のポンプ吐出圧力）を適用。（図８） 

 

 その結果、制御棒引き抜け速度は 47mm/s となった。 

 なお、当該制御棒３本の事故発生前の至近の点検時（第２回定期検査時）の流路

抵抗測定結果を条件として引き抜け速度を計算した結果、それぞれ約 45mm/s 台

[26-39]、約 47mm/s 台[30-39]及び約 48mm/s 台[34-35]となり、その平均値は約

47mm/s であった。 

 

 以上のことから、解析における制御棒の引き抜け速度の設定値は 47mm/s とした。 
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図７ 引き抜け速度評価モデル 

W :制御棒＋中空ﾋﾟｽﾄﾝ重量 Qi：流量

Pu:上部室圧力 ΔPi：差圧

Qu:上部室ﾋﾟｽﾄﾝ駆動流量 Ri：流路抵抗

Ps:下部室圧力 V：引抜速度

Qs:下部室ﾋﾟｽﾄﾝ駆動流量 i:位置を表す数値

R1

冷却水ヘッダ

101

102 R2

原子炉

R3

R4

制御棒

駆動機構

Pu

Ps

P0

Pr

(逆止弁オリフィス)

(V121)

ΔP3

ΔP4

ΔP2

ΔP1

原子炉⇔

冷却水ヘッダ間

差圧

ΔP(=P0-Pr)

Q0→ ↑Q1

←Q2←Q4

←Q3

Qu↓

←Qs

Ｖ

Ｗ

R1とR2は、構造から求まる抵抗係数であり駆動機構の個性によらず一定（試験体も実機を模擬）。

R3とR4は駆動機構内部流路抵抗であり、個体差があるため実測値を基に求める。
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     図８ 評価モデルによる制御棒引き抜け速度 

 

 

 

 

 

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0

0    1    2    3    4    5    6    7    8    9   10   11   12   13   14 

原子炉－冷却水ヘッダ間差圧（MPa） 

制
御
棒
引
き
抜
け
速
度 

制御棒駆動速度設計値 76mm/s 

47mm/s 

モックアップ
実測結果 

実機想定 
最大差圧 

実機の計算結果

モックアップ装置
の計算結果 

（mm/s） 



添付資料４－６（12/13） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図９ 制御棒駆動機構の状態 
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注）制御棒[26-39]及び[34-35]の引き抜けは、原子炉スクラム信号時に停止とするが、

解析では完全に引き抜け動作が停止するまでに約 3.2 秒※かかると仮定。 

※ラッチ機構間の距離は 152.4mm であり、制御棒引き抜け速度を 47mm/s とする

と原子炉スクラム信号発生による制御棒引き抜け停止動作開始から実際の停

止までには最長で約 3.2 秒かかる。 

 

 

 

図１０ 制御棒引き抜け条件 
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　　  　反応度の推移

（０．５％Δｋの場合）
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　　燃料エンタルピ及び炉心平均中性子束の推移
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安全解析結果との比較
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燃料集合体の構造図（高燃焼度８×８燃料） 



燃料集合体外観点検結果 

  

制御棒

座標 
番号 

事故発生時 

炉内位置 
燃料番号

事故発生時燃焼度

(MWd/t) 

取出時燃焼度 

(MWd/t) 
点検結果 

① 25-38 SK1D002 12,878 39,454 異常なし 

② 25-40 SK1E062      0 43,665 異常なし 

③ 27-38 SK1E058      0 40,802 異常なし 
26-39 

④ 27-40 SK1B042 23,749 37,878 異常なし 

⑤ 29-38 SK1B038 21,250 37,379 異常なし 

⑥ 29-40 SK1D022 13,428 41,058 異常なし 

⑦ 31-38 SK1D030 12,805 40,296 異常なし 
30-39 

⑧ 31-40 SK1A068 31,593 38,462 異常なし 

⑨ 33-34 SK1E006      0 43,412 － 

⑩ 33-36 SK1B046 21,514 42,446 異常なし 

⑪ 35-34 SK1C081 21,156 42,188 － 
34-35 

⑫ 35-36 SK1E002      0 39,387 － 

                                    

 

引き抜けた制御棒と外観点検を実施した燃料集合体の位置関係 

44

42

40 ② ④ ⑥ ⑧

38 ① ③ ⑤ ⑦

36 ⑩ ⑫

34 ⑨ ⑪

32
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14
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10
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4

2

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43

添付資料４－１１

＋：引き抜けた制御棒 

①～⑫：引き抜けた制御棒周りに

装荷していた燃料集合体

（上表の番号に対応） 
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Ａ面 Ｂ面 Ｃ面 Ｄ面

燃料集合体外観　（ ＳＫ１Ｅ０５８ ）
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Ａ面 Ｂ面 Ｃ面 Ｄ面

燃料集合体外観　（ ＳＫ１Ｄ０２２ ）



添付資料４－１２(3/3)

Ａ面 Ｂ面 Ｃ面 Ｄ面

燃料集合体外観　（ ＳＫ１Ｂ０４６ ）
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１００％出力運転中における線量率測定結果 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（単位：ｍＳｖ／ｈ） 
 中性子線による線量率 γ線による線量率 

① 原子炉ウェル上 ＜０．００１ ０．０００２ 

② MSIV・SRV 用機器ハッチ前 ＜０．００１ ０．０００３ 

③ 所員用エアロック室前 ＜０．００１ ０．００２２ 

④ 機器搬入用ハッチ前 ＜０．００１ ０．０００１ 

（測定日：平成 5 年 7 月 17 日） 

 

① 

② 

③ 

④ 
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臨界事故発生時の状況 
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凡例： ↓ 評価の流れ

放射線業務従事者の被ばく評価結果
（中性子線による被ばくのおそれがある場合）

APDの線量が
0.00ｍSvか？

γ
線
に
よ
る
被
ば
く

中
性
子
線
に
よ
る
被
ば
く

評
　
　
　
価

YES

NO

NO

被　　ば　　く　　評　　価

NO

滞在場所の確認　及び
放射線環境評価に基づく被ばく評価

（中性子線による被ばくを含む）

γ線・中性子線による被ばくのおそれはない

YES

中性子線による被ばくを仮定しても
有意な被ばくはなかった

YES

中性子線による被ばくを仮定
（実測値によるn／γ比にて評価）

評価結果が０．１ｍSv未
満か？

フィルムバッジの熱中性
子線による線量は「X」
か？

YES

NO

中性子線による被ばくの
おそれのある場所に立ち
入っていないか？
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放射性物質の環境への放出経路 

（臨界事故発生時の状態で燃料破損があった場合） 
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青:排気筒(B) (SCIN)

10-1 1 μGy/h10210-2 10

No.1  ●紫:MP1 

No.2  ○赤:MP2 

No.3  ＋黒:MP3 

No.4  Ｙ緑:MP4 
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炉心挙動解析結果に基づく放射線環境評価 
 
１．評価の概要 
核分裂発生に伴う放射線環境の評価は，以下の放射線（中性子線，即発ガンマ線及び中性子と物質

が反応して生成する二次ガンマ線［捕獲ガンマ線，非弾性散乱ガンマ線］）について行うことになる。

また，それに加えて，炉内にある使用済燃料に内包される核分裂生成物からのγ線も考慮する必要が

あるため，中性子発生数及び核分裂生成物からのγ線を入力条件として，DORTコード（２次元円筒
体系）で評価を行う。 

 
２．評価条件 

(1) 線源強度 
ａ．中性子発生数 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

核分裂により発生する中性子 
・１核分裂当たりの平均中性子発生数 2.5 
・1W・1秒当たりの核分裂数は 3.1×1010 fission 

炉心評価により求められた

原子炉出力（最大値） 
238.95 MW 

×

中性子の単位時間当たりの発生数 
2.5 （個／fission）× 3.1×10１０（fission／(W・s)）× 238.95 ×10６（W） 

＝ 1.85×10１9（個／s） 

核分裂 

中性子 

（散乱）

熱中性子 

（捕獲）

高
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ｂ．使用済燃料に内包される核分裂生成物 
燃料の照射時間は実際には 4～5 サイクルであるが，REACTOR HANDBOOK に掲載されてい

る照射時間ごとの線源強度のうち最長時間である 106時間（約 115 年）の場合の線源強度をもと

に，その 50 日減衰値である以下の値を，核分裂生成物による線源として用いる。 
 

ガンマ線エネルギ 
（MeV） 

線源強度 
（MeV／(W・s)） 

1.0 3.5×10９ 
2.0 2.8×10８ 
3.0 2.1×10７ 
4.0 5.4×10５ 

 
 

(2) 評価モデル 
評価は，可能な限り実形状をモデルしたものを用いる。 

 
 

 

① 

② 

③ 

水 面 

原子炉格納容器外

側における線量率

最大点 

原子炉建屋４階における線量率最大点 

代表的な評価点 
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計算用 
中性子断面積 

 
炉心線源 

 
評価モデル 
組成データ 

ＤＯＲＴ 
（原子炉周り放射線輸送計算コード） 

 
中性子・ガンマ線 

線束 

 
線 量 率 

 

× 線量率換算係数 

 
３．評価コードＤＯＲＴの概要 
米国オークリッジ国立研究所で開発された原子炉周りの中性子及びガンマ線線量率を計算するコ

ードであり，二次元形状にて中性子及びガンマ線の線束を計算することができる。 
国内外のおいて，放射線取扱施設の遮へい設計によく使用されており，国内では，高速増殖炉「も

んじゅ」，新型転換炉「ふげん」，使用済燃料キャスク輸送船「六栄丸」等で幅広い適用実績がある。 
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直接線・スカイシャイン線の評価 
 

１．直接線による一般公衆の被ばく線量 

・ 炉心挙動解析結果から得られた原子炉出力（ピーク値）をもとに、臨界事故時の原子炉格納

容器外側（炉心から 12.32ｍの位置）の線量率を評価し、その結果から敷地境界までの距離

（450m）による減衰補正を行い、敷地境界における直接線による線量率を求める。なお、

実際には、直接線は原子炉建屋原子炉棟（二次遮へい壁）を通過するため減衰することにな

るが、保守的にその遮へい効果については考慮しない。 

・ 敷地境界における直接線による線量率（ピーク出力における評価値）が、制御棒が引き抜け

始めた 2時 17分から全挿入となった 2時 33分までの 15分間継続したとして、直接線によ

る一般公衆の被ばく線量を求めた結果は以下のとおりとなる。 
 

（単位：mSv/h） 

 中性子線による線量率 γ線による線量率 合  計 

原子炉格納容器外側 7.1×10－７ 6.6×10－５ 6.7×10－５ 

距離補正：×（12.32m／450m）２ 

敷地境界 5.3×10－１０ 5.0×10－８ 5.0×10－８ 

 

線  量 5.0×10－８mSv/h × 0.25 h ＝ 1.3×10－８ ｍSv （1.3×10－５ μSv） 

 
２．スカイシャイン線による一般公衆の被ばく線量 

・ スカイシャイン線は、炉心から原子炉建屋天井を抜けた放射線が上方の空気で散乱されて地

上に向かう放射線であるが、炉心挙動解析結果に基づく原子炉建屋 4階の線量率は以下のと

おり無視し得るほど小さいものである。 

・ 保守的に、敷地境界におけるスカイシャイン線による線量率が原子炉建屋 4階における線量

率と同じと仮定すると、スカイシャイン線による一般公衆の被ばく線量は以下のとおりとな

る。 
 

（単位：mSv/h） 

 中性子線による線量率 γ線による線量率 合  計 

原子炉建屋４階 5.6×10－２６ 1.5×10－８ 1.5×10－８ 

    

線  量 1.5×10－８mSv/h × 0.25 h ＝ 3.7×10－９ ｍSv （3.7×10－６ μSv） 
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直接線・スカイシャイン線の評価概要図 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

12.32m 

450m 

臨界 

直接線 

スカイシャイン線 

２次しゃへい壁 

水面 

空気で散乱 

保守的に線量率が

同じと仮定する。 

距離による減衰補正を行う。 
保守的に２次しゃへい壁によ

る減衰は考慮しない。 

敷地境界 
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ＡＮＤ要因 ＯＲ要因

(背後要因)(問題点)

臨界事故に係る背後要因関連図（1/2）

CRが引抜けた

定検作業で原子
炉臨界が発生し
た。

引抜けたCRは3本だっ
た

ＣＲＤ引き抜き側に圧力
がかかった　※

引抜ける条件が、3本ほ
ぼ同時に発生した

落下した３体が近傍
だった

ＨＣＵの配置がそうなっ
ていた

ＨＣＵの配置順に4人が
近くで同時に、１０１弁、
１０２弁閉作業を連続し
て行った

「原子炉・ＣＲＤ冷却水
差圧高／低」警報が発
生しないようになってい
た

4名が同時並行で操作
していた

１０１弁を先に閉めてＨ
ＣＵを隔離した

通常、１０１弁から閉め
ることになっている

１０２弁を先に閉めると
スクラムが発生した際
にＣＲＤが壊れる可能
性がある

系統圧力が冷却水ヘッ
ダ差圧1.0MPa以上とな
る状態だった

「原子炉・ＣＲＤ冷却水
差圧高／低」警報が頻
発

ノンリターン運転だった ＡＲＩ試験要領書ではノ
ンリターン運転で試験を
行うこととなっていた

リターン運転が好ましい
が、社内要領ではリ
ターン運転すべきと明
記していない

ＣＲＤポンプを運転して
いた

ＡＲＩ試験ではＣＲＤをス
クラムさせる必要があっ
た

弁閉操作も終盤となり、
作業員が未完了箇所に
集まってきた

1体毎に隔離する必要
性を意識していなかっ
た。

駆動水流量調整弁を
「開」のままHCU隔離操
作が進められた

対策

※　1.0MPa以上の圧力がか
かった状態で101弁を閉する
と引き抜ける

対策
7.2.1(1)b.
7.2.2(1)a.

対策
7.2.1(1)a.c.

対策
7.2.1(1)b.
7.2.2(1)a.

対策
7.2.1(1)a.

対策
7.2.1(1)a

作業を効率的に行いた
かった

作業量の割りに作業員
が少なかった

試験を早く終了したかっ
た

夜間作業であった

疲れていた

簡単な操作と思った アキュムレータ全数ブ
ロー済みであり、
101,102弁の操作のみ
であった

引抜けの可能性がある
と思わなかった

設備別運転操作要領の
意図を十分に理解して
いなかった

対策7.2.1(2)d.

※１

7.2.1(1) 操作手順の改善
　a.  HCU隔離手順が臨界防止措置を考慮したものでなかったことに関する改善
　b.  HCU隔離操作中の監視不足に対する改善
　c.  HCU隔離手順にリターン運転等関連手順が織り込まれていないことに関する改善

7.2.1(2) 作業管理面の改善
　a.　手順書の承認及び適用に関する改善
　b.　監視上必要な警報、監視計器の除外に対する改善
　ｃ.　試験における役割分担の明確化に対する改善
　d.　 臨界防止に関する教育の充実
　ｅ.　「作業管理システム」を活用した継続的作業管理の改善
　(  ｆ.  作業票に当該工事要領書を添付するルールに関する改善   )

7.2.2(1) 運転監視機能の強化
　a.　運転員への情報提供の明確化

7.3.1(1) 隠さない仕組みの構築
　d.　原子炉主任技術者の地位と権限の強化

7.3.2(1) 経営トップからの安全最優先の強力な意志表明

7.3.2(3) 原子力を支える体制づくり
　b.　発電所内の組織強化、増員

7.3.2(4) 安全・品質管理の強化
　a.　品質管理部設置による品質管理の徹底
　c.　外部組織による評価の活用

根本原因(2)a．

根本原因(1)ｆ．

根本原因(1)f．

根本原因(1)g．

(対策)

[原子炉・CRD冷却水差
圧高／低]警報が高・低
同一となっている

根本原因(1)f．

確定要因

推定要因

問 題 点

根本原因

問題点⑤

問題点③

問題点②
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ＡＮＤ要因 ＯＲ要因

担当課実施であり、当
直長の指揮下で操作し
なければならないが、
実際は指揮及び機器
監視していなかった

検査関係者に試験要領
書による手順が周知、
浸透されていなかった

関係者の事前打合せ、
調整が不十分であり、
当日の試験手順の相互
確認が不足していた

メーカにまかせていた 主管課が設備、試験に
慣れていなかった

メーカ改造工事の検証
だった

担当者が記載しなかっ
た

上覧、当直検討でチェッ
クできなかった

忙しかったため十分な
検討ができなかった

ARI試験手順が添付さ
れていなかった

作業票の処理数が多
く、チェック漏れした

ＡＲＩ試験要領書との
チェックが漏れた

停止時運用管理要領を
確認しないで作成した

系統流量「0｣の操作完
了後に実施すべき101
弁、102弁閉操作を同
時並行作業とした

必要な系統流量｢0｣の
操作が実施されていな
いことを誰も疑問に思
わなかった

アイソレ作業票に記載
がなかった

電気保修課では初めて
行う試験だった

系統流量｢0｣の記載の
ない複合手順メモが存
在した

シリーズの試験を効率
良くやりたかった

101、102弁閉操作前に
系統流量「0」の手順が
あることを失念した

ＡＲＩ試験要領書をよくみ
なかった

系統流量｢0｣が必要と
の意識が不足していた

工事経験、知識が不足
していた

対策7.2.1(2)f.

対策
7.2.1(1)a.

対策
7.2.1(2)ｃ.

操作の順序の重要性の
意識が低かった

作業員は、簡単な作業
であり、要領書による
チェックまで必要ないと
思った

簡単な作業でも要領書
によるチェックを確実に
行うという意識が低かっ
た

試験関係者間の意思疎
通が不足していた

試験体制、役割が不明
確だった

指揮者の指示があいま
いで、不正確だった ※2

※2

当直長は担当課実施
で、指揮、監視が必要と
の認識が低かった

原子炉停止時の臨界防
止対策の知識・経験が
不足していた

対策
7.2.1(1)c.(2)d.

対策
7.2.1(2)c.

各操作の目的を認識し
ていなかった

対策
7.2.1(2)d.

対策
7.2.1(2)d.

対策
7.2.1(2)d.

試験要領書の改訂を
行わなかった

ＡＲＩ試験要領書のとお
り実施すると、重複作業
が発生するため、試験
を早く終わらせたかった

対策
7.2.1(2)e.

※１

確定要因

推定要因
対策

忙しかったため、十分な
検討ができなかった

要員不足

根本原因(1)i．

根本原因(1)g．

保守作業手続要領では、
「作業の重要度に応じて」
となっており、添付が必要
かあいまいだった

根本原因(1)a．

要員不足

根本原因(1)i．

根本原因(1)h．

根本原因(1)ｇ．

根本原因(1)c．

工程遵守が最優先との
意識が強かった

根本原因(1)ｉ．

作業者は、ルールを遵
守するという安全最優
先の意識が低かった

根本原因(1)k．

根本原因(1)d．

前直で発行したARI試
験作業票が運転員（作
業手続代行者）に引継
がれたが引継ぎが十分
でなかった

根本原因(1)g．

臨界事故に係る背後要因関連図(2/2)
(背後要因)

対策7.3.2(1)(3)b.

対策7.3.2(1)(3)b.

対策
7.2.1(2)a.

対策7.3.2(1)(3)b.

対策7.3.2(1)(3)b.(4)a.c.

対策
7.2.1(2)c.

試験要領書改定は、上
覧、承認に時間がかか
り、煩雑だった。

手順の一部省略など、
軽易な変更は改訂なし
で行われていた

根本原因(1)b．

安全最優先の企業風土
が醸成されていなかっ
た

ARI試験作業票に試験
手順が添付されておら
ず、試験内容が確実に
伝わらなかった

当直間で引継ぎすべき
項目及び引継者が明確
になっていなかった

根本原因(1)e．

※3

対策
7.2.1(2)c.

※3

根本原因(1)e．

根本原因(1)d．

問 題 点

根本原因

問題点①

問題点④

問題点⑦

問題点⑥
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ぺ

い
を

制
止

で
き

な
か

っ
た

本
店

に
お

い
て

制
止

で
き

な
か

っ
た

発
電

所
に

お
い

て
制

止
で

き
な

か
っ

た

発
電

所
に

閉
鎖

性
が

あ
っ

た
た

め
発

電
所

か
ら

原
子

力
部

へ
正

確
に

情
報

が
伝

わ
ら

な
か

っ
た

隠
ぺ

い
を

防
ぐ

仕
組

み
に

な
っ

て
い

な
か

っ
た

閉
鎖

的
で

責
任

者
が

明
確

で
な

い
会

議
で

決
定

し
た

決
定

に
関

す
る

ル
ー

ル
が

な
か

っ
た

２
号

機
の

着
工

を
遅

ら
せ

た
く
な

か
っ

た
（
公

表
す

る
と

２
号

機
の

着
工

に
影

響
す

る
と

思
っ

た
）

直
前

に
デ

ィ
ー

ゼ
ル

発
電

機
の

ト
ラ

ブ
ル

が
あ

っ
た

上
の

決
め

た
こ

と
に

反
論

で
き

な
い

雰
囲

気
が

あ
っ

た

い
わ

ゆ
る

「
一

家
体

質
」
に

よ
る

閉
鎖

性
か

ら
、

強
い

権
威

勾
配

が
あ

っ
た

対
外

的
な

通
報

連
絡

を
行

わ
な

か
っ

た
連

絡
当

番
に

連
絡

を
行

わ
な

わ
ず

，
発

電
課

長
へ

連
絡

し
た

当
直

長
は

、
連

絡
当

番
に

は
判

断
が

で
き

な
い

と
思

っ
た 経

営
層

と
原

子
力

部
門

の
日

常
の

コ
ミ

ュ
ニ

ケ
ー

シ
ョ

ン
が

不
足

し
て

い
た

経
営

層
と

原
子

力
部

と
の

間
に

距
離

感
が

あ
っ

た
原

子
力

部
か

ら
経

営
層

へ
悪

い
情

報
を

報
告

し
に

く
い

状
況

に
あ

っ
た

根
本

原
因

①

根
本

原
因

②

根
本

原
因

③

根
本

原
因

④

根
本

原
因

⑤

A
N

D
要

因
は

，
そ

れ
に

結
び

つ
く
要

因
の

い
ず

れ
か

成
立

し
な

い
場

合
に

問
題

に
至

ら
な

い
も

の
。

Ｏ
Ｒ

要
因

は
，

そ
れ

に
結

び
つ

く
要

因
の

い
ず

れ
か

成
立

す
れ

ば
，

問
題

に
至

る
も

の
。

根
本

原
因

④

根
本

要
因

の
対

策
（
工

程
見

直
し

）
が

行
わ

れ
れ

ば
ば

上
位

へ
の

問
題

へ
波

及
し

な
い

根
本

原
因

④

添付資料６－２

問
題

点
⑨

問
題

点
⑪

問
題

点
⑩

問
題

点
⑧

問
題

点
⑫

 *

*
（
注

）
：
隠

ぺ
い

し
た

た
め

，
　

　
　

　
 組

織
立

っ
た

対
応

　
　

　
　

 を
行

わ
な

か
っ

た



志
賀

１
号

機
に
お
け
る
定

期
検

査
中

の
臨

界
防
止
に
関
す
る
機
器
の
状
態
管
理
表

基
本
的
な
考
え
方
：
バ
ル
ブ
フ
リ
ー
(
V
F
)
　

⇒
　

H
C
U
ア

キ
ュ

ム
レ

ー
タ

充
填

必
要

，
ス

ク
ラ

ム
回

路
の

確
保

必
要

　
　
　
　
　
　
　
：
バ
ル
ブ
ア
ウ
ト
(
V
O
)
　

⇒
　

H
C
U
ア

キ
ュ

ム
レ

ー
タ

充
填

不
要

，
ス

ク
ラ

ム
回

路
の

確
保

不
要

H
C
U
隔

離
状

態

V
F
:
バ

ル
ブ

フ
リ

ー
(
通

常
)

V
O
:
バ

ル
ブ

ア
ウ

ト
(
隔

離
)

1
原
子
炉
停
止

～
R
P
V
開
放

（
運
転
中
と

同
じ
状
態
）

V
F

必
要

必
要

ノ
ン

リ
タ

ー
ン

運
転

V
F
→

V
O

必
要

必
要

リ
タ

ー
ン

運
転

V
O

不
要

不
要

リ
タ

ー
ン

運
転

V
O
→

V
F

必
要

必
要

リ
タ

ー
ン

運
転

燃
料
取
出
中
の
制
御
棒
引
抜
き

空
セ

ル
1
体

毎
に

V
F
→

V
O

不
要

不
要

リ
タ

ー
ン

運
転

(
C
R
操
作
が
あ
る
た
め
)

3
全
燃
料
が
取

り
出
さ
れ
た
期
間

V
O

－
－

ミ
ニ

フ
ロ

ー
又

は
C
R
D
系

停
止

燃
料
装
荷
中
の
制
御
棒
挿
入

空
セ

ル
1
体

毎
に

V
F
→

V
O

不
要

不
要

リ
タ

ー
ン

運
転

(
C
R
操
作
が
あ
る
た
め
)

燃
料
装
荷
中
の
全
隔
離

V
O

不
要

不
要

リ
タ

ー
ン

運
転

5
炉
心
確
認
，
S
D
M
，
C
R
D
機
能
試
験
等

V
F

必
要

必
要

ノ
ン

リ
タ

ー
ン

運
転

V
F
→

V
O

必
要

必
要

リ
タ

ー
ン

運
転

V
O

不
要

不
要

C
R
D
系

停
止

V
O
→

V
F

必
要

必
要

リ
タ

ー
ン

運
転

7
起
動
前
試
験

V
F

必
要

必
要

ノ
ン

リ
タ

ー
ン

運
転

ス
ク

ラ
ム

回
路

の
確

保

2 4

C
R
D
リ

タ
ー

ン
運

転
状

態
状
態

N
o
.

H
C
U
ア

キ
ュ

ム
レ

ー
タ

充
填

状
態

6
P
C
V
漏
え
い
率
検
査
と
R
P
S
イ
ン
タ
ー

ロ
ッ
ク
検
査

時

燃
料
取
出
前

に
隔
離

(
C
R
操
作
が
あ
る
た
め
)

添付資料７－１



問
　
　
　
　
　
題

　
　
　
　
　
点

①
 
保
守
作
業
手
続
要
領
に

基
づ
き
、
電
気

保
修
課
員
は
、
作
業
票
に
A
R
I
試
験
の
手
順

を
添
付
す
べ
き
で
あ
っ
た
が
、
実
際
は
添

付
し
て
い
な
か
っ
た
こ
と
。

a
.
電

気
保

修
課

員
は

、
保

守
作

業
手

続
要

領
に

基
づ

き
作

業
票

に
試

験
手

順
を

添
付

す
べ

き
で

あ
っ

た
が

、
要

領
で

は
「

作
業

の
重

要
性

に
応

じ
て

」
と

な
っ

て
お

り
、

添
付

が
必

要
か

あ
い

ま
い

だ
っ

た
こ

と
。

a
.
 
H
C
U
隔

離
手

順
が

臨
界

防
止

措
置

を
考

慮
し

た
も

の
で

な
か

っ
た

こ
と

に
関

す
る

改
善

②
 
電
気
保
修
課
員
は
、
臨

界
防
止
に
関
す

る
検
討
が
十
分
で
な
か
っ
た
た
め
、
H
C
U
を

１
本
毎
隔
離
す
る
こ
と
の
重
要
性
を
認
識

し
て
い
な
か
っ
た
こ
と
。

b
.
現

場
の

電
気

保
修

課
員

お
よ

び
メ

ー
カ

作
業

員
は

、
簡

単
な

作
業

で
も

試
験

要
領

書
を

チ
ェ

ッ
ク

す
る

と
い

う
意

識
が

低
か

っ
た

こ
と

。

b
.
 
H
C
U
隔

離
操

作
中

の
監

視
不

足
に

関
す

る
改

善

c
.
試

験
要

領
書

の
手

順
の

一
部

省
略

な
ど

、
軽

易
な

変
更

は
改

訂
な

し
で

行
わ

れ
て

い
た

こ
と

。
c
.
 
H
C
U
隔

離
手

順
に

リ
タ

ー
ン

運
転

等
関

連
手

順
が

織
り

込
ま

れ
て

い
な

い
こ

と
に

関
す

る
改

善 a
.
 
手

順
書

の
承

認
お

よ
び

適
用

に
関

す
る

改
善

b
.
 
監

視
上

必
要

な
警

報
、

監
視

計
器

の
除

外
に

関
す

る
改

善

c
.
 
試

験
に

お
け

る
役

割
分

担
の

明
確

化
に

対
す

る
改

善

d
.
 
教

育
面

の
改

善
（

臨
界

防
止

に
関

す
る

教
育

の
充

実
）

f
.
原

子
炉

停
止

中
の

臨
界

防
止

に
関

す
る

知
識

・
経

験
が

不
足

し
て

い
た

こ
と

。
e
.
「

作
業

管
理

シ
ス

テ
ム

」
を

活
用

し
た

継
続

的
作

業
管

理
の

改
善

g
.
定

期
検

査
中

は
、

作
業

票
の

処
理

数
が

多
く

、
検

討
、

審
査

に
十

分
な

時
間

を
か

け
ら

れ
な

か
っ

た
こ

と
。

 
 
f
.
 
作

業
票

に
当

該
工

事
 
 
要

領
書

の
添

付
に

関
す

る
 
 
改

善
 
現

状
で

問
題

な
し

h
.
要

員
不

足
の

た
め

、
定

期
検

査
時

の
検

討
・

審
査

に
十

分
な

時
間

を
か

け
ら

れ
な

か
っ

た
こ

と
。

a
.
 
運

転
員

へ
の

情
報

提
供

の
明

確
化

7
.
2
.
2

(
1
)
運

転
監

視
機

能
の

強
化

7
.
2
.
2

設
備

対
策

i
.
工

程
遵

守
が

最
優

先
と

の
意

識
が

強
か

っ
た

た
め

、
早

く
試

験
を

終
わ

ら
せ

た
い

と
思

っ
た

こ
と

。
d
.
 
原

子
炉

主
任

技
術

者
の

地
位

と
権

限
の

強
化

7
.
3
.
1

(
1
)
隠

さ
な

い
仕

組
み

の
構

築

7
.
3
.
1

隠
さ

な
い

企
業

風
土

づ
く

り

j
.
安

全
最

優
先

の
企

業
風

土
が

醸
成

さ
れ

て
い

な
か

っ
た

こ
と

。

b
.
 
発

電
所

内
の

組
織

強
化

、
増

員
7
.
3
.
2

(
3
)
原

子
力

を
支

え
る

体
制

づ
く

り

a
.
 
品

質
管

理
部

設
置

に
よ

る
品

質
管

理
の

徹
底

c
.
 
外

部
組

織
に

よ
る

評
価

の
活

用

7
.
3
.
2

(
4
)
安

全
・

品
質

管
理

の
強

化

7
.
2
.
1

(
1
)
操

作
手

順
の

改
善

7
.
2
.
1

(
2
)
作

業
管

理
面

の
改

善

③
 
原
子
炉
・
C
R
D
冷
却
水
ヘ
ッ
ダ
間
差
圧

が
、
警
報
値
に
達
す
る
可
能
性
の
あ
る
操

作
で
あ
り
、
リ
タ
ー
ン
運
転
の
方
が
好
ま

し
か
っ
た
が
、
実
際
は
ノ
ン
リ
タ
ー
ン
運

転
と
し
た
こ
と
。

7
.
3
.
2

安
全

文
化

の
構

築
(
2
)
設
備
上

の
原
因

a
.
C
R
D
単

体
ス

ク
ラ

ム
試

験
を

実
施

す
る

場
合

に
は

、
原

子
炉

・
C
R
D

冷
却

水
ヘ

ッ
ダ

間
差

圧
低

の
警

報
が

発
報

す
る

た
め

、
ア

イ
ソ

レ
ー

シ
ョ

ン
し

て
い

た
が

、
警

報
は

高
/
低

が
同

一
の

も
の

と
な

っ
て

い
る

た
め

、
高

の
警

報
も

出
な

か
っ

た
こ

と
。

⑤
 
原
子
炉
停
止
時
運
用
管

理
要
領
に
基
づ

き
、
A
R
I
試
験
の
実
施
前
に

、
「
原
子
炉
・

C
R
D
冷
却
水
ヘ
ッ
ダ
間
差
圧

高
/
低
」
警
報

の
リ
フ
ト
を
解
除
し
、
差
圧
を
監
視
で
き

る
よ
う
に
す
べ
き
だ
っ
た
こ
と
。

直 　 　 接 　 　 的 　 　 要 　 　 因

⑦
 
電
気
保
修
課
員
は
、
承

認
さ
れ
た
A
R
I

試
験
要
領
書
の
通
り
、
メ
ー
カ
ー
作
業
員

に
試
験
を
実
施
さ
せ
る
べ
き
で
あ
っ
た

が
、
実
際
は
メ
ー
カ
ー
作
業
員
は
手
順
を

守
ら
な
か
っ
た
こ
と
。
（
系
統
流
量
を
0
と

し
た
後
、
C
R
D
隔
離
弁
を
閉

と
す
る
）

7
.
3
.
2

(
1
)
経

営
ト

ッ
プ

か
ら

の
安

全
最

優
先

の
強

力
な

意
志

表
明

間 接 的 要 因

⑥
 
保
守
作
業
手
続
要
領
に

基
づ
き
、
当
直

長
は
、
電
気
保
修
課
員
を
指
揮
し
、
C
R
D
の

隔
離
弁
（
1
0
1
、
1
0
2
弁
）
を
閉
操
作
さ
せ

る
べ
き
だ
っ
た
が
、
実
際
は
指
揮
し
て
い

な
か
っ
た
こ
と
。

④
 
承
認
さ
れ
た
試
験
要
領

書
を
変
更
す
る

場
合
は
、
そ
の
都
度
試
験
要
領
書
を
改
訂

し
、
承
認
を
受
け
る
べ
き
だ
っ
た
こ
と
。

志
賀

原
子

力
発

電
所

１
号

機
で
定

期
検

査
中

に
発

生
し
た
臨

界
事

故
に
関

す
る
問

題
点

、
根

本
原

因
お
よ
び
再

発
防

止
対

策

e
.
H
C
U
隔

離
時

の
措

置
に

つ
い

て
は

、
原

子
炉

停
止

時
運

用
管

理
要

領
や

設
備

別
運

転
操

作
要

領
（

原
子

炉
編

）
等

に
定

め
ら

れ
て

い
る

が
、

リ
タ

ー
ン

運
転

、
１

体
毎

の
隔

離
等

が
明

確
と

な
っ

て
い

な
か

っ
た

た
め

、
電

気
保

修
課

員
は

臨
界

防
止

に
関

す
る

検
討

が
不

十
分

と
な

っ
た

こ
と

。

根
　
　
　
本

　
　
　
原

　
　
　
因

再
　
発

　
防

　
止

　
対

　
策

7
.
2
.
1

操
作

手
順

に
係

る
改

善
策

(
1
)
現
場

作
業
管
理

上
の
原
因

d
.
当

社
担

当
者

に
メ

ー
カ

ー
依

存
意

識
も

あ
り

、
当

日
の

試
験

体
制

、
役

割
が

不
明

確
な

ま
ま

、
試

験
が

進
め

ら
れ

た
こ

と
。

ま
た

、
当

直
間

で
引

継
す

べ
き

項
目

や
引

継
ぎ

者
が

明
確

に
な

っ
て

い
な

か
っ

た
こ

と
、

及
び

関
係

者
の

事
前

打
ち

合
わ

せ
、

調
整

が
不

十
分

だ
っ

た
こ

と
等

、
試

験
関

係
者

間
の

引
継

ぎ
、

調
整

が
不

適
切

だ
っ

た
こ

と
。
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志

賀
原

子
力
発

電
所

１
号

機
で

定
期
検

査
中

に
発

生
し

た
臨
界

事
故
に

関
す

る
操

作
手

順
お

よ
び
運

用
面

に
お
け

る
対

策
 

 

摘
出
さ

れ
た
改

善
策

 
現

状
 

更
な

る
改

善
策

 

a
.
H
C
U
隔

離
手

順
が
臨

界
防

止
措
置

を
考

慮
し

た
も

の
で
な

か
っ
た

こ
と
に

関
す

る
改

善
 

 （
電

気
保

修
課

員
は

,臨
界

防
止

に
関

す
る

検
討

が
十

分
で

な
か

っ
た

た
め

,H
C

U
を

１
本

毎
隔
離

す
る
こ

と
の

重
要
性

を
認

識
し
て

い
な

か
っ
た

こ
と

。
）

 

以
下

の
と

お
り

臨
界
防

止
措

置
を

考
慮
し

た
内

容
と
な

っ
て
い

る
。

 
・「

設
備

別
運
転

操
作

要
領
(
原

子
炉

関
係
)
」
改

訂
に

よ
り
，
HC
U
隔

離
操
作

は
1

体
毎
に

実
施
す

る
記
載

順
序

と
な
っ

て
い

る
。

 
・
同
要

領
に
「

系
統

圧
力

上
昇
に

よ
る
制

御
棒
引

き
抜

け
の
可

能
性

」
に

つ
い
て

追
記
し

，
操
作

に
お
い

て
注

意
喚
起

を
し

て
い
る

。
 

 

【
更
な

る
改
善

】
 

・
隣

接
し

た
制

御
棒

が
同

時
に

抜
け

る
こ

と
が

な
い

よ
う

,
HC
U

隔
離

の
順
序

を
規

定
す

る
等

の
対

策
に

つ
い
て
検

討
す

る
。

 
〔

設
備

別
運
転

操
作
要

領
（

原
子
炉

関
係

）〕
 

・
H
CU

隔
離
は

1
体

隔
離
実

施
毎

に
中
央

制
御
室

と
連

絡
を
と

り
な

が
ら

実
施

す
る
こ

と
を

明
記
す

る
。

 
 
 

 
 

 
 

 
 
〔

設
備

別
運
転

操
作
要

領
（

原
子
炉

関
係

）〕
 

・
H
C
U
隔

離
弁

（
1
0
1
弁

,1
0
2
弁

）
の

管
理
を

厳
重
に

す
る

た
め
,
施

錠
措

置
を

行
う
。

ま
た

,
H
CU

隔
離

弁
の

操
作
に

関
す

る
注
意

表
示

を
HC
U
現

場
に

掲
示
す

る
。

 
・
臨

界
防

止
に

係
る
設

備
に

関
す

る
工

事
要
領

書
は
，
保

安
運
営

委
員
会

で
審

議
を
経

て
制

定
す
る

こ
と

を
規

定
す

る
。

 
〔

保
安

運
営

委
員
会

運
営
要

領
、

保
守
作

業
手
続

要
領

〕
 

b
.
H
C
U
隔

離
操

作
中
の

監
視

不
足
に

対
す

る
改
善

 
 （

保
守

作
業

手
続

要
領

に
基

づ
き

, 当
直

長
は

, 電
気

保
修

課
員

を
指

揮
し

,C
R

D
の

隔
離
弁
（

10
1,

10
2
弁

）
を

閉
操
作

さ
せ

る
べ
き

だ
っ
た

が
,実

際
は
指

揮
し
て

い
な

か
っ

た
こ
と

。）
 

 

以
下

の
と

お
り

，
発
電

課
に

よ
り

運
転
操

作
・

監
視
を

実
施

し
て
い

る
。

 
・

H
C
U
隔

離
操

作
は
全

て
発

電
課
が

実
施

し
て

お
り
，

操
作
中

は
中

央
制

御
室
運

転
員
－

現
場
運

転
員
間

の
連

携
に
よ

り
，

操
作
・

監
視

が
行

わ
れ
て

い
る

。
 

・
安

全
上

の
バ

ウ
ン
ダ

リ
の

隔
離

操
作
は

発
電

課
が

実
施
す

る
こ
と

を
「
保

守
作

業
手
続

の
補
足

に
関
す

る
細

則
」

で
規
定

し
て
お

り
，

H
C
U
隔
離

操
作
も

こ
れ

に
該
当

す
る
。

 
・

ま
た

、
発

電
課

内
で

の
引

継
ぎ

に
つ

い
て

は
、
「

定
検

時
運

転
業

務
要

領
」

及
び
「

定
期
点

検
時

の
発

電
課

業
務

手
引
」
に
引

継
方

法
・
項

目
を

明
記
し

、
確

実
に
作

業
状
況

を
申

し
送
れ

る
よ
う

に
し

て
い
る

。
 

【
更
な

る
改
善

】
 

・
H
C
U
隔

離
操

作
中
の

監
視

項
目

の
明

確
化
を

図
る
た

め
，
 
H
C
U
隔

離
操
作

中
は
，
以

下
の

項
目
を

連
続

監
視
す

る
こ

と
を

明
記
す

る
。

 
-
原
子

炉
・

C
RD

冷
却
水

ヘ
ッ

ダ
ー
間

差
圧

 
-
S
R
M
 

-
制
御

棒
位
置

 
〔

設
備

別
運
転

操
作
要

領
（

原
子
炉

関
係

）〕
 

c
.
隔

離
手

順
に

リ
タ

ー
ン

運
転

等
関

連
手

順
が

織
り

込
ま

れ
て

い
な

い
こ

と
に

関
す

る
改

善
 

 （
原

子
炉

・
C

R
D

冷
却

水
ヘ

ッ
ダ
間

差
圧

が
,警

報
値
に

達
す
る

可
能

性
の
あ

る
操

作
で

あ
り

, リ
タ

ー
ン

運
転

の
方

が
好

ま
し

か
っ

た
が

, 実
際

は
ノ

ン
リ

タ
ー

ン
運

転
と
し

た
こ
と

。）
 

「
設

備
別

運
転

操
作
要

領
（

原
子

炉
関
係

）」
改

訂
に

よ
り
，
HC
U
隔

離
前
に

リ
タ

ー
ン
運

転
に
切

り
替
え

る
手

順
及

び
HC
U
隔

離
・

復
旧

手
順
を

定
め

て
い
る

。
 

【
更
な

る
改
善

】
 

・
リ
タ

ー
ン
運

転
,
ノ
ン

リ
タ

ー
ン
運

転
及

び
H
CU

隔
離

・
復
旧

手
順

を
順

序
立

て
て

構
成

し
直

す
と

と
も

に
,関

連
性

を
よ

り
明

確
に
記

載
す

る
。

 
〔

設
備

別
運
転

操
作
要

領
（

原
子
炉

関
係

）〕
 

 

d
.
手

順
書

の
承

認
及

び
適

用
に
関

す
る
改

善
 

 （
承

認
さ

れ
た

試
験

要
領

書
を

変
更

す
る

場
合

は
,そ

の
都

度
試

験
要

領
書

を
改

訂
し

,承
認
を

受
け

る
べ

き
だ
っ

た
こ

と
。）

 
 

以
下

に
よ

り
，

承
認
及

び
適

用
に

関
す
る

ル
ー

ル
は
確

立
さ

れ
て
い

る
。

 
・
作

業
の

実
施

内
容
・
手

順
等
を

定
め

た
工
事

要
領
書

は
,
工

事
担

当
課
が

審
査

・
承

認
し

，
作

業
票

検
討

・
実

施
チ

ェ
ッ

ク
シ

ー
ト

の
定

め
に

従
い

,
必

要
な

も
の

は
添

付
さ
れ

発
電

課
に
て

ダ
ブ
ル

チ
ェ

ッ
ク
し

て
い

る
。

 
・
「

保
守

作
業

手
続

の
補

足
に

関
す

る
細

則
」

で
，

作
業

手
順

を
検

討
し

，
各

課
間

で
調

整
を
行

う
こ

と
を
規

定
し

て
い
る

。
 

【
更
な

る
改
善

】
 

・
作

業
手
順

が
確

実
に
遵

守
さ

れ
て

い
る
か

、
工

事
監

理
、
立

会
検

査
に
お

い
て
作

業
チ

ェ
ッ

ク
シ

ー
ト

に
て
確

認
す

る
と

と
も
に

、
各

種
パ
ト

ロ
ー
ル

で
随

時
確
認

す
る

。
 

・
作

業
手
順

の
遵
守

や
要

領
書
改

訂
時
の

承
認
の

重
要

性
に
つ

い
て

、
あ
ら

ゆ
る

機
会
を

通
し

て
所

員
お

よ
び
メ

ー
カ

ー
作

業
員
等

へ
継

続
的

に
周
知

徹
底
し

て
い
く

。
 

e
.
監

視
上

必
要

な
警
報

，
監

視
計
器

の
除

外
(
ア
イ
ソ

レ
ー

シ
ョ

ン
)に

対
す
る

改
善

  
（

原
子
炉

停
止
時

運
用

管
理
要

領
に

基
づ
き

,A
RI

試
験

の
実

施
前

に
,「

原
子
炉
・

C
R

D
冷

却
水
ヘ

ッ
ダ
間

差
圧

高
/低

」
警

報
の
リ

フ
ト
を

解
除

し
,差

圧
を
監

視
で

き
る
よ

う
に
す

べ
き

だ
っ
た

こ
と

。）
 

 

作
業
・
試

験
に

伴
う
ア

イ
ソ

レ
ー

シ
ョ
ン

は
，
工

事
担

当
課

及
び
発

電
課
で

ダ
ブ

ル
チ

ェ
ッ

ク
す

る
こ

と
と

し
て
い

る
が
,
監

視
に

必
要

な
計
器

及
び
警

報
（「

原
子

炉
・

C
R
D
冷
却

水
ヘ
ッ

ダ
ー

間
差
圧

高
」，
「

制
御
棒

ド
リ

フ
ト
」

な
ど

）
の
隔

離
に

対
す
る

考
え

方
は
，

明
確

に
規

定
し
て

い
な

い
。
 

 

【
更
な

る
改
善

】
 

監
視

に
必

要
な

計
器
及
び

警
報
（
「
原

子
炉
・
C
RD

冷
却

水
ヘ
ッ

ダ
ー
間

差
圧

高
」
,「

制
御

棒
ド

リ
フ
ト

」
な

ど
）
が

供
用

状
態

に
あ

る
こ

と
を
隔

離
前

に
確

認
す
る

こ
と
を

手
順

に
明
記

す
る
。

  
 
〔

保
守
作

業
手
続

要
領

,
設

備
別

運
転

操
作
要

領
（

原
子
炉

関
係

）
〕

 

f
.
試

験
に

お
け

る
役
割

分
担

の
明

確
化
に

対
す

る
改
善

 
 （

電
気
保

修
課

員
は

,承
認
さ

れ
た

AR
I
試

験
要
領

書
の

通
り

,メ
ー
カ

ー
作
業

員
に

試
験

を
実

施
さ

せ
る

べ
き

で
あ

っ
た

が
,
実

際
は

メ
ー

カ
ー

作
業

員
は

手
順

を
守

ら
な
か

っ
た
こ

と
。
）

 
（

ア
イ
ソ

レ
ー

シ
ョ
ン

に
は
「

発
電

課
実

施
」「

担
当
課

実
施

」「
特

別
承
認

」
の

区
分

が
あ

る
が
，

具
体
的

な
適

用
範
囲

が
不

明
確
で

あ
っ

た
こ

と
。）

 
 

以
下

の
と

お
り

，
試
験

に
お

け
る

役
割
分

担
が

規
定
さ

れ
て
い

る
。

 
・

試
験

時
の

電
力

と
メ

ー
カ

間
の

役
割

分
担

に
つ

い
て

は
，
「

工
事

要
領

書
審

査
の

細
則

」
に
よ

り
責
任

分
担

を
明
確

に
し

て
い
る

。
 

・
ま

た
，「

保
守

作
業
手

続
の

補
足

に
関
す

る
細

則
」
の

判
定
フ

ロ
ー

に
よ
り

，「
発

電
課
実

施
」「

担
当

課
実

施
」「

特
別

承
認
」
の
具

体
的

な
適
用

範
囲
が

判
定
で

き
る
仕

組
み
と

な
っ
て

い
る

。
 

【
更
な

る
改
善

】
 

試
験

時
に

お
け

る
電

力
内

で
の

具
体

的
な

役
割

分
担

を
事

前
に

明
確

化
す

る
こ

と
を

規
定
す

る
。（
「

担
当

課
実

施
」

の
運

用
に

関
し

,
当

直
長

が
確

実
に

指
揮

で
き

る
よ

う
明

確
化
す

る
こ
と

を
含

む
）

 
〔

保
守

作
業
手

続
要

領
〕
 

g
.
作

業
票

に
当

該
工

事
要

領
書
の

添
付
に

関
す

る
改
善

 
 

 
（

保
守
作

業
手

続
要
領
に

基
づ

き
,
電
気

保
修
課

員
は

,作
業

票
に

A
RI

試
験

の
手

順
を

添
付

す
べ
き

で
あ
っ

た
が

,
実

際
は

添
付

し
て
い

な
か

っ
た
こ

と
。）

 

「
保

守
作

業
手

続
の
補

足
に

関
す

る
細

則
」
改
訂

に
よ

り
，
同

細
則
の

P
TW

検
討
・

実
施

チ
ェ

ッ
ク

シ
ー
ト

に
従

い
，
試

験
手

順
が
必

要
な

場
合

は
作

業
票

に
手

順
書

を
添

付
す
る

と
と
も

に
，

発
電
課

－
工

事
担
当

課
間

で
の
事

前
打

ち
合

わ
せ

で
確
認

す
る
よ

う
に

し
て
い

る
。

 
 

現
状
で

問
題
な

し
 

作
業

管
理

に
関

す
る

ル
ー

ル
の

重
要

性
に

つ
い

て
,
あ

ら
ゆ

る
機

会
を

通
し

て
所

員
へ

継
続

的
に
周

知
徹
底

し
て

い
く

。
 

 

添付資料７－３ 



制
御

棒
駆

動
機

構

ア
キ

ュ
ム

レ
ー

タ1
2
6

ス
ク

ラ
ム

入
口

弁

1
2
7

ス
ク

ラ
ム

出
口

弁

Ｃ
Ｓ

Ｔ

Ｃ
Ｒ

Ｄ
ポ

ン
プ

流
量

調
節

弁

駆
動

水
圧

力
調

節
弁

流
量

安
定

化
弁

充
填

水
ヘ

ッ
ダ

駆
動

水
ヘ

ッ
ダ

冷
却

水
ヘ

ッ
ダ

排
出

水
ヘ

ッ
ダ

各
H
C
U
へ

系
統

流
量

計

原
子

炉
格

納
容

器

原
子

炉
圧

力
容

器

Ｃ
Ｒ

Ｄ
ポ

ン
プ

ミ
ニ

ム
フ

ロ
ー

ラ
イ

ン

水
圧

制
御

ユ
ニ

ッ
ト

（
Ｈ

Ｃ
Ｕ

）

常
駆

動
切

換
弁

挿
入

ラ
イ

ン

引
抜

ラ
イ

ン

原
子

炉
圧

力

1
2
3
(
挿

入
開

)

復
水

器
ス

ピ
ル

オ
ー

バ
ラ

イ
ン

よ
り

原
子

炉
へ

（
リ

タ
ー

ン
ラ

イ
ン

）

1
0
2

1
0
1

1
1
3

1
0
4

1
0
3

1
0
5

F
0
1
1
A

F
0
1
1
B各
H
C
U
へ

Ｓ Ｓ

各
H
C
U
へ

Ｍ

F
0
3
6

制
御

棒

各
H
C
U
よ

り

Ｓ Ｓ

1
2
0
(
引

抜
開

)

Ｓ

1
2
2
(
引

抜
開

)

1
2
1
(
挿

入
開

)

Ｓ

1
1
2

ス
ク

ラ
ム

排
出

ヘ
ッ

ダ
ー

へ

F
0
3
8

(
オ

リ
フ

ィ
ス

孔
付

)

【
目

的
】

制
御

棒
引

抜
け

事
象

発
生

防
止

の
た

め
，

原
子

炉
・

Ｃ
Ｒ

Ｄ
冷

却
水

ヘ
ッ

ダ
間

差
圧

上
昇

を
防

止
す

る
よ

う
設

備
対

策
を

実
施

す
る

。

D
P

設
　

備
　

対
　

策
　

概
　

要

【
対

策
】

運
転

員
へ

の
情

報
提

供
の

明
確

化
　

・
警

報
「

原
子

炉
・

Ｃ
Ｒ

Ｄ
冷

却
水

ヘ
ッ

ダ
間

差
圧

高
／

低
」

　
　

を
差

圧
高

側
と

低
側

に
分

離

原
子

炉
・

C
R
D
冷

却
水

ヘ
ッ

ダ
間

差
圧

添付資料７－４



事
故

を
隠

し
実

施
す

べ
き

こ
と

を
し

な
か

っ
た

根
本

原
因

と
再

発
防

止
対

策

問
　

題
　

点
根

  
本

  
原

  
因

 ・
 迅

速
か

つ
確

実
な

対
外

通
報

・
報

告
体

制
の

整
備

 ・
 ｢

ト
ラ

ブ
ル

対
策

会
議

｣運
営

ル
ー

ル
の

明
確

化
 ・

 発
電

所
情

報
の

国
及

び
経

営
層

･原
子

力
本

部
へ

の
伝

送
 ・

 原
子

炉
主

任
技

術
者

（
炉

主
任

）
の

地
位

と
権

限
の

強
化

 ・
 企

業
倫

理
情

報
窓

口
（
｢ホ

イ
ッ

ス
ル

北
電

｣）
の

強
化

 ・
 コ

ン
プ

ラ
イ

ア
ン

ス
マ

イ
ン

ド
変

革
研

修
・
 経

営
幹

部
及

び
管

理
職

全
員

に
対

す
る

集
中

教
育

 ・
 発

電
所

の
職

場
単

位
で

の
集

団
討

議
【
継

続
】

 ・
 コ

ン
プ

ラ
イ

ア
ン

ス
に

関
す

る
誓

約
書

の
署

名
【
継

続
】

 ・
 コ

ン
プ

ラ
イ

ア
ン

ス
メ

ー
ル

マ
ガ

ジ
ン

の
発

信

 ・
 発

電
所

業
務

単
位

の
行

動
規

範
の

策
定

 ・
 原

子
力

部
門

と
他

部
門

と
の

人
事

交
流

の
活

発
化

 ・
 経

営
ト

ッ
プ

と
原

子
力

部
門

と
の

フ
ラ

ン
ク

な
対

話
の

実
施

 ・
 発

電
所

内
の

組
織

強
化

･増
員

 ・
 事

故
・
ト

ラ
ブ

ル
時

の
応

援
体

制
の

整
備

・
 社

長
直

属
の

｢品
質

管
理

部
」
設

置
に

よ
る

原
子

力
品

質
管

理
  

 の
徹

底
 ・

 失
敗

事
例

に
学

ぶ
仕

組
み

の
充

実
・
 外

部
組

織
に

よ
る

評
価

の
活

用
 ・

 マ
イ

プ
ラ

ン
ト

意
識

向
上

の
た

め
の

施
策

の
推

進
【
継

続
】

仕
様

書
等

へ
の

要
求

事
項

の
確

実
な

記
載

【
継

続
実

施
中

】

　
 本

事
故

に
関

す
る

対
外

対
応

の
検

討
は

、
会

議
メ

ン
バ

ー
が

有
す

る
多

様
な

観
点

に
基

づ
き

行
わ

れ
る

べ
き

で
あ

っ
た

が
、

当
時

は
、

「
言

い
た

い
こ

と
を

言
え

な
い

」
、

「
言

っ
て

も
無

視
さ

れ
る

」
よ

う
な

組
織

風
土

が
あ

っ
た

こ
と

。

  
 本

事
故

に
関

す
る

対
外

対
応

は
､本

来
､客

観
性

・
中

立
性

を
確

保
し

た
上

で
､決

定
す

る
べ

き
で

あ
っ

た
が

､価
値

観
や

意
識

を
共

有
す

る
原

子
力

発
電

所
の

関
係

者
の

み
で

協
議

し
て

決
定

し
た

こ
と

｡
ま

た
､意

思
決

定
に

際
し

て
､ル

ー
ル

が
不

明
確

で
あ

り
､各

職
位

が
自

ら
の

職
務

・
責

任
に

応
じ

た
当

事
者

意
識

も
低

か
っ

た
た

め
､適

切
な

決
定

が
行

わ
れ

な
か

っ
た

こ
と

。

（
４

）
意

思
決

定
に

係
る

閉
鎖

性
と

決
定

ﾌ
ﾟﾛ

ｾ
ｽ

の
不

透
明

性

  
 対

応
困

難
な

未
経

験
の

臨
界

事
故

に
対

し
て

、
本

来
、

技
術

者
に

求
め

ら
れ

て
い

る
「
真

実
の

究
明

」
と

原
子

力
に

求
め

ら
れ

て
い

る
「
透

明
性

」
に

反
し

、
本

事
故

対
応

の
困

難
さ

や
直

前
の

ト
ラ

ブ
ル

対
応

も
相

ま
っ

て
、

炉
心

中
性

子
束

モ
ニ

タ
の

指
示

値
急

変
に

関
す

る
虚

偽
の

理
屈

付
け

を
行

い
、

事
故

デ
－

タ
を

改
ざ

ん
し

た
こ

と
。

（
５

）
議

論
で

き
な

い
組

織
風

土

⑧
通

常
の

連
絡

ル
ー

ト
と

  
 異

な
っ

て
い

た
こ

と

⑫
事

故
後

の
措

置
に

つ
  

い
て

は
､個

別
に

検
討

･
  

対
応

を
実

施
し

て
い

た
　

も
の

の
､組

織
立

っ
た

　
対

応
を

行
わ

な
か

っ
た

　
こ

と

⑪
隠

ぺ
い

す
る

こ
と

を
　

 指
示

･承
認

し
た

こ
と

⑩
隠

ぺ
い

を
制

止
で

き
　

 な
か

っ
た

こ
と

⑨
ど

の
よ

う
に

対
応

す
べ

  
 き

か
よ

く
わ

か
ら

な
か

  
 っ

た
（
見

通
し

が
な

か
  

 っ
た

）
こ

と

　
　

　
　

　
　

　
　

 再
  

発
  

防
  

止
  

対
  

策

安 全 文 化 の 構 築隠 さ な い 企 業 風 土 づ く り

隠
さ

な
い

仕
組

み
の

構
築

7
.3

.1
 (

1
)

企
業

倫
理

最
重

視
へ

の
意

識
改

革
7
.3

.1
 (

2
)

安
全

･品
質

管
理

の
強

化
7
.3

.2
 (

4
)

原
子

力
を

支
え

る
体

制
づ

く
り

7
.3

.2
 (

3
)

（
１

）
経

営
層

の
責

任

　
　

地
域

と
一

体
と

な
っ

た
事

業
運

営
を

目
指

し
た

原
子

力
本

部
の

設
置

　
7
.3

.2
 (

2
)

  
 経

営
計

画
の

最
重

点
課

題
で

あ
る

志
賀

２
号

機
建

設
計

画
に

つ
い

て
、

全
社

一
丸

と
な

っ
て

取
り

組
ん

で
い

る
中

、
着

工
が

お
よ

そ
2
ｹ

月
後

（
平

成
1
1
年

９
月

）
に

控
え

て
い

る
状

況
に

あ
り

、
経

営
層

の
発

言
等

を
通

じ
て

、
原

子
力

発
電

所
は

工
程

遵
守

を
必

達
と

考
え

、
何

よ
り

も
優

先
さ

せ
る

と
の

意
識

を
形

成
さ

せ
た

こ
と

。

（
２

）
工

程
優

先
意

識

  
 臨

界
事

故
隠

し
を

防
げ

な
か

っ
た

こ
と

、
そ

の
後

８
年

間
そ

れ
を

見
つ

け
出

す
こ

と
が

で
き

な
か

っ
た

こ
と

。

 　
　
経

営
ト

ッ
プ

か
ら

の
「
安

全
最

優
先

」
の

強
力

な
意

思
表

明
  

  
  

  
  

  
  

7
.3

.2
 (

1
)

（
３

）
真

相
究

明
か

ら
の

逃
避
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7
.3

.1

7
.3

.2



 
 

 
 

 
 

平
成

１
９
年

度
 

【
基

本
方

針
】
 

重
要

度

分
類

 
【
再

発
防

止
対

策
】
 

【
対

策
内

容
】
 

【
実

施
箇

所
】
 

上
期

 
下

期
 

次
年

度
以

降
 

重
要

 

☆
 

迅
速
か
つ
確
実
な
対
外
通
報
･
 

報
告
体
制
の
整
備
 

①
対
外
通
報
・
報
告
体
制
の
整
備
 

②
運
用
 

志
賀
原
子
力
発
電
所
 

 

 
 

隠
さ
な
い

 

仕
組

み
の

 

構
 
築

 

 
重

要
 

☆
 

「
ト
ラ
ブ
ル
対
策
会
議
」
運
営
ル
ー
ル

の
明
確
化
 

①
「
ト
ラ
ブ
ル
対
策
会
議
」
運
営
ル
ー
ル
の
整
備
 

②
ル
ー
ル
に
基
づ
く
会
議
運
営
 

志
賀
原
子
力
発
電
所
 

 
 

 

隠 さ な い 企 業 風 土 づ く り 

 
重

要
 

☆
 

発
電
所
情
報
の
国
及
び
 

経
営
層
・
原
子
力
本
部
へ
の
伝
送
 

①
具
体
的
な
伝
送
情
報
に
関
す
る
国
と
の
協
議
 

②
工
事
の
実
施
 

③
I
T
を
活
用
し
た
情
報
の
伝
送
 

志
賀
原
子
力
発
電
所
 

情
報
通
信
部
 

 

 
 

 

 
重

要
 

☆
 

原
子
炉
主
任
技
術
者
（
炉
主
任
）
 

の
地
位
と
権
限
の
強
化
 

①
保
安
運
営
委
員
会
に
お
け
る
権
限
の
明
確
化
 

②
炉
主
任
の
辞
令
発
令
、
運
用
 

志
賀
原
子
力
発
電
所
 

経
営
管
理
部
 

 
 

 

 

 
重

要
 

☆
 

企
業
倫
理
情
報
窓
口
 

（
｢
ホ
イ
ッ
ス
ル
北
電
｣
）
の
強
化
 

①
第
三
者
窓
口
の
設
置
 

②
社
内
周
知
、
制
度
運
用
 

総
務
部
 

 
 

 

 

 
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
マ
イ
ン
ド
 

変
革
研
修
 

①
研
修
内
容
の
検
討
 

②
全
従
業
員
を
対
象
に
し
た
集
中
研
修
 

総
務
部
 

 
 

 

 

企
業

倫
理

 

最
重

視
 

へ
の

 

意
識

改
革

 
重

要
 

☆
 

経
営
幹
部
及
び
管
理
職
全
員
 

に
対
す
る
集
中
教
育
 

①
研
修
内
容
の
検
討
 

②
経
営
幹
部
・
管
理
職
を
対
象
に
し
た
集
中
研
修
 

③
フ
ォ
ロ
－
研
修
の
実
施
 

総
務
部
 

 

 

 

 

 
 

発
電
所
の
職
場
単
位
で
の
集
団
討
議
 

【
継
続
】
 
①
集
団
討
議
の
継
続
実
施
 

志
賀
原
子
力
発
電
所
 

 
 

 

 

 
 

コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
に
関
す
る
 

誓
約
書
の
署
名
 
 
 
 
 
【
継
続
】
 
①
ｺ
ﾝ
ﾌ
ﾟ
ﾗ
ｲ
ｱ
ﾝ
ｽ
誓
約
書
の
署
名
、
提
出
 

総
務
部
 

 
 

 

 

 
 

コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
メ
ー
ル
マ
ガ
ジ
ン
 

の
発
信
 

①
情
報
発
信
の
準
備
 

②
最
新
情
報
の
発
信
 

総
務
部
 

 

 

 

 

 
 

発
電
所
業
務
単
位
の
行
動
規
範
 

の
策
定
 

①
業
務
毎
の
行
動
規
範
の
策
定
 

②
継
続
的
な
理
解
浸
透
活
動
 

志
賀
原
子
力
発
電
所
 

 

 
 

 

 
 

原
子
力
部
門
と
他
部
門
と
の
 

人
事
交
流
の
活
発
化
 

①
他
部
門
と
の
人
事
交
流
の
計
画
策
定
 

②
人
事
交
流
の
順
次
拡
大
 

経
営
管
理
部
 

 

 
 

①
 

②
 

①
 

②
 

②
 

①
 

①
 

②
 

③
 

①
 

①
 

①
 

②
 

①
 

②
 

①
 

②
 

①
 

②
 

③
 

①
 

②
 

②
 

①
 

再
 
発
 
防
 
止
 
対
 
策
 
ア
ク
シ
ョ
ン
プ
ラ
ン
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平
成

１
９
年

度
 

【
基

本
方

針
】
 

重
要

度

分
類

 
【
再

発
防

止
対

策
】
 

【
対

策
内

容
】
 

【
実

施
箇

所
】
 

上
期

 
下

期
 

次
年

度
以

降
 

最
重

要
 

★
 

経
営
ト
ッ
プ
か
ら
の
「
安
全
最
優
先
」

の
強
力
な
意
志
表
明
 

①
経
営
計
画
の
中
で
の
「
安
全
最
優
先
」
の
経
営
ト
ッ

プ
の
意
志
表
明
 

②
現
場
で
の
対
話
活
動
で
の
ト
ッ
プ
の
意
志
の
伝
達
 

 

経
営
企
画
部
 

 

 
 

安 全 文 化 の 構 築 

重
要

 

☆
 

地
域
と
一
体
と
な
っ
た
事
業
運
営
を
 

目
指
し
た
原
子
力
本
部
の
設
置
 

①
本
店
の
原
子
力
部
及
び
原
子
力
安
全
推
進
室
を
石

川
県
に
移
転
、
原
子
力
本
部
を
設
置
 

②
本
部
長
に
よ
る
原
子
力
部
門
の
直
接
指
揮
統
括
（
本

部
長
は
石
川
県
に
常
駐
）
 

③
志
賀
原
子
力
事
務
所
を
本
部
所
属
の
「
志
賀
地
域
事

務
所
（
仮
称
）
」
と
し
、
地
域
の
声
を
吸
い
上
げ
、

事
業
運
営
に
反
映
 

④
Ｉ
Ｔ
を
活
用
し
た
、
本
店
･
本
部
･
発
電
所
･
志
賀
地

域
事
務
所
間
で
の
意
思
疎
通
 

原
子
力
本
部
 

経
営
管
理
部
 

志
賀
地
域
事
務
所
（
仮
称
）

情
報
通
信
部
 

 

 
 

 
重

要
 

☆
 

経
営
ト
ッ
プ
と
原
子
力
部
門
と
の
 

フ
ラ
ン
ク
な
対
話
の
実
施
 

①
フ
ラ
ン
ク
な
対
話
の
実
施
計
画
策
定
 

②
対
話
の
実
施
 

原
子
力
本
部
 

 

 
 

 
原

子
力

を
 

支
え
る
 

体
制

づ
く
り
 

重
要

 

☆
 

発
電
所
内
の
組
織
強
化
・
増
員
 

①
組
織
強
化
 

・
「
発
電
課
」
の
チ
ェ
ッ
ク
機
能
の
強
化
 

・
「
電
気
保
修
課
、
機
械
保
修
課
」
で
行
な
う
作
業

の
チ
ェ
ッ
ク
機
能
の
強
化
 

・
「
安
全
・
品
質
保
証
室
」
の
機
能
充
実
 

②
新
組
織
体
制
に
よ
る
業
務
運
営
 

経
営
管
理
部
 

志
賀
原
子
力
発
電
所
 

 

 
 

 

 
重

要
 

☆
 

事
故
･
ト
ラ
ブ
ル
時
の
応
援
体
制
の
 

整
備
 

①
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
な
応
援
体
制
の
整
備
 

②
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
な
応
援
体
制
の
活
用
 

経
営
管
理
部
 

 

 
 

 
安

全
･品

質
 

管
理

体
制

 

の
強

化
 

重
要

 

☆
 

社
長
直
属
の
「
品
質
管
理
部
」
設
置
 

に
よ
る
原
子
力
品
質
管
理
の
徹
底
 

①
社
長
直
属
の
「
品
質
管
理
部
」
の
設
置
 

・
内
部
機
構
と
し
て
「
品
質
管
理
推
進
室
」
、「
原
子

力
監
査
室
」
を
設
置
 

②
「
品
質
管
理
推
進
室
」
に
よ
る
再
発
防
止
策
の
実
施

状
況
、
実
効
性
に
つ
い
て
の
確
認
・
評
価
 

経
営
管
理
部
 

品
質
管
理
部
 

 

 

 

 

 
 

失
敗
事
例
に
学
ぶ
仕
組
み
の
充
実
 

①
発
電
所
行
動
規
範
に
失
敗
情
報
を
重
要
視
す
る
価

値
観
を
明
記
 

②
業
務
改
善
提
案
（
失
敗
事
例
を
含
む
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１．目的 

志賀原子力発電所１号機 第５回定期検査期間中に発生した臨界に係る事故につい

て，本事故の事実関係及びその根本的な原因の究明と早急に実施できる技術的な再発

防止策(平成19年3月30日)並びに抜本的な再発防止策(平成19年4月6日)を踏まえ，

安全対策の総点検を実施する。 

 

 

 

２．実施体制 

 

 

 

 

 

 

 

   

  

 

 

 

３．基本方針 

   安全対策の総点検として，「志賀原子力発電所１号機の臨界に係る事故についての報

告(H19 年 3 月 30 日提出)」における「技術的な再発防止策」と「抜本的な再発防止策」

を踏まえ，作業管理に係る品質管理要領の点検･改善を行うとともに，１，２号機につ

いて臨界防止に係る設備※１の工事要領書，定期事業者検査要領書および作業票（以下

「手順書等」という。）が適切かどうかを確認する。 

また，１号機の臨界事故で直接影響を受けた可能性のある制御棒，制御棒駆動機構，

水圧制御ユニット設備については分解点検等を行って健全性を確認するとともに，燃

料については外観点検により健全性を確認する。 

※１：過剰反応度の印加を防止する設備，炉心形状を維持する設備，原子炉の緊急

停止設備（中性子計測装置），未臨界を維持する設備および燃料を安全に取

り扱う設備 
 

 

 

 

 

 

志賀１号機 
事故調査対策委員会 

事実関係・原因究明部会 再発防止対策部会 設備安全対策総点検部会 

① 設備の安全点検計画の策定 
② 設備安全点検の実施 

委 員 長：永原社長 
委員長代理：高田副社長 
社外委員 ：大橋東京大学教授 
   ：中島金沢大学名誉教授 

部会長：松長常務 部会長：濱田副社長 部会長：松長常務 

別紙１参照（設備安全対策総点検部会体制図）
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４．安全対策の総点検の対象範囲と点検方法 

（１）安全対策の総点検の対象範囲 

点検項目 １号機 ２号機 

(a)品質管理要領の点検・

改善 

運用管理に係る 

現状の品質管理要領 

a.作業管理上

の総点検 

(b)手順書等の点検・改善 

（臨界防止に係る設備）

次回定期検査 

の手順書等 

第１回定期検査

の手順書等 

(a)分解点検等による健全

性確認 

制御棒，制御棒駆

動機構，水圧制御

ユニット設備 

 b.臨界事故で

直接影響を

受けた可能

性のある設

備の点検 

(b)燃料の外観点検による

健全性確認 

引き抜けた制御棒

の周囲の燃料 12 体 

 

  

（２）安全対策の総点検方法 

ａ．作業管理上の総点検（１号機・２号機共通項目） 

（ａ）品質管理要領の点検・改善 

「志賀原子力発電所１号機の臨界に係る事故についての報告」より抽出された

「６．根本原因の究明」および「７．技術的再発防止策」の中の作業の運用管理面

に係る対策について，全ての点検・試験への展開を図るため，調達段階から保守作

業の実施，試験・検査に係る基本的ルールを定めた保守業務管理要領や保修作業手

続要領などだけでなく，具体的な操作手順や運用管理方法を定めた設備別運転操作

要領や原子炉停止時運用管理要領などの関連する全ての品質管理要領に反映し，反

映後の品質管理要領に照らして作業管理の改善を実施する。 

別紙２参照（発電所保安活動に関する文書体系） 

  （ｂ）手順書等の点検・改善 

 改善された品質管理要領と，手順書等との照合を以下の方法により行い，不備が

発見された場合は速やかに手順書等の改善を実施する。 

別紙３参照（作業管理上の総点検フロー） 

 

ア．手順書等の点検 

      工事主管課は，確認項目と調査方法を定めた「安全確認チェックシート（別

紙４）」により手順書等の点検を行い，改善の要否を評価する。 

 

イ．安全確認チェックシートの作成・確認 

  工事主管課は，手順書等が品質管理要領の記載事項が満足するかを確認し，

安全確認チェックシートに改善の要否その根拠並びに改善内容について記載し，

発電課長の承認を得るとともに，担当主任技術者（原子炉主任技術者，ボイラー・

タービン主任技術者および電気主任技術者）の確認を得る。 
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ウ．手順書等の改善 

      工事主管課は，点検結果から改善が必要と評価された手順書等について改訂

の措置を行う。なお，改善が必要と評価された手順書等について，機器の機能・

性能に影響を及ぼす可能性が否定出来ない場合は，不適合処理の手続きを実施

するとともに再度検査を実施すること等により設備の確認を実施する。 

 

エ．臨界防止に係る手順書等の更なるチェック 

   臨界防止に係る設備の手順書等については，安全確認チェックシートでの確

認に加え，原子力発電保安運営委員会で審議のうえ制定する。 

 

ｂ．臨界事故で直接影響を受けた可能性のある設備の点検 

（ａ）分解点検等による健全性確認 

今回の臨界事故により直接影響を受けた設備について，分解点検等により健全性

が確保されているか確認する。 

   対象設備：制御棒，制御棒駆動機構，水圧制御ユニット設備 

 

（ｂ）燃料の外観点検による健全性確認 

引き抜けた制御棒の周囲の燃料 12 体について，外観点検を実施し健全性を確認

する。 

 

５．安全対策の総点検の実施状況 

ａ．作業管理上の総点検 

   （ａ）品質管理要領の点検・改善 

志賀原子力発電所の文書体系の中で調達段階から保守作業の実施，試験・検査に

係る品質管理要領を全て抽出し，「志賀原子力発電所１号機の臨界に係る事故につい

ての報告」で明らかになった①臨界防止措置の考慮，②作業手順や役割分担の明確

化，③監視に必要な計器並びに警報の確認の問題について操作手順および運用管理

面の改善（１１要領）を実施した。 

別紙５参照（臨界事故に対する要領類の改訂について） 

 

（ｂ）手順書等の点検・改善 

臨界防止に係る設備のうち，制御棒駆動系に係る工事要領書１５件について，安

全確認チェックシートにより確認を実施した結果，現状で臨界事故の発生防止が十

分図られていることを確認した。 

引き続き，制御棒駆動系以外の臨界防止に係る設備について手順書等の点検・改

善を実施していく。 

 

ｂ．臨界事故で直接影響を受けた可能性のある設備の点検 

（ａ）分解点検等による健全性確認 

今回の臨界事故により直接影響を受けた可能性のある制御棒，制御棒駆動機構，

水圧制御ユニット設備について，今後分解検査等により健全性が確保されているこ
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とを確認する。 

 

（ｂ）燃料の外観点検による健全性確認 

引き抜けた制御棒の周囲の燃料１２体のうち９体について，外観点検を実施し健

全であることを確認した。残り３体については，今後，外観点検を実施する。 

   別紙６参照（臨界事故で直接影響をうけた可能性のある設備の健全性点検） 

 

６．安全対策の総点検の結果を踏まえた設備点検 

安全対策の総点検の結果を踏まえ，臨界防止に係らないその他の安全機能を有する

設備※２の手順書等についても確認を行うとともに，それらの改善された手順書等に従

い設備の点検を実施し健全性を確認する。 

 

なお，現在，第１回定期検査中の２号機については，今回の１号機臨界事故に鑑み，

安全機能を有する設備のうち臨界防止に係る設備を含む安全上重要な設備の点検・試

験についての作業を中断している。安全対策の総点検を実施後，改善された手順書等

に従い点検作業を再開し，設備の健全性を確認する。 

 

※２：ＰＳ－１，２，３およびＭＳ－１，２，３クラスに係る全ての設備 

 

（１）対象範囲 

点検項目 １号機 ２号機 

a.作業管理上

の総点検 

手順書等の点検・改善 

（臨界防止に係らないその

他の安全機能を有する設備）

次回定期検査 

手順書等 

第１回定期検査

手順書等 

b.設備の点検 改善された手順書等による

設備の健全性点検 

次回定期検査 

設備 

第１回定期検査

設備 

 

（２）点検方法 

ａ．作業管理上の総点検 

作業管理上の総点検は，上記の４．（２）ａ（ｂ）に同じ。 

 

ｂ．設備の点検 

１号機については第１１回定期検査，２号機については第１回定期検査にて今後

実施する作業を対象に改善した手順書等により，設備の点検を行い健全性を確認す

る。 

また，改善された手順書等により明確化された手順や役割分担，監視項目に従っ

て作業管理が適切に実施されていることを工事監理や立会検査において作業チェ

ックシートにて確認するとともに，各種パトロールで随時確認する。 

なお，設備の手順書等で不適合が確認された場合は，再度検査を実施すること等

により設備の健全性を確認する。 

添付資料９－１（5/12）



７
．
実
施
工
程
（
予
定
）
 

平
成
１
８
年
度
 

平
成
１
９
年
度
 

 

下
期
 

上
期
 

下
期
 

○
安
全
対
策
の
総
点
検
 

ａ
．
作
業
管
理
上
の
総
点
検
 

(
a
)
品
質
管
理
要
領
の
 

点
検
・
改
善
 

(
b
)
手
順
書
等
の
点
検
・
改
善
 

(
臨
界
防
止
に
係
る
設
備
)
 

ｂ
. 
臨
界
事
故
で
直
接
影
響
を
受

け
た
可
能
性
の
あ
る
設
備
の

点
検
 

(
a)
分
解
検
査
等
に
よ
る
健
全
性

確
認
(
制
御
棒
，
制
御
棒
駆
動

機
構
，
水
圧
制
御
ﾕﾆ
ｯﾄ
設
備
) 

 
(
b)
燃
料
の
外
観
点
検
に
よ
る
健

全
性
確
認
 

 
  
 

○
安
全
対
策
の
総
点
検
を
踏
ま
え

た
設
備
点
検
 

ａ
.
 
作
業
管
理
上
の
総
点
検
 

手
順
書
等
の
点
検
・
改
善
 

（
臨
界
防
止
に
係
ら
な
い
そ
の
他

の
安
全
機
能
を
有
す
る
設
備
）
 

 ｂ
.
 
設
備
の
点
検
 

（
改
善
さ
れ
た
手
順
書
等
に
よ

る
設
備
の
健
全
性
点
検
）
 

 
 
 

       

 

           

        
 
 
 
 

以
 
上

 

１
，
２
号
機

 

１
号
機

 

１
号
機

 

１
，
２
号
機

 共
通

１
号
機

 

２
号
機

 

１
号
機

 

２
号
機

 

添付資料９－１（6/12） 



別
紙
１
；
設
備
安
全
対
策
総
点
検
部
会
 
体
制
図
 

 

部
 
会
 
長
：
常
務
取
締
役

 
部
会
長
代
理
：
原
子
力
部
長

 
部
会
長
代
理
：
発
電
所
長

 

設
備
安
全
対
策
総
点
検
部
会

安
全
・
品
質
保
証
室
長

所
長
代
理

 

発
電
部
長

 

発
電
課
長

 
燃
料
炉
心
課
長

 
放
射
線
安
全
課
長

 
保
修
計
画
課
長

 
機
械
保
修
課
長

 
電
気
保
修
課
長

 
大
型
改
良
担
当
課
長

 

保
修
部
長

 

原
子
炉
主
任
技
術
者

 
電
気
主
任
技
術
者
 

 
Ｂ
－
Ｔ
主
任
技
術
者

 

志
賀
１
号
機
事
故
調
査
対
策
委
員
会

 

添付資料９－１（7/12） 



別
紙
２
；
発
電
所
保
安
活
動
に
関
す
る
文
書
体
系

　

：
改
善
を
実
施
し
た
品
質
管
理
要
領

運
転
管
理
業
務
要
領

原
子
炉
等
規
制
法
（
実
用
炉
規
則
）

電
気
事
業
法 保
安
規
程

Ｊ
Ｅ
Ａ
Ｃ
 
保
守
管
理
規
程

法
 
 
 
 
律

民
間
規
格

原 子 炉 施 設 保 安 規 定

Ｊ
Ｅ
Ａ
Ｃ
 
品
質
保
証
規
程

社
内
規
則

原
子
力
防
災
規
程

設 計 管 理 要 領

品 質 記 録 管 理 要 領

ト ラ ブ ル 情 報 検 討 要 領

品 質 保 証 重 要 度 分 類 管 理 要 領

品 質 保 証 監 査 実 施 要 領

原
子
力
監
査
規
程

原 子 力 監 査 要 則

職
務
権
限
規
程

組
織
規
程

定 期 安 全 レ ビ ュ ー 実 施 要 領

品 質 保 証 組 織 運 用 要 領

教 育 ･ 訓 練 管 理 要 領

放 射 性 廃 棄 物 管 理 業 務 要 領

放 射 線 管 理 業 務 要 領

発 電 所 長 の 品 質 マ ネ ジ メ ン ト シ

ス テ ム 評 価 要 領

検
査
・
試
験
管
理
要
領

文 書 管 理 要 領

調 達 管 理 要 領

不 適 合 管 理 要 領

品 質 保 証 活 動 計 画 管 理 要 領

保
守
業
務
管
理
要
領

緊 急 時 業 務 要 領

保 安 教 育 要 領

燃 料 プ ー ル 等 運 用 要 領

放 射 性 液 体 ・ 気 体 廃 棄 物 放 出 管 理 要 領

放 射 性 固 体 廃 棄 物 管 理 要 領

区 域 管 理 要 領

環 境 放 射 線 モ ニ タ リ ン グ 要 領

保 全 区 域 等 管 理 要 領

放 射 線 作 業 管 理 要 領

放 射 性 物 質 等 輸 送 要 領

被 ば く 管 理 要 領

起 動 ・ 停 止 操 作 要 領

保 安 検 査 受 検 要 領

定 期 安 全 管 理 検 査 管 理 要 領

使 用 前 検 査 受 検 要 領

溶 接 安 全 管 理 検 査 管 理 要 領

定 期 検 査 受 検 要 領

測 定 機 器 及 び 試 験 装 置 管 理 要 領

要 領 ・ 手 引 等 制 定 等 要 領

設 備 図 書 管 理 要 領

図 書 管 理 セ ン タ ー 運 営 管 理 要 領

工 場 試 験 ・ 検 査 管 理 要 領 （ 機 械 品 ・ 電 気 ・ 計 装 品 編 ）

現 地 試 験 ・ 検 査 管 理 要 領 （ 機 械 品 ・ 電 気 ・ 計 装 品 編 ）

品 質 保 証 外 部 監 査 実 施 要 領

製 作 管 理 要 領 書 作 成 要 領

据 付 管 理 要 領 書 作 成 要 領

土 木 ・ 建 築 工 事 施 工 計 画 書 等 作 成 要 領

試 験 ・ 検 査 管 理 要 領 （ 土 木 ・ 建 築 設 備 編 ）

機 器 定 期 点 検 管 理 要 領 （ 機 械 品 ・ 電 気 ・ 計 装 品

編 ）
調 達 文 書 作 成 要 領

製 品 受 入 管 理 要 領 （ 機 械 品 ・ 電 気 ・ 計 装 品 編 ）

現 地 試 験 ・ 検 査 管 理 要 領 （ 系 統 試 験 編 ）

事 故 ・ 故 障 等 対 応 要 領

原 子 力 発 電 保 安 運 営 委 員 会 運 営 要 領

主 任 技 術 者 の 職 務 等 に 関 す る 運 用 要 領

品 質 保 証 連 絡 会 運 営 要 領

保 全 計 画 運 用 要 領

保 守 作 業 手 続 要 領

工 具 等 管 理 要 領

予 備 品 等 管 理 要 領

１ ・ ２ 号 機 接 続 工 事 管 理 要 領

放 射 線 計 測 器 管 理 要 領

工 程 管 理 実 施 要 領

配 管 肉 厚 管 理 要 領

（ 再 掲 ） 事 故 時 運 転 操 作 要 領 （ 徴 候 ベ ー ス ）

（ 再 掲 ） 事 故 時 運 転 操 作 要 領 （ 事 象 ベ ー ス ）

緊 急 時 対 策 要 領

ア ク シ デ ン ト マ ネ ジ メ ン ト 操 作 要 領

異 常 事 象 発 生 時 の 放 出 放 射 能 量 等 評 価 要 領

ア ク シ デ ン ト マ ネ ジ メ ン ト 操 作 要 領

異 常 事 象 発 生 時 の 放 出 放 射 能 量 等 評 価 要 領

当 直 引 継 日 誌 記 載 要 領

運 転 記 録 日 誌 記 載 要 領

原 子 炉 起 動 ・ 停 止 運 用 要 領

巡 視 点 検 要 領

発 電 設 備 に 関 す る 鍵 管 理 要 領

地 震 ・ 火 災 後 の 保 安 確 認 要 領

警 報 処 置 要 領 （ フ ロ ー チ ャ ー ト 方 式 ）

警 報 等 設 定 値 管 理 要 領

定 検 時 運 転 操 作 要 領

タ ー ビ ン 運 転 管 理 要 領

原 子 炉 停 止 時 運 用 管 理 要 領

設 備 別 運 転 操 作 要 領 （ 発 電 所 補 助 関 係 ／ 換 気 空 調 関 係 ）

設 備 別 運 転 操 作 要 領 （ 廃 棄 物 処 理 関 係 ）

設 備 別 運 転 操 作 要 領 （ 電 気 関 係 ／ 制 御 及 び 計 装 関 係 ）

設 備 別 運 転 操 作 要 領 （ タ ー ビ ン 及 び 発 電 機 関 係 ）

設 備 別 運 転 操 作 要 領 （ 原 子 炉 関 係 ）

定 例 試 験 操 作 要 領

原 子 炉 圧 力 容 器 鋼 材 監 視 ・ 試 験 要 領

化 学 管 理 要 領

事 故 時 運 転 操 作 要 領 （ 徴 候 ベ ー ス ）

事 故 時 運 転 操 作 要 領 （ 事 象 ベ ー ス ）

運 転 管 理 一 般 要 領

原 子 炉 停 止 時 の 運 転 制 限 確 認 要 領

炉 心 管 理 要 領

警 報 処 置 要 領

原 子 炉 格 納 容 器 内 漏 え い 監 視 要 領

定 検 時 運 転 業 務 要 領

指 示 文 書 運 用 要 領

補 助 ボ イ ラ ー 設 備 運 転 管 理 要 領

補 機 定 期 切 替 管 理 要 領

事 故 時 運 転 操 作 要 領 （ 事 象 ベ ー ス ）

事 故 時 運 転 操 作 要 領 （ 徴 候 ベ ー ス ）

巡 視 点 検 要 領

定 例 試 験 操 作 要 領

警 報 処 置 要 領 （ 項 目 別 記 述 方 式 ）

設 備 別 運 転 操 作 要 領 （ 発 電 所 補 助 関 係 ／ 換 気 空 調 関 係 ）

設 備 別 運 転 操 作 要 領 （ 廃 棄 物 処 理 関 係 ）

設 備 別 運 転 操 作 要 領 （ 電 気 関 係 ／ 制 御 及 び 計 装 関 係 ）

設 備 別 運 転 操 作 要 領 （ タ ー ビ ン 及 び 発 電 機 関 係 ）

設 備 別 運 転 操 作 要 領 （ 原 子 炉 関 係 ）

起 動 ・ 停 止 操 作 要 領

発 電 所

燃 料 管 理 業 務 要 領

使 用 済 燃 料 輸 送 要 領

燃 料 取 扱 要 領

発 電 所

発 電 所

発 電 所

発 電 所

発 電 所

発 電 所

発 電 所

発 電 所

発 電 所

発 電 所

発 電 所

１ 号 機

発 電 所

発 電 所

発 電 所

発 電 所

発 電 所

発 電 所

発 電 所

発 電 所

発 電 所

発 電 所

発 電 所

発 電 所

発 電 所

発 電 所

発 電 所

発 電 所

発 電 所

発 電 所

発 電 所

発 電 所

発 電 所

発 電 所

発 電 所

発 電 所

発 電 所

発 電 所

発 電 所

発 電 所

発 電 所

発 電 所

発 電 所

発 電 所

１ 号 機

２ 号 機

発 電 所

２ 号 機

２ 号 機

１ 号 機

１ 号 機

発 電 所

発 電 所

発 電 所

１ 号 機

発 電 所

発 電 所

１ 号 機

発 電 所

１ 号 機

発 電 所

発 電 所

２ 号 機

１ 号 機

１ 号 機

１ 号 機

１ 号 機

１ 号 機

発 電 所

発 電 所

１ 号 機

１ 号 機

発 電 所

発 電 所

発 電 所

２ 号 機

発 電 所

発 電 所

発 電 所

発 電 所

発 電 所

２ 号 機

２ 号 機

２ 号 機

２ 号 機

１ 号 機

１ 号 機

２ 号 機

２ 号 機

２ 号 機

２ 号 機

２ 号 機

雑 固 体 廃 棄 物 充 填 固 化 体 製 作 要 領発 電 所
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別紙３；作業管理上の総点検フロー 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

｢根本原因の究明｣および

「技術的再発防止策」 

品質管理要領の 

点検・改善 

改善された要領類と 
手順書等の照合 
（改善の要否） 

安全確認チェックシート 
作成（工事主管課確認） 

手順書等の改善実施 
（工事主管課） 

発電課および 
担当主任技術者の確認 
（改善の要否） 

改善要 

改善否 

工事主管課実施 

改善否 

改善要 

手順書等の制定 
 

「別紙４」 

「志賀原子力発電所１号機の臨界に

係る事故についての報告」より 
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別紙４；安全確認チェックシート（ 号機） 
平成  年 月 日 

 
確 認 確 認 確 認  工事担当課 発電課 

 承認 審査 作成 承認 審査 作成 原子炉主任 
技術者 

ﾎﾞｲﾗｰ･ﾀｰﾋﾞﾝ 
主任技術者 

電気主任 
技術者  課長 副課長 担当者 課長 副課長 担当者 

 
 
 
 

         

 
作業件名  ＰＴＷ  

作業期間  工事担当

課 
 

作業内容  
 

項目 調査方法 チェック 

  工事担当課 発電課 

・手順書,工事要領書の内容を保
安規定や関係所内要領の関連
記載事項と照合し,具体的な
作業方法，操作手順，確認項
目及び，実施時期が，それら
の要求事項を満足しているか
確認する。 

  ① 手順の確
認 

・臨界防止設備に関する手順書,
工事要領書は,保安運営委員
会で審議を経て制定・改訂を
行っているか確認する。 

  

② 手順書が
適切に承
認されて
いるか確
認 

・「保修業務管理要領」に従って
承認されていない手順の変更
がないか確認する。 

  

③ 複数課作
業の調整
確認 

・複数課にまたがった作業にお
いて,役割が明確となってい
るか確認する。 

  

④ 電力の役
割・関与確
認 

・安全に係る機器の操作や動作
状況の確認が電力所掌となっ
ているか確認する。 
 

  

⑤隔離中の
監視不足
に関する
確認 

・監視に必要な計器及び警報が
供用状態であることを確認す
ることが記載されているか確
認する。 

  

・手順書,工事要領書に臨界防止
に関する事項が記載されてい
るか確認する。 

  ⑥ 臨界防止
に関する
確 認 ( 作
業) 

・臨界防止に関する教育が実施
されているか確認する。 
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別
紙

５
；
臨

界
事

故
に

対
す

る
要

領
類

の
改

訂
に

つ
い

て

問
題

対
策

反
映
す
る
要
領

問
題

対
策

反
映
す
る
要
領

問
題

対
策

反
映
す
る
要
領

・
保
守
作
業
手
続
要
領

・
設
備
別
運
転
操
作
要
領

　
(
原
子
炉
関
係
)

・
設
備
別
運
転
操
作
要
領

　
(
原
子
炉
関
係
)

・
設
備
別
運
転
操
作
要

領
（
原
子
炉
関
係
）

・
保
守
作
業
手
続
要
領

・
運
転
管
理
業
務
要
領

・
設
備
別
運
転
操
作
要

領
（
原
子
炉
関
係
）

工
程

・
原
子
炉
停
止
時
運
用
管
理

　
要
領

・
調
達
管
理
要
領

・
調
達
文
書
作
成
要
領

・
保
守
作
業
手
続
要
領

・
保
守
業
務
管
理
要
領

・
保
守
作
業
手
続
要
領

・
機
器
定
期
点
検
管
理
要
領

　
（
機
械
品
、
電
気
・
計
装
品
編
）

・
現
地
試
験
・
検
査
管
理
要
領

　
（
機
械
品
、
電
気
・
計
装
品
編
）

改
善
事
項

①
　
臨
界
防
止
措
置
の
考
慮

②
　
作
業
手
順
や
役
割
分
担
の
明
確
化

③
　
監
視
に
必
要
な
計
器
並
び
に
警
報
の
確
認

・
保
安
運
営
委
員
会
運
営
要
領

・
保
守
業
務
管
理
要
領

・
機
器
定
期
点
検
管
理
要
領

　
（
機
械
品
、
電
気
・
計
装
品
編
）

・
現
地
試
験
・
検
査
管
理
要
領

　
（
機
械
品
、
電
気
・
計
装
品
編
）

工
事
仕
様
作
成

発
注

工
事
要
領
書

審
査
／
承
認

作
業
票
発
行

ア
イ
ソ
レ
実
施

点
検

試
運
転

・
臨
界
防
止
に
係
る
要
求
事
項
を

　
明
確
化

・
仕
様
書
に
て
臨
界
防
止
に
係
る

　
措
置
を
講
じ
る
こ
と
を
要
求

・
保
安
運
営
委
員
会
に
て
審
議

 
を
経
て
制
定

・
臨
界
に
関
す
る
改
訂
は
再
度

　
保
安
運
営
委
員
会
で
審
議
を

　
経
て
制
定

・
試
験
に
つ
い
て
は
役
割
分
担
を

 
協
議
し
明
確
に
す
る
。

・
発
電
責
任
者
が
監
視
に
必
要
な

　
計
器
や
警
報
が
供
用
状
態
で
あ

　
る
こ
と
を
確
認

・
必
要
に
応
じ
て
作
業
票
に
添
付

　
但
し
，
臨
界
防
止
に
係
る
も
の

　
に
つ
い
て
は
必
ず
添
付
す
る

点
検
、
試
運
転
の
実
施

（
工
事
要
領
書
，
手
順
書
と
齟
齬
が
生
じ
た
場
合
は
，
一
時
中
断
し
不
適
合
処
理
，
再
審
査
実
施
）

・
ｱ
ｲ
ｿ
ﾚ
は
発
電
課
が
実
施
す
る

　
物
理
的
，
技
術
的
に
困
難
な
場
合

　
は
工
事
担
当
課
に
依
頼
し
実
施

・
事
前
に
発
電
課
と
協
議

・
作

業
票

に
A
R
I試

験
の

手
順

を
添

付
す

べ
き
で

あ
っ
た

が
、
実

際
は

添
付

し
て

い
な

か
っ
た

こ
と
。

・
臨

界
防

止
に

関
す

る
検

討
が

十
分

で
な

か
っ
た

た
め

、
H
C
U
を

１
本

毎
隔

離
す

る
こ
と
の

重
要

性
を
認

識
し
て

い
な

か
っ
た

こ
と
。

・
 承

認
さ
れ

た
試

験
要

領
書

を
変

更
す

る
場

合
は

、
そ

の
都

度
試

験
要

領
書

を
改

訂
し
、
承

認
を

受
け

る
べ

き
だ

っ
た

こ
と
。

・
A
R
I試

験
の

実
施

前
に

、
「
原

子
炉

・
C
R
D
冷

却
水

ヘ
ッ
ダ

間
差

圧
高

/
低

」
警

報
の

リ
フ
ト
を

解
除

し
、
差

圧
を
監

視
で

き
る
よ

う
に

す
べ

き
だ

っ
た

こ
と
。

・
当

直
長

は
、
電

気
保

修
課

員
を
指

揮
し
、
C
R
D
の

隔
離

弁
（
1
0
1
、
1
0
2

弁
）
を
閉

操
作

さ
せ

る
べ

き
だ

っ
た

が
、
実

際
は

指
揮

し
て

い
な

か
っ
た

こ
と
。

・
 承

認
さ
れ

た
A
R
I試

験
要

領
書

の
通

り
、
メ
ー

カ
ー

作
業

員
に

試
験

を
実

施
さ
せ

る
べ

き
で

あ
っ
た

が
、
実

際
は

メ
ー

カ
ー

作
業

員
は

手
順

を
守

ら
な

か
っ
た

こ
と
。
（
系

統
流

量
を

0
と
し
た

後
、
C
R
D
隔

離
弁

を
閉

と
す
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）
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界
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。

　
①
H
C
U
隔
離
順
序
を
規
定

　
②
H
C
U
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に
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央
に
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絡

・
臨

界
防

止
に
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す

る
検

討
が
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で
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H
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１
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と
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い
な
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っ
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と
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・
H
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U
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離
手
順
に
リ
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ー
ン
運

転
,
ノ
ン
リ
タ
ー
ン
運
転
と
,
H
C
U
隔

離
の
関
連
性
を
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記

・
 原

子
炉

・
C
R
D
冷

却
水

ヘ
ッ
ダ

間
差

圧
が

、
警

報
値

に
達

す
る

可
能

性
の

あ
る
操

作
で

あ
り
、
リ

タ
ー

ン
運

転
の

方
が

好
ま
し
か

っ
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が
、
実

際
は

ノ
ン
リ
タ
ー

ン
運

転
と
し
た

こ
と
。

・
H
C
U
隔
離
中
の
監
視
項
目
の
明
確

化
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１．点検の経緯および報告書の位置づけ 

当社は，経済産業省原子力安全・保安院から，「発電設備に係る点検について（平

成18・11・30原院第１号）」による発電設備に係る点検の指示を受け，当社の水力

発電設備，火力発電設備および原子力発電設備について，電気事業法を始めとする

法令等に関してデータ改ざん，必要な手続きの不備その他の問題（以下，「不適切

な事案」という。）がないか点検し，その適切性の確認および各発電設備の保安が

損なわれていないか確認を行ってきた。 

今回の点検は，過去のすべての不適切な事案を洗い出して再発防止の徹底を図る

との観点から，昨年12月に設置した「発電設備点検委員会」のもと，対象期間を限

定せず幅広く網羅的に聞き取りやアンケート調査を行うなど，当社として体制面，

対象期間，調査方法において最大限の取り組みを行った。 

調査で判明した不適切な事案については，水力，火力，原子力別の原因と再発防

止策を「発電設備に係る点検報告書」としてとりまとめ，平成19年3月30日に報告

した。 

また、調査の過程において、平成11年6月の志賀原子力発電所１号機の定期検査

中に、原子炉において臨界に係る事故(以下，「臨界事故」という)を起こすととも

に、必要な記録を残すことなく、国および自治体に報告していないという事実が判

明し、平成19年3月15日経済産業大臣より、厳重注意を受けるとともに、本事故の

事実関係およびその根本的な原因の究明、早急に実施することができる技術的な再

発防止対策の策定、さらには本事故の根本的な原因を踏まえた抜本的な再発防止対

策について報告すること、との指示を受けた。 

これを受けて平成19年 3月 16日に「志賀１号機事故調査対策委員会」を設置し、

鋭意、調査・検討を進め根本的な原因を踏まえて策定した抜本的な再発防止策を盛

り込んだ「志賀原子力発電所１号機の臨界に係る事故についての報告書」（以下、「臨

界事故報告書」という）を取りまとめた。 
 本報告書は，「臨界事故報告書」で盛り込んだ抜本的再発防止策を可能な限り全

社展開するとともに、「発電設備に係る点検報告書」で報告した個別事案の原因と

再発防止策を踏まえ，これらの原因についてさらなる深堀を行い，各発電部門に共

通する課題について整理・分析，さらには全社的な見地から意識面や風土面にまで

踏み込んだ抜本的な再発防止策の策定について取りまとめたものである。 

 

（定義）・データ改ざん：記録等において意図的に不当な操作を加えたもの 

・必要な手続き：法令等で定められた許認可，届出など 
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２．点検の体制 

２．１ 発電設備点検委員会の概要 

 前項の目的を達成するため，平成18年12月19日に「発電設備点検委員会（以下，「委

員会」という。）」を設置した。（図－１） 

 委員会の委員には，３副社長，６常務が参加することとし，委員長および委員長代理

には副社長，副委員長は常務取締役が就任した。 

委員会は，審議の客観性・透明性を確保するため，次の点に留意した。 

第一に，委員には上記の社内の委員に加え，社外から弁護士１名，土木工学を専門と

する大学教授１名，電気工学を専門とする大学教授１名の計３名の参加を得た。 

第二に，各部会の部会長には常務取締役が就任したが，それぞれ自らの担当分野以外

の部会を担当することとし，部会の構成員には，それぞれ違う部門の副部長を主要構成

員として参加させた。 

 委員会は各部会に対し，各発電設備における各種報告・記録事項に関するデータ改ざ

んの有無，必要な手続きの不備その他の問題がないかの点検，ならびに，不適切な事案

が確認された場合の原因究明および再発防止策の検討を指示した。 

加えて点検計画，結果および再発防止策について全社的観点から横断的かつ網羅的に

審議・評価を行った。 

 

 

２．２ 委員会および部会の開催実績 

 表－１に委員会および各部会の開催実績を示す。委員会は，平成18年12月25日の第１

回以降，計５回開催し，点検，調査，検討を実施した。 

各部会では，水力部会が７回，火力部会が５回，原子力部会が５回の部会を開催した。 

 

 

２．３ 社内承認方法 

委員会の審議を経てとりまとめた「発電設備に係る点検報告書」は，経営層の審議を

受け，平成19年３月29日の取締役会で点検結果の妥当性などの確認を経て，承認された。 

また，「発電設備点検調査結果に係る全社的な再発防止策についての報告」は，委員

会の審議を経てとりまとめた後，平成19年４月６日の取締役会で審議され，承認された。 
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図－１ 発電設備点検体制

 

委 員 長 ： 高田副社長 

委 員 長 代 理 ： 松波副社長，濱田副社長 

副 委 員 長 ： 久和 常務 

委 員 ： 志鷹 啓一 弁護士 

 金沢大学大学院 石田 啓 教授 

 富山大学大学院 作井正昭 教授 

 清原常務，松長常務，柿田常務，南常務  

水力部会 

部会長：南常務 
 

部会メンバー 

電力流通部長 

土木部長 

火 力 部 副部長 

電力流通部 課長 

土 木 部 課長 

部会長：久和常務 
 

部会メンバー 

火力部長 
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原子力部会 

部会長：松長常務 
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発電設備点検委員会 

火力部会 



4 

表－１ 委員会および各部会開催実績 

平成18年11月 12月 平成19年１月 ２月 ３月 ４月  

上 中 下 上 中 下 上 中 下 上 中 下 上 中 下 上 中 下 

原子力安全・保安院   
30

指示
           

30

報告

６ 

報告
 

 

発電設備点検委員会

 

（計５回） 

     

 

  

 

   

  

  

 

水力部会 

 

（計７回） 

       

     

    

 

火力部会 

 

（計５回） 

     

 

  

   

 

 

     

 

原子力部会 

 

（計５回） 

      

 

   

 

     

 

22

○

25

○

８

○

29

○

28

○

18

○

５ 

○ 

16

○

１

○

６

○

13

○

５ 

○ 

16

○

27

○

22

○

13

○

27

○

17

○

20

○

６

○

13

○

５

○

4 
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３．点検の内容 

３．１ 点検対象設備 

 点検対象の発電所数，ユニット数を表－２に示す。 

 

表－２ 各発電設備における点検対象発電所数とユニット数 

発電設備 水力 火力(注 1) 原子力 合計 

発電所数 １１５ ６ １ １２２

ユニット数 １６９ １３ ２ １８４

（注 1）火力には内燃力（1発電所，3ユニット）を含む。※廃止設備は点検対象外 
 

３．２ 点検計画 

各発電設備に関して，データ改ざん（記録，計器）および必要な手続きの不備がな

いかを点検するにあたり，点検計画を作成した。 

対象および期間を限定せず網羅的に不適切な事案を抽出するため，「聞き取り」調

査に加え，調査対象者をできる限り拡大する趣旨から「アンケート」の実施および「投

書箱」を設置することとした。調査の結果，不適切な事案が確認された場合には，資

料の照合等による点検に追加することとした。 
また，計器・記録のデータ改ざん，法令等に照らしての手続き不備については，現

時点および現存する資料等により点検を実施し，事実関係を確認した。 

確認された事実関係からデータ改ざんや手続き不備があった場合，原因究明を行い，

再発防止策を検討することとした。 
点検計画は委員会で審議，決定し，各部会ごとに詳細な計画を作成した。 

 
３. ３ 点検方法 

３. ３．１ 聞き取り、アンケート等による調査 

「聞き取り」，「アンケート」および「投書箱」による調査の実施にあたっては，関

係部門にとどまらず全社的な周知を行った。具体的には，当社全従業員に調査趣旨の

徹底を図るため，社内イントラネット上の全社掲示板に調査趣旨を掲載するとともに、

組織の長に調査趣旨の徹底と協力をメールにて要請した。アンケート，投書箱では個

別に事務局からメールで回答要請した。 

また，請負工事を実施している関係会社には，同趣旨の文書を持参し協力要請した。

これらにより，発電設備全般にわたって，自らの関与または見聞の有無および具体的

内容についての不適切な事案の情報提供を求めた。 

「聞き取り」は，当社発電部門に従事するまたは従事した執行役員・支配人・特別

管理職，請負工事を実施している関係会社の役員・部長・事業所長に対して当該部門

以外の部門と内部監査部門との２名が聴取者として面談により実施した。メーカ・工

事会社の責任者に対しては，当該部門が聴取者として面談により実施した。 
「アンケート」は，当社発電部門の一般役職，関係会社の特別管理職，「投書箱」

は，当社全社員をそれぞれ対象として行い，社内イントラネットを活用して回収した。 
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「聞き取り」，「アンケート」，「投書箱」からの情報提供者の情報は，内部監査部門

が回収・集約することにより，客観性，透明性の確保を図った。 

なお，これらの調査を進めるにあたり，「アンケート」，「投書箱」では，原則記名

式としたが無記名も可とするとともに，情報提供者名は特定関係者以外秘匿とし，本

人の不利益とならないよう配慮することにより，情報提供を促した。 

「聞き取り」，「アンケート」の対象者からは全て回答を回収した。 

「聞き取り」「アンケート」「投書箱」調査の実施概要を表－３に示す。  

 

３. ３．２ 資料の照合等による調査 

記録の改ざんの有無については，法令，地方条例ならびに各種協定事項に基づき，

国その他社外へ提出する記録について，当社が保有する書類（竣工検査記録，工事記

録等）との照合を行い，点検を実施した。 
計器・計算機については，法令に基づく使用前検査，定期検査等に使用している計

器・計算機について不適切な校正，補正，データ処理等がないかを，現在のシステム

において点検を実施した。 
また，必要な手続き不備の有無については，過去に実施した工事の工事仕様書等と

申請書又は届出書の照合および関連法令に定める届出状況の確認により点検を実施

した。 
各発電設備における資料の照合等による調査の概要を表－４に示す。 

 

３. ３ .３ 事実関係の確認 

 「聞き取り」による証言や「アンケート」「投書箱」の記載が得られた場合，社内

外関係者に対する聞き取り調査及び関連資料の検証を行い，不適切な処理が行われた

か否かを確認した。 

 また，資料の照合等から発見した場合にも，同様の手順で確認を実施した。 

 いずれの場合も，内部監査部門が関与し，事実関係を確認した。必要に応じて社内

法務部門の意見を踏まえて事実関係を確認した。 

 また，点検の過程において判明した不適切な事案については，適宜，他の発電設備

にも同様の事案がないか水平展開を図るなど，点検範囲を追加拡大した。 
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表－３ 「聞き取り」「アンケート」「投書箱」調査の実施概要 
 聞き取り アンケート 投 書 箱 

内容 不適切な事案についての自らの関与または見聞の有無およびその具体的内容につい
て、聞き取り、アンケート、投書箱により情報提供を求める。 

対象 
者 
 

・当社発電部門に従事するま
たは従事した執行役員、支
配人、特別管理職 

<1/23～2/5>（220 名） 
[水:112 名,火:53 名,原:55 名]  
 

・請負工事を実施している関
係会社の役員，部長，事業
所長<1/23～2/2> 

（6社：57名（うち当社ＯＢ51名）） 
[*水:24 名,火:27 名,原:18 名] 
 
・メーカ及び工事会社の品質

管理、設計（または製造）
部門の責任者 

（20 社：67 名） 
[*水:25 名,火:22 名,原:27 名] 

・当社発電部門に従事する
または従事した一般役
職 

<1/23～2/2>（460 名） 
[水:265名,火:134名,原:61名]

 
・請負工事を実施している

関係会社の社員{特別管
理職}<1/23～2/2> 

（84 名（うち当社ＯＢ49 名））
[*水:36 名,火:19 名,原:37 名]

・当社全社員 
<1/23～2/9> 
 
 
 
 
 

対象 
範囲 

限定しない（廃止設備を除く） 
 

対象 
期間 

限定しない 

周知 
方法 

＜当社＞ 
・社内イントラネット掲示 
<1/22,2/2> 

・部門長，支店支社長，事業
所長へメール<1/22> 

＜関係会社＞ 
・文書持参周知<1/22> 
＜メーカ・工事会社＞ 
 同上（関係会社と同じ） 

＜当社＞ 
・社内イントラネット掲示

<1/22,2/2> 
・対象者に個別にメール 
  <1/23> 
＜関係会社＞ 
・文書持参周知<1/22> 

＜当社＞ 
・社内イントラネット掲

示<1/22,2/2> 
・発電部門の対象者に個

別にメール<2/5> 

実施
方法 
 

＜当社＞ 
・当該部門以外の部門と内部

監査部門との２名が聴取
者として面談 

＜関係会社＞ 
 同上（当社と同じ） 
＜メーカ・工事会社＞ 
・当該部門が聴取者として出

向き面談 

＜当社＞ 
・社内イントラネット上で

記入 
 
＜関係会社＞ 
・アンケート用紙に記入 
 

＜当社＞ 
・社内イントラネット上

で記入 
 
＜関係会社＞ 
・アンケート用紙に記入
 

回収
方法 

・内部監査部門（経営管理部品質管理室）で回収・集約 

○関係会社：（6社） 
北陸発電工事，北電ﾃｸﾉｻｰﾋﾞｽ，北電産業，北電ﾊﾟｰﾄﾅｰｻｰﾋﾞｽ，日本海環境ｻｰﾋﾞｽ，北電技術ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ 

○メーカ・工事会社：（20社） 
 佐藤鉄工，萩浦工業，前田建設工業，佐藤工業，日本海建興，日立製作所，東芝，日本 AE ﾊﾟﾜｰｼｽﾃﾑ

ｽﾞ，日本工営，三菱重工業，石川島播磨重工業，バブコック日立，三菱電機，千代田化工工業，日
本ガイシ，富士電機ｼｽﾃﾑｽﾞ，GNF-J，原子燃料工業，鹿島建設，熊谷組 

（注１）*印の関係会社，ﾒｰｶ･工事会社の責任者の対象者数については，他部門と重複して業務を実施している
者がいるため，合計が合わない。 
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表－４ 各発電設備における資料の照合等による調査の概要 
 水力発電設備 火力発電設備 原子力発電設備 

点検対象 
 

項  目 
 
 

 

・工事計画の届出 
 
・使用前自主検査 
・使用前検査 
 
・立入検査 
 
 
・貯水池および調整池堆
砂状況報告，ダム漏水
状況報告 

 
 
 
 
 
 
・河川法 
・消防法 
・労働安全衛生法 
・建築基準法 
・高圧ガス保安法 
・自然公園法，森林法，
砂防法，騒音規制法，
振動規制法 

・工事計画の認可申請・
届出 

 
・使用前自主検査* 
 
 
・定期事業者検査* 
・定期事業者検査の時期
変更承認* 

 
・溶接事業者検査 
 
 
 
 
・公害防止協定等* 
 
・河川法 
・消防法 
・労働安全衛生法 
・建築基準法 
・高圧ガス保安法 
・大気汚染防止法 
 

・工事計画の認可申請・
届出 

 
・使用前検査* 
 
 
・定期検査* 
・定期事業者検査* 
 
 
・溶接事業者検査 
 
・保安規定* 
・原子炉等規制法*， 
実用炉則※ 

・安全協定* 
 
・河川法 
・消防法 
・労働安全衛生法 
・建築基準法 
・高圧ガス保安法 
・火薬類取締法，電波法，

航空法 

 
点検対象 
期  間 

・工事計画届出及び使用
前検査は電事法施行
（昭和 40 年）以降 

 
 
・使用前自主検査は安全
管理審査制度試験導入
（平成 12 年）以降 

 
・立入検査（電気は 10
年，土木は前回(昭和
61 年)立入検査以降）

 
・貯水池および調整池堆
砂状況報告，ダム漏水
状況報告は原子力安
全・保安院通達による
保存期間（10 年） 

 
 
 
 
・その他は現時点および
文書保存期間 

・工事計画認可申請・届
出は文書保存期間（5
年） 

 
 
・使用前自主検査は検査
当時 

 
 
 
 
・定期事業者検査は平成
16 年以降 

・定期事業者検査の時期
変更承認は延長申請条
件による期間 

 
・溶接事業者検査は安全
管理審査制度試験導入
（平成 12 年）以降 

 
 
・その他は現時点および
文書保存期間 

・工事計画認可申請・届
出は平成 14 年以降（注
1）。志賀 2 号機は建設
開始以降 

 
・使用前検査（志賀１号
機）は平成 14 年以降
（注 1），志賀２号機は
建設開始以降の使用前
検査（平成 12 年）以降

 
・定期検査は平成 14 年以

降（注 1） 
・定期事業者検査は平成
14 年以降（注 1） 

 
 
・溶接事業者検査は検査
制度改正（平成 12 年）
以降 

・取放水温度差は平成 5
年以降 

・その他は現時点および
１年間 

点検方法 ・検査記録と現存する社内記録の照合 
・校正，補正，データ処理等の点検 
・工事報告書等を確認し，認可・届出の手続き不備がないか点検 

（注 1）平成 15 年 3 月 14 日付「原子力施設に係る自主点検作業の適切性確保に係る総点検報告
書」で報告したもの以降 

（注 2）*印は計器関係の点検対象。※は実用発電用原子炉の設置，運転等に関する規則 
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４．志賀原子力発電所１号機の臨界に係る事故についての調査 
「発電設備点検委員会」のもとに進めてきた点検、調査の過程において判明

した、平成 11 年 6 月の志賀原子力発電所１号機の臨界に係る事故に対して、平

成 19 年 3 月 15 日経済産業大臣より、厳重注意を受けるとともに、早急に実施

することができる技術的な再発防止対策の策定や本事故の根本的な原因を踏ま

えた抜本的な再発防止対策等について報告すること、との指示を受けた。 

当社では、この指示を真摯に受け止め、志賀原子力発電所 1 号機を停止し、

安全の総点検を進めるとともに、二度とこのような事態を惹起しないという決

意のもと、平成 19 年 3 月 16 日に「志賀１号機事故調査対策委員会」を設置し

た。 

本委員会では、社長を委員長に、社外の原子力安全および法律の専門家の方々

にも加わっていただきながら、事実関係・原因の調査、究明を行うとともに、

技術的な再発防止対策の策定、原子力の品質保証体制の再構築などの抜本的な

再発防止対策及び設備の安全点検計画について、鋭意、審議・検討を進めてき

た。 

調査・検討にあたっての体制や調査方法の詳細は「臨界事故報告書」に記載

のとおりである。 
また、調査した結果について、去る 3月 30 日に、事故の事実関係、その根本

原因および早急に実施することができる技術的な再発防止対策について取りま

とめ、経済産業大臣にご報告をしたが、その詳細は「臨界事故報告書」に記載

のとおりである。 

 



 10 

５．点検の結果 

５．１ 事案の評価区分 

  事実確認された不適切な事案については，法令，保安規定，地元との協定

への抵触および設備への影響を考慮し，表－５に示す評価区分Ａ～Ｄにより

評価した。 
 
表－５ 発電設備点検における不適切事案の評価区分について 
評価区分 内    容 

Ａ 法令、かつ保安規定に抵触するものであり、かつ設備の健全性が損

なわれているもの 
Ｂ 法令、保安規定、地元との協定のいずれかに抵触するもので、かつ

設備の補修を伴うもの 
法令、保安規定、地元との協定のいずれかに抵触するもの Ｃ 
法令、保安規定、地元との協定への影響は軽微だが、広範囲にわた

り行われているか、または継続的に行われていたもの 
Ｄ 法令、保安規定、地元との協定への影響が軽微なもの 

注）範囲や組織的関与の観点，社会的影響などを考慮し，重大なものは上位

区分に評価し，「※」を付記 
 

５．２  不適切な事案 

聞き取り，アンケート等による網羅的な調査および資料等による調査の結果，

表－６のとおり不適切な事案が確認された。 
なお，これらについては，すべて必要な措置が施されており安全上の問題は

ない。 
 

表－６ 確認された不適切な事案数 

水 力 火 力 原子力 合 計 

９事案 
 

114発電所 
39ﾀﾞﾑ 
54施設 
13ｼｽﾃﾑ 

 

８事案 
 

６発電所 
２ﾕﾆｯﾄ 

 
 
 

４事案 
 

１発電所 
１ﾕﾆｯﾄ 

 
２１事案 
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５．３  各事案に対する事実関係 

５．３．１ 電気事業法，原子炉等規制法，安全協定に係る不適切な事案 
      表－６の不適切な事案のうち，電気事業法,原子炉等規制法,安全協定に関

する事案の概要は添付資料－１～３に記載した。 
 

 

５．３．２ その他の法令に係る不適切な事案 

 
(1) その他の法令（河川法）に係る不適切な事案 

河川法に関する事案の概要は添付資料―４に記載した。 
 
(2) その他の法令（河川法以外）に係る不適切な事案 
  電気事業法，原子炉等規制法，地元との協定および河川法以外の法令につ

いての概要は添付資料―５に記載した。 
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６．部門別の原因究明と再発防止策の策定 

６.１ 再発防止策の検討の進め方 
水力，火力，原子力（臨界事故に係る事案を除く）の発電設備におけるデータ

改ざんなどの不正行為の有無について，現在，過去を問わず，幅広く網羅的に点

検を実施した。 
図－２に示すように，点検結果を踏まえ，部門毎にそれぞれの事案に対する原

因分析を行い，再発防止策を検討した。 
 

 

各部門 
における 

不適切な事案

水力部門における再発防止策の検討 

火力部門における再発防止策の検討 

原子力部門における再発防止策の検討 

 

部門別に 

対策を展開 

 
 

図－２  再発防止策の検討の進め方 
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６．２  各部門の原因究明と再発防止策の概要 

  部門毎にそれぞれの不適切事案に対する原因分析を行い，再発防止策を検討した。 

  各部門に共通的な原因として，コンプライアンス意識の欠如や工程優先といった

「意識」に係るもの，法令に関する理解不足といった「知識」に係るものおよびマ

ニュアルや社内規則の不備といった「仕事のやり方・仕組み」に係るものが見受け

られた。 

 

(1) 水力部門 

   水力部門における原因と再発防止策の概要を表－7に示す。 

表－7  水力部門における原因と再発防止策 

  原  因 再発防止策 

意

識 

・ 工程優先とコンプラ

イアンス意識の欠如 

・ 業務に対する問題意

識の欠如 

① 行動規範(コンプライアンス違反事例集)に

具体的事例として掲載 

② 当該事例を使用したコンプライアンス教育

の実施 

知

識 

・ 関係法令の手続きに

関する理解不足 
③ 法令及び社内指針に関する社内教育の実施 

仕

組

み 

・ 社内指針の不備 

 

・ 社内チェック体制の

不備 

・ 関係法令に関する認

識不足 

④ 社内品質監査や保安調査などによる，業務

が適切に処理されていることの評価・確認

(内部牽制の強化) 

⑤ 不適合が発生した場合の具体的手順の明確

化 

⑥ 各担当事業所の役割分担と責任の明確化 

⑦ 届出要否判断基準の作成および届出手続き

のチェック機能の明確化 

 

 

 (2) 火力部門 

   火力部門における原因と再発防止策の概要を表－8に示す。 

表－8  火力部門における原因と再発防止策 

  原  因 再発防止策 

意

識 

・ コンプライアンス意

識の欠如 

① コンプライアンス意識の向上(教育資料へ

の事例の追加) 

知

識 

・ 品質システムの理解

不足 

・ 関係法令に関する理

解不足 

② 品質システムに関する教育の実施 

 

③ 有資格者による社内教育の実施 

仕

組

み 

・ 社内規程の不備 

・ 社内チェック体制の

不備 

・ 関係法令に関する確

認不足 

④ 社内規程の見直し(具体的手順や報告範囲

の明確化) 

⑤ 品質システムの改善（主任技術者への報告

事項の明確化，データチェックのルール化）

⑥ マニュアル，チェックリストの整備 

 

 



 14

 (3) 原子力部門（臨界事故を除く） 

   原子力部門における原因と再発防止策の概要を表－9に示す。 

表－9  原子力部門における原因と再発防止策 

 原 因 再発防止策 

意

識 

・ コンプライアンス意識の欠如 
・ 工程優先の意識・風土 
 
・ メーカ任せによる責任意識の

欠如 
・ 問題意識の欠落・前例主義 

① 行動規範への具体的事例の反映お

よびコンプライアンス教育の実施 
 
② 自ら取り組むという意識の向上 

知

識 
・ 排ガスフィルタ差圧上昇に関

する知見不足 
③ 排ガスフィルタ差圧上昇原因とな

る塗料等付着物質の分別ルール化 

仕

組

み 

・ 排ガスフィルタ差圧上昇に関

する管理不足 
・ 計器仕様表に対するチェック

の不備 

④ 排ガスフィルタ差圧傾向管理の

実施 
⑤ 計器仕様表の参考図書から承認申

請用図書への変更と社内規則の改

定 
 

 

６．３  各部門のアクションプラン 

   前項の再発防止策を確実に実施するために，実施内容や実施時期などを織り込ん

だアクションプラン（添付資料－６～８）をとりまとめた。 
   今後このアクションプランに基づき，再発防止策を着実に実施していく。 
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７．根本原因の究明 

７．１ 根本原因分析の方法 
今回，臨界事故ならびに水力，火力および原子力（臨界事故を除く）の各設備にわ

たり不適切な事案が判明し，広く社会の皆さまの信頼を失うような事態を引き起こし

たことを出発点として，全社をあげて取り組むべき再発防止策を策定するにあたり，

なぜ不適切な事案が発生したのかを追究した。 

臨界事故ならびに，その他の水力，火力および原子力の各事案の事実関係をもとに，

各事案が発生した背後要因を「なぜなぜ分析」等により掘り下げ，根本的な原因を究

明した。なお，臨界事故に係る根本的な原因分析および抜本的な再発防止策について

は，平成 19 年４月６日に報告した「志賀原子力発電所１号機の臨界に係る事故につ

いての報告」を参照のこと。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図－３  全社的な再発防止策の検討の進め方 
 

 
７．２ 根本原因分析 

７．２．１ 臨界事故についての根本原因 

（１）経営層の責任  

臨界事故隠しを防げなかったこと、その後８年間それを見つけ出すことができ

なかったこと。 
 

（２）工程優先意識  
経営計画の最重点課題である志賀２号機建設計画について、全社一丸となって

取り組んでいる中、着工がおよそ２ヶ月後（平成 11 年９月）に控えている状況に

あり、経営層の発言等を通じて、原子力発電所は工程遵守を必達と考え、何より

も優先させるとの意識を形成させたこと。 

 

各部門 
における 

不適切な事案 

水力部門における再発防止策の検討 

火力部門における再発防止策の検討 

原子力部門における再発防止策の検討 

 

部門別に 

対策を展開 

全社的な 
対策を展開 

再発防止策

の策定 
志賀原子力 

１号機の臨界

に係る事故 

根本原因
の究明 

隠さない 

企業風土 

安全文化 

根本原因
の究明 

再発防止策

の策定 
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（３）真実究明からの逃避  
対応困難な未経験の臨界事故に対して、本来、技術者に求められている「真実

の究明」と原子力に求められている「透明性」に反し、本事故対応の困難さや直

前のトラブル対応も相まって、炉心中性子束モニタの指示値急変に関する虚偽の

理屈付けを行い、事故デ－タを改ざんしたこと。 
 

（４）意思決定に係る閉鎖性と決定プロセスの不透明性 
臨界事故に関する対外対応は、本来、客観性・中立性を確保した上で、決定す

るべきであったが、価値観や意識を共有する原子力発電所の関係者のみで協議し

て決定したこと。 
また、意思決定に際して、ルールが不明確であり、各職位が自らの職務・責任

に応じた当事者意識も低かったため、適切な決定が行われなかったこと。 
 

（５）議論できない組織風土  
臨界事故に関する対外対応の検討は、会議メンバーが有する多様な観点に基づ

き行われるべきであったが、当時は、「言いたいことを言えない」、「言っても無視

される」ような組織風土があったこと。 
 

７．２．２ 水力，火力，原子力(臨界事故を除く)の事案についての根本原因 

（１）法令軽視  

   設備安全上，保安上の問題がなければ，多少の数値操作やデータ修正等の法令

違反は許されるであろうという意識があったこと。 

 

（２）前例踏襲  

改ざんが習慣化し，深く考えずに前回と同様の処理を繰り返していた事案，誤

った前例を改善する問題意識が欠如していた事案など，法令を守るよりも前例を

踏襲することが楽と考える風土があったこと。 

 

（３）工程優先 

   営業運転開始日が決まっていたため，適切でない管理値を修正するだけの時間

がないと思い，管理値を超えるデータを改ざんするなど，何よりも工事工程を予

定どおり進めることを優先する意識があったこと。 

 

（４）意見を言い出せない風土 

   不正な行為に対して，上司，同僚に対して，改善のための意見具申や提案を言

い出しにくい風土があったこと。 

 

（５）社内規則の不備 
不適合が発生した場合の具体的手順についてのルール，法令届出の種類，手続

き，チェックの仕組みなどが，社内規則に記載されていなかったこと。 
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（６）社内チェック体制の不備 

法令届出漏れを部門間でチェックする仕組み，および不適切なデータ，仕様表

を職場内でチェックする仕組みが欠けていたこと。 
 
（７）関係法令に関する理解不足  

法令に定められている基準，申請・届出要件，具体的手続きの認識が不十分で

あったこと。 

 

 

７．２．３ 根本原因の整理，分類 

 臨界事故についての根本原因ならびに，水力，火力および原子力(臨界事故を除く)

の不適切な事案についての根本原因とで重複するものを整理し，「意識の面」，「仕組

みの面」および「知識の面」に根本原因を分類した。 

 

 

（１）経営層の責任 

【意識の面】 

（２）工程優先意識  

（３）真実究明からの逃避  

（４）議論できない組織風土 

（５）法令軽視 

（６）前例踏襲 

【仕組みの面】 

 （７）意思決定に係る閉鎖性と決定プロセスの不透明性 

 （８）社内規則の不備 

（９）社内チェック体制の不備 

【知識の面】 

（１０）関係法令に関する理解不足 
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８．全社的な再発防止策の策定 

８．１ 全社的な再発防止策の概要 

  臨界事故ならびに水力，火力および原子力（臨界事故を除く）の不適切な事案の

根本原因から，抜本的な再発防止策を策定した。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

議論できない組織風土 

前例踏襲 

チェック体制の 
不備 

根本原因 課題と再発防止策 

【再発防止対策検証委員会(仮称)】 
・社外有識者を含む委員会を設置。 

・対策の取組み状況や進捗状況について審議・評価し，さ

らなる改善が必要な項目があれば指摘を行う。 

社内規則の不備 

【知識の面】 

関係法令に関する
理解不足 

 
・迅速かつ確実な対外通報，報告体制の整備 
・原子力発電所情報の国等への伝送 他 
・原子炉主任技術者の地位と権限の強化 
・企業倫理情報窓口(ホイッスル北電)の強化 
 
 
 
・経営幹部および管理職全員に対する集中 
  教育等 他 
 
 
 

・管理者の管理能力向上教育の充実 

(継続) 他 

隠さない仕組みの構築

 

 
・「安全最優先」の経営トップの意志を 
  強力に表明 他 
 
 
 
 
・地域と一体となった事業運営を目指した 
  原子力本部の設置 他 
 
 
 
・発電所内の組織強化 他 
 
 
・社長直属の「品質管理部」設置による 
  品質管理の徹底 他 

安全・品質管理の強化 

隠
さ
な
い
企
業
風
土
づ
く
り 

安
全
文
化
の
構
築 

【仕組みの面】 

法令軽視 

【意識の面】 

工程優先意識 

経営層の責任 

真実究明からの逃避 

意思決定に係る閉鎖性

と決定ﾌﾟﾛｾｽの不透明

企業倫理最重視への意識改革 

原子力を支える体制づくり 

風通しの良い企業風土 

地域と一体となった事業運営を
目指した原子力本部の設置 

経営トップからの「安全最優先」
の強力な意志表明 
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８．２ 再発防止策の具体的な内容 

 

８．２．１ 隠さない企業風土づくり 

臨界事故当時のコンプライアンスの取組み状況については，平成 10 年 3 月に社達

「企業倫理の徹底について」が出されるなど，コンプライアンス意識醸成に向けての

取組みが緒についたところであった。しかし，コンプライアンスに関する社内規程も

未整備であり，コンプライアンス教育についても，内容・対象者数が限定的で，十分

には実施されていない状況であった。 

その後，平成 14 年 9 月に，社長を委員長とするコンプライアンス推進委員会を設

置するとともに，「行動規範」を制定し，すべての役員・従業員に配布・周知した。

この「行動規範」には，遵守すべき法令・ルールの内容，判断基準・心構え及びその

重要性について記載されている。また，平成 15 年 2 月には，企業倫理情報窓口（ホ

イッスル北電）を設置するなど，隠さない企業風土の醸成に向けた仕組みが構築され

ている。 

さらに，企業の社会的責任を果たすため，平成 17 年度からは，社内に CSR 推進チ

ームを設置するとともに，コンプライアンスの徹底と環境保全への積極的な取組みを

基盤とした「北陸電力グループ CSR 行動計画」を策定し，取組みの強化を図っている。

また，「北陸電力グループ CSR 報告書」を発行し，当社グループの CSR に関する考え

方や取組みについて，広く社会に情報発信するとともに，双方向コミュニケーション

を図っている。 

これらの取組みを通じて，社員のコンプライアンス意識は確実に向上しているが，

今回の臨界事故を隠した事実を契機として，仕組みと意識の両面から実効ある施策を

推進することにより「隠さない企業風土」の醸成を図る。 

 

（１）隠さない仕組みの構築 

「真実究明からの逃避」＜根本原因(３)＞，「法令軽視」＜根本原因(５)＞，「前例

踏襲」＜根本原因（６）＞「意思決定に係る閉鎖性と決定プロセスの不透明性」＜根

本原因(７)＞に対して，隠さない仕組みの構築による再発防止策を策定した。 

 

ａ．迅速かつ確実な対外通報・報告体制の整備【原子力部門】 

現在，原子力発電所における事故・トラブル時の通報は，「地元県・町への連絡基

準に係る覚書」(平成 15 年 7 月締結)に基づき，法令や安全協定上の報告対象に該当

しない軽微な事象についても，通報・報告を行なうなど，情報開示を積極的に進めて

きているが，通報は連絡区分の判定後に行なっている。 

今後は，通報前の判定余地をなくし，より迅速かつ確実に対外通報を行うため，原

則として全ての異常事象（平常時と異なる事象）を対象とし，連絡区分判定前にまず

第一報を国の保安検査官に通報する（不明な点は「調査中」と記載し迅速に通報）。 

また，連絡区分の判定は，第一報通報後に行うこととし，判定者及び判定理由を記

録に残す。なお，連絡区分判定のための会議（後述 b.「トラブル対策会議」）を行な

った場合はその議事録を残す。＜根本原因（３），（７）＞ 
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ｂ．「トラブル対策会議」運営ルールの明確化【原子力部門】 

臨界事故時には，所長以下の関係者が緊急時対策所に集まり，非公式の対応会議を

実施したが，対外報告しないとの最終決定に至ったプロセスが不明確であり，議事録

も作成されなかった。 

現在でも，事故・トラブル時の対外通報において，連絡区分の判定に迷う場合は，

関係者で打合せをしているが，依然として決定プロセスが明確でなく，議事録も残さ

れていない。 

今後は，第一報通報後の連絡区分の判定やトラブル対応策の検討を行う「トラブル

対策会議」の運営ルールを定め，決定主体及びプロセスの明確化を図るとともに，議

事録作成や，重要案件についてのボイスレコーダー使用を徹底する。 

＜根本原因（３），（７）＞ 

 

ｃ．発電所情報の国及び経営層・原子力本部への伝送【原子力部門】 

現在，原子力発電所の電気出力，発電所周辺の環境放射線のデータは，リアルタイ

ムで県・町に伝送しており，周辺市町庁舎及びインターネット上でも見ることができ

る。 

今後は，より透明性を高めるため，発電所の状況を確認できる情報を配信すること

により，隠せない・隠さない仕組みを構築する。具体的には，IT を活用して常時オン

ラインで国及び経営層・原子力本部へ伝送し，見える化を図る。 ＜根本原因（３），

（７）＞ 

 

ｄ．原子炉主任技術者（炉主任）の地位と権限の強化【原子力部門】 

平成 16 年 5 月の保安規定改正により，炉主任が所長に先立ち確認する事項や，各

職位からの報告内容等の具体的事項の記載が追加され，炉主任の職務の明確化が図ら

れたが，炉主任の任務以外のライン職務を兼ねている。〔(正)1 号機:技術部長，2 号

機:炉心燃料課長 (副)1，2 号機ともに技術課長〕 

今後は，炉主任が原子炉等規制法に定める責任を忠実に果たせるよう，炉主任の地

位及び権限を強化する。具体的には，炉主任としての職務に専念できるよう，ライン

業務を持たない「原子炉主任技術者」の職位を発令するとともに，発電所内での発言

力を高めるべく，経営幹部の地位に位置づける。また，原子炉施設の保安運営に関す

る事項を審議する「保安運営委員会」における炉主任の権限・責任を明確化する。（炉

主任の出席必須化，意見表明義務等の「保安運営委員会運営要領」への明記） 

＜根本原因（３），（７）＞ 

 

ｅ．企業倫理情報窓口（ホイッスル北電）の強化【全部門共通】 

平成 15 年２月，法令･ルール，企業倫理に違反する行為及び違反する恐れのある行

為に対して，社内外からの通報を受け付け，これに対し適切な対処を行うことを目的

に，「企業倫理情報窓口（ホイッスル北電）」を設置した。しかし，これは，通報を社

内窓口のみで受け付ける仕組みとなっている。 
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今後は，より通報しやすい制度とし，隠せない・隠さない仕組みを強化するため，

通報窓口を現行の社内窓口に加え，新たに第三者（弁護士）宛の窓口を追加する。ま

た，制度の概要（通報･相談の受付，通報･相談への対処，不利益取扱いの禁止 など）

について，社内報等で再周知するとともに，入力画面をよりわかりやくするなど，利

用しやすい環境を整える。＜根本原因（３），（５），（６）＞ 

 

（２）企業倫理最重視への意識改革 

「真実究明からの逃避」＜根本原因(３)＞，「議論できない組織風土」＜根本原因(４)
＞，「法令軽視」＜根本原因(５)＞，「前例踏襲」＜根本原因（６）＞に対し，企業

倫理最重視への意識改革による再発防止策を策定した。 
 

a．コンプライアンスマインド変革研修【全部門共通】 

現在，新入社員教育・ステップアップ研修(大卒入社 3年目，高卒入社 5年目)，新

任管理監督者研修，新任特別管理職研修においてコンプライアンス教育を実施し，さ

らに，行動規範の職場巡回研修やｅ－ラーニングを実施している。これにより，コン

プライアンス意識は当時より向上しているが，未だ十分とは言えない状況である。 

全社的なコンプライアンス意識の底上げを図るため，今年度，全従業員を対象に，

コンプライアンスの根底となるマインドのあり方についての研修を集中的に実施す

る。＜根本原因（３），（４），（５），（６）＞ 

 

b．経営幹部及び管理職全員に対する集中教育【全部門共通】 

現在にいたるまで，経営幹部に対して，コンプライアンスに関する体系的な教育は

なかった。組織全体のコンプライアンス意識を向上させるには，その指導的役割を果

たす経営幹部及び職場の長である管理職の意識の持ち方が非常に重要である。従って，

今年度，経営幹部及び管理職全員を対象とするコンプライアンスに関する研修を集中

的に実施するとともに，フォロー研修を着実に実施し，組織風土の改革を図る。 

＜根本原因(３)，（５），（６）＞ 

 

c．職場単位での集団討議【全部門共通】 

臨界事故当時は，職場単位での集団討議は特に行われていなかった。その後，ＪＣＯの

事故を契機に平成 12 年より，自らが参加する実践的な教育として，職場毎に安全文

化やモラルに関し，具体的な法令違反の事例やケーススタディをもとに，小グループ

での集団討議を実施している。今後も継続的に実施し，コンプライアンス意識の更な

る浸透を図る。＜根本原因(３)，（５），（６）＞ 

 

d．コンプライアンスに関する誓約書の署名【全部門共通】 

  平成 17 年度以降，経営幹部・従業員一人ひとりが企業倫理意識の向上に向けて，

行動規範の遵守に関する誓約書に署名し，毎年社長に提出している。今後も引き続き，

コンプライアンス意識の徹底を図るために，コンプライアンス誓約書への署名を毎年，

実施する。＜根本原因(３)，（５），（６）＞ 
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e．コンプライアンスメールマガジンの発信【全部門共通】 

これまでコンプライアンスに関する情報は，社内の電子掲示板等を通じ提供してき

た。今後は全従業員に確実に情報を伝えるため，また，行動規範の違反事例をわかり

やすく補完する意味も含めて，定期的にコンプライアンスに関する最新情報等を，社

内メールを用いて直接配信し，コンプライアンスの向上・定着を図る。 

＜根本原因(３)，（５），（６）＞ 

 

ｆ．行動規範への事例追加【全部門共通】 

平成 14 年 9 月に，全社的な取組みとして，法令遵守を中心に行ってはならない行

為や守るべき事項のうち全社共通的なものについて記載した「行動規範」を制定し，

全社への周知，浸透活動に努めてきたが，更なる法令遵守意識の向上を図るために，

今回の違反事例を行動規範のコンプライアンス違反事例集に追加し，今後のコンプラ

イアンス教育に活用する。＜根本原因(３)，（５），（６）＞ 

 

ｇ．発電所業務単位の行動規範の策定【原子力部門】 

原子力部門においては，ＪＣＯ事故の教訓を踏まえ，安全文化の醸成を図るため，平

成 12 年に「原子力部門行動宣言」を制定している。その後，他電力の自主点検記録

改ざん問題を契機として，企業倫理の浸透を図る観点から，「原子力部門行動宣言」

の改定を行っているが，業務レベルにまで落とし込んだものにはなっておらず，実務

との関連がわかりにくい。 

今後，原子力発電所における更なるコンプライアンス意識の向上を図るために，実

際に行っている業務とコンプライアンスとの関連性をより明確に意識しつつ，業務を

遂行することが必要である。そのため，発電所の業務種別毎の実態に合わせて，各々

の実務を行う上でより分かり易い具体的な内容の行動規範を策定・明示し，理解の浸

透を図る。＜根本原因(３)，（５），（６）＞ 

 

（３）風通しの良い企業風土 

「議論できない組織風土」＜根本原因(４)＞に対し，風通しの良い企業風土への意識

改革による再発防止対策を策定した。 

 

a．部門間人事交流の拡大【全部門共通】 

部門間の人事交流については，最近では技術営業を目的に各技術部門から営業部門

へ転入する事例が増えているものの，技術部門どうしの交流，事務部門から技術部門

への交流の実績は少ない。今後は，事務部門も交えた各部門間の人事交流を活発化し，

一つの部門に様々な考え方や経験・能力を持つ人材を配し，人材の多様化を進めるこ

とにより，長年にわたり蓄積されてきた部門固有の風土の変革と組織の活性化を図る。 
＜根本原因(４)＞ 

 

b．管理職の管理能力向上教育の充実【全部門共通】 
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今回の改ざんなどの違反事例を見ると，部下に対するコミュニケーション能力不

足と，予期せぬ事象の発生に対する危機管理能力の欠如など，管理職の資質に問題

があるように見受けられることから，コーチングやリスク管理マネジメントに関す

る研修を充実し，部下の意見を吸い上げる能力や問題解決能力の向上を図る。 

 ＜根本原因(４)＞ 

 

c．部門・事業所トップと一般社員との対話充実【全部門共通】 

現在，各部門長や事業所長は様々な機会を通じて，現場第一線の従業員とのコミ

ュニケーションを深めるよう努めているが，今後は，一層の相互理解と相互尊重を

進めるため，双方向対話を充実していく。 

具体的には，現場第一線との対話回数を更に増やすとともに，現状の身近な業務，

職場の問題等，双方向のフランクな意見交換の場として膝詰め対話を実施し，風通

しの良い職場風土づくりに努める。＜根本原因(４)＞ 

 

８．２．２ 安全文化の構築 

これまでの事実関係の把握，根本原因の究明から，原子力部門のみならず，他部門

でも，安全最優先の考えを軽視し，工程を優先していたことが浮き彫りになった。 

当社は，平成 12 年 6 月に「北陸電力原子力部門行動宣言」を定め，明確に安全文

化の醸成に取り組むこととした。さらに，平成 16 年 5 月には，「原子力施設の安全確

保のための品質マネジメント」の導入にあわせて，志賀原子力発電所の品質保証担当

及び保安担当を，独立した部門として，安全・品質保証室に改組し，品質保証体制の

充実を図っている。 

現在，安全文化の浸透に一定の成果が見られるが，今回，経営トップから「安全最

優先」の考えを強力に発信するとともに，そのための仕組みを構築することで，「安

全文化の構築」を図る。 

 

（１）経営トップからの「安全最優先」の強力な意志表明【全部門共通】 

安全文化を組織に浸透させるには，経営トップの強力なリーダーシップ発揮のもと，

「安全最優先」の経営トップの意志を強力に発信していく必要がある。 

このため，安全確保の徹底が経営の最優先事項であるという「安全最優先」の方針

を，経営方針や経営計画等において社内に示し，また対外的にも決意を表明すること

で，安全最優先意識の浸透と定着を図る。 

原子力の定期点検については，定検計画の中で，安全を最優先とする工程設定の考

え方を具体的に記載する。また，無理のない標準工程から計画外の事象が発生した場

合，対応に必要な期間を評価し，躊躇せず定検工程延長の措置を行うことについてル

ール化し，その着実な実施をコミットする。 

なお，現場での対話活動においても，経営トップの意志として工程優先ではなく，

安全最優先のメッセージを発信する。 ＜根本原因(１)，(２)＞ 
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（２）地域と一体となった事業運営を目指した原子力本部の設置【原子力部門】 

「経営層の責任」＜根本原因(１)＞に対して，地域と一体となった事業運営を目指

した再発防止策を策定した。 

 

志賀１号機の臨界に係る事故当時は，本店に原子力部及び原子力土木部を傘下とす

る原子力本部を設置するとともに，志賀町には，原子力発電所及び２号機建設準備事

務所，志賀送電立地事務所を束ねる志賀原子力総合事務所を設置し，２号機の建設を

強力に推進していた。 

２号機の土木工事の進捗に伴い，平成 14 年に原子力土木部及び原子力本部を廃止

し，平成 18 年の志賀２号機運転開始後は，志賀原子力総合事務所を発電所所属の志

賀原子力事務所に改組した。 

今後は，経営層自らが，石川県，志賀町など地元自治体及び地域と一体となり，本

店の経営トップと連携をとりながら，原子力に関する諸計画，運転･保守，広報など

の原子力業務全般について，より的確かつ直接的に管理できる体制を確立する必要が

ある。 

このため，本店の原子力部及び原子力安全推進室を，石川県に移転し，原子力本部

を設置する。本部長は本部に常駐し，発電所，原子力部等の下部組織をより直接的に

指揮統括する。  

また，現在の志賀原子力事務所は，発電所所属の組織として，原子力を含むエネル

ギー広報･広聴対話活動や，企業ＰＲ及び地域活性化方策に関する業務等を担当して

いる。 

今後は，原子力本部直属の「志賀地域事務所（仮称）」に改組し，本店および原子

力本部と連携をとり，広く地域の声を吸い上げ事業運営に反映させるなど，信頼回復

に向けた取組みを推進する。 

本店，本部，発電所，志賀地域事務所間での意思疎通を図るため，ＩＴを活用する。 

＜根本原因(１)＞ 
 

 

（３）原子力を支える体制づくり 

「経営層の責任」＜根本原因(１)＞，「工程優先意識」＜根本原因(２) ＞に対して，

原子力を支える体制づくりによる再発防止策を策定した。 

 

ａ．経営トップと原子力部門とのフランクな対話の実施【原子力部門】 

過去の経営トップの現場訪問の目的は，業務の激励や経営方針の説明など，一方向

的なものが多く，役職以上を対象に少人数で行なわれるなど，発電所との相互理解の

観点においては，十分なものではなかった。 

今後は，相互尊重，相互理解の観点から，より率直な意見交換の機会が必要であり，

経営トップと原子力本部及び発電所との間での，フランクな意見交換の機会を定期的

に設定し，「安全最優先」のテーマをはじめ経営に関わる問題から，身近な業務，職
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場の問題まで，毎回テーマを設定し，相互の意思疎通を図るため，双方向の議論を行

うことで，経営トップの姿勢を十分伝えるとともに，原子力部門の生の声を経営に反

映させる。 ＜根本原因(１)＞ 
 

 

ｂ．発電所内の組織強化・増員【原子力部門】 

臨界事故当時は，品質保証担当は数人いたが，平成 16 年に「安全・品質保証室」

を設置し，組織上の位置づけを明確にするとともに人員を増強した。また，工事実施

担当課から独立し，検査の実施や品質に関する指導等を実施している。 

今後，品質管理の強化に加え，安全確保についても一層のチェック機能の充実が必

要である。具体的には，発電課のチェック機能の強化として，発電課に定検担当課長

を置き，定検班を指揮するほか，手順書の審査業務を実施する。また，電気保修課及

び機械保修課で行う作業のチェック機能の強化として，保修部に電気，機械各一名の

審査担当課長を置き，作業及び作業間連携の適切性を専門に審査するほか，副課長及

び担当者を増員する。さらに，「安全･品質保証室」の人員を増強し，品質保証の強化

及び原子炉主任技術者の補佐機能の充実を図る。 ＜根本原因(１) ，(２)＞ 

 

ｃ．事故・トラブル時の応援体制の整備【原子力部門】 

臨界事故当時は，事故･トラブル時において，他部門からの応援は行っていなかっ

た。現在では，必要に応じてその都度他部門へ依頼し，応援を得ているが，その応援

体制はあらかじめ整備されていない。 

今後，事故・トラブル発生時の業務量増加に対し，フレキシブルに対応できる応援

体制を整備し，適切な人員の確保を図る。具体的には，他部門のタービン・電気・ボ

イラー等の技術保有者等の応援可能な要員について把握し，事故・トラブル別の応援

体制（移動手段，宿泊施設確保，人事面の対応等）の整備を図る。 

＜根本原因(２)＞ 

 

（４）安全・品質管理の強化 

「経営層の責任」＜根本原因（１）＞，「真実究明からの逃避」＜根本原因(３)＞，

「議論できない組織風土」＜根本原因（４）＞，「法令軽視」＜根本原因（５）＞，「前

例踏襲」＜根本原因（６）＞，「社内規則の不備」＜根本原因（８）＞，「チェック体

制の不備」＜根本原因（９）＞，「関係法令に関する理解不足」＜根本原因（10）＞

に対して，安全・品質管理の強化による再発防止策を策定した。 

 

ａ．社長直属の｢品質管理部｣設置による品質管理の徹底【全部門共通】 

各部門の品質管理に対するチェック機能としては，経営管理部に品質管理室および

原子力監査室として組織化し，内部監査の強化を図ってきた。 

今後は，今回の事象を踏まえ，品質管理を専門とする部門を独立させ，再発防止策

の徹底を図っていく必要がある。具体的には，各部門の再発防止策の徹底を図るとと

もに，問題解決を支援するため，社長直属の「品質管理部」を設置する。内部機構と
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して，「品質管理推進室」，「原子力監査室」および「考査室」を置く。「品質管理推進

室」は，再発防止策の実施状況及び実効性について確認・評価を行う。また，施工時

に実施する検査強化への取組みについて，専門的立場で指導する。＜根本原因（１），

（８），（９），（10）＞  

 

ｂ．失敗事例に学ぶ仕組みの充実【全部門共通】 

現在，各部門では設備トラブルの予防措置およびヒューマンエラー防止のため，そ

れぞれ独自に過去のトラブル発生事例を蓄積し，部門教育の教材とするなど部門内で

水平展開を行っている。実際に発生したトラブル例に加え，ヒヤリハット事例につい

ても収集を行っているが，重大事故につながる重要事例が，必ずしも報告される保障

はない。 

今後，行動規範に失敗情報を重要視する価値観を明記し，積極的に情報を公表・共

有化するなどの職場風土づくりを行い，失敗事例およびその対策を全社で活用できる

ようライブラリなどに整備し，「見える化」を図る。また，業務改善提案制度を見直

し，従来の「改善事例」「アイデア提案」に加え，「失敗事例」も業務改善データベー

スの登録対象とし，登録者に奨励ポイントを付与するとともに，顕著な改善事例につ

いては全社発表会で紹介し，表彰する。 

この他，原子力部門については，日本原子力技術協会との連携を強化し電力各社の

トラブル情報や対策の一層の共有を進める。＜根本原因（３），（４），（５），（６）＞ 

 

ｃ．職場内問題点の「見える化」の全社展開【全部門共通】 

職場内問題点の「見える化」とは，各職場が抱えている問題点とこれに対する取り

組みを掲示板等により全員が見える形で公開し，職場全体で課題を認識するとともに，

解決策を一緒に考えていくしくみである。現在，一部の部門で実施されているが，こ

れを全部門に展開することで，問題を一部の人間で抱え込まず，職場全体で問題解決

を図る風土を醸成し，業務品質の向上に努める。 

＜根本原因（３），（４），（５），（６）＞ 

 

d．外部組織による評価の活用【原子力部門】 

原子力発電所の安全運転の確保については，電力業界あげて精力的に取り組んでい

るが，当社においても，専門的な立場から多くの知見を有する日本原子力技術協会及

び電力中央研究所の協力・支援を仰ぎながら，安全運転に資する活動を行ってきた。 

今後，当社では，全国的な知見を有する外部専門組織により，当社の実情を踏まえ

た問題点を指摘・評価いただき，改善につなげていくことで，安全文化の構築を図る。

具体的には，日本原子力技術協会等による安全文化に係る職場風土評価の活用，安全

文化普及活動への積極的な参画，安全文化醸成に係る教育の活用等を積極的に推進す

る。＜根本原因（３）＞ 

 

e．マイプラント意識向上のための施策の推進【全部門共通】 

平成 16 年より，設備保全･技術力向上に向けた取組みとして，「マイプラント意識



 27

向上」の施策が実施されている。 

今後も，直面する課題に責任を持って自発的に取組むことで，「自分たちが働く発電

所は自分たちが支えている」という「マイプラント意識」を高揚するため，見える化活

動等，TPM 活動を継続的に実施していく。具体的には，これまでの現場見える化の効果

を検証し，さらに見える化を展開するエリアを決定，日常点検における点検方法の最適

化を図っていく。＜根本原因（３）＞ 

 

f．共通法令の部門横断的な管理体制の構築【全部門共通】 

今回の総点検の中で，各部門とも河川法や消防法をはじめ様々な法令等に対する

違反事案が発見されている。これは，当社の事業運営には電気事業法以外にも様々

な法律・法令が多岐にわたり複雑に絡み合っていることから，各部門がそれぞれ単

独で全ての法令手続きを漏れや誤りなく，継続的にフォローしていくことが困難で

あったためである。 

今後は，品質管理部が中心となり，複数部門に共通する法令を抽出し，例えば土

木部が河川法，火力部が消防法など法令毎に管理主管部を定め，管理主管部は自ら

が管理する法令について関係部門に対する指導や教育を責任を持って実施する体

制を構築する。また，各法令により異なる許認可更新時期を個別件名毎に適切に管

理する法令管理システムを開発し，全社共通のツールとして活用し，手続き漏れな

どの再発を防止する。 ＜根本原因（10）＞ 

 

g．各部門における法令手続きマニュアル，チェックリストの整備【全部門共通】 

今回，社内規則や社内チェック体制の不備，法令の理解不足などで数多くの不適切

な事案が見られたことから，各部門が許認可・届出等の法令手続きについてチェック

リストの作成，マニュアルへの反映を行い，品質管理部へ提出し，確認を行う。 

＜根本原因（９）,（10）＞ 

 

 

８．３  全社共通のアクションプラン 

   前項の再発防止策を確実に実施するために，実施内容や実施時期などを織り込ん

だアクションプラン（添付資料－９）をとりまとめた。 
 今後このアクションプランに基づき，再発防止策を着実に実施していく。 
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９．再発防止策のフォロー 

 

９．１ 基本的な考え方 

このたびの志賀原子力発電所 1号機の臨界事故とその隠ぺい，また多数の不適切な

事案が確認されたことを重く受け止め，このような事態を起こさないために，水力，

火力および原子力の各部門において策定した技術的な再発防止策に加え，全社的な見

地から企業風土面や意識面にまで踏み込んで改める等の抜本的な再発防止策を策定

したところである。 

しかしながら，確実に再発防止を図るためには，これらの再発防止策を全社あげて

着実に実施していくとともに，実施状況やその効果・定着度を定期的に評価し，状況

を踏まえて見直し・改善する必要がある。 

このため，これらの再発防止策については，全て当社の経営計画に反映し，具体的

な目標，担当箇所，スケジュール等を明確にして着実に実施し，確実にフォローでき

るよう体制・仕組みを構築する。 

 

９．２ 確実にフォローしていく体制づくり 

当社は，今回の再発防止策の実施状況等を確実にフォローするため，外部有識者を

含む「再発防止対策検証委員会（仮称）」を新たに設置する。 

同委員会は，再発防止策の進捗状況やその効果を指標等に基づき検証・評価し，不

十分な対策について改善を指示する。 

上記を受けて，水力，火力および原子力の各部門は，計画の内容見直しを行い，更

なる改善に結び付けていく。 

委員会による検証は，再発防止策が確実に機能することを確認するまで継続する。 

なお，上記取組みの内容については，関係自治体や地域に対して，随時情報の提供

を行う。 

 

＜再発防止対策検証委員会（仮称）＞ 

 ・当社役員，社外の有識者で構成 （事務局:品質管理部） 

・定期的に開催し，指標等をもとに施策の進捗状況をチェック 

 （指標例：安全意識等の従業員アンケート結果，トップとの意見交換回数 等） 

・委員会はＰＤＣＡが回っていることを確認し，不足な場合に改善を指示 
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１０．むすび 

 当社は，昨年末より，水力・火力・原子力の発電設備におけるデータ改ざんなどの

不正行為の有無について点検してまいりました。今回の点検は，「過去のすべての不

適切な事案を洗い出し再発防止の徹底を図る」との観点から，対象期間を限定せず幅

広く網羅的に聞き取りやアンケート調査を行うなど，当社として最大限の取組みを行

ってまいりました。 

その結果，データ改ざんや法令手続きの不備など不適切な事案が多数確認されまし

た。とりわけ，平成１１年６月の志賀原子力発電所１号機の臨界事故とその隠ぺいと

いう，当社の企業体質のみならず原子力技術そのものに対する不信を招く重大な事態

が明らかとなりました。 

地域の皆さま方をはじめとする関係各位のこれまでの信頼を裏切る，誠に恥ずべき

行為であり，深く反省するとともに，立地地域をはじめ広く社会の皆さまに心よりお

詫び申し上げます。 

 再発防止策は，隠さない仕組みの構築や企業倫理最重視への意識改革など「隠さな

い企業風土づくり」に向けた施策と，経営トップからの「安全最優先」の強力な意思

表明や安全･品質管理の強化など「安全文化の構築」に向けた施策とに取りまとめて

おります。 

今回策定した再発防止対策を着実に進め，チェックアンドレビューを行いながら，

失われた信頼の回復に向け，全社を挙げて取り組んでまいる所存でございます。 

 

以 上 
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隠さない風土と安全文化の構築に向けた決意 

－原点からの再出発を－ 

 

私は、今回の志賀１号機事故調査対策委員会における調査・検討

を通じて、工程を優先するあまりに、最も重要視すべき安全最優先

やコンプライアンスの意識が希薄になるなど、当社の企業風土に根

差す問題があることを痛感いたしました。 

今後、安全最優先の意識とコンプライアンスの浸透に向け、企業

風土を改革していくには、私が積極的なリーダーシップを発揮し、

自律的、継続的な改善を着実に推進していく必要があることを認識

いたしました。 

今回の報告書では、技術的な再発防止対策に加えて、「隠さない企

業風土づくり」と「安全文化の構築」を柱に、組織・運用面での実

効性ある再発防止対策を策定いたしました。 

今後は、北陸電力の原子力に対する信頼回復に向け、強い信念と

不断の努力を持って、これらの対策を確実に実行するとともに、社

外の視点を含めて、継続的に進捗状況の確認を行いながら、着実に

レベルを向上させる覚悟であります。 

私は、これらの再発防止対策を実行し、安全最優先とコンプライ

アンスの企業文化を根付かせることが、当社全体の信頼回復につな

がるものと信じております。そして、「隠さない風土と安全文化の構

築」を経営の原点に、全社一丸となって、新しい北陸電力を創り上

げてまいる決意であります。 

 

平成 19 年 4 月 6 日 

 

北陸電力株式会社 

取締役社長 

永  原   功 

 



水力発電設備に係る不適切な事案の概要（４事案）                 （水力：1／4） 

 

番

号 
件 名 

時 期 

（年度） 

設備等 

の名称 
事 実 関 係 原   因 

水

力 

｜ 

１ 

 

水力発電所改

造工事におけ

る使用前検査

のデータ改ざ

ん 

【評価区分：Ｂ】 

[電気事業法旧

第43条] 

H3 四 津 屋 発

電所 

2号水車・

発電機 

・改造工事の社内試験(平成 4 年 2 月 22 日～3 月 6 日)に

おいて，水車ランナ及び吸出管の設計不良により，設計

大出力 810ｋＷに対し 785ｋＷ程度までしか発生しな

かった。 

・平成 4年 3月 5日～7日頃，現場と支店管理職で協議し，

設備補修が完了するまで使用前検査を延期すべきとこ

ろ，当初の予定どおり受検することとした。 

・２号発電機出力 785ｋＷ程度に対して 810ｋＷを表示す

るよう計測回路を変更して測定値を改ざんし，使用前検

査に合格(平成 4 年 3 月 19 日)した。その日のうちに計

測回路を正規に戻して，営業運転を開始した。 

・平成 4年 6月 16 日～7月 20 日に水車ランナ及び吸出管

の補修を行い， 大出力 810ｋＷの発生を確認するとと

もに，保安確認のために必要な試験を実施して，再度営

業運転を開始した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○コンプライアンス意識の欠如 

・発電所の規模，事案の内容から軽微な事象

と考え，違法行為を軽視した。 

○運転開始期日を守ることへの重圧 

・運転開始期日を厳守しなければならないと

の重圧から，発電所を予定通り運転開始し

たいという思いが優先した。 

○社内指針の不備 

・不適合が発生した場合の具体的手順につい

てルール化していなかった。 

添
付
資
料
－
１

 



水力発電設備に係る不適切な事案の概要（４事案）                 （水力：2／4） 

 

番

号 
件 名 

時 期 

（年度） 

設備等 

の名称 
事 実 関 係 原   因 

水

力 

｜ 

２ 

水力発電所発

電出力の不適

切なデータ処

理 

【評価区分：Ｃ】 

 

S59～H14 制 御 所 シ

ステム 

 4箇所 

・過去の一定期間（昭和 59 年 12 月～平成 15 年 3 月），福

井，石川，富山西，富山東総合制御所の監視制御システ

ムに，水力発電所の発電電力量を， 大出力を上限に置

換えて記録する不適切なプログラムが組み込まれてい

た。 

・現総合制御所システムへの更新時にこの処理機能を撤廃

し，平成 15 年 4 月以降， 大出力で上限処理するデータ

処理は行っていない。 
 

○発電出力の揺らぎに対する安易な対策 
・水力発電所の発電出力は，制御の遅れや偏

差などにより揺らぎなく制御することは技

術的に不可能であり，一時的に 大出力を

超える場合がある。 
・このため， 大出力で上限処理して記録す

るプログラムを安易に導入した。 
○コンプライアンス意識の欠如 

・安全上問題のない誤差の範囲と判断し，デ

ータを修正することに問題意識を持たなか

った。 

・長年に渡って実施してきたことへの慣れか

ら，問題意識を持たなかった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

添
付
資
料
－
１

 



水力発電設備に係る不適切な事案の概要（４事案）                 （水力：3／4） 

 

番

号 
件 名 

時 期 

（年度） 

設備等 

の名称 
事 実 関 係 原   因 

水

力 

｜ 

３ 

 

電気事業法に

係る無届工事

（水力設備） 

 

【評価区分：Ｂ】 

 

[電気事業法施

行規則第65条

別表第二 

二(二)1(1)イ

ダム(届出)] 

 

 

 

工作物の新築

等の許可申請

手続き漏れ 

 

[河川法第26条

第1項] 

 

 

 

 

 

 

表１参照 

 

～現在 

 

6 発 電 所 9

ﾀﾞﾑ 

表１参照 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15発電所，

39 施設 

 

・電気事業法第 48 条に係る必要な工事計画の届出・認可申

請を行わずに実施した工事の有無について調査した結

果，水力設備において，必要な手続きが行われていない

工事が 6発電所で９件あった。 

表１ 電気事業法に係る無届工事（水力設備） 

発電所 設備名 時期 内容（工事内容等） 

中地山 中地山ダム 不明 ダムかさ上げ補修 50 ㎝他

北の俣ダム 不明 
ダム上流面 

コンクリート張り補修 25 ㎝ 

池の尾 

中の俣ダム 不明 
ダム上流面 

コンクリート張り補修 35 ㎝ 

市ノ瀬 西谷ダム S60 ダムかさ上げ補修 50 ㎝ 

中ノ川ダム H5 ダムかさ上げ補修 15 ㎝ 

蛇谷ダム 不明 
ダム護岸 

コンクリート張り補修 40cm 
三ツ又 

第一 

湯谷ダム 不明 
ダム護岸 

コンクリート張り補修 25cm 

中宮 中宮ダム 不明 
橋脚下部 

コンクリート張り補修 25cm 

上打波 失高ダム 不明 ダムかさ上げ補修 50 ㎝ 

 

○補修工事の届出に関する教育が不十分であっ

た。 

○補修工事の届出要否判断に関する明確な判断

基準が定られていなかった。 

○工事実施箇所である電力部でのチェック体制

がなかった。 

○届出担当箇所である支店が届出漏れをチェッ

クするルールがなかった。 

○届出要否について監督官庁に相談・確認しな

かった。 

添
付
資
料
－
１

 



水力発電設備に係る不適切な事案の概要（４事案）                 （水力：4／4） 

 

番

号 
件 名 

時 期 

（年度） 

設備等 

の名称 
事 実 関 係 原   因 

水

力 

｜ 

４ 

電気事業法に

係る無届工事

（電気設備） 

 

【評価区分：Ｃ】 

 

[電気事業法施

行規則第34条

別表第二 

 二(二)2(1)発

電機(届出)] 

 

 

S59 

吉 野 第 二

発電所 

１号発電機 

２号発電機 

・電気事業法第 48 条に係る必要な工事計画の届出・認可申

請を行わずに実施した工事の有無について，昭和 40 年電

気事業法施行以降の法改正履歴に基づき調査した結果，

電気設備において，必要な手続きが行われていない工事

が１発電所で２件あった。 

・1号，2号発電機取替では定格（電圧，容量，周波数）の

変更はなかった。   

・発電機全体を取替える工事は初めてであり，届出の必要

な工事であるとの認識がなかったため，工事計画の事前

届出を行わずに，発電機取替工事を実施した。 

・工事完了時及び定期検査記録により，技術基準への適合

性は確認されていた。 

 

○本店あるいは支店に工事計画の届出漏れをチ

ェックする仕組みがなかった。 

○工事実施箇所である電力部が届出要否を判断

するためのマニュアルがなかった。 

○工事実施箇所である電力部への届出に関する

教育が行われていなかった。 

 

 

 

添
付
資
料
－
１

 



火力発電設備に係る不適切な事案の概要（２事案）                 （火力：1／2） 

番

号 
件 名 

時 期 

（年度） 

設備等 

の名称 
事 実 関 係 原   因 

火

力 

｜ 

１ 

 

発電用火力発

電設備に関す

る技術基準へ

の不適合 

 

 

【評価区分：Ｂ】 

 

 

 

 

[電気事業法第

39条] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H10,H12 

 

 

富山火力発

電所４号機 

  

 

 

 

・富山火力発電所４号機においてH10年度およびH12
年度の定期点検時，ボイラー配管肉厚データが技術

基準上の「必要厚さ」未満であるものがあったにも

かかわらず，運転した期間があった。 
○ H10 年 6 月：2本（再熱器管）  

    必要厚さ：3.2mm，測定値：2.7mm 

           必要厚さ：3.2mm，測定値：2.9mm 

・期間：H10 年 8 月～H14 年 8 月 

・担当者が「必要厚さ」を計算間違いしたた

め，補修を行わなかった。 

・ボイラー・タービン主任技術者が「必要厚

さ」未満の管の存在を認識していなかった

ため，電気事業法第 54 条（当時）に基づい

て国に提出した定期検査記録「ボイラー開

放点検記録」に「異常はない」旨を記載し

ていた。 

○ H12 年 6 月：1本（板形過熱器管） 

〔必要厚さ：4.8mm，測定値：4.4mm〕 

  ・期間：H12 年 9 月～H14 年 8 月 

・担当者から副課長への報告がなかったため，

補修を行わなかった。 

・H10 年と同様に，定期検査記録「ボイラー開

放点検記録」に「異常はない」旨を記載し

ていた。 

・H14年度定期事業者検査で当該の管は取替え済みで

あり，H14年度およびH18年度定期事業者検査時の肉

厚測定データには技術基準上の「必要厚さ」未満の

ものがないことを確認しており，現在の設備安全性

に問題はない。 

○配管肉厚管理の不備（「必要厚さ」を計算して確

認する管理方法であった） 

・担当者が，「必要厚さ」の計算を間違えた。（H10

年度） 

・副課長が計算の間違いに気づかなかった。（H10

年度） 

・〔推定〕担当者が間違って計算された H10 年度

の記録を正しいと思い，運転上問題ないと考

え副課長に報告しなかった。(H12 年度) 

○ＢＴ主任技術者への報告事項不明確 

・ＢＴ主任技術者へ報告する事項が明確になっ

ていなかった。（H10 年度） 

○肉厚データのチェック不足 

・肉厚データ（元データ）のチェックがルール

化されていなかった。 

（H10，12年度） 

添
付
資
料
－
２

 



火力発電設備に係る不適切な事案の概要（２事案）                 （火力：2／2） 

番

号 
件 名 

時 期 

（年度） 

設備等 

の名称 
事 実 関 係 原   因 

火

力 

｜ 

２ 

 

発電設備負荷

試験検査資料

改ざん 

 

 

 

【評価区分：D】 

 

 

 

 

[電気事業法第

50条の2] 

H12 敦賀火力発

電所２号機 

・敦賀火力発電所２号機は，平成 12 年 9 月 28 日に電

気事業法第 50 条の 2 に基づく使用前自主検査の一

項目として発電設備負荷試験を実施した。 

・発電設備負荷試験では運転状態を評価するため，各

種運転データを５時間にわたり採取した。 
・運転データのうち，ボイラー負荷試験ボイラー出口

再熱器蒸気温度（Ｂ側）データが管理値を超えてい

たが，保安上問題ないとの認識で，管理値以内のデ

ータに改ざんした。  
・タービン負荷試験再熱蒸気止め弁前蒸気温度（Ｂ側）

データについても，ボイラー負荷試験データとの整

合性をとるため改ざんした。  

 〔改ざんデータ数〕 

   ボイラー負荷試験 5 データ／全 654 データ 

   タービン負荷試験 4 データ／全 1,044 データ

                         ：改ざん箇所 

・蒸気管の厚さは， 高使用圧力および当時の実際の

運転温度における「必要厚さ」以上であり保安上問

題はなかった。 

 

 

ボイラー負荷試験 

ボイラー出口再熱器蒸気温度

(Ｂ側) 

管理値：595℃以下 

タービン負荷試験 

再熱蒸気止め弁前蒸気温度

(Ｂ側) 

管理値：601℃未満 

時 

間 

正値 改ざん値
正値 

改ざん値

８時 596.3 594.5 595.2 593.7 

９時 596.9 594.5 595.4 593.6 

10 時 598.5 594.1 596.7 593.2 

11 時 591.5 591.5 590.4 590.4 

12 時 594.7 594.4 593.5 593.5 

13 時 596.6 594.3 595.6 593.1 

○コンプライアンス意識の欠如 

・保安上問題ないという認識で，検査を工程どお

り滞りなく終えようとする心理が働き，データ

を改ざんした。  
○品質システムの理解不足 
・蒸気温度が管理値を超えていることに気づいた

が，技術基準への適合性について再評価し，管

理値を見直す手続きを知らなかった。 
○計算機データのチェック不足 
・計算機データ（元データ：正値）のチェックが

ルール化されていなかった。 

 

 

添
付
資
料
－
２

 



原子力発電設備に係る不適切な事案の概要（４事案）                 （原子力：1／4） 

 

番

号 
件 名 

時 期 

（年度） 

設備等 

の名称 
事 実 関 係 原   因 

原 

子 

力 

｜ 

１ 

第５回定期検

査中に発生し

た原子炉緊急

停止 

 

【 評 価 区 分 ： Ａ
※】 
 

[・原子炉等規

制法 67 条およ

び安全協定９

条の報告義務 

・原子炉等規制

法 37 条の保安

規定遵守義務 

・原子炉等規制

法35条保安上

の措置義務] 

H11 志賀原子力

発電所１号

機 

 

・志賀原子力発電所１号機において，第５回定期検査

（平成 11 年４月 29 日停止～７月 23 日起動）のた

め停止中，原子炉停止機能強化工事の機能確認試験

の準備として，制御棒関連の弁を操作していたとこ

ろ，想定外に制御棒３本が引き抜け，原子炉が臨界

状態となった。原子炉自動停止信号が発信したが，

制御棒は直ちには入らず，約 15 分間制御棒が全挿

入されないという事態が発生していた。この件につ

いては，データを改ざんし，必要な記録を残すこと

なく，国および自治体に報告していない他，原子炉

自動停止後の起動前に必要な措置も行っていなか

った。 
 

○本件に対する原因については，「臨界事故報告

書」に詳細を記載。 
 

原 

子 

力 

｜ 

２ 

安全協定で定

める復水器冷

却水流量超過

および使用前

検査（負荷検

査）における

「循環水ポン

プ吐出圧力」値

の改ざん 

 

H5～H18 

 

志賀原子力

発電所１号

機 

 

 

 

 

・運転開始から安全協定に規定する復水器冷却水取水

量（40 ㎥／秒以下）を超えて取水していた。なお，

平成 19 年３月９日に循環水ポンプ出口弁を絞るこ

とにより協定値内に収まった。 

○安全協定値：復水器冷却水取水量（40ｍ3／秒以

下）＝循環水ポンプ流量＋補機冷

却水流量 

○取水量実績：過去平均値 40.4ｍ3／秒 

・平成５年７月営業運転開始時の国による使用前検査

（負荷検査）の直前に，循環水ポンプ吐出圧力計の

○建設時の系統試験で復水器冷却水流量が安全協

定値を超過した設備的な原因 

運転初期の流量超過に対処するため，予め流

量調整を計画した。しかし，計画時に想定した

流路抵抗より実機プラントの流路抵抗が小さか

ったことから，計画した流量調整方法では安全

協定値内に収めることが出来なかった。 

○安全協定値を遵守しなかった原因 

・建設工程優先の意識 
当時，営業運転を目前に控えながら，設計で

添
付
資
料
－
３

 



原子力発電設備に係る不適切な事案の概要（４事案）                 （原子力：2／4） 

 

番

号 
件 名 

時 期 

（年度） 

設備等 

の名称 
事 実 関 係 原   因 

【評価区分：Ｂ】 

 

 

[安全協定8条

の報告義務，電

気事業法第49

条] 

指示値をかさ上げし，その数値を使用前検査書に記

録し合格した。 
 

見込んだ弁絞り効果が出ず，流量を安全協定値

以内に抑えられなかった。建設所課長以上の幹

部は，使用前検査で復水器冷却水流量の環境影

響評価書，設置許可申請に対して過流量を指摘

され，検査が円滑に遂行できなくなることを恐

れ，放水路に貝が付けば流量が低下することを

期待して，とりあえず圧力計を改ざん。建設工

程を優先した。 
・問題意識の希薄化 

発電所次長以上の幹部は，当初は流量超過を

認識していたが，復水器冷却水流量が保安規定

上の要求事項でもなく安全性へ影響を及ぼす

ものでもないことから，安全協定遵守の重要性

は認識しつつも，営業運転開始から時間が経つ

につれ，流量を守るという意識が薄れ，取放水

温度差の７℃を守っていればいいと考えるよ

うになった。 
・前例主義 

 発電所保修課副課長以下は，改ざんが習慣化

し，トラブルや懸案事項の対応に追われ，深く

考えずに前回と同様の処理を繰り返していた。 
○改ざんの事実を公表しなかった原因 

安全協定値違反の事実を知った発電所長は，

圧力計を正常値に戻し，復水器出口弁を絞るこ

とにより流量をほぼ安全協定値内に収めるよう

適正化を図ったため，公表しなかった。 
 
 

添
付
資
料
－
３

 



原子力発電設備に係る不適切な事案の概要（４事案）                 （原子力：3／4） 

 

番

号 
件 名 

時 期 

（年度） 

設備等 

の名称 
事 実 関 係 原   因 

原 

子 

力 

｜ 

３ 

 

第1回定期検査

（放射性廃棄

物焼却炉機能

検査）における

「排ガスフィ

ルタ差圧」値の

改ざん 

 

【評価区分：Ｃ】 

 

 [電気事業法

54 条] 

 

H6 

 

志賀原子力

発電所１号

機 

 

・平成６年５月 25 日に，志賀原子力発電所１号機で

受検した「固体廃棄物処理系焼却炉機能検査」にお

いて，検査前日（５月 24 日）に，排ガスフィルタ

差圧が 105 mmH2O と，判定基準（目標値：100 mmH2O）

を超過していることが確認された。そのため翌日の

(財)発電設備技術検査協会の立会検査が不合格と

ならないよう計器の指示値を改ざんし，改ざんした

計器指示値を記録して検査に合格した。これ以降は

定期検査毎に不正なく受検し合格している。 

 

○排ガスフィルタ差圧上昇について 

排ガスフィルタ差圧上昇の原因は，調査の結

果，当時のフィルタの付着物から亜鉛(Zn)，鉛

(Pb)等が検出されたことから，フィルタ目詰ま

りは，焼却物中の亜鉛(Zn)，鉛(Pb)が焼却炉内

で塩分(HCl 等)と化合して ZnCl2，PbCl2 の低融

点物質となり，１次セラミックフィルタ（温度

700℃），２次セラミックフィルタ（温度 500℃）

をガス状で通過し，温度の低い排ガスフィルタ

（温度 200℃）で固体に戻り微粒子となりフィ

ルタを詰まらせたものと判明した。 

○コンプライアンス意識の不足 

納期内に定期検査合格を受領したいという思

いが優先し，また，保安規定に関わらない事項，

かつ，目標値を超過しても焼却炉の運転に直ち

に影響するものではないため定期検査完了後に

排ガスフィルタを交換すればよいという意識が

働き，コンプライアンスに関する意識が欠けて

いた。また，定期検査日変更を言い出しにくい

雰囲気だった。 

原 

子 

力 

｜ 

４ 

燃料プール冷

却浄化系ろ過

脱 塩 器 (A)(B)

出口流量計の

指示不良 

 

【評価区分：Ｄ】 

 

H4～H18 

 

志賀原子力

発電所１号

機 

 

・平成 4 年 6 月 24 日の使用前検査「燃料プール冷却

浄化系の系統運転性能検査」において，測定項目で

ある「ろ過脱塩器（Ａ）（Ｂ）」出口流量計が実際の

流量に対して 1.0％高めに指示されており，その誤

った値を記録し合格していた。 
高めに指示されていた原因は，同流量計の計器仕

様表に記載されている発生差圧値が誤っており，そ

の値で流量計を校正したことによる。 

○メーカーがろ過脱塩器出口流量計の計器仕様表

を作成する際，発生差圧値を 5,100 mmH2O と

すべきところ，5,000 mmH2O と誤った値を記

載したことによる。 
○当社は，計器仕様表の妥当性を確認する社内ル

ールがなく，また，計器仕様表をチェックする

ための根拠となる差圧発生計算書の提出を要求

していなかったため，誤記に気づかず，この誤

添
付
資
料
－
３

 



原子力発電設備に係る不適切な事案の概要（４事案）                 （原子力：4／4） 

 

番

号 
件 名 

時 期 

（年度） 

設備等 

の名称 
事 実 関 係 原   因 

[電気事業法第

49条] 

・当該記載を修正の上で計器校正を実施し，平成19年

２月８日定期事業者検査により健全性を確認した。

った計器仕様表に基づき流量計の校正をしてい

た。 

 

添
付
資
料
－
３

 



その他の法令（河川法）に係る不適切な事案の概要                     （1／2） 

 

番

号 
件 名 

時 期 

（年度） 

設備等 

の名称 
事 実 関 係 原   因 

水

力 

｜ 

５ 

「取水量等の

報告」における

取水量の不適

切なデータ処

理 

【評価区分：Ｃ】 

 

[河川法第23条]

S51～ 

H18 

取水量等計

算記録シス

テム 

(全9システ

ム) 

・水力発電所の取水量および使用水量（以下，取水量）

を計算･記録するシステムにおいて，許可最大取水量

を上限に取水量を頭打ちする不適切なプログラムを

組み込み，このシステムで記録された水量を用いて

「取水量等の報告」を行っていた（対象:111発電所）。

・「取水量等の報告」は，発電所毎に1日単位の取水量を

報告しているが，報告開始(S41)以降，全報告データ

の内約17%が許可最大取水量を記録しており，このう

ちの一部は許可最大取水量を超過していた可能性が

ある。 

○水位変動等による取水量のフラツキ防止 
・取水量を正確に制御することは技術的に困

難な場合が多く，許可最大取水量を超過す

る計算結果になることがあることから，許

可最大取水量を上限に取水量を頭打ちす

る処理をするようになった。 
 

○過去からの慣例に対する慣れからくる問題意

識の欠如 
・長年にわたって実施してきたことへの慣れ

から，問題意識を持っていなかった。 
 

 

 

 「取水量等の

報告」のデータ

改ざん 

【評価区分：Ｃ】 

 

[河川法第23条]

H13～ 

H18 

和田川第一

第二発電所

(有峰引水) 

・和田川第一および第二発電所の有峰ダムへの引水（以

下，有峰引水）について，許可最大取水量を超える取

水実績があったことを他の社内の記録で確認した（取

水量等計算記録システムのプログラム頭打ち処理）。 

・有峰引水を記録する同システムには，有峰引水量を，

ある一定の条件を満たさない場合，取水していても取

水量を記録しないプログラムを組み込んでいた。記録

されない引水を確認したが，下流水利権者への影響は

認められなかった。 

 

○急激出水による一時的取水量超過 
・山間部での急激な出水を正確にゲート制御

することが困難なため，許可最大取水量を

超える場合があり，安易に許可最大取水量

を上限に頭打ちするプログラムを導入し，

現在まで継続していた。 

○社内チェック体制の不備 

・有峰引水の制御を担当する神岡電力所，記

録報告を行う常願寺電力部，監視する中央

給電指令所相互のチェック体制が機能せ

ず，取水量超過や取水量記録漏れの状態が

継続してきた。 

添
付
資
料
－
４

 



その他の法令（河川法）に係る不適切な事案の概要                     （2／2） 

 

番

号 
件 名 

時 期 

（年度） 

設備等 

の名称 
事 実 関 係 原   因 

水

力 

｜ 

６ 

流水の占用の

許可申請手続

き漏れ 

【評価区分：Ｃ】 

[河川法第23条]

T11～ 

H18 

12発電所 ・12発電所において，河川や他発電所の放水路からの水

利使用許可を得ないで，ポンプまたは別取水口より直

接取水し，発電所機器用水（機器冷却水等）や発電所

およびダムの雑用水（消火栓，消雪水等）に使用して

いた。(平成19年3月10日取水停止)。 

 

○河川法に関する理解不足 

・機器用水を担当する電気保守員の河川法に

関する理解不足により，安易に発電用水と

は異なる取水口から取水を行った。 

水

力 

｜ 

７ 

土地の占用許

可申請手続き

漏れ 

【評価区分：Ｃ】

[河川法第24条]

工 作 物 の 新 築

等 の 許 可 申 請

手続き漏れ 

[河川法第26条

第1項]  

S39～ 

現在 

5発電所･12

施設 

(1級河川直

轄管理区間) 

・1級河川直轄管理区間内の5発電所･12施設において，

土地の占用許可申請漏れの施設（水路電力線，水路通

信線等）を確認した。 

・上記施設の内,4発電所･11施設については河川法に基

づく工事許可申請も漏れていた。 

○河川法に関する知識不足 
・河川法に関する知識不足により，許可申請

及び更新申請時の現地確認，河川区域の事

前確認及び河川管理者との事前協議が不

十分となり，許可申請が漏れた。 
○社内指針の不備 
・河川法に係る許可申請業務に関する社内指

針には，土地の占用の許可申請業務に関す

る詳細が明記していなかった。 

水

力 

｜ 

８ 

水利使用規則

に基づく「取水

量等の報告」の

報告漏れ 

【評価区分：Ｄ】 

[河川法第23条]

H16，H17 大久保発電

所 

・発電所毎の河川法水利使用規則に基づき，大久保発電

所の取水量報告が義務付けされた平成16年以降の2年

間（平成16年,平成17年），「取水量等の報告」を提出

していなかった。(平成18年は提出済) 

 

○社内チェック体制の不備 
・「取水量等の報告」の報告業務は，一部の担

当者に任せており，本店でのチェック機能

が働かなかった。 

 

添
付
資
料
－
４

 



その他の法令（河川法以外）に係る不適切な事案の概要                    （1／5） 

 

番

号 
件 名 

時 期 

（年度） 

設備等 

の名称 
事 実 関 係 原   因 

水

力 

｜ 

９ 

危険物許可申

請漏れおよび

火災予防条例

に基づく届出

漏れ 

 

【評価区分：Ｃ】 

 

 

[消防法第 11

条，第 9条の 4,

第7条，第9条，

火災予防条例]

～H19.4

目途 

 

114 発電所 

 16 ダム 

 

・消防法第 11 条で定める，6000 ﾘｯﾄﾙ以上のタービン油を貯蔵

する水力発電所の危険物貯蔵所等設置許可申請が漏れてい

た。 

・消防法に基づき市町村の火災予防条例で定める，少量危険物

貯蔵及び取扱届出，防火対象物使用開始届出，火を使用する

設備等設置届出が漏れていた。 

  

箇所数 
届出項目 

対 象 届出漏れ
消防法 
第 11 条

危険物貯蔵所等設置許可
申請 

41 発電所 36 発電所

55 発電所 42 発電所
消防法 

第 9 条の４

【火災予防条例】 
少量危険物貯蔵及び取扱
届出 

13 ダム 10 ダム 

消防法 
第７条 

【火災予防条例】 
防火対象物使用開始届出

55 発電所 22 発電所

108 発電所 107 発電所
 変電設備

9 ダム 8 ダム
7 発電所 3 発電所消防法 

第 9 条 
発電設備

16 ダム 14 ダム
109 発電所 97 発電所

 

【火災予防条例】
火を使用する
設備等設置届
出 

蓄電池設備
9 ダム 9 ダム

115 発電所 114 発電所合  計 

（重複する発電所があるため 

合計が合わない） 
16 ダム 16 ダム

○消防法に関する知識不足 
・「電気事業法を守れば良い」との意識か

ら，消防法に関する知識が不足してい

た。 
・過去から届出していないところが多く，

届出の必要性について問題意識を持た

なかった。 
○社内指針の不備 

・施工指針には消防法に係る全般的な記

載があるが，その届出の種類，具体的

な手続き，チェックする仕組みなど，

詳細について記載がなかった。 

添
付
資
料
－
５

 



その他の法令（河川法以外）に係る不適切な事案の概要                    （2／5） 

 

番

号 
件 名 

時 期 

（年度） 

設備等 

の名称 
事 実 関 係 原   因 

火災予防条例

の基準不適合 

 

【評価区分：Ｃ】 

 

[消防法第9条，

第9条の4に定

める条例] 

～H19.6 

目途 

 

 

舳倉島発電

所 

（内燃力） 

・舳倉島発電所の発変電設備建屋について，不燃材料を使用す

るよう規定されているが，窓（5箇所），扉（3箇所），および

ケーブル等の壁貫通部（2 箇所）が防火仕様でない。また，

発電および変電設備を表示した標識（2 箇所）が設置されて

いない。 

・発電所の少量危険物の貯蔵・取扱いに必要な温度計，ためま

す，および少量危険物取扱い所を表示した標識（3 箇所）が

設置されていない。 

・火災予防条例の基準に適合させるため組合と調整中であり，

改造工事については平成19年６月初旬完了予定。 

内燃力発電所について，火災予防条例に

定められている基準や届出事項の認識が

不十分であった。 
○漁協から当社への発電所設備譲渡時，火

災予防条例に係る項目についての確認

が不足していた。 

火

力

｜ 

３ 

火災予防条例

に基づく届出

漏れ 

 

【評価区分：Ｃ】 

 

[消防法第9条, 

第9条の4に定

める条例] 

～H18 富山新港火

力発電所 

福井火力発

電所 

敦賀火力発

電所 

七尾大田火

力発電所 

舳倉島発電

所(内燃力) 

・富山新港火力，福井火力，敦賀火力，七尾大田火力，舳倉島

（内燃力）の５発電所において，消防法第９条および第９条

の４に基づく「火災予防条例」による届出が提出されていな

かった。 

・「変電設備・発電設備・蓄電池設備の設置届出」および「少量

危険物貯蔵及び取扱い届出」は，平成 19 年 3 月に提出済み。

 

 

 

届出項目 届出漏れ発電所 

少量危険物貯蔵及び取扱

いの届出 
敦賀火力, 七尾大田火力 

舳倉島(内燃力) 

変電設備 敦賀火力, 舳倉島(内燃力) 

発電設備 舳倉島(内燃力) 

火を使用

する設備

等の設置

の届出 蓄電池設備 富山新港火力,福井火力 

敦賀火力,七尾大田火力 

火災予防条例において届出しなければ

ならない要件の確認および認識が不十分

であった。 
○発電所で使用する潤滑油や燃料油など

について，別途取扱所として届け出てい

る範囲に含まれていると考え，少量危険

物の貯蔵及び取扱いの届出が漏れた。  
○火災予防条例の「変電設備，発電設備，

蓄電池設備の設置届出」について，届出

が必要な設備や数量についての確認が不

足していた。 

添
付
資
料
－
５

 



その他の法令（河川法以外）に係る不適切な事案の概要                    （3／5） 

 

番

号 
件 名 

時 期 

（年度） 

設備等 

の名称 
事 実 関 係 原   因 

火

力 

｜ 

４ 

重油タンクヤ

ード内重油漏

れ事象の通報

漏れ 
 
 
【評価区分：Ｃ】 
 

 

[消防法第 16

条，石油ｺﾝﾋﾞﾅｰ

ﾄ等災害防止法

第 23 条および

消防法第10条]

H4～H15 富山新港火

力発電所 

・平成 5 年，富山新港火力発電所 №5 重油タンクヤード内の

重油漏れ事象について消防署に通報していなかった事案があ

った。 

・本事案については平成 15 年 3 月に地元，消防関係者，国へ報

告するとともに再発防止対策の徹底を図る等，対応済みであ

る。 

【平成 5年の発生状況】 

№5 重油タンク定期点検時に入口電動弁の点検を実施した

後，入口電動弁が微開となっていた。 

その後，隣接重油タンクへの重油受入れを実施したとこ

ろ，№5 重油タンク受入れ配管へも充圧され，重油が№5 タ

ンク内に流入し，開放中のタンクマンホールから防油堤内に

流出した。 

  漏油は，防油堤内の一部に限られ，速やかに回収・処理で

きたので周辺への影響がないものと防災管理者（所長）が判断

し，消防署に通報しなかった。 
【平成 15 年の対応】 

・２月 10 日：「過去の漏油」について通報あり 

・２月 10 日：消防当局，国へ第一報を報告 

 

 

・３月 ６日：消防当局へ報告書を提出 

・３月 ７日：消防当局より指示書受領 

・３月 10 日：火力部長より「異常現象の通報義務」等の

周知徹底について，各火力発電所長へ通知

・３月 17 日：地元に対し経緯を含めた詳細説明会を実施 

・４月 25 日：予防規程，防災規程の見直しを行い消防当

局へ提出 

【通報漏れが発生した原因】 
○通報が必要として定められている具体

的な範囲やその程度について防災管理

者の認識が薄かった。 

○防災規程や予防規程にも記載されてい

なかった。 
【重油漏洩の原因】 
○弁点検後の開閉状態確認の欠落 
・点検実施後に微開となっていた入口電

動弁が全閉と思い込み，元弁を開とし

ていたため隣接重油タンクに受入れよ

うとした重油が当該重油タンク内へ流

入した。 

 

以降，消防当局，国に説明を行い，指導を受ける 

添
付
資
料
－
５

 



その他の法令（河川法以外）に係る不適切な事案の概要                    （4／5） 

 

番

号 
件 名 

時 期 

（年度） 

設備等 

の名称 
事 実 関 係 原   因 

火

力

｜ 

５ 

特定化学設備

の定期自主検

査未実施およ

び周期遅れ 

 

 

 

【評価区分：Ｃ】 

 

 

 

[労働安全衛生

法第45条に定

める規則] 

～H18 

 

 

富山火力発

電所 

富山新港火

力発電所 

七尾大田火

力発電所 

敦賀火力発

電所 

・火力発電所の特定化学設備（アンモニア・硫酸・塩酸水槽お

よび附帯設備）の定期自主検査が，３７基中１４基について，

周期（１回／２年以内）通り実施されていなかった。 

[周期遅れ]  

[未実施] 

発電所 塔槽類施設 

富山新港火力 1・2 号薬注装置ｱﾝﾓﾆｱ水槽 ２基

 灰処分場塩酸水槽 １基

敦賀火力 1・2 号排水処理装置塩酸水槽 ２基

 1・2 号薬注装置ｱﾝﾓﾆｱ水槽 ２基

 灰処分場塩酸水槽 １基

七尾大田火力 灰処分場塩酸水槽 １基

合  計 ９基

日常点検で貯槽，防液堤，受払い配管の損傷，変形，腐食

の有無の点検は実施していた。 
・ 平成19年３月14日迄に14基全数の定期自主検査を完了し

た。 

 

 

発電所 塔槽類施設 

純水処理装置塩酸水槽 １基富山火力 

排水処理装置希硫酸水槽 １基

富山新港火力 純水装置 A・B系列塩酸水槽 ２基

七尾大田火力 2 号薬注装置ｱﾝﾓﾆｱ水槽 １基

合  計 ５基

○周期の管理不十分（５基） 

・特定化学設備の定期点検周期が厳密に

管理されていなかった。 

○特定化学物質に対する認識不足（９基） 

・特定化学設備で届出たものは，定期自

主検査が必要な事の認識が不足して

いた。 

 

添
付
資
料
－
５

 



その他の法令（河川法以外）に係る不適切な事案の概要                    （5／5） 

 

番

号 
件 名 

時 期 

（年度） 

設備等 

の名称 
事 実 関 係 原   因 

火

力

｜ 

６ 

 

粉じん障害防

止規則に係る

局所排気装置

の排気能力不

足  

 

【評価区分：Ｃ】 

[労働安全衛生

法第 22 条に定

める規則] 

～H18 

 

 

富山新港火

力発電所 

・富山新港火力発電所の重原油灰袋詰作業等における局所排気

装置の排気能力（制御風速 0.7m/s）が要件を満たしていなか

った。 

＊要件：粉じん障害防止規則第１１条第１項第５号の規定

に基づき労働大臣が定める要件を定める告示「制御

風速 1.2m/s 以上」 

・平成 19 年 3 月９日に局所排気装置改造工事が完了。 

「粉じん障害防止規則」に定める特定粉

じん作業およびその対策設備に対する知

識が不足していた。 

○重原油灰袋詰作業は，特定粉じん作業の

適用除外と認識していたため，粉じん障

害防止規則で定める排気能力は必要な

いと考えていた。 
 

火

力

｜ 

７ 

特定高圧ガス

消費者に係る

承継の届出漏

れ 

【評価区分：Ｄ】 

[高圧ガス保安

法第24条の2第

2項に定める規

則] 

H16 ～

H18 

 

福井火力発

電所 

 

・H16 年福井共同火力合併時に，三国共同火力のアンモニア消

費設備を北陸電力に承継する際に「特定高圧ガス消費者に係

る承継の届出」を県へ提出していなかった。 

・平成 18 年 12 月 28 日に県へ届出し，平成 19 年 1 月 4 日に受

理済。 

 

 

「特定高圧ガス消費者に係る承継の届

出」が必要であることの認識が不足してい

た。 

火

力

｜ 

８ 

氏名の変更等

の届出漏れ 

 

【評価区分：Ｄ】 

[大気汚染防止

法第 11 条] 

H17～ 

H18 

 

 

敦賀火力発

電所 

 

 

 

・敦賀火力発電所において，平成１４年７月２２日，Ｎｏ．１

～４クリンカ置き場において「一般粉じん発生施設の設置届

出書」を届出しているが，平成１７年６月２９日当社社長交

代時，「氏名等変更届出」が提出されていなかった。 

・平成 19 年 2 月 5日に県に届出し，受理済。 

 

「大気汚染防止法」に定められた届出必

要事項の認識が不足していた。 
○大気汚染防止法で設置者氏名変更の度

に，氏名変更の届出が必要であるという

知識が不足していた。 

 

添
付
資
料
－
５

 



水力発電設備の点検結果の再発防止策アクションプラン 
 

法令 件 名 再発防止策 実施時期 実施者 実施内容 

H19.6 末 

(教育は随時実施) 

総務部 ・行動規範（コンプライアンス違反事例集）に電気事業法に関する具体的事例として掲示する。 

H19.4 末 電力流通部 ・今回の不適切な事例をもとにコンプライアンス研修の実施 

H19 年度より

随時実施 

支店支社電力部 

及び総制 

・コンプライアンスリーダーによる職場懇談会でのコンプライアンス研修の実施 

①コンプライアンス意識の徹底 

H19 年度より

随時実施 

電力流通部 ・役職者安全管理研修で，コンプライアンス事例を活用した研修を実施する。 

H13 より継続 電力流通部 
・品質管理チームによる内部品質監査の実施（各支店年１回） 

②内部牽制の強化 

H13 より継続 電気主任技術者 
・電気主任技術者による保安調査の実施（各電力部年２回） 

H12.7.1 
（実施済み） 

電力流通部 社内規則「水力発電所・変電所・送電線路 使用前自主検査実施要則」の制定 

・使用前自主検査時の不適合管理手順を明記 

水力発電所改造工事におけ

る使用前検査のデータ改ざ

ん（四津屋発電所） 

 

［評価区分 Ｂ］ 

③社内指針の整備と教育の実施 

H13 より継続 支店品質管理責任者 

検査責任者 

・品質システム教育の継続的実施（年１回） 

①発電出力の上限処理の撤廃 

 

H15.4 

（実施済み） 

電力流通部 ・総合制御所リプレース時に対策済 

福井総合制御所  H12.3，石川総合制御所  H13.3 

富山西総合制御所 H14.3，富山東総合制御所 H15.3 

H19.6 末 

(教育は随時実施) 

総務部 ・行動規範（コンプライアンス違反事例集）に電気事業法に関する具体的事例として掲示する。 

H19.4 末 電力流通部 ・今回の不適切な事例をもとにコンプライアンス研修の実施 

水力発電所発電出力の 

不適切なデータ処理 

 

４総合制御所 

(富山東,富山西,石川,福井) 

 

［評価区分 Ｃ］ 

②コンプライアンス意識の徹底 

H19 年度より

随時実施 

支店支社電力部 

及び総制 

・コンプライアンスリーダーによる職場懇談会でのコンプライアンス研修の実施 

H19.2.26 済 土木部 ・「土木技術専門教育」に電気事業法の手続き内容を付加 ①電気事業法の手続きに関する 

教育の充実 H19.2.26 済 土木部 ・関係者への緊急教育の実施 

②補修工事の届出要否判断基準 

の作成 

H19.2.28 

(実施済み) 

土木部 社内規則「改修工事に係る電気事業法申請標準」の改定 

・工事計画届出要否判定フローを追加 

③工事実施箇所での届出手続きの

再審査 

④工事計画時における届出手続きの

事前審査 

H19.2.28 

(実施済み) 

土木部 

ダム水路主任技術者 

 

社内規則「水路工作物運転保守要則」，「土木保守業務担当区分規準」の改定 

・電力部ダム水路主任技術者が工事実施時に届出手続きを再審査 

・本店土木部土木運営チームが工事計画時に届出手続きを事前に審査 

・本店土木部土木計画チームが届出業務フローの有効性を定期的（年 1回）に検証 

電気事業法に係る無届工事 

（水力設備） 

６発電所，９施設 

 

［評価区分 Ｂ］ 

⑤産業保安監督部との事前協議を

実施 

H19.3.27 

(実施済み) 

土木部 

支店支社電力部 

・産業保安監督部と年度末に次年度工事について事前協議を実施 

①本店でのチェック機能の明確化 

②電気事業法届出業務に関する 

マニュアル整備 

H19.2.1 

（実施済み） 

電力流通部 「電気工作物に関する申請業務の運営要則」「電気工作物に関する申請業務指針」の改定 

・届出業務フロー及びチェック機能を明確化 

・本店電力流通部品質管理チームによる業務フローの有効性検証を追加 
③届出業務フローの有効性検証 

 

H19.4 末 電力流通部 ・本店電力流通部品質管理チームが届出業務フローの有効性を定期的（年 1回）に検証 

電 

気 

事 

業 

法 

電気事業法に係る無届工事 

（電気設備） 

１発電所，２施設 

 

［評価区分 Ｃ］ 

④電気事業法届出業務に関する 

教育の定期的実施 

H1.4.1 

（実施済み） 

電力流通部 「発変電部門教育指針」に電気事業法に係る届出業務に関する教育を追加。 

・主機全面改修研修で届出に関する教育を継続的に実施 
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水力発電設備の点検結果の再発防止策アクションプラン 
 

 

法令 件 名 再発防止策 実 施 時 期 実 施 者 実施内容 

①申請要否判定フローの作成及び
申請書記載項目の標準化 

H16.3.30 
（実施済み） 

土木部 
「改修工事に係る河川法申請業務標準」の制定 

・許可申請，届出要否判定ﾌﾛｰの作成,及び申請書記載工作物及び記載項目の標準化 

②事前協議のルールを明確化 H16.4.1 
（実施済み） 

土木部 
各支店技術部 

「土木保守業務担当区分基準」の改定 

・河川管理者と次年度工事について事前協議することを明記。 

③工事計画時及び工事実施時の申
請手続きの審査 H16.4.22 

（実施済み） 
土木部 
電力部課長(ﾀﾞﾑ水路担当)

「水路工作物運転保守要則」の改定 

・土木運営チームが予算計画時に申請手続きを事前に審査 

・工事実施決裁の段階で課長（ダム水路担当）が申請手続きを再審査 

工作物の新築等の許可申請

漏れ 
（１５発電所３９施設） 

 
［評価区分 Ｂ］ 

④河川法手続きに関する教育の実
施 H16.1.19～ 

土木部 
支店支社電力部 
 

・各事業所において工事実施に携わる社員に対して教育を実施 

①取水量等計算記録システムの頭
打ち処理の削除 

H19.3.30 
（実施済み） 

支店支社電力部 ・全９システム内の許可最大取水量を上限に取水量を頭打ちするプログラムを削除 ｢取水量等の報告｣のデー

タ改ざん（取水量の不適切

なデータ処理） 

(全９システム) 

［評価区分 Ｃ］ 

②コンプライアンス意識の徹底行
動規範の追記，社内教育の実施 

H19.1 

(教育は随時実施) 

総務部 ・行動規範に河川法に関する具体的事例として追記 

・社内教育によりコンプライアンスの重要性の徹底 

①取水量等計算記録ｼｽﾃﾑの不適切
なﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑの削除頭打ち処理， 
引水記録抹消ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑの削除 

H19.3.30 

（実施済み） 

支店電力部 ・常願寺川水系ダム管理システム内の有峰引水の取水量を頭打ち処理及び引水記録を抹消するプログラム

を削除 

②有峰引水量の制限 H19.2.23 

（実施済み） 

支店電力部 ・有峰引水量が洪水時でも最大許可取水量を超えないよう，各取入における取水量制御方法の再見直し 

③社内チェック体制の整備 H19.3.29 

（実施済み） 

電力流通部 

土木部 

・有峰引水に関する各事業所の役割分担と責任を明確化した社内規則「有峰引水運用指針」の制定 

・定期的な教育の実施 

和田川第一第二発電所(有

峰引水) 

｢取水量等の報告｣のデー

タ改ざん 

 

［評価区分 Ｃ］ 

④コンプライアンス意識の徹底 H19.1 

(教育は随時実施) 

総務部 ・行動規範に河川法に関する具体的事例として追記 

・社内教育により，コンプライアンスの重要性の徹底 

①河川水の直接取水停止 H19.3.10 

（実施済み） 

電力流通部 ・流水の専用の許可を得ないで，河川や他の発電所の放水路から機器用水や雑用水を直接取水している取

水施設について直ちに取水を停止。 

②最大使用水量管理の徹底 H19.3.4 

（実施済み） 

電力流通部 ・許可を得ないで，導水路または水圧鉄管から機器用水や雑用水を取水している箇所について，発電出力

を機械的に制限した。 

H19.4 末 電力流通部 ・今回の事案について臨時で説明会を実施する。 

流水の占用の許可申請漏

れ（１２発電所） 

 

［評価区分 Ｃ］ 

③河川法に係る社内教育の実施 

H19 年度より 電力流通部 ・主機全面改修設計研修の内容を見直し，継続的に実施する。 

H19.4 末 電力流通部 ・河川法に係る許可申請業務について，届出事項及び業務フローを明記する。 

・社内規則改正説明会を開催し，関係箇所へ周知する。 

土地の占用の許可申請漏
れ 

５発電所１２施設 

（1級河川直轄管理区間） 

［評価区分 Ｃ］ 

①社内規則「水力発電所施工指針」
の改定と教育の徹底 

H19 年度より 電力流通部 ・水力発電設備設計研修の内容を見直し，継続的に実施する。 

H19.3.29 

（実施済み） 

土木部 
各支店技術部 
支店支社電力部 

「土木部門セルフチェック実施指針」を制定し,チェック体制を明記 

・「取水量等の報告」の作成箇所，提出箇所がチェックリストを作成する。 

H19 年度より 土木部 ・チェック体制が確実に機能していることを年１回確認する。 

河  
川  
法 

大久保発電所 

「取水量等の報告」の 

報告漏れ 

［評価区分 Ｄ］ 

①社内チェック体制の構築  

国交省の指導の

もと速やかに 

土木部 ・H16,17 年の取水量報告は国交省の指導のもと速やかに提出する。 

①所轄消防署と協議し，速やかに
届出手続きを実施 

届出 H19.3 末 

申請 H19.4 末 
支店支社電力部 ・現在，所轄消防署との協議，届出手続き実施中 

H19.4 末 電力流通部 ・消防法に係る届出事項及び業務フローを「水力発電所施工指針」に明記する。 

・社内規則改正説明会を開催し，関係箇所へ周知する。 

消 

防 

法 

消防法に係る届出漏れ 

（１１４発電所， １６ダム） 

 

［評価区分 Ｃ］ 

②社内規則「水力発電所施工指針」
の改定と社内教育の徹底 

H19 年度より 電力流通部 ・水力発電設備設計研修の内容を見直し，継続的に実施する。 
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火力発電設備（内燃力を含む）の点検結果の再発防止策アクションプラン 
 

法令 件 名 再発防止対策 実施時期 実施者 実施内容 

対策① 配管肉厚測定記録の整備 
・配管肉厚測定記録用紙に「必要厚さ」を明記する。 

・現在運用している定期事業者検査における品質システム（法に要求される

検査を行うための手順を確立，文書化したもの）において実施済み。 

H13.2 

（実施済み）

発電所長 ①品質システムの「定期事業者検査実施要領」で定める検査記録様

式において，「必要厚さ」を具体的に数値で明記した。 

対策② ＢＴ主任技術者への報告事項の明確化 
・ＢＴ主任技術者への報告事項を明確に規定する。 

・現在運用している定期事業者検査における品質システムにおいて実施済み。

 

H13.2 

（実施済み）

発電所長 ②品質システムの「定期事業者検査実施要領」で定める検査記録様

式において，ＢＴ主任技術者への報告事項を明確にし，ＢＴ主任

技術者の承認欄を設けた。 

富山火力発電所４号機にお

ける発電用火力発電設備に

関する技術基準への不適合

（ボイラー管肉厚測定デー

タの不適切な処理） 
 

［評価区分 Ｂ］ 

対策③ 肉厚データチェックのルール化 
・肉厚データ（元データ）を担当課長の確認後，ＢＴ主任技術者が承認する

ルールとし，定期事業者検査における品質システムに反映する。 

 

H19.4 発電所長 ③品質システムの「定期事業者検査実施要領」で定める管肉厚測定

記録に元データを添付し，担当課長の審査欄，ＢＴ主任技術者の

承認欄を設けて，チェックのルール化を行う。 

対策① コンプライアンス教育の徹底 
・品質システムで実施しているコンプライアンス教育の資料に事例として追 

加し，社員のコンプライアンス意識を高揚させる。 
 

H19.4 発電所長 ①品質システムの「教育訓練実施要領」の教育訓練体系表で定める

コンプライアンス教育の資料に本事例を追加する。 

対策② 品質システムに関する教育の実施 
・管理値を変更する手続きについての教育は，現状の品質システムにおいて，

定期的に実施している。 

H12.11 から 

定期的に実施中

発電所長 ②品質システムの「不適合管理及び是正要領」で管理値を変更する

手続きを定め，「教育訓練実施要領」の教育訓練体系表に基づき定

期的にその内容について各課長が課員に教育を実施している。 

電 

気 

事 

業 

法 

敦賀火力発電所２号機にお

ける発電設備負荷試験検査

資料改ざん 
 

［評価区分 Ｄ］ 

対策③ 自主検査データチェックのルール化 
・現状の品質システム（法に要求される検査を行うための手順を確立，文書化

したもの）では元データ（計算機データ等）を転記した負荷試験データが品

質記録となっているが，担当課長による元データと負荷試験データ照合後，

ＢＴ主任技術者が承認するルールとし，品質システムに反映する。 

H19.4 発電所長 ③品質システムの「定期事業者検査実施要領」で定める負荷試験記

録様式に元データ（計算機データ等）との照合確認欄を追加する

こととし，担当課長が照合後，ＢＴ主任技術者が承認するようチ

ェックのルール化を行う。 

対策① マニュアルの作成 
・今回の一連の問題点と対応内容を反映したマニュアルを作成し，担当者交代

時に引継ぎを行っていく。 

H19.6 支社電力部 
担当課長 

①届出不備，技術基準不適合の対応マニュアルを作成して，引継ぎ

を行う。 

対策② 届出リストの見直し 
・各発電所で既届出事項のリストを見直し，改造工事などの実施前に届出漏れ

がないか確認する。 

H19.6 支社電力部 
担当課長 

②消防条例に従い届出を行った事項のリストを作成して，工事実施

前に最新の火災予防条例を再確認し適合性を判断できるようにす

る。 

舳倉島発電所における組合

で定める「火災予防条例」の

基準への不適合 
 

［評価区分 Ｃ］ 

対策③ 社内教育の実施 
・危険物取扱いの有資格者が講習会を開催し，消防関係法令の教育を行う。 

H19 年度から

年 1回 

支社電力部 

担当課長 

③消防法等の法令研修を受けさせるなどして内燃力担当者に危険物

等関係法令の資格取得を推進する。また，火力部と年１回意見交

換を行って内燃力発電所の技術的な情報収集や設備保全・運転管

理の方法の知識・技能の向上を図る。 

対策① 届出リストの見直し 

・各発電所で既届出事項のリストを見直し，改造工事などの実施前に届出漏れ

がないか確認する。 

H19.3 

（実施済み）

以降年１回 

各発電所担当課長 ①法令チェックリストを作成し，工事実施前に不適合がないか確認

するとともに，年１回条例と照らし合わせてリストを更新する。 

消 

防 

法 

火力発電所における各市町

村および組合で定める「火災

予防条例」に基づく届出漏れ 
 

［評価区分 Ｃ］ 
対策② 社内教育の実施 

・危険物取扱いの有資格者が講習会を開催し，消防関係法令の教育を行う。

 

H19 年度から

年 1回 

各発電所担当課長 ②危険物取扱者が当該設備について適用される消防関係法令の講習

会を開催し，所員の法令対応能力向上の教育をする。 
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火力発電設備（内燃力を含む）の点検結果の再発防止策アクションプラン 
 

法令 件 名 再発防止対策 実施時期 実施者 実施内容 

対策①-1 教育および保安確保の徹底 

・発電所の役職者，担当者および工事関係者に対し，危険物関係法令等の遵

守，保安防災・危険予知意識等の教育を実施し，危険物施設の保安確保の

徹底を図った。 

H15.3 

（実施済み）

発電所長 
発電所役職者 

①-1 危険物関係法令等の遵守，保安防災・危険予知意識等の教育をし

て，危険物施設の保安確保の徹底を図っている。 

 

対策①-2 予防規定・防災規程等の見直し 

・「油漏洩の通報義務対象内容」を明記し，漏洩時の初動処置として消防当

局への通報を確実に行うことの徹底を図った。 

H15.4 

（実施済み）

発電所担当課長 ①-2 予防規程・防災規程等を見直し「油漏洩の通報義務対象内容」を

明記して，油漏洩時の初動処置として消防当局への通報を確実に行

うことの徹底を図っている。 

対策①-3 訓練の実施 

・漏洩発生時の連絡，通報ルート図を作成し，定期的な漏洩訓練時に通報訓

練を実施している。 

毎年計画的

に実施中 

発電所担当課長 ①-3 漏洩発生時の連絡，通報ルート図を作成して，漏洩訓練時に通報

訓練を実施している。 

消 

防 

法 

富山新港火力発電所におけ

る重油タンクヤード内重油

漏れ事象の通報漏れ 
 

［評価区分 Ｃ］ 

対策② 操作手順書の見直し 

・タンク定期点検中の弁操作について，工事，運転担当相互の確認・立会を

実施するよう操作手順書を見直し，以降，この手順書により継続的に管理

している。 

H5.6 

（実施済み）

発電所担当課長 ②操作手順書を見直して，タンク定期点検中の弁操作について工事担

当，運転担当相互の確認・立会を実施することの徹底を図っている。

対策① 点検周期一覧表による管理 

・「定期点検周期一覧表」を見直し，長期修繕計画等に反映のうえ確実な管

理を行う。 

H19.2 

（実施済み）

各発電所技術課

長 
①定期点検周期一覧表を作成して，２年に１回の点検周期表を反映し，

長期修繕計画を見直す。 

対策② 社内教育の実施 

・特定化学物質作業主任者が工事担当者の再教育を行う。 

H19 年度から

年 1回 

各発電所技術課

長 
②特定化学物質作業主任者が工事担当者へ特化則 31，32 条の解説を

し，検査周期，方法，記録方法を周知する。 

火力発電所における特定化

学設備の定期自主検査未実

施および周期遅れ 
 

［評価区分 Ｃ］ 

対策③ 有資格者の活用による管理レベルの向上 

・特定化学物質作業主任者から優先的に工事担当者を選任する。 

H19 年度から

順次 

各発電所技術課

長 
③技能講習にて養成して，「特定化学物質作業主任者」より優先的に工

事担当者を選任する。 

対策① 社内教育の実施 

・有資格者が所員の再教育を行う。 

H19 年度から

年 1回 

各発電所担当課

長 

①第 1 種衛生管理者が粉じん障害防止規則や局所排気装置等の要件を

所員に教育をする。 

労
働
安
全
衛
生
法 

富山新港火力発電所におけ

る「粉じん障害防止規則」に

係る局所排気装置の排気能

力不足 
 

［評価区分 Ｃ］ 

対策② 設備管理の充実 

・定期自主検査を年１回実施することとし，設備能力の確認を実施する。 

H19 年度から

(前回定期検査

から 1年以内)

各発電所技術課

長 

②法の点検要件を課員に周知して，発電所作成の定期自主検査方法に

従い点検する。 

高
圧
ガ
ス
保
安
法 

福井火力発電所における「特

定高圧ガス消費者に係る承

継の届出」漏れ 
 

［評価区分 Ｄ］ 
 

対策① 許可届出一覧表の見直し 

・許可届出一覧表の高圧ガス保安法の欄に，特定高圧ガス消費者に係る承継

の届出について記載し，届出漏れが発生しないようにする。 

H19.4 発電所業務課 ①「承継に係る届出」を含む許認可届出一覧表を作成する。 

大
気
汚
染
防
止
法 

敦賀火力発電所における大

気汚染防止法に基づく「氏名

の変更等の届出」漏れ 
 

［評価区分 Ｄ］ 
 

対策① チェックリストによる管理 

・「許可届出・定期報告関係チェックリスト」を作成し，四半期毎に担当者

と役職者で相互チェックによる管理を行う。 

H19.4 

ﾁｪｯｸﾘｽﾄ作成

発電所発電環境

課 

①「氏名等変更届出」を含む許可届出・定期報告関係チェックリスト

作成し，四半期毎にチェックリストで確認する。 

 

添
付

資
料

－
７

 



原子力発電設備の点検結果の再発防止策アクションプラン 
 

法令 件 名 再発防止策 実施時期 実施者 実施内容 

① 安全協定遵守のチェック 

今後，復水器冷却水流量について定期的に監視するとともに，県・町に

報告することとし，具体的に検討する。 

平成 19 年４月～ 志賀原 ・今後，監視方法，体制等について検討する。 

② 企業倫理を重視する企業風土の構築 

保安規定に関わらない事項や，安全管理に直接関わらない事項に対して

も，決して軽視することなく，倫理に反する行動の防止をより確実なもの

としていくため，コンプライアンスの徹底・定着を図って行く。特に，管

理職自らがデータ改ざんに関わったことを重く受け止め，高位職のあるべ

き行動を明確にしていく。 

平成 19 年４月～ 志賀原 

原子力部

・本文参照。 

③ 安全・信頼を重視する価値観の醸成，浸透 

いかに安全を優先しようが，建設工程をきちんと遵守しようが，地域・

社会からの信頼を失えば企業としての存立はありえないということを，従

業員一人一人が強く意識し，常に問題意識を持って行動していく必要があ

る。安心して原子力の運転を任せられる企業を目指し，信頼を得ることの

重要性について価値観の醸成，浸透を図っていく。 

平成 19 年４月～ 志賀原 

原子力部

・本文参照。 

志賀１号機 

 

安全協定で

定める復水

器冷却水流

量超過およ

び使用前検

査（負荷検

査）におけ

る「循環水

ポンプ吐出

圧力」値の

改ざん 

 

 

〔評価区分

Ｂ〕 

④ 設備対策 

平成 19 年３月９日に循環水ポンプ出口弁を絞ることにより，復水器冷却

水流量は安全協定値内に収まっているが，今後の流量変動予想を考慮して

も安全協定値以内に収まるよう設備改造を行う。 

平成 19 年４月～ 志賀原 ・今後，改造案を検討の上，実施する。 

（例：抵抗ブロック設置，ポンプ羽根改造等） 

① 排ガスフィルタ差圧上昇対策 

○ 検査後の調査により，排ガスフィルタ差圧上昇をきたす低融点物質は，

塗料等が付着した可燃性雑固体に起因することから，廃棄物の分別につい

て放射性固体廃棄物管理要領に「塗料など焼却炉フィルタに悪影響を与え

る P，Pb，Si，Na，Zn，Cl を多量に含むもの」を焼却しないことを定め周

知した。 

○ 排ガスフィルタの交換目安が 100mmH2O であることから，焼却設備運転

中の排ガスフィルタ差圧の傾向管理を行い，100mmH2O を超過する恐れが

ある場合には排ガスフィルタの交換を行うこととしている。 

 

平成 18 年７月

（実施済み） 

 

 

 

平成 19 年４月～

 

志賀原 

 

 

 

 

志賀原 

 

・平成 18 年７月，社内規則「志賀原子力発電所放射性固体廃棄物

管理要領」を改定しルール化した。 

 

 

 

・平成 19 年４月中に手引を制定し，運用を確立する。 

 

 

電 

気 

事 

業 

法 

志賀 1号機 

 

第１回定期

検査（放射

性廃棄物焼

却炉機能検

査）におけ

る「排ガス

フィルタ差

圧」値の改

ざん 

 

〔評価区分

Ｃ〕 

② コンプライアンス教育の徹底 

今後もコンプライアンスに関わる取組みを継続し，コンプライアンスに

反する行動の防止をより確実なものとするため，あらゆる機会を捉え，社

員への本事案を周知し，不正を発生させないよう再徹底する。 

 

平成 19 年４月～

 

平成 19 年４月～

志賀原 

原子力部

志賀原 

原子力部

総務部 

 

 

 

 

・行動規範に具体的事例として掲載し，教育を実施する。 

 

・保安規定に関わらない事項や，安全管理に直接関わらない事項

に対しても，倫理に反する行動の防止を確実なものとして行く

ため，これまでのコンプライアンス推進体制をもとに，法務チ

ーム，危機管理チームからの指導等を受けコンプライアンスの

徹底・定着を図っていく。 

添
付
資
料
－
８

 



原子力発電設備の点検結果の再発防止策アクションプラン 
法令 件 名 再発防止策 実施時期 実施者 実施内容 

① 計器仕様表の修正 

平成 19 年１月 29 日，当該流量変換器の計器仕様表を修正し，これに基

づいて同年２月２日当該流量変換器の校正を行った。さらに同年２月８日

に定期事業者検査「燃料プール冷却浄化系設備検査」を行い，燃料プール

冷却浄化系ろ過脱塩器（Ａ）（Ｂ）出口流量が判定基準を満足することを確

認した。 

平成 19 年１月～
２月 

（実施済み） 

志賀原 

 

・流量変換器の計器仕様表を修正 

・第 11 回定期事業者検査で確認 

 志賀１号機 

 

燃料プール

冷却浄化系

ろ過脱塩器

（Ａ）（Ｂ）

出口流量計

の指示不良 

 

〔評価区分

Ｄ〕 

② 計器仕様表の妥当性確認 

計器仕様表の妥当性確認を責任を持って確実に行うため，計器仕様表を

参考図書から承認申請用図書に変更した。 

また，今後，導入または改造する計器については，受入時に計器仕様表

に記載されている数値の妥当性を確認できるよう，受注者に対し必要に応

じ根拠書等の図書を要求することとした。 

平成 19 年３月

（実施済み） 

志賀原 ・平成 19 年３月，社内規則「志賀原子力発電所設備図書管理運用

細則」を改定しルール化した。 

 

添
付
資
料
－
８

 



      平成１９年度 

【基本方針】 
重要度

分類 
【再発防止対策】 【対策内容】 【実施箇所】 上期 下期 

次年度以降 

重要 

☆ 

迅速かつ確実な対外通報･ 

報告体制の整備 

①対外通報・報告体制の整備 

②運用 
志賀原子力発電所 

 

  隠さない 

仕組みの 

構 築 

（見える化） 重要 

☆ 

「トラブル対策会議」運営ルール

の明確化 

①「トラブル対策会議」運営ルールの整備 

②ルールに基づく会議運営 
志賀原子力発電所 

 
  

隠
さ
な
い
企
業
風
土
づ
く
り 

 
重要 

☆ 

原子力発電所情報の国及び 

経営層・原子力本部への伝送 

①具体的な伝送情報に関する国との協議 

②工事の実施 

③IT を活用した情報の伝送 

志賀原子力発電所 

情報通信部 

 

  

 

 
重要 

☆ 

原子炉主任技術者（炉主任） 

の地位と権限の強化 

①保安運営委員会における権限の明確化 

②炉主任の辞令発令、運用 

志賀原子力発電所 

経営管理部 

 
  

 

 
重要 

☆ 

企業倫理情報窓口 

（｢ホイッスル北電｣）の強化 

①第三者窓口の設置 

②社内周知、制度運用 
総務部 

 
  

 

 
コンプライアンスマインド 

変革研修 

①研修内容の検討 

②全従業員を対象にした集中研修 
総務部 

 
  

 

企業倫理 

最重視 

への 

意識改革 
重要 

☆ 

経営幹部および管理職全員 

に対する集中教育 

①研修内容の検討 

②経営幹部・管理職を対象にした集中研修 

③フォロ－研修の実施 

総務部 

 

 

 

 

  
職場単位での集団討議 

【継続】 
①集団討議の継続実施 

総務部 

各部門 

 
  

 

  
コンプライアンスに関する 

誓約書の署名     【継続】 
①ｺﾝﾌﾟﾗｲｱﾝｽ誓約書の署名、提出 

総務部 

(従業員全員) 

 
  

 

  
コンプライアンスメールマガジ

ンの発信 

①情報発信の準備 

②最新情報の発信 
総務部 

 
  

 

  
原子力発電所業務単位の行動規

範の策定 

①業務に関する具体的内容の行動規範の策定 

②継続的な理解浸透活動 
志賀原子力発電所 

 
  

 

  行動規範への事例追加 

①行動規範への事例追加 

②配付，周知 

③教育への活用 

総務部 

 

 

 

① 
② 

① 

② 

② 
① 

① 
② 

③ 

① 

① 

① 

② 
③ 

① 

② 

② 

① 

全社的な再発防止策アクションプラン 

① 
② 

① 
② 

添
付
資
料

－
９
 

① 
② 

③ 



      平成１９年度 

【基本方針】 
重要度

分類 
【再発防止対策】 【対策内容】 【実施箇所】 上期 下期 

次年度以降 

 

 部門間人事交流の拡大 
①他部門との人事交流の計画策定 

②人事交流の順次拡大 
経営管理部 

 

  

 

 
管理職の管理能力向上教育の 

充実 

①教育内容の追加検討 

②実施（継続実施） 
経営管理部 

 

  

 

風通し 

の良い 

企業 

風土 

 
部門・事業所トップと一般社員 

との対話充実 

①対話の実施計画策定 

②対話の実施 
各部門 

 

  

最重要 

★ 

経営トップからの「安全最優先」

の強力な意志表明 

①経営計画の中での「安全最優先」の経営トッ

プの意志表明 

②現場での対話活動でのトップの意志の伝達 

 

経営企画部 

 

  

安
全
文
化
の
構
築 

重要 

☆ 

地域と一体となった事業運営を 

目指した原子力本部の設置 

①本店の原子力部及び原子力安全推進室を石

川県に移転、原子力本部を設置 

②本部長による原子力部門の直接指揮統括（本

部長は石川県に常駐） 

③志賀原子力事務所を本部所属の「志賀地域事

務所（仮称）」とし、地域の声の吸い上げ、

事業運営に反映 

④ＩＴを活用した、本店･本部･発電所･志賀地

域事務所間での意思疎通 

原子力本部 

経営管理部 

志賀地域事務所（仮称）

情報通信部 

 

  

 
 

経営トップと原子力部門との 

フランクな対話の実施 

①フランクな対話の実施計画策定 

②対話の実施 
原子力本部 

 

  

 原子力を 

支える 

体制づくり 
重要 

☆ 
発電所内の組織強化・増員 

①組織強化 

・「発電課」のチェック機能の強化 
・「電気保修課、機械保修課」で行なう作業
のチェック機能の強化 

・「安全・品質保証室」の機能充実 

②新組織体制による業務運営 

経営管理部 

志賀原子力発電所 

 

 

 

 

  
事故･トラブル時の応援体制の 

整備 

①フレキシブルな応援体制の整備 

②フレキシブルな応援体制の活用 
経営管理部 

 

  

全社的な再発防止策アクションプラン 

① 

② 

添
付

資
料

－
９

① 

② 
【伝達内容】無理のない標準工程から計画外事
象が発生した場合の定検延長措置のｺﾐｯﾄﾒﾝﾄ 

県・町と調整（保安規定認可後すみやかに実施） ① 

②③④ 

② 

① 

② 

① 

① 

② 

② 

① 

① 

② 



      平成１９年度 

【基本方針】 
重要度

分類 
【再発防止対策】 【対策内容】 【実施箇所】 上期 下期 

次年度以降 

 
安全･品質 

管理体制 

の強化 

重要 

☆ 

社長直属の「品質管理部」設置 

による品質管理の徹底 

①社長直属の「品質管理部」の設置 

・内部機構として「品質管理推進室」、「原子
力監査室」を設置 

②「品質管理推進室」による再発防止策の実施

状況、実効性についての確認・評価 

経営管理部 

品質管理部 

 

  

 

  失敗事例に学ぶ仕組みの充実 

①発電所行動規範に失敗情報を重要視する価

値観を明記 

②業務改善提案（失敗事例を含む）の報告発表

制度の充実、失敗事例ライブラリの整備 

③電力各社のﾄﾗﾌﾞﾙ情報、対策の一層の共有化

品質管理部 

経営管理部 

各部門 

 

  

 
  

職場内問題点の｢見える化｣の 

全社展開 

①制度内容，システムの内容 

②社内周知，実施 

品質管理部 

各部門 

 

  

   外部組織による評価の活用 ①安全文化に係る組織風土評価の活用 原子力本部 
 

  

  
 

マイプラント意識向上のための 

施策の推進     【継続】 

①見える化活動、TPM（自主保全、自主管理、

改善活動）の推進 
志賀原子力発電所 

 
 

  
 

共通法令の部門横断的な 

管理体制の構築 

①法令主管部の決定，運用 

②法令管理システムの構築 

品質管理部 

各部門 

 

 

  
 

各部門における法令手続きマニュ

アル，チェックリストの整備 
①各部門による法令手続きリストの作成 

品質管理部 

各部門 

 

 

 

全社的な再発防止策アクションプラン 
添

付
資

料
－

９
 
 

① 

② 

① 

③ 

② 

① 

① 

① 

② 

② 

① 

① 



［参考 1/2］ 

参考－１ 経緯 

 

(1) 経済産業省関連 

①「水力発電設備に係る調査について」 

 （経済産業省原子力安全・保安院 平成18年11月21日 平成18・11・20原院第５号） 

・電気事業法に係る検査資料及び定期報告における改ざんの有無及び有の場合はその内容 

・電気事業法に係る必要な届出を行わずに実施した工事の有無及び有の場合は当該工事の時

期と内容，当該電気工作物が技術基準に適合していることを示す書類および届出（あるい

は認可申請）をしなかった理由 

・上記について調査し，平成18年12月20日までに報告すること 

②「発電設備に係る点検について」 

 （経済産業省原子力安全・保安院 平成18年11月30日 平成18・11・30原院第１号） 

③「水力発電設備に係る調査結果について」 平成18年12月20日提出 

 ・①に対する報告（使用前検査・立入検査資料除く） 

・改ざん事案なし，無届工事11件 

④「電気事業法１０６条第３項の規定に基づく報告徴収について」 

 （経済産業省 平成18年12月21日 平成18・12・20原第12号） 

・③の無届工事について，事実関係，根本的な原因究明及び再発防止策ついて平成19年１月

24日までに報告すること 

⑤「水力発電設備に係る調査報告書（無届工事の発生原因と再発防止策について）」 

 平成19年１月24日提出 

・④に対する報告 

⑥「水力発電設備に係る調査報告書（使用前検査・立入検査資料の改ざんについて）」 

  平成19年１月24日提出 

 ・①に対する報告のうち，③で報告した以外のもの。改ざん事案なし 

⑦「志賀原子力発電所１号機 第５回定期検査中に発生した原子炉緊急停止について」 

平成19年３月15日報告 

 ・第５回定期検査（平成11年４月29日停止～７月23日起動）のため停止中，原子炉停止機能

強化工事の機能確認試験の準備として，制御棒関連の弁を操作していたところ，想定外に

制御棒３本が引き抜け原子炉が臨界状態となった 

・原子炉自動停止信号が発信したが制御棒が直ちに入らなかったため緊急停止せず，約15分

間制御棒が全挿入されなかった 

・必要な記録を残すことなく，国及び自治体に報告していなかった 

⑧「志賀原子力発電所１号機の臨界に係る事故に関する報告徴収について」 

 （経済産業省 平成19年3月15日 平成19・03・15原第１号） 

・⑦の事故に関し、事実関係及びその根本的な原因を究明するとともに、早急に実施するこ

とができる技術的な再発防止対策を策定し、平成19年3月30日までに報告すること 

・当該事故の根本的な原因を踏まえた抜本的な再発防止対策について、平成19年4月13日まで

に報告すること  

⑨「発電設備に係る点検報告書」 

 平成19年３月30日提出 

・②に対する報告 
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⑩「志賀原子力発電所１号機の臨界に係る事故についての報告」 

 平成19年３月30日提出 

・⑧に対する報告（根本的な原因を踏まえた抜本的な再発防止対策を除く） 

 

 

(2) 国土交通省関連 

①「水力発電関連施設に係る自主点検の実施について」（平成18年11月21日 国河調第８号） 

 ・水力発電施設において，河川法第26条第１項の許可等を得ていない工作物がないか平成18

年12月20日までに所管地方整備局に報告すること 

②「手取川水系手取川における水利使用許可（市ノ瀬発電所）外13件に係る報告徴収について 

 （平成18年12月７日 国北整水第119号） 

 「九頭竜川水系九頭竜川における水利使用許可（西勝原第三発電所）に係る報告徴収につい

て（平成18年12月７日 国近整水第160号） 

 ・河川法第78条第１項に基づく報告徴収 

 ・無許可改築等の発生原因，北陸電力としての再発防止策を12月20日までに報告すること 

③「水力発電関連施設に係る自主点検結果について」 平成18年12月20日提出 

 ・②に対する報告（北陸地方整備局及び近畿地方整備局あて） 

・河川法第26条第１項の許可等を受けていない工作物 15発電所，39施設 

  ・定期報告の記録改ざんなし 

 ④「水力発電関連施設に係る報告徴収について」（平成19年２月15日 国北整第114号） 

  「水力発電関連施設に係る報告徴収について」（平成19年２月15日 国近整第228号） 

  ・河川法第78条第１項に基づく報告徴収 

  ・取水量等の観測・記録の適正性を阻害するような措置の有無，具体的内容，経緯及び発生

原因並びに再発防止策 

  ・河川法第23条又は同条に基づく許可に係る条件の違反の有無，具体的内容，経緯及び発生

原因並びに再発防止策 

  ・上記以外の河川法令に違反する又は恐れがある事案の有無，具体的内容，経緯及び発生原

因並びに再発防止策 

  ・3月14日までに報告すること 

⑤「水力発電関連施設に係る調査報告書」を提出   平成19年３月14日 

  ・河川法に係るデータ改ざんおよび手続き不備に関する調査結果を報告 

  ・「取水量等の報告」の改ざん，流水占用許可申請漏れなど 

・４事案，19発電所，12施設，９システム 
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１．はじめに 

平成18年度第３回保安検査において，１号機局部出力領域モニタ（以下「ＬＰＲＭ」

という。）の誤接続の件についての調査結果に基づき，平成19年２月15日付けで原子

力安全・保安院（以下「保安院」という。）から「品質保証体制を見直すために，今

回の事案についての根本的な原因の分析を行い，実効的な再発防止対策を取りまとめ

ること」との指示文書を受け，原因分析結果と再発防止対策を取りまとめましたので，

報告いたします。 
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２．検討の体制，対象及び全体の流れ 

２．１ 検討体制 

 保安院からの指示に基づくＬＰＲＭの誤接続に係る事象の原因と再発防止対策の

検討は，社長を委員長とする既設の「原子力品質保証体制検討委員会」にて実施し

た。検討の体制を第2-1-1図に示す。 

 

（１）原子力品質保証体制検討委員会 

 本委員会は，平成18年に志賀原子力発電所１，２号機において発生，発見された

不具合事象について，原子力品質保証体制の総点検を行うことにより不具合事象の

背後要因を評価し，組織・マネジメント，請負工事管理に係る問題点を改善し，社

会的信頼の回復に資することを目的に昨年12月19日に設置したものである。 

 本検討にあたっては，この委員会を活用することとした。 

 

（２）調査チーム 

 委員会傘下に，第三者の視点で的確に問題点を把握することができるよう，当事

者ではない（原子力部門以外）人員を主としたメンバーで構成する調査チームを設

置した。 

 

 具体的なチームメンバーの所属は，原子力安全推進室，経営企画部，経営管理部，

地域広報部，電力流通部，火力部，原子力部とし，各室部の副部長，課長クラスで

構成した。 
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第2-1-1図 品質保証体制検討の体制 

【原子力品質保証体制検討委員会】（平成18年12月19日設置） 

 

委員長：社 長 

委 員：原子力推進本部部長 兼 経営企画部部長 

原子力安全推進室長 

原子力部長 

 

任 務 

○ 根本原因の確認・評価 

○ 再発防止対策の確認・評価 

 

【調査チーム】（平成18年12月19日設置） 

 

チームメンバー 

原子力安全推進室 課 長 ２名 

経営企画部 室 長 １名 

経営管理部 副部長 １名 

経営管理部 品質管理室 課 長 ２名 

経営管理部 原子力監査室 課 長 １名 

地域広報部 課 長 １名 

電力流通部 副部長 １名 

火力部 課 長 １名 

原子力部 課 長 １名 

 

任 務 

○ 発電所員，関係会社員（含メーカ）等への聞き取り調査

○ 根本原因の抽出 

○ 再発防止対策の策定 

指示
報告 
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２．２ 検討対象事象の概要 

 第10回定期検査起動時の志賀原子力発電所１号機において，平成18年６月19日約

25％電気出力（約145ＭＷe）で運転していたところ，２つのＬＰＲＭ検出器（炉心

座標40-25(C)及び40-25(D)）の指示値に通常と異なる傾向が見られた。（このＬＰ

ＲＭは当該定期検査中に交換したものであり，平成18年５月16日に定期事業者検査

「核計測装置機能検査」を実施していた。） 

 この時点では，出力レベルが低いため，当該ＬＰＲＭ検出器を原子炉施設保安規

定下の所内要領で定められた措置に基づきバイパスの上，出力上昇の過程で適宜当

該ＬＰＲＭ指示値の確認を行うこととした。 

 

 平成18年６月20日，約80％電気出力（約445ＭＷe）到達後に当該ＬＰＲＭ指示値

を確認したところ，出力上昇に伴い指示値は上昇しているものの，通常と異なる傾

向が見られている状況に変化はなかった。 

 状況を詳細に確認するため移動式炉内計装（以下，「ＴＩＰ」という。）による指

示値と比較したところ，当該ＬＰＲＭ指示値のみがＴＩＰ指示値との差が大きく，

明らかに誤った値を示していた。 

 この時点での推定原因は，①検出器集合体内部の誤組立，②格納容器ペデスタル

内コネクタ誤接続，③検出器感度異常（故障）の３つが考えられたが，①及び②に

ついてはそれぞれ検出器メーカでの試験結果記録及びＬＰＲＭ取替工事作業記録

等から要因として考えにくく，③の要因が も可能性が高いと判断した。 

 このため，当該ＬＰＲＭ検出器については，故障による指示不良と判断し，バイ

パスによる運転を継続した。 

 

 第10回定期検査の総合負荷性能検査にあたっては，上述のＬＰＲＭ検出器指示不

良について評価し，バイパスした状態で検査実施する旨を検査要領書に明記して受

検した。 

 

 その後，平成18年11月６日から開始した発電機コレクタリング冷却ファン点検の

ための予防保全停止を期に，上記の推定原因①～③について詳細に調査を実施した

結果，格納容器ペデスタル内のコネクタが誤接続されていることを確認した。また，

誤組立及び検出器感度異常（故障）はないことを併せて確認した。誤接続の状況を

第2-2-1図に示す。 

 以上の結果として，ＬＰＲＭ指示値不良の要因に係る「検出器感度異常（故障）

の可能性が も高い」との６月時点での判断は誤っていたことが分かった。 

 

 

 

 

 



 

－5－ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

第2-2-1図 誤接続の状況 

ケーブル側 
コネクタ 

検出器側

コネクタ 

ＬＰＲＭ検出器 

C

A

B

D

D

C

B

A

検出器側 
識別色バンド 

正常接続位置 

ＣとＤについて，検出器側の識別色バンドと 
ケーブル側識別色チューブの色が合っていない。 

ケーブル側 
識別色チューブ 
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２．３ 検討全体の流れ 

 調査チームにおいて，根本原因分析の手法を活用しながら，原因の分析と再発防止

対策の検討を実施した。検討の内容については適宜委員会に報告を行い指示を受けな

がら検討を進めた。 

 

 なお，根本原因分析を行うにあたって，根本原因分析に係るチーム内研修を行った

うえで検討を実施した。 

 

 今回の検討の基本的な流れを第2-3-1図に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第2-3-1図 検討全体の流れ 

 

 

 

【再発防止対策策定】（第4-1表及び第4-2表） 

【事実関係調査】 
○ 検討対象事象に係る記録等調査 
○ 聞き取り調査 

【根本原因分析】 
○ 時系列資料作成／分析（添付－1～添付－３） 
○ 根本原因抽出（添付－４，添付－５） 

【再発防止対策計画及びフォロー】（第５表） 
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３．事実関係調査／根本原因分析結果 

３．１ 事実関係調査 

 まず，分析対象とする事象に係るこれまでの発電所の記録等を調査し，どのような

点をポイントとして，誰を対象として聞き取り調査を行うべきか整理を行った。 

 次いで，整理結果を基に当社経営層，発電所員，関係会社員（含メーカ）を対象に，

聞き取り調査を行った。 

 

３．２ 根本原因分析 

（１）時系列資料作成／分析 

 記録等の調査結果及び聞き取り調査結果を基に，主なできごとの流れを示す「時

系列表」を作成し，関係者ごとに時間の流れに沿って事実を整理し，次に，作成し

た時系列表を基に，この時点で適切な作業・判断を行っていれば事象の発生を防止

できたのではないかと考えられる部分を問題点として抽出した。 

（添付－１及び添付－２） 

 

 また，検討対象とした事象のうち，「誤判断事象」については，当社がＬＰＲＭ

指示不良の原因に係る判断を誤ったという事象であることに鑑み，その判断の際の

問題点をより明らかにするため，時系列表を基に「誰が，いつ，どこから得たどの

ような情報を基に，誰と協議しながら，どのような判断を下したのか」という点で

整理した事実関係と判断の流れに係る資料も併せて作成した。 

（添付－３） 

 

 以上の資料により，事象を回避することのできたターニングポイントはどこだっ

たのかを明らかとし，それらのターニングポイントそのものを事象の第一の要因と

した。 

 

 「誤判断事象」について，明らかとなったターニングポイント及び誤判断の第一

の要因を第3-1表に示す。 
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第3-1表 「誤判断事象」におけるターニングポイント及び第一の要因 
番号 事象を防ぐことのできたターニングポイント  第一の要因 

１ ６月19日17時半頃並びに６月20日11時頃及び18時頃（プラン
トデータ） 
 出力上昇の途中で，すでにバイパス処理をしていた当該Ｌ
ＰＲＭ２つのバイパスを解除し（指示値が確認できるように
し），当該ＬＰＲＭ近傍にＴＩＰを走行させてＬＰＲＭとＴＩ
Ｐの指示値を確認した。この結果が得られた時点で，ＬＰＲ
ＭとＴＩＰの指示がどの出力段階でも明確に逆転しているこ
とについて確実な検討を行えば誤判断を回避できた可能性が
ある。 

  発電所長及び関係次長・課長は，誤
接続の可能性が高いことを示すＴＩＰ
データがあるにもかかわらず，重要視
しなかった。 

２ ６月20日未明及び夜（メーカからの情報） 
メーカから，「色により確認」「ケーブル長さの整線」「３人

による確認」との３つの理由の説明を受け，この情報を重要
視した。その際，メーカ説明の元となった証言者の記憶の不
確かさにまで思いが至らなかった。ここで，十分な検討を行
っていれば，誤判断を回避できた可能性がある。 

  発電所長及び関係次長・課長は，誤
接続の可能性が低いことを示す工事記
録及び３つの理由(色による確認)（ケ
ーブル長さの整線）（３人による確認）
を重要視した。 

３ ６月20日未明（メーカからの情報） 
 メーカから，誤接続かどうか確認するため，制御棒操作に
よるＬＰＲＭ指示値の確認について提言を受けた。この提言
を採用していれば，誤判断を回避できた可能性がある。 
 

 

 

 発電所長及び関係次長・課長は，メ
ーカからの誤接続確認のための制御棒
操作提案を十分検討しなかった。 
 

 
 また，保安院からの制御棒操作によ
る原因追究提案やTIP指示値との相関
の強さの指摘に対し，十分な検討をし
なかった 

４ ６月21日９時45分，19時（保安院からの指摘） 
 保安院への事象説明の中で，保安院から「データからは誤
接続の可能性が高いのではないか」「制御棒を操作することに
より，ケーブルの誤接続が確認できるのではないか」との指
摘を受けながら，十分な検討をしなかった。 
 また，保安院からは，「誤接続の際は定期事業者検査は不成
立」との指摘も受けたが，十分な検討を行わなかった。 

この時点で保安院の指摘を踏まえた対応を行っていれば，
誤判断を回避できた可能性がある。 

  発電所長及び関係次長・課長は，当
初，誤接続であればLPRMの定期事業者
検査の成立性に問題が生じるとの認識
がなかった。また，保安院からの誤接
続の際は定期事業者検査不成立との指
摘に対し，定期事業者検査を確実なも
のにしようとする検討や行動をとらな
かった。 

５ ６月21日夜（自社） 
 LPRM指示不良について不適合処理票を発行し，「予め処置が
決まっているものは不適合に該当しない」との自社マニュア
ルに基づき，不適合としない処理を行った。不適合とするル
ールになっていれば，十分な原因追究がなされ，誤判断を回
避できた可能性がある。 

  発電所安全・品質保証室長は，ルー
ルに基づきLPRM指示不良を不適合とし
て扱わなかったため，電気保修課長に
よる十分な原因追究がなされなかっ
た。 

６ ６月20日８時半及び22日未明(自社) 
 原子力部長及び関係役職者は，発電所から状況報告を受け
た際，発電所の決定に対し深い検討を行わなかった。この際，
原子力部が冷静な観点で検討していれば，誤判断を回避でき
た可能性がある。 

  原子力担当役員，原子力部長及び関
係役職者は，発電所の報告を受けた際，
発電所の決定に対し深い検討を行わな
かった。 

７ ６月20日16時及び22日朝(自社) 
 原子力担当役員に状況報告を行った際，具体的な指導がな
かった。発電所の決定に対し，原子力担当役員から具体的な
指導があれば，誤判断を回避できた可能性がある。 

  

８ ６月20日16時頃(自社) 
 経営トップに原子力部門からバイパス運転の方針決定後に
状況報告のみ行った。この際，適切な連絡や相談がなされて
いれば，異なる観点からの指導・助言を受けられた可能性が
ある。 

  原子力部長及び発電所長は，経営ト
ップに事象に対する適切な判断材料提
供，情報伝達を行わず，異なる観点か
らの指導・助言を受けなかった。 

９  今回調査時の聞き取り調査において，数名から，「もっと深
く原因追究すべきと考えたが声に出さなかった」といった意
見を受けた。彼らが，それぞれの時点で自らの意見を伝え議
論を行っていれば，誤判断を回避できた可能性がある。 

  発電所では，もっと深く追究すべき
と考えた人もいたが，声を出さなかっ
た。 
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（２）根本原因抽出 

 （１）で抽出した問題点を事象の要因とした上で，聞き取り調査結果や作成した

時系列を基にして，事象の要因を除去できなかったその背後の要因を洗い出す作業

を繰り返し行い，それらの因果関係を整理した「要因関連図」を作成し，根本的な

原因を抽出した。 

（添付－４及び添付－５） 

 以下，それぞれの事象において抽出された根本原因を示す。 

 

ａ．ＬＰＲＭの誤接続 

○ 現場で行われた改善を，標準ルール化しなかったこと 

○ 元請での指導員への教育が十分でなかったこと 

○ 接続作業後のチェックにおいて工事要領書どおりに実施することが徹底さ

れていなかったこと 

 また，段取り変更の際の注意事項が明確になっていなかったこと 

○ 要領書チェック時の気づき能力が不足していたこと 

○ 検査を，十分な技術的根拠もないまま抜き取りとしていたこと 

 

ｂ．ＬＰＲＭの誤接続に係る誤判断 

○ 不適合事象における客観的事実を直視する姿勢，定期事業者検査の本来の目

的に関する理解が不足していたこと 

○ 経営層は原子力部門に対し，安全確保とルール遵守が全てに優先されるべき

との指導が不足していた。また，原子力部門は経営層の意図を的確に理解して

いなかったこと 

○ 発電所における不適合管理・是正処置のルールに不適切な部分があったこと 

○ 発電所において， 終の意思決定の際に，各職位が自らの職務・責任に応じ

た当事者意識が低かったため，適切な判断が行われなかったこと 

 また，発電所の意思決定に際しての原子力担当役員及び本店原子力部の関与

が薄かったこと 

○ 発電所の方向性をまとめる中で，異なった観点の意見を基に活発に議論でき

る風土がなかったこと 
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４．再発防止対策 

（１）「誤接続事象」から抽出された根本原因に対する再発防止対策 

ＬＰＲＭの誤接続について，抽出された根本原因５項目と再発防止対策の関係を

第4-1表に示す。 

 

以下にそれぞれの再発防止対策の内容を示す。 

なお，この再発防止対策の中には，平成19年２月１日から開始している２号機定

期検査に反映すべく，既に実施しているものも含んでいる。 

 

ａ．良好改善事例の確実な反映 

当社では，これまでも工事あるいは点検・検査において，手順書，要領書に記

載のない改善を行った場合，または反省点として次回に反映すべき点があった場

合には，結果報告の中で次回反映事項として引き継ぐこととしていたが，今回の

事象において前回作業時の良好改善事例が引き継がれなかったことを踏まえ，次

回へ確実に反映される仕組みに改善する。 

また，当社では，従来から請負者と一体となって，現場での業務改善を積極的

に進めており，今後もこの活動を継続強化していくとともに，現場の声を吸い上

げ，改善につなげるための改善要望検討会等の活動も活発に行い，改善への意欲

向上を図っていく。 

 

ｂ．請負者における教育の充実強化 

請負者において，従来から様々な教育・訓練により，技術・技能の習得・定着

の他，工事要領書作業手順の遵守等，基本ルールの徹底についても周知してきた

が，今回の事象を踏まえ，工事前の関係者全員による要領書の読み合わせ，作業

前，復旧前の事前検討会による内容確認により，作業内容の周知徹底を図るとと

もに，教育・パトロール等を通じ，品質管理への意識高揚を図る。 

また，当社は，請負者の実施する工事事前検討会への参画や，現場立会，パト

ロールにより工事要領書の遵守状況を確認するとともに，監査により請負者の取

り組み状況について確認し，指導していく。 

 

ｃ．当社における現場作業に係る安全意識の高揚 

これまでにも作業ルールの遵守や改善の重要性について周知してきたが，今後

は，安全教育，訓示，毎日の始業時・終業時ミーティング，ＯＪＴ等，あらゆる

機会を通じて，発電所員への意識付けをさらに強化し継続的に実施していく。 

また，役職者同行パトロールを通じた監理員のレベルアップを図る。 

 

ｄ．工事要領書審査の強化 

当社は，従来から工事における注意事項について工事要領書に明記するよう請

負者に指導をしているが，工事要領書審査細則に，トラブル事例を踏まえた再発
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防止の着眼点を明確化するとともに，審査チェックシートに役職者コメント欄を

設けるなど，審査を強化する。 

 

ｅ．気づき能力向上等現場技術力向上 

近年，机上での管理業務が増加し，発電所員が現場に行く時間が従来ほど多く

取れないこと，設備の高信頼度化によりトラブルの実体験が少なくなっているこ

となどを背景に，設備や作業の異常に気づく能力の向上が課題となっている。今

回のＬＰＲＭの誤接続以外においても，気づき能力が高ければ発生を防げた可能

性のあるトラブルがある。 

このことから，発電所員の気づき能力の向上を図るため，当社の原子力技術研

修センターの研修設備を活用し，異常を模擬して所員が気づき，異常箇所，原因

を特定する研修プログラムを新たに設け，気づき能力の向上を図る。 

また，現場巡視や工事監理において，役職者等ベテランが同行し，巡視員，監

理員の異常への気づき能力向上を図る。 

 

ｆ．竣工検査の確実化 

当社では，これまで設備の重要度を基に，竣工検査の一部を抜き取り，または

施工者の検査記録の確認としていたが，今後は竣工検査の全数を当社自らが検査

することとする。 

また，運転中に直接確認できない設備の組立状況等については，現在の記録に

加え，写真記録により確認を強化する。 

 

（２）「誤判断事象」から抽出された根本原因に対する再発防止対策 

ＬＰＲＭの誤接続に係る誤判断について，抽出された根本原因５項目と再発防止

対策の関係を第4-2表に示す。 

 

以下にそれぞれの再発防止対策の内容を示す。 

 

ａ．客観的事実を直視し，適切に対応する風土の醸成 

  （ａ）失敗事例に学ぶ仕組みの充実 

従来，国の検査，点検保守及び故障・トラブルなどで指摘または発見された

不適合に対しては，その程度に応じて対応の手順を定め，是正処置を実施する

とともに，ヒヤリハット事例の収集を行っている。また，さまざまなチャネル

を通じて，国内外原子力発電所のトラブル情報を収集検討し，事例の水平展開

を図っている。 

今後は，設備トラブルやヒューマンエラーの更なる防止のため，失敗情報を

重要視する価値観を発電所行動規範に明記し，積極的に情報を公表・共有化す

るための職場風土作りを行う。具体的な手段として，業務改善提案制度を見直

し，従来の「改善事例」「アイデア提案」に加え，「失敗事例」も対象とする。 
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この他，日本原子力技術協会との連携を強化し電力各社のトラブル情報や対

策の一層の共有を進める。 
 

（ｂ）発電所業務単位の行動規範の策定 

これまで，全社大の「行動規範」や「原子力部門行動宣言」を策定していた

が，業務レベルにまで落とし込んだものにはなっておらず，実務との関連がわか

りにくい。 

今後，原子力発電所における更なるコンプライアンス意識の向上を図るために，

実業務とコンプライアンスとの関連性をより明確に意識しつつ，業務を遂行する

ことが必要である。そのため，発電所の業務種別毎の実態に合わせて，各々の実

務を行う上でより分かり易い具体的な内容の行動規範を策定・明示し，理解の浸

透を図る。 
 

（ｃ）マイプラント意識向上のための施策の推進（継続実施） 

平成 16 年より，設備保全･技術力向上に向けた取組みとして，「マイプラン

ト意識向上」の施策が実施されている。 

今後も，直面する課題に責任を持って自発的に取組むことで「マイプラント

意識」を高め，「自分たちが働く発電所は自分たちが支えている」という意識

を高揚するため，見える化活動等，TPM 活動を継続的に実施していく。具体的

には，これまでの現場見える化の効果を検証し，さらに見える化を展開するエ

リアを決定，日常点検における点検方法の 適化を図っていく。 

 

（ｄ）発電所の職場単位での集団討議（継続実施） 

ＪＣＯの事故を契機に平成 12 年度より，自らが参加する実践的な教育とし

て，職場毎に安全文化やモラルに関し，コンプライアンス意識の更なる浸透に

向けて，具体的な法令違反の事例やケーススタディをもとに，小グループでの

集団討議を実施しており，今後も継続的に実施する。 

 
 

ｂ．定期事業者検査等に関する理解向上  

（ａ）定期事業者検査等に関する専門家の養成 

これまで，原子力部門として，法律や政省令及びそれらに基づく定期事業者

検査等諸検査に関して，必要な知識習得のための教育を行ってきたが，今回定

期事業者検査に関する理解が必ずしも十分ではなかったことから，今後定期事

業者検査等に関する専門知識を有する人材を養成し，検査に関して疑義が生じ

た場合には養成した人材の意見を参考に判断する。 

 

（ｂ）定期事業者検査等に関する理解度の向上 

発電所員に対する定期事業者検査等に関する理解度の向上策として，各技術
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レベルに応じた習得目標を明確化し，その目標に応じた教育の内容充実を図る。 

また，教育に際しては前項で養成した人材を講師や教育内容の検討に活用す

る。 

 

ｃ．経営トップの意志表明と原子力部門とのコミュニケーションの充実 

（ａ）経営トップからの「安全 優先」の強力な意志表明 

安全文化を組織に浸透させるには，経営トップの強力なリーダーシップ発

揮のもと，「安全 優先」の経営トップの意志を強力に発信していく必要があ

る。 

このため，安全確保の徹底が経営の 優先事項であるという「安全 優先」

の方針を，経営方針や経営計画等において社内に示し，また対外的にも決意を

表明することで，安全 優先意識の浸透と定着を図る。 

原子力の定期点検については，定検計画の中で，安全を 優先とする工程

設定の考え方を具体的に記載する。また，無理のない標準工程から計画外の事

象が発生した場合，対応に必要な期間を評価し，躊躇せず定検工程延長の措置

を行うことについてルール化し，その着実な実施をコミットする。 

なお，現場での対話活動においても，経営トップの意志として工程優先で

はなく，安全 優先のメッセージを発信する。 
 

（ｂ）経営トップと原子力部門とのフランクな対話の実施 

従来，経営トップの現場訪問の目的は，業務の激励や経営方針の説明など，

一方向的なものが多く，役職以上を対象に少人数で行なわれるなど，発電所と

の相互理解の観点においては，十分なものではなかった。 

今後は，相互尊重，相互理解の観点から，より率直な意見交換の機会が必

要であり，経営トップと原子力部及び発電所との間で，フランクな意見交換の

機会を定期的に持ち，「安全 優先」のテーマをはじめ，経営に関わる問題か

ら，身近な業務，職場の問題まで，毎回テーマを設定し，双方向の議論を行い，

相互の意思の疎通により，経営トップの姿勢を十分伝えるとともに，原子力部

門の生の声を経営に反映させる。 

 

ｄ．不適合管理・是正処置の改善 

従来から，不適合管理・是正処置を行い，事故・トラブルの再発防止に努めて

きた。今回，不適合の定義が不適切であり，本来不適合として扱うべき事象を不

適合とせず，その結果原因究明が十分になされなかったことから，不適合の定義

を見直し（平成 18 年 11 月 17 日実施済），新たな定義により不適合管理を行って

いる。 

今後は，不適合管理・是正処置の実施状況を確認しながら，迅速で的確な処置

を進めていく。 

 



 

－14－ 

ｅ．トラブル時の意思決定プロセスの改善 

（ａ）「トラブル対策会議」運営ルールの明確化 

今回の事象では，所長以下の関係者が集まり，非公式の対応会議を実施した

が，意思決定プロセスが不明確であり，議事録も作成されなかった。 

今後は，第一報通報後の連絡区分の判定やトラブル対応策の検討を行う「ト

ラブル対策会議」の運営ルールを定め，決定主体及びプロセスの明確化を図

るとともに，議事録作成や，重要案件についてのボイスレコーダー使用を徹

底する。 

 

（ｂ）原子炉主任技術者（炉主任）の地位と権限の強化 

今回の事象では，各職位自らの職務・責任に応じた当事者意識が低かった

ことが原因として挙げられており，特に原子炉主任技術者の地位と権限を強化

する必要がある。 

今後は，炉主任が原子炉等規制法に定める責任を忠実に果たせるよう，炉

主任の地位及び権限を強化する。具体的には，炉主任としての職務に専念でき

るよう，ライン業務を持たない「原子炉主任技術者」の職位を発令するととも

に，発電所内での発言力を高めるべく，経営幹部の地位に位置づける。また，

原子炉施設の保安運営に関する事項を審議する「保安運営委員会」における炉

主任の権限・責任を明確化する。（炉主任の出席必須化，意見表明義務等の「保

安運営委員会運営要領」への明記） 

 

 

ｆ．様々な観点から活発な議論ができる職場風土の醸成 

（ａ）原子力部門と他部門との人事交流の活性化 

これまで原子力部門においては，技術的専門性が高いこと等から，発電所

の総務部門や土木保守部門を除き，他部門との人事交流は少なかった。今回の

事象の原因に「議論できない風土」が挙げられているが，１サイト体制のもと

固定的な上下関係が長期化することによる，組織の閉鎖性，いわゆる一家体質

がその背景にあった。 

今後は，他部門から，これまでとは異なる経験を持つ人を配置することで，

部門内の風通しを良くし，順次，他部門との人事交流の活発化を図る。 

 

なお，上記の再発防止対策にあわせて，臨界事故に係る抜本的な再発防止対策も

確実に実施することにより，ＬＰＲＭの誤接続に係る誤判断のような事象が二度と

起きないように万全を期すこととする。 
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第
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-
1
表
 
抽
出
し
た
根
本
原
因
に
対
す
る
再
発
防
止
対
策
（
誤
接
続
）
 

根
 
本
 
原
 
因

 
 

再
 
 
発
 
 
防
 
 
止
 
 
対
 
 
策

 
①

 
現

場
で

行
わ

れ
た

改
善

を
標

準
ル

ー

ル
化
し
な
か

っ
た
。

 

  

 
a
．
良
好
改
善
事
例
の
確
実
な
反
映

 

・
良
好
改
善
事
例
が
次
回
の
作
業
・
点
検
へ
確
実
に
反
映
さ
れ
る
仕
組
み
づ
く
り

 

・
請
負
者
と
一
体
と
な
っ
た
現
場
で
の
業
務
改
善
活
動
，
現
場
の
声
を
吸
い
上
げ
改
善
に
つ
な
げ
る
た
め
の
改
善
要
望
検

討
会
等
の
継
続
強
化
に
よ
る
改
善
へ
の
意
欲
向
上

 

②
 
元

請
で

の
指

導
員

へ
の

教
育

が
十

分

で
な
か
っ
た

。
 

  

 
b
．
請
負
者
に
お
け
る
教
育
の
充
実
強
化
 

・
請
負
者
に
お
い
て
，
工
事
前
の
関
係
者
全
員
に
よ
る
要
領
書
の
読
み
合
わ
せ
，
作
業
前
，
復
旧
前
の
事
前
検
討
会
に
よ

る
内
容
確
認
に
よ
り
，
作
業
内
容
の
周
知
徹
底

を
図
る
と
と
も
に
，
教
育
・
パ
ト
ロ
ー
ル
等
を
通
じ
，
品
質
管
理
へ
の

意
識
を
高
揚
 

・
当
社
は
，
請
負
者
の
実
施
す
る
工
事
事
前
検
討
会
へ
の
参
画
や
，
現
場
立
会
，
パ
ト
ロ
ー
ル
に
よ
り
工
事
要
領
書
の
遵

守
状
況
を
確
認
す
る
と
と
も
に
，
監
査
に
よ
り

請
負
者
の
取
り
組
み
状
況
に
つ
い
て
確
認
し
，
必
要
に
応
じ
指
導

 

③
 
接

続
作

業
後

の
チ

ェ
ッ

ク
に

お
い

て
，
工
事
要
領
書
通
り
に
実
施
す
る
こ

と
が
徹
底
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。

 

ま
た
，
段
取
り
変
更
の
際
の
注
意
事
項

が
明
確
に
な
っ
て
い
な
か
っ
た
。

 

 

 
c
．
当
社
に
お
け
る
現
場
作
業
に
係
る
安
全
意
識
の
高
揚

 

・
安
全
教
育
，
訓
示
，
毎
日
の
始
業
時
・
終
業
時
ミ
ー
テ
ィ
ン
グ
，
O
J
T
等
，
あ
ら
ゆ
る
機
会
を
通
じ
た
発
電
所
員
へ
の

意
識
付
け
の
継
続
強
化

 

・
役
職
者
同
行
パ
ト
ロ
ー
ル
を
通
じ
た
監
理
員
の
レ
ベ
ル
ア
ッ
プ
 

④
 
要

領
書

チ
ェ

ッ
ク

時
の

気
づ

き
能

力

が
不
足
し
て
い
た
。

 

 
d
．
工
事
要
領
書
審
査
の
強
化

 

・
工
事
要
領
書
審
査
細
則
に
，
ト
ラ
ブ
ル
事
例
を
踏
ま
え
た
再
発
防
止
の
着
眼
点
を
明
確
化
す
る
と
と
も
に
，
審
査
チ
ェ

ッ
ク
シ
ー
ト
に
役
職
者
コ
メ
ン
ト
欄
を
設
け
る

な
ど
，
審
査
を
強
化

 

 

⑤
 
検

査
を

，
十

分
な

技
術

的
根

拠
も

な

い
ま
ま
抜
き

取
り
と
し
て
い
た
。

 

 
e
．
気
づ
き
能
力
向
上
等
現
場
技
術
力
向
上

 

・
発
電
所
員
の
気
づ
き
能
力
の
向
上
を
図
る
た
め
，
当
社
の
原
子
力
技
術
研
修
セ
ン
タ
ー
の
研
修
設
備
を
活
用
し
，
異
常

を
模
擬
し
て
所
員
が
気
づ
き
，
異
常
箇
所
，
原

因
を
特
定
す
る
研
修
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
新
た
に
設
け
，
気
づ
き
能
力
の
向

上
 

・
現
場
巡
視
や
工
事
監
理
に
お
い
て
，
役
職
者
等
ベ
テ
ラ
ン
が
同
行
し
，
巡
視
員
，
監
理
員
の
異
常
へ
の
気
づ
き
能
力
を

向
上

 

 
 

f
．
竣
工
検
査
の
確
実
化

 

・
竣
工
検
査
の
全
数
を
当
社
自
ら
が
検
査

 

・
運
転
中
に
直
接
確
認
で
き
な
い
設
備
の
組
立
状
況
等
に
つ
い
て
，
現
在
の
記
録
に
加
え
，
写
真
記
録
に
よ
り
確
認
強
化
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表
 
抽
出
し
た
根
本
原
因
に
対
す
る
再
発
防
止
対
策
（
誤
判
断
）
 

根
 
本
 
原
 
因

 
 

再
 
 
発
 
 
防
 
 
止
 
 
対
 
 
策

 
a
.
 
客
観
的
事
実
を
直
視
し
，
適
切
に
対
応
す
る
風
土
の
醸
成
 

【
失
敗
事
例
に
学
ぶ
仕
組
み
の
充
実
】
 

・
発
電
所
行
動
規
範
に
失
敗
情
報
を
重
要
視
す
る
価
値
観
を

明
記

し
積

極
的

に
情

報
を

公
表
・
共

有
化

す
る

た
め

の
職

場
風

土
づ

く
り

を
行
う
。
 

・
業
務
改
善
提
案
制
度
を
見
直
し
，
従
来
の
「
改
善
事
例
」
「
ア

イ
デ

ア
提

案
」

に
加

え
，
「
失

敗
事

例
」

も
対

象
と

す
る

。
 

・
日
本
原
子
力
技
術
協
会
と
の
連
携
を
強
化
し
電
力
各
社
の

ト
ラ

ブ
ル

情
報

や
対

策
の

一
層

の
共

有
を

進
め

る
。

 
【
発
電
所
業
務
単
位
の
行
動
規
範
の
策
定
】
 

・
発
電
所

の
業
務

種
別

毎
に

実
態

に
合

わ
せ

て
，
各
々
の

実
務
を

行
う

上
で

よ
り

分
か

り
易

い
具

体
的

な
内

容
の

行
動

規
範

を
策

定
・

明
示
し
，
理
解
の
浸
透
を
図
る
。

 
【
マ
イ
プ
ラ
ン
ト
意
識
向
上
の
た
め
の
施
策
の
推
進
（
継
続
実
施

）
】

 
・
見
え
る
化
，
Ｔ
Ｐ
Ｍ
（
自
主
保
全
，
自
主
管
理
，
改
善
活

動
）

 
【
発
電
所
の
職
場
単
位
で
の
集
団
討
議
（
継
続
実
施
）】

 
・
自
ら
が
参
加
す
る
実
践
的
な
教
育
と
し
て
，
法
令
違
反
の
事
例

や
ケ

ー
ス

ス
タ

デ
ィ

を
も

と
に

，
小

グ
ル

ー
プ

で
の

集
団

討
議

を
実

施
す
る
。
 

①
 
不

適
合

事
象

に
お

け
る

客
観

的
事

実
を

直
視

す
る

姿
勢

，
定

期
事

業
者

検
査

の
本

来
の

目
的

に
関

す
る

理
解

が
不
足
し
て
い
た
。

 
 

 

b
.
 
定
期
事
業
者
検
査
等
に
関
す
る
理
解
向
上
 

【
定
期
事
業
者
検
査
等
に
関
す
る
専
門
家
の
養
成
】
 

・
定
期
事
業
者
検
査
等
に
関
す
る
専
門
知
識
を
有
す
る
人
材
を
養

成
し

，
検

査
に

関
し

て
疑

義
が

生
じ

た
場

合
に

は
養

成
し

た
人

材
の

意
見
を
参
考
に
判
断
 

【
定
期
事
業
者
検
査
等
に
関
す
る
理
解
度
の
向
上
】
 

・
定
期
事
業
者
検
査
等
に
関
し
て
，
技
術
レ
ベ
ル
に
応
じ
た
習
得

目
標

を
明

確
化

し
，
習

得
目
標

に
応

じ
て

教
育

の
内

容
を

充
実

す
る

こ
と
に
よ
り
理
解
度
を
向
上
 

②
 
経

営
層

は
原

子
力

部
門

に
対

し
，

安
全

確
保

と
ル

ー
ル

遵
守

が
す

べ
て

に
優

先
さ

れ
る

べ
き

と
の

指
導

が
不

足
し

て
い

た
。

ま
た

原
子

力
部

門
は

，
経

営
層

の
意

図
を

的
確

に
理

解
し

て
い
な
か
っ
た
。

 

 
c
.
 
経
営
ト
ッ
プ
の
意
志
表
明
と
原
子
力
部
門
と
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
充
実
 

【
経
営
ト
ッ
プ
か
ら
の
「
安
全

優
先
」
の
強
力
な
意
志
表
明
】

 
・
経
営
方
針
や
経
営
計
画
等
に
お
い
て
「
安
全

優
先
」
の

経
営

ト
ッ

プ
の

意
志

を
強

力
に

発
信

す
る

。
 

・
現
場
で
の
対
話
活
動
に
お
い
て
，
経
営
ト
ッ
プ
の
意
志
と

し
て

工
程

優
先

で
な

く
，

安
全

優
先

の
メ
ッ

セ
ー

ジ
を

発
信

す
る

。
 

【
経
営
ト
ッ
プ
と
原
子
力
部
門
と
の
フ
ラ
ン
ク
な
対
話
の
実
施
】

 
・
経
営

ト
ッ
プ
と
原
子

力
本
部
及
び
発

電
所
と
の
間
で

フ
ラ

ン
ク

な
意

見
交

換
の

機
会

を
定

期
的

に
持

ち
，
「

安
全

優
先

」
の

テ
ー

マ
を
は
じ
め
，
経
営
に
関
わ
る
問
題
か
ら
身
近
な
業
務
，
職

場
の

問
題

ま
で

，
双

方
向

の
議

論
を

行
う

。
 

③
 
発

電
所

に
お

け
る

不
適

合
管

理
・

是
正

処
置

の
ル

ー
ル

に
不

適
切

な
部

分
が
あ
っ
た
。
 

 
d
.
 
不
適
合
管
理
・
是
正
処
置
の
改
善
 

・
不
適
合
管
理
に
お
い
て
「
不
適
合
」
の
定
義
を
見
直
し
，

新
た

な
定

義
に

よ
り

不
適

合
管

理
を

実
施

 

④
 
発

電
所

に
お

い
て

，
終

の
意

思
決

定
の

際
に

，
各

職
位

自
ら

の
職

務
・

責
任

に
応

じ
た

当
事

者
意

識
が

低
か

っ
た

た
め

，
適

切
な

判
断

が
行

わ
れ

な
か
っ
た
。
 

ま
た

，
発

電
所

の
意

思
決

定
に

際
し

て
の

原
子

力
担

当
役

員
及

び
本

店
原

子
力
部
の
関
与
が
薄
か
っ
た
。

 

 
e
.
 
ト
ラ
ブ
ル
時
の
意
思
決
定
プ
ロ
セ
ス
の
改
善

 
【
「
ト
ラ
ブ
ル
対
策
会
議
」
運
営
ル
ー
ル
の
明
確
化
】
 

・
第
一
報
通
報
後
の
連
絡
区
分
の
判
定
や
ト
ラ
ブ
ル
対
応
策

の
検

討
を

行
う
「
ト

ラ
ブ

ル
対

策
会

議
」
の
運

営
ル

ー
ル

を
定

め
，
決

定
主
体
及
び
プ
ロ
セ
ス
の
明
確
化
を
図
る
と
と
も
に
，
議
事
録

作
成

等
を

徹
底

す
る

。
 

【
原
子
炉
主
任
技
術
者
（
炉
主
任
）
の
地
位
と
権
限
の
強
化
】
 

・
炉
主
任
が
原
子
炉
等
規
制
法
に
定
め
る
責
任
を
忠
実
に
果

せ
る

よ
う

，
炉

主
任

の
地

位
及

び
権

限
を

強
化

す
る

。
 

 

⑤
 
発

電
所

の
方

向
性

を
ま

と
め

る
中

で
，

異
な

っ
た

観
点

の
意

見
を

基
に

活
発

に
議

論
で

き
る

風
土

が
な

か
っ

た
。

 

 
ｆ
．
様
々
な
観
点
か
ら
活
発
な
議
論
が
で
き
る
職
場
風
土
の
醸
成

 
【
原
子
力
部
門
と
他
部
門
と
の
人
事
交
流
の
活
性
化
】
 

・
他

部
門

か
ら
，

こ
れ

ま
で

と
は

異
な

る
経

験
を

持
つ

人
を

配
置

す
る

こ
と

で
，

原
子

力
部

門
内

の
風

通
し

を
良

く
し

，
順

次
，

他
部
門
と
の
人
事
交
流
の
活
発
化
を
図
る
。
 

－16－ 

上
記
再
発
防
止
対
策
に
あ
わ
せ
て
，
「
臨
界
事
故
」
か
ら
検
討
さ
れ
た
抜
本
的
な
対
策
も
確
実
に
実
施
す
る
こ
と
に
よ
り
，
Ｌ
Ｐ
Ｒ
Ｍ
誤
判
断
の
よ
う
な
事
象
の
再
発
防
止
に
万
全
を
期
す
。



 

  

５．再発防止対策の計画及びフォロー 

 第５表に再発防止対策の実施状況及び計画の概要を示す。 
（１）基本的な考え方 

ＬＰＲＭの誤接続及びそれに伴う誤判断事象に対する再発防止対策については，

志賀原子力発電所 1 号機の臨界事故及び確認された多数の不適切な事例に対する

再発防止対策とあわせて，今後着実に実施していくとともに，実施状況やその効

果・定着度を定期的に評価し，状況を踏まえて見直し・改善する必要がある。 

このため，これらの再発防止対策については，当社の経営計画に反映し，具体的

な目標，担当箇所，スケジュール等を明確にして着実に実施し，確実にフォロー

できるよう体制・仕組みを構築する。 

 

（２）着実にフォローしていく体制づくり 

当社は，再発防止対策の実施状況等を確実にフォローするため，外部有識者を

含む「再発防止対策検証委員会（仮称）」を新たに設置し，再発防止対策の進捗状

況やその効果を指標等に基づき検証・評価し，不十分な対策について改善を指示

する。この指示を受けて，原子力発電所をはじめとする実施担当箇所は，計画の

内容見直しを行い，更なる改善に結び付けていく。 

委員会による検証は，再発防止対策が確実に機能することを確認するまで継続

する。 

また，上記取組みの内容については，関係自治体や地域に対して，随時情報の

提供を行う。 

 
なお，ＬＰＲＭ誤接続に対する再発防止対策として挙げられた，工事管理の強化

や気づき能力向上等現場技術力向上については，そのほとんどが既に実施されてお

り，既存の「原子力品質保証推進委員会」において，引き続き実施状況を確認する

とともに，その定着状況，効果についても検証していく。 
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第５表 再発防止対策の実施状況及び計画の概要 
実施時期 

平成 19 年度 

事象 再  発  防  止  対  策 

上 期 下 期 
平成 20 年度 

a.良好改善事例の確実な反映 
・良好改善事例が次回の作業・点検へ確実に反映される仕組みづくり 
・請負者と一体となった現場での業務改善活動，現場の声を吸い上げ改善するための改善要望検討会等の継続強化による改善への意欲
向上 

 

b.請負者における教育の充実強化 
・請負者において，工事前の関係者全員による要領書の読み合わせ，作業前，復旧前の事前検討会による内容確認により，作業内容の
周知徹底を図るとともに，教育・パトロール等を通じ，品質管理への意識を高揚 
・当社は，請負者の実施する工事事前検討会への参画や，現場立会，パトロールにより工事要領書の遵守状況を確認するとともに，監
査により請負者の取り組み状況について確認し，必要に応じ指導 

 

c.当社における現場作業に係る安全意識の高揚 
・安全教育，訓示，毎日の始業時・終業時ミーティング，OJT 等，あらゆる機会を通じた発電所員への意識付けの継続強化 
・役職者同行パトロールを通じた監理員のレベルアップ 

 

d.工事要領書審査の強化 
・工事要領書審査細則に，トラブル事例を踏まえた再発防止の着眼点を明確化するとともに，審査チェックシートに役職者コメント欄
を設けるなど，審査を強化 

 

e.気づき能力向上等現場技術力向上 
・発電所員の気づき能力の向上を図るため，当社の原子力技術研修センターの研修設備を活用し，異常を模擬して所員が気づき，異常
箇所，原因を特定する研修プログラムを新たに設け，気づき能力の向上 
・現場巡視や工事監理において，役職者等ベテランが同行し，巡視員，監理員の異常への気づき能力を向上 

 

誤 
 
 
 
 

接 
 
 
 
 

続 

f.竣工検査の確実化 
・竣工検査の全数を当社自らが検査 
・運転中に直接確認できない設備の組立状況等について，現在の記録に加え，写真記録により確認強化 

 

発電所行動規範に失敗情報を重要視する価値観を明記  
業務改善提案制度を見直し，従来の「改善事例」「アイデア提案」
に加え，「失敗事例」も対象 

 
失敗事例に学ぶ仕組みの充実 

電力各社のトラブル情報，対策の一層の共有化  
業務に関する具体的内容の行動規範の策定  発電所業務単位の行動規範の策定 
継続的な理解浸透活動  

マイプラント意識向上のための施策の
推進 

見える化活動，ＴＰＭ（自主保全，自主管理，改善活動）の推進  

a.客観的事実を直視し，
適切に対応する風土の
醸成 

発電所の職場単位での集団討議 集団討議の継続実施  
定期事業者検査等に関する専門知識を有する人材を養成し，検査の解釈等に疑義が生じた場合には養成した
人材の意見を参考に判断 

 b.定期事業者検査等に関
する理解向上 

定期事業者検査等に関して，技術レベルに応じた習得目標を明確化し，習得目標に応じて教育の内容を充実
することにより理解度を向上 

 

経営計画，効率化計画の中での「安全最優先」の経営トップの意思
表明 

 

現場での対話活動でのトップの意思の伝達  

経営トップからの「安全最優先」の強
力な意思表明 

無理のない標準工程から計画外事象が発生した場合の定検延長措置の
ｺﾐｯﾄﾒﾝﾄ化 

 

フランクな対話の実施計画策定  

c.経営トップの意思表明
と原子力部門とのコミ
ュニケーションの充実 

経営トップと原子力部門とのフランク
な対話の実施 対話の実施  

d.不適合管理・是正処置
の改善 

不適合管理において「不適合」の定義を見直し，新たな定義により不適合管理を実施 Ｈ18.11定義見直し 

「トラブル対策会議」運営ルールの整備  「トラブル対策会議」運営ルールの明
確化 ルールに基づく会議運営  

保安運営委員会における権限の明確化  

e.トラブル時の意思決定
プロセスの改善 

原子炉主任技術者（炉主任）の地位と
権限の強化 炉主任の辞令発令，運用  

他部門との人事交流の計画策定  

誤 
 
 

判 
 
 

断 

f.様々な観点から活発な
議論ができる職場風土
の醸成 

原子力部門と他部門との人事交流の活
発化 

人事交流の順次拡大  

実施中（Ｈ19.2～）

実施中（Ｈ19.2～）

実施中（Ｈ19.2～）

実施中（Ｈ18.10～）

実施中（Ｈ19.2～）

準備・人材養成 

準備 

－18－ 

準備 



 

 

６．おわりに 

今回，ＬＰＲＭの誤接続に係る事象の原因と再発防止対策について取りまとめた結

果，当社志賀原子力発電所において，１号機の運転開始以来，比較的順調な運転を継

続してきたことから，原子力技術者として，必要とされる客観的事実の直視や徹底し

た原因究明の意識が低くなるなどにより，結果として判断ミスを起こしたことが明ら

かになりました。 

 

志賀１号機の運転開始後14年目を迎える本年，初心に帰り，社長をはじめとする経

営層の強力なリーダーシップの下，今回策定した再発防止対策について社員一丸とな

って取り組み，信頼回復に努力を続けてまいります。 

 

 

以 上  
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局部出力領域モニタの誤接続　時系列表

機械保修課 電気保修課 メーカ（指導員） 下請け（監督） 孫請け（作業班長） メーカ定検管理者

H18 要領書の承認依頼
3月頃

要領書の承認返却

4月頃

日報の確認依頼

日報の確認返却

5月3日

工事報告書提出

工事報告書提出

月日
メーカ

メーカ志賀定検事務所 メーカ工場
（設計者等を含む）

電力
 志賀原子力発電所

工事要領書作成
（LPRM取替他）

工事要領書の
審査・承認

当社とメーカ請負者との作業前打合せ（作業留意事項，アイソレーション等の確認を含む）

日報の作成日報確認   および
社内／協力会社との調整

ＬＰＲＭとＳＲＭ／ＩＲＭドライチューブの取替準備
および　ＳＲＭ／ＩＲＭ検出器の取替準備

ＬＰＲＭおよびＳＲＭ／ＩＲＭドライチューブの取替作業実施

当該ＬＰＲＭのケーブ
ルコネクタ取付

工事報告書 終版承認 工事報告書 終版作成

工事報告ドラフト版確認 工事報告書ドラフト版作成

要因
ケーブルを誤って接続した

要因
ケーブル誤接続を
チェックできなかった

志賀１号機局部出力領域モニタ誤接続における作業の流れ

本来の
作業工程

実際の
作業工程

本来の作業配置 実際の作業配置

[施工者]

監督（下請） ：Ａ

作業班長（孫請） ：Ｂ，Ｃ（ベテラン）

指導員（元請） ：Ｄ，Ｅ（ベテラン）

[電力 ]
担当者（監理員） ：Ｆ

Ａ,Ｂ

Ｄ,Ｅ

Ｃ

Ｆ

Ａ,Ｂ

Ｃ

Ｄ

Ｅ
Ｆ

Dの単独作業

A,B のﾍﾟｱ作業 A の確認

ﾁｪｯｸ漏れ Ｆ未確認

D の確認

A の確認

Fの確認

監督 A,作業班長 Bのﾍﾟｱによる接続作業

時 間

作業量 電力担当者 F の確認指導員 D の確認監督 A の確認

ﾍﾞﾃﾗﾝ指導員 Eのﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟ

作業現場平面 作業現場平面

注） ：色を確認した作業

：色を確認しなかった作業

ベテラン指導員に経
験の少ない指導員
を指導させる旨，指
示を出した

１班→２班体制へ変更

当該ＬＰＲＭ以外のケーブルコネクタ取付

抜取確認のため，当
該ＬＰＲＭ以外の
ケーブルコネクタの
取付状況を確認（当
該ＬＰＲＭを確認せ
ず）

当該ＬＰＲＭのケー
ブルコネクタ取付状
況の長さのみ確認
（色の確認せず）

当該ＬＰＲＭのケーブ
ルコネクタ取付状況
を確認せず

前回定検時，全数色カバーを付け
たが，今回工事要領書に反映しな
かった

当該ＬＰＲＭ以外の
ケーブルコネクタ取
付状況を確認

下請けは，長さによる
確認を行い，色による
確認を行わなかった

孫請けは，メーカの作
業結果をチェックしな
かった

ベテラン指導員が適切な
指導をしていなかった

現場経験が少ない指導員
の単独作業

チェックシートは手順毎に
チェックする形式ではな
く，一括チェック様式で
あった

添
付
－
１



局部出力領域モニタの誤接続に係る誤判断　時系列表

本店
原子力部 発電所長 1号炉主任 安品室 技術課 発電課 電気保修課

口頭報告

口頭連絡 口頭連絡

口頭指示 19時頃
口頭指示 口頭依頼

口頭指示

口頭報告

口頭報告

報告

口頭報告

口頭報告

国

6/19
(月)

6/20
(火)

メーカ
電力

月日 志賀原子力発電所

連絡受領
重点監視
調査検討

報告確認報告確認

検討開始

調査検討開始

調査開始

報告確認

NISA説明

25%に向けての出力上昇中(仮並列）
LPRM仮校正不実施
LPRM指示値不良の可能性確認（対象位置のLPRMと比較）
当該ＬＰＲＭ指示値Ｃ：３．６，Ｄ：８．８） 17時半頃

作業許可

【事実確認】25%(仮並列）時ＴＩＰ操作
（TIP値　ＬＰＲＭのＣ点：約８．５，Ｄ点：約３．６）
　　　　　 　→ LPRM指示値不良（誤接続の可能性）

原子力発電保安運営委員会（LPRM(40-25C,D)指示不良に対する対応協議）23:55～0:25
＜対応方針＞当該LPRMのバイパス実施

調査のための作業票

保安検査官説明

事象報告書作成

報告確認報告確認

LPRM指示値を確認する際には一時的にバイパスを除外する旨決定
（バイパス時は指示値を確認できないため）

82%出力時ＴＩＰ操作
LPRM指示値不良(LPRM40-25)確定

ＬＰＲＭ　Ｃ指示値２０．３　ＴIP値（ＬＰＲＭ　Ｃ点）約３２．６
ＬＰＲＭ　Ｄ指示値３２．４　ＴIP値（ＬＰＲＭ　Ｄ点）約２１．６

LPRM校正作業票
（通常作業）

45%出力時ＴＩＰ操作
LPRM指示値不良(状況変化なし)

ＬＰＲＭ　Ｃ指示値１２．１　ＴIP値（ＬＰＲＭ　Ｃ点）約２２．２
ＬＰＲＭ　Ｄ指示値２２．４　ＴIP値（ＬＰＲＭ　Ｄ点）約１２．６

作業許可

報告確認

ＴＶ会議（8:30～9:55）

事象報告書内容確認

社長報告

報告確認報告確認

電力流通部へ連絡

結果(３つの可能性)

ケーブル誤接続：△
（外観点検ダブル
チェック実施（記録上
良好））
検出器製造ミス：×
（センサーC/Dの静電
容量データ再確認）
偶発的な故障　：△
（製造元でのＬＰＲＭ感
度データは正常。セン
サー2個が同時に反対
方向に感度が変化す
る可能性は低い）

メーカ評価検討結果

発電所内　評価検討

報告確認

報告

10:30～11:50

　　　　　　結果（３つの可能性）（検出器製造ミスも静電容量データのみで×とはできないと判断）
　　　　　　　　　ケーブル誤接続，検出器製造ミス，偶発的な故障
　　　　　総合負荷性能検査の成立性について検討開始

[メーカ発信資料]

起動時評価会（25%仮並列後）21:20～21:55
（LPRM(40-25C,D)指示不良については、調査継続

誤接続の可能性お
よびそれ以外の可能
性について、メーカ
へ検討依頼

電気保修課とメーカとの評価検討

結果（３つの可能性）
　ケーブル誤接続：？
　検出器製造ミス：？
　偶発的な故障　：？

NISAコメント：・バイパスは通常運転では問題ないが，総合負荷性能検査としての合格は難しい
　　　　　　　　　　かもしれない。
　　　　       　・定期事業者検査時に誤接続のないことを確認しながら誤接続であった場合は別
　　　　　　　　　　の問題がある。

メーカより「３人とも確実に
確認した」との報告があっ
た。

現段階では低出力の
ため，故障と判断し
ていない。今後，出
力上昇の過程で不具
合かどうか判断して
いくと説明

①

②

⑤

⑥ 誤接続の確認のた
め，制御棒操作による
ＬＰＲＭ指示値確認を
提言

⑪

⑩

⑫

LPRMの問題については次回の出
力上昇時までには調査検討して
おくこととした

保安規定下のマニュアルに基
づき，指示不良のＬＰＲＭ検
出器をバイパスできることを
確認し，実施を決定(原因特定
せず）

原子力部門よりバイパス
運転の方針決定後、状況
報告のみ行った。
・総合負荷性能検
　査の成立性につ
　いて国と折衝中
・受検不可の場合の
　工程上の影響
　結線確認　約4.5日
　故障で交換　約23日

誤接続の可能性の高いことを示すLPRM指示値と
TIP値との比較について，技術的な検討を行わ
なかった。（故障した場合でも誤接続と同じよ
うな指示が起こりえると考えた）

報告確認報告確認

報告確認報告確認

③

④

⑧

バイパス運転をすることにより保安規定下のマニュアルに基づく措置が
終わっており，考えられる３つの原因についてそれ以上詳細に検討する
必要がないと考えた

発電所から状況報告
・現段階ではまだ
　原因が特定でき
　ていない
・制御棒操作によ
　る確認は実施し
　ない
・総合負荷性能検
　査の成立性の検
　討開始

⑨

添
付
－
２
（
１
／
２
）

原子力担当役員報告



局部出力領域モニタの誤接続に係る誤判断　時系列表

本店
原子力部 発電所長 1号炉主任 安品室 技術課 発電課 電気保修課

国 メーカ
電力

月日 志賀原子力発電所

コメント対応

   6/22
(木)

6/21
(水)

NISAコメント：・誤接続であるとすれば，当該LPRMの定期事業者検査の前提条件が成立しておらず，検査自
　　　　　　　　　体が成立しているとは言えない。
　　　　 　      ・ケーブル誤接続、検出器製造ミスの可能性が限りなく低いなら、それを示すこと。
                 ・制御棒を操作することにより、ケーブル誤接続が確認できるのではないか。
　　　　　     　→明確に断定できないと考えている旨，回答

NISA説明

NISA説明

承認（6/26）
（その他極軽微事象）

確認 確認
作業依頼票発行

LPRM指示値不良に
ついて不適合処理票

を発行

調査結果資料作成

報告確認

NISA説明

ＮＩＳＡコメント対応資料内容確認報告確認

報告確認

ＴＶ会議
ＮＩＳＡコメント対応資料内容確認

JNES検査チーム ＪＮＥＳ検査チーム説明
・NISA説明状況報告

ＮＩＳＡコメント対応資料内容確認

受領

電気保修課とメーカとの評価検討

　機器の故障の可能性が高い
結果(３つの可能性)
ケーブル誤接続：△
（外観点検ダブルチェック実施（記録上良
好）。構造上誤接続は起こりにくい。）
検出器製造ミス：△
（点検データ再確認（A→Ｄの順番に大きく
なっている）。GE，日立，発電所の3箇所に
て測定（記録上は良好））
偶発的な故障　：○
（製造元での検出器感度データは正常。但
し，輸送・据付・起動で変化する可能性は否
定できない。）

NISA説明

9:45頃，
10:10～10:50

19:00～20:00

10:30～11:00

18:00～18:30

NISAコメント：・安全上問題ない範囲でバイパスしているならそれでよい。保安規定上問題なく，定期事業
　　　　　　　　　者検査要領書が問題ないという論理がしっかりしていればよい。
　　　       　　・バイパスした状態での運転はよくやられていること。他プラントで、総合負荷性能検査
　　　　　　　　　をバイパスした状態で行った実績がある。
　　　　       　・データを見ると接続が逆転しているようにしか見えない。

[不適合処理票の添付資料]　→

バイパスという予め処置が決まっているた
め、不適合に該当しないとし、原因追究が十
分に行われなかった。

NISAコメント：・事業者がそこまで責任をもって判断したことに対し、積極的に否定することはできない。
　　　　       　・結果として誤接続であった場合は，「判断時の問題点の説明」が必要。
                 ・総合負荷性能検査を受検することでよい。（検査要領書にはバイパスして受検する旨記載すること）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　結果（３つの可能性）
　ケーブル誤接続：△（可能性低）　　検出器製造ミス：△（可能性低）　　偶発的な故障：○（可能性高）

　偶発的な故障の方が可能性が高いとした電気保修課の検討結果について，関係者の協議の後，所長が
最終判断をした。

　当該ＬＰＲＭをバイパスすることで総合負荷性能検査に影響がないことを説明。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　結果（３つの可能性）
　ケーブル誤接続：△（可能性低）　　検出器製造ミス：△（可能性低）　　偶発的な故障：△（可能性低）
　
　偶発的な故障と断定できないため，保安院には３つの可能性があると説明することを発電所長が判断した。

制御棒操作による確認につ
いては，出力を下げて実施
する必要があり，工程も少
なくとも数日遅延すること
になるが，当該LPRMが外側
にあるため明確に断定でき
るかわからないため，そこ
までする必要はないと考え
た。

電気保修課長は，他
の２つの要因を残し
ながらも，偶発的な
故障の可能性が高
いと評価した。

NISAコメント：・結果として誤接続であった場合は，「判断時の問題点の説明」が必要。

メーカ説明
・ケーブル長さが整えら
　れており，構造上誤接
　続は起こりにくい
・偶発的故障によりLPRM
　感度不良が発生してい
　る場合，指示ずれは上
　方/下方いずれにも発生
　し得る

偶発的な故障の可
能性が高いと説明

⑬

⑰

⑯

⑱

⑳

ケーブル長さが整えられてお
り，誤接続であればケーブルが
いびつになることから誤接続は
起こりにくいということを重視
し，偶発的な故障の可能性が高
いと判断した。

⑭

⑮

総合負荷性能検査への影
響はないと説明。原因に
ついては、十分に説明し
ていない

原因は、３つとも△（可
能性が低）と説明

添
付
－
２
（
２
／
２
）

原子力担当役員報告

⑲

原子力担当役員報告

社長報告

21

22



局部出力領域モニタの誤接続に係る誤判断 事実関係と判断の流れ 

  

主要記事 インプット情報 判断 又は 実施内容 

日時 内容 保安院 メーカ 自社 判断 又は 実施事項 判断時協議者 判断/実施者 
問題点 

心理 

(本調査時の推定)

＜プラントデータ＞ 

【25%出力時LPRM指示値】

  Ｃ   Ｄ 

3.6％ 8.8％ 

判断 ・LPRM指示値不良発見 － 技術課員(発見)6/19 

17時半頃～

① 

25%(仮並列)出力

時 

LPRM指示値不良発

見 

  

【25%出力時TIP指示値】

Ｃ   Ｄ 

8.5％ 3.6％ 

実施 ・TIP指示値との比較 － 技術課員 

6/19 

19時頃～ 

② 

調査・検討の開始 

電気保修課とメー

カとの検討 

 （電気保修課とともに 

検討） 

 判断 ・誤接続についてメーカに検討依頼 

・指示値からは，誤接続の可能性が高いと推定 

・念のため他の要因についてメーカに検討依頼 

－ 電気保修課長 

  

6/19 

21:20～ 

③ 

起動時評価会 

(25%仮並列) 

 ・LPRMについては検討中 ＜主管課等の情報＞ 

・LPRM Ｃの値がＤの値

より低く指示しており

調査中 

 

起動中の多くのプラ

ント情報が報告さ

れ，LPRMの件につい

ては状況報告のみに

とどまった 

判断 【起動時評価会（審議）】 

・次回の出力上昇時までには調査検討しておくこ

ととした 

発電所長 

所長代理 

炉主任 

保修次長 

関係課長 

発電所長   

6/19 

夜 

④ 

電気保修課とメー

カとの検討 

 （電気保修課とともに 

検討） 

・３つの可能性（誤接

続，製造ミス，故障）

がある。それぞれ調査

中 

 

 判断 ・状況を炉主任，所長，原子力部に連絡することと

した 

－ 電気保修課長他  

6/20 

0:25 

⑤ 

指示不良確認LPRM

のバイパス決定 

 

  ＜主管課情報＞ 

・LPRMのバイパス許容個

 数 

判断 【原子力発電保安運営委員会（決定）】 

保安規定下のマニュアルに基づき，指示不良のLPRM

検出器をバイパスできることを確認し，実施を決定

（原因を特定せず） 

事象については前日までに関係者に連絡済みの

ため，バイパス運転に関する審議のみ行った 

発電所長 

所長代理 

炉主任 

保修次長 

関係課長 

発電所長  バイパス状態で総

合負荷性能検査を

受検できるかが心

配 

6/20 

未明 

⑥ 

所内検討１ 

 

 ・ケーブル誤接続：△ 

（可能性低） 

［理由］外観点検トリプ

ルチェック実施（記

録上良好） 

 

・偶発的機器故障：△ 

（可能性低） 

［理由］モニタCとDが二

つ同時に故障が起こ

る可能性は低い 

 

・検出器製造ミス：× 

（可能性なし） 

［理由］静電容量データ

良好 

 判断 ①３つの原因の可能性についての評価 

・ケーブル誤接続の可能性は低い 

・偶発的な機器故障の可能性は低い 

・静電容量良だけで製造ミスの可能性は消せない 

 

②総合負荷性能検査 検査前条件成立性の検討開始 

総合負荷性能検査受検の前提である「すべての

定期事業検査が終了していること」の適合につ

いて検討を開始する 

発電所長 

所長代理 

炉主任 

保修次長 

関係課長 

発電所長 誤接続であれば，

LPRM定期事業者検

査の（検査対象が

入れ替わっている

ため，）検査成立性

に問題が生じると

の認識がなかった

バイパスすれば安

全上問題ないこと

から，原子炉を停

止しての現物確認

等，工程遅延につ

ながる操作は行わ

ず，すべての可能

性を残したまま乗

り切れないかと考

えた 

添付－３（１／４）



主要記事 インプット情報 判断 又は 実施内容 

日時 内容 保安院 メーカ 自社 判断 又は 実施事項 判断時協議者 判断/実施者 
問題点 

心理 

(本調査時の推定)

6/20 

未明 

⑦ 

所内検討２ 

 

 誤接続確認のため，制御

棒操作によるLPRM指示値

確認を提言 

→制御棒の動いた位置で

のLPRMの値の変化を見

ることにより，検出器

が正常かどうか確認で

きる 

 判断 バイパス運転をすることにより保安規定下のマニ

ュアルに基づく措置が終わっており，考えられる

３つの原因についてそれ以上詳細に検討する必要

がないと考えた。 

発電所長 

所長代理 

炉主任 

保修次長 

関係課長 

発電所長 制御棒操作による

確認について技術

的検討をしなかっ

た 

↓ 

6/20 

8:30～ 

⑧ 

ＴＶ会議 

（発電所，本店， 

東京支社) 

  

 

 実施 発電所からLPRM指示不良について以下の状況報告 

・現時点ではまだ原因が特定できない 

・制御棒操作して確認するという意見も出たが，

終的には制御棒操作手順を変えてまで原因を

特定する必要がないとした 

・バイパスでの総合負荷性能検査の受検が成立す

るための検討を早急に進めることとした 

（被報告者） 

原子力部 

副部長

原子力部課長 

東京支社 

副支社長

東京支社課長 

（報告者） 

発電所長 

所長代理 

炉主任 

保修次長 

関係課長 

 

原子力部長及び関

係役職者は，発電

所の決定に対し深

い検討を行わなか

った 

↓ 

実施 ・保安院へ状況報告 － 東京支社課長  ↓ 6/20 

10:30～ 

⑨ 

保安院への 

状況説明 

・バイパスで総合負荷性

能検査としての合格は

難しいかもしれない 

・定期事業者検査時に誤

接続のないことを確認

しながら誤接続であっ

た場合は別の問題があ

ることを指摘 

 

  

実施 

(認識)

・保安院からの『定期事業者検査時に誤接続のない

ことを確認しながら誤接続であった場合は別の問

題がある』との指摘を受け，対応のため原因調査

が必要と認識した 

－ 発電所長 

所長代理 

炉主任 

保修次長 

関係課長 

 

 ↓ 

6/20 

11時頃 

⑩ 

45%出力時 

LPRM指示値，TIP

指示値確認 

  ＜プラントデータ＞ 

【45%出力時指示値】 

   Ｃ    Ｄ 

LPRM 12.1％ 22.4％ 

TIP  22.2％ 12.6％ 

判断 ・故障した場合でも，誤接続と同じような指示が起

こりえると考えた 

関係課長 電気保修課長 

→発電所長，炉

主任報告 

LPRM指示値とTIP指

示値との比較につ

いて技術的検討を

しなかった。 

↓ 

6/20 

16時頃 

⑪ 

原子力担当役員へ

の報告 

経営トップへの 

報告 

   実施 原子力部門よりバイパス運転の方針決定後，状況報

告のみ行った 

・総合負荷性能検査に合格するかについて国と折

衝中 

・受検不可の場合の工程上の影響は以下のとおり 

結線確認の場合    約4.5日 

故障により交換の場合 約 23日 

－ 原子力部副部長原子力部門は適切

な判断材料提供，

情報伝達を行わな

かった 

原子力担当役員か

ら追加調査等の具

体的指示がなかっ

た 

↓ 

6/20 

18時頃 

⑫ 

82%出力時 

LPRM指示値，TIP

指示値確認 

  ＜プラントデータ＞ 

【82%出力時指示値】 

   Ｃ    Ｄ 

LPRM 20.3％ 32.4％ 

TIP  32.6％ 21.6％ 

判断 ・故障した場合でも，誤接続と同じような指示が起

こりえると考えた 

関係課長 電気保修課長 

→発電所長，炉

主任報告 

LPRM指示値とTIP指

示値との比較につ

いて技術的検討を

しなかった。 

↓ 

6/20 

夜 

⑬ 

電気保修課とメー

カとの検討 

 （電気保修課とともに検

討） 

・ケーブル長さが整えら

れており，誤接続であ

ればケーブルがいびつ

になることから起こり

にくい 

・偶発的故障によりLPRM

感度不良が発生して

いる場合，指示値の

ずれは上方/下方のい

ずれも発生し得る 

 判断 ケーブル長さが整えられており，誤接続であれば

ケーブルがいびつになることから起こりにくいと

いうことを重視し，機器故障の可能性が高いと判

断 

・ケーブル誤接続  ：△（可能性低） 

・偶発的な機器故障 ：○（可能性高） 

・検出器製造ミス  ：△（可能性低） 

電気保修課 

関係者

電気保修課長 プラント情報やメ

ーカ情報には，誤

接続の可能性を示

す情報(ＴＩＰデー

タ)や誤接続の可能

性を否定する情報

（メーカ証言等）

など種々の相反す

る情報があったが

詳細な分析を行わ

なかった 

 

国の指摘から，誤

接続の場合は定期

事業者検査に問題

が生じることや，

自らの仕事を否定

したくないとの思

いがあった。 

添付－３（２／４）



主要記事 インプット情報 判断 又は 実施内容 

日時 内容 保安院 メーカ 自社 判断 又は 実施事項 判断時協議者 判断/実施者 
問題点 

心理 

(本調査時の推定)

6/20 

夜 

⑭ 

不適合処理   ＜自社マニュアル＞ 

・不適合管理のマニュア

 ル 

判断 LPRM指示不良について不適合処理票発行，承認 

（予め処置が決まっているため，不適合に該当せ

ず） 

電気保修課長 安全・品質 

保証室長

不適合に該当しな

いとしたため，原

因追究が十分でな

かった 

↓ 

実施 総合負荷性能検査への影響として，定期検査執務要

領への適合性及び技術基準への適合性を評価し，い

ずれも問題ないとした説明を国に行った。ただし，

原因については十分に説明していない。 

－ 東京支社課長  ↓ 6/21 

09:45～ 

⑮ 

保安院への 

状況説明 

・安全上問題のない範囲

のバイパスを受容 

・保安規定上問題なく，

定期事業者検査要領書

が問題ないという論理

の成立が必要 

・バイパスで総合負荷性

能検査の実施例あり 

・データから接続逆転の

可能性が高いと示唆 

  

    国から示唆された

「データから接続

逆転の可能性が高

い（ＴＩＰ指示値

との相関が強い）」

について技術的な

検 討 を し な か っ

た。 

バイパス状態で総

合負荷性能検査受

検可能と単純に理

解した。 

6/21 

⑯ 

保安院への説明 

スタンスの決定 

  ＜主管課情報＞ 

・電気保修課6/20夜作成

の調査結果資料記載：

  検出器感度変化（機

器の故障）が も疑

わしい 

判断 6月21日19時からの保安院への説明内容を検討。 

その結果，３つの要因とも「△（可能性低）」と

し，口頭で機器故障の可能性が高いことを保安院へ

説明することを決定 

・ケーブル誤接続  ：△（可能性低） 

・偶発的な機器故障 ：△（可能性低） 

・検出器製造ミス  ：△（可能性低） 

発電所長 

所長代理 

炉主任 

保修次長 

関係課長 

発電所長  ↓ 

実施 原因について国に説明。 － 東京支社課長  ↓ 6/21 

19:00～ 

⑰ 

保安院への 

推定原因説明 

・誤接続の場合は，当該

LPRM定期事業者検査が

不成立のため，総合負

荷性能検査が実施でき

ないことを示唆 

・ケーブル誤接続，検出

器製造ミスの可能性が

限りなく低いことの根

拠提出を指示 

・制御棒を操作すること

により，ケーブルの誤

接続が確認できるので

ないか。 

  

判断 国から提案された制御棒操作による確認について

は，出力を下げて実施する必要があり，工程も少な

くとも数日遅延することになるが，当該LPRMが外側

にあるためそれをやっても明確に断定できるかどう

かわからないことから，そこまで実施する必要がな

いと判断した。 

 

発電所長 

所長代理 

炉主任 

保修次長 

関係課長 

発電所長 誤接続の際は定期

事業者検査不成立

との指摘に対し，

定期事業者検査を

確実なものにしよ

うとする検討や行

動をとらなかっ

た。 

 

制御棒操作による

原因追究提案に対

し，十分な検討を

しなかった。 

総合負荷性能検査

の受検の可否判断

のため原因を特定

するよう指導を受

け，誤接続の場合

には復旧に１週間

弱，故障の場合に

は取替えに約１ヶ

月弱かかり，いず

れの場合も工程が

遅延する状況であ

り，止めたくない

という心理が無意

識のうちに働い

て，十分な技術検

討せずに偶発的機

器故障の可能性が

高いと判断した。

6/22 

未明 

⑱ 

対応方針決定   ＜主管課情報＞ 

・電気保修課6/20夜作成

の調査結果資料記載：

  検出器感度変化（機

器の故障）が も疑

わしい 

判断 ・電気保修課で可能性が高いとしていた「機器の故

障」を前面に出して保安院説明することを決定 

［背景］ 

・３つの要因とも△（可能性低）とすると運転停止

する必要有り 

・メーカの説明から，誤接続は極めて低いと考えた 

・ケーブル誤接続  ：△（可能性低） 

・偶発的な機器故障 ：○（可能性高） 

・検出器製造ミス  ：△（可能性低） 

発電所長 

所長代理 

炉主任， 

保修次長 

関係課長 

 

発電所長 

→原子力部報告

 

誤接続の可能性を

示す情報，誤接続

の可能性を否定す

る情報など，種々

の相反する情報が

存在していること

について分析を行

わず，偏った情報

の取り扱いを行っ

た。 

 

↓ 

添付－３（３／４）



主要記事 インプット情報 判断 又は 実施内容 

日時 内容 保安院 メーカ 自社 判断 又は 実施事項 判断時協議者 判断/実施者 
問題点 

心理 

(本調査時の推定)

6/22 

朝 

⑲ 

原子力担当役員へ

の報告 

   実施 原子力部長から原子力担当役員へ上記の決定につい

て報告 

 原子力部長 

→原子力担当役

員への報告 

担当役員から特に指

導がなかった 

 

実施 ・上欄の内容について説明実施 － 電気保修課課長

東京支社課長 

6/22 

10:30～ 

⑳ 

当社の対応方針を

保安院に説明 

・結果として誤接続だっ

た場合は，「判断時の

問題点の説明」が必要

であることを示唆。 

 

  

    

実施 ・保安院の見解を確認  電気保修課課長

東京支社 

副支社長

東京支社課長 

6/22 

18:00～ 

 

国からの回答 ・事業者が責任を持って

判断をしたことに対し

ては積極的に否定する

ことはできないと発

言。 

・結果として誤接続だっ

た場合は，「判断時の

問題点の説明」が必要

になることを示唆 

  

判断 ・総合負荷性能検査要領書に当該検出器を切り離す

旨記載の上受検することを決定 

 発電所長 

 

発電所はすでにバ

イパス運転にて出

力を増加させてい

ることから，立ち

返ることができな

かった。 

6/22 

19:00～ 

 

原子力担当役員へ

の結果報告 

経営トップへの 

結果報告 

   実施 ・LPRMの指示不良は，機器の偶発的故障と判断し，

バイパスして総合負荷性能検査の受検が可能とな

った旨報告 

－ 原子力部長 

  

 

全期間 

  発電所では，もっと原

因を深く追究すべきと

考えた人もいたが，声

を出さなかった 

 発電所では，もっ

と原因を深く追究

すべきと考えた人

もいたが，声を出

さなかった 

 

 

添付―３（４／４）

21

22



添付－４   

局部出力領域モニタの誤接続 要因関連図 

 
 

根本原因要因２ 要因１ 要因５ 要因４要因３

局部出力領域モニタ

検出器の信号ケーブ

ルを誤って接続し，

誤りを発見しないま

ま原子炉を起動した 

①ケーブルを誤って

接続した 

②ケーブル誤接続を

発見できなかった 

②現場経験の少ない指導

員が，局部出力領域モ

ニタの接続作業を単独

で行った 

①接続作業を行った指導

員は，コネクタ端子の

色による確認を行わな

かった 

③ケーブル接続確認に関

して手順で定められて

いる色による確認のト

リプルチェックがなさ

れなかった 

④電力による色での接続

確認が抜けた 

③１班での作業から２班

並行作業に変更し，元

請(指導員)も接続作業

を実施することとなっ

たが，孫請(作業班長)

は，元請(指導員)の作

業結果をチェックしな

かった 

②孫請(作業班長)は、元

請(指導員)の作業結果

をチェックしないこと

としていた 

⑥チェックシートに従っ

て１ヶ所は色も含め確

認したが，それ以外は

接続状態のみの確認を

し，色の確認は行わな

かった 

②教育担当のベテラン指

導員が適切な指導をし

なかった 

②作業手順とチェック

シートが整合してい

ないことに気づかな

かった 

④要領書チェック時の気

づき能力が不足してい

た 

⑤チェックシートは手順

毎にチェックする形式

ではなく一括チェック

の様式であった 

⑤検査を，十分な技術的

根拠もないまま抜き取

りとしていた 

③接続作業後のチェック

において工事要領書ど

おりに実施することが

徹底されていなかった

 また，段取り変更の際

の注意事項が明確にな

っていなかった 

①コネクタ端子の色が見

えにくかった 

①コネクタに色カバーを

付けて見易くしなかっ

た 

①前回定検時，全数色カ

バーを付けたが，今回

工事要領書に反映しな

かった 

①現場で行われた改善を

標準ルール化しなかっ

た 

[凡例] 

電力 

メーカ（指導員含む） 

下請（監督・作業班長）

電力とメーカ相互 

②元請での指導員への教

育が十分でなかった 

③一括チェックの様式に

ついて電力は問題視し

なかった 

④監督は，ケーブル長さ

の確認は実施したが，

色の確認を行わなかっ

た 

⑦電力担当者は交換した

検出器のコネクタの色

バンドが小さく，色カ

バーがついていないこ

とに気が付かなかった

⑤前回定検時に全数色カ

バーを付けたが，記録

として残されなかった

ため，本定検の電力担

当者に伝わらなかった

④全数検査が比較的容易

であるのに，抜き取り

を許容するルールにな

っていた 

根本原因①へ 



 

添付―５ 

局部出力領域モニタの誤接続に係る誤判断 要因関連図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

要因１ 要因２ 要因３ 根本原因 

［凡例］ 

   

原子力部門 

 

   

経営層及び原子力部門 

局部出力領域モニタの

指示不良の原因を検出

器の誤接続ではなく故

障と誤って判断した 

要因４ 

①発電所長及び関係次長・課長は，誤

接続の可能性が高いことを示すＴＩ

Ｐデータがあるにもかかわらず，重

要視しなかった 

①不適合事象における客観的事実を直

視する姿勢，定期事業者検査の本来

の目的に関する理解が不足していた

①発電所長及び関係次長・課長は，誤

接続の場合は原子炉を停止して復旧

に１週間弱かかること，誤接続と判

断して原子炉を停止し結果として故

障だった場合には取替えが必要とな

り約１ヶ月弱かかることから，止め

たくないという心理が働き，客観的

な事実を素直に受け止めた分析・評

価を行う姿勢に欠けていた 

誤接続の場合： 

原子炉停止要 

定期事業者検査が成

立しないため，原子

炉を停止して接続し

直しの上再検査要 

 

偶発的な故障の場合： 

運転継続可能 

定期事業者検査は成

立。バイパスにより

運転継続可能。ただ

し，停止した場合に

は交換が必要 

③発電所における不適合管理・是正処

置のルールに不適切な部分があった

④発電所において，最終の意思決定の

際に，各職位自らの職務・責任に応

じた当事者意識が低かったため，適

切な判断が行われなかった。 

また，発電所の意思決定に際しての

原子力担当役員及び原子力部の関与

が薄かった 
⑧原因追究すべきと考えた人は，発電

所内が「故障」ということで意見が

まとまりつつある中，議論を蒸し返

したくなかった 

⑧発電所では，もっと原因を深く追究

すべきと考えた人もいたが，声を出

さなかった 

④原因追究すべきと考えた人にとっ

て，担当箇所（電気保修）と発電所

上位職が十分責任をもって出したと

思われる方向性に対し，意見を出し

づらかった 

②発電所長及び関係次長・課長は，誤

接続の可能性が低いことを示す工事

記録及び３つの理由（色による確

認）（ケーブル長さの整線）（３人に

よる確認）を重要視した 

⑦原子力担当役員，原子力部長及び関

係役職者は，発電所の決定に対し，

それ以上検討すべきとは考えなかっ

た 

⑦原子力担当役員，原子力部長及び関

係役職者は，発電所の報告を受けた

際，発電所の決定に対し深い検討を

行わなかった 

③原子力担当役員，原子力部長及び関

係役職者は，安全上問題がないこと

もあり，発電所レベルで決定できる

事象と考えた 

②経営層は原子力部門に対し，安全確

保とルール遵守がすべてに優先され

るべきとの指導が不足していた。ま

た，原子力部門は経営層の意図を的

確に理解していなかった。 

③原因追究すべきと考えた人は，自ら

の職務・責任に応じて当事者意識を

持って議論に参加せず，発電所の意

思決定の際，担当箇所や発電所上位

職に依存した 

⑤発電所全体の意見が運転継続の方向

でまとまりつつある中，原因追究す

べきと考えた人にとって，発電所全

体に工程遅延につながる意見を唱え

にくい雰囲気であった 

④発電所長及び関係次長・課長は，メ

ーカ提案時点ではバイパスにて保安

規定下のマニュアルに基づく措置を

終えており，考えられる３つの原因

についてそれ以上検討する必要はな

いと考えた 

また，保安院からの提案時点では工

程遅延につながりかねないという心

理が無意識に働き，十分な技術検討

をしなかった。 

④発電所長及び関係次長・課長は，メ

ーカからの誤接続確認のための制御

棒操作提案を十分検討しなかった。

また，保安院からの制御棒操作によ

る原因追究提案やＴＩＰ指示値との

相関の強さの指摘に対し，十分な検

討をしなかった 

 

③発電所長及び関係次長・課長は，当

初，誤接続であればＬＰＲＭの定期

事業者検査の成立性に問題が生じる

との認識がなかった。また，保安院

からの誤接続の際は定期事業者検査

不成立との指摘に対し，定期事業者

検査を確実なものにしようとする検

討や行動をとらなかった 

③発電所長及び関係次長・課長は，定

期事業者検査の基本的な理解に不足

があった。また，「バイパスにより

安全が確保されている」，「誤接続の

可能性は低い」との認識の下，工程

遅延につながる（誤接続であった場

合の）解釈について十分な検討を行

わなかった 

⑤発電所の方向性をまとめる中で，異

なった観点の意見を基に活発に議論

できる風土がなかった 

⑨原因追究すべきと考えた人は，定期

検査の調整運転中であり，調整運転

の目的からして，止めて確認すべき

ではないかと思いながら追究せず簡

単に納得した 

①発電所長及び関係次長・課長は，誤

接続の可能性を示す情報，誤接続の

可能性を否定する情報など，種々の

相反する情報が存在していることに

ついて分析を行わず，偏った情報の

取り扱いを行った 

②電気保修課長及び電気保修関連の役

職者は，誤接続の可能性が低いとい

うメーカの説明を鵜呑みにし，元と

なった証言者(作業者)の記憶の不確

かさにまで思いが至らなかった 

①発電所長及び関係次長・課長は，バ

イパス運転により安全上の問題がな

いという意識の下，無意識のうちに

運転継続が可能な情報の方を重要視

するとともに，その情報の信憑性に

ついて疑うことをしなかった。ま

た，定期事業者検査の基本的な理解

に欠けていた 

⑥原子力部長及び発電所長は，経営ト

ップに事象に対する適切な判断材料

提供，情報伝達を行なわず，異なる

観点からの指導・助言を受けなかっ

た 

⑥原子力部長及び発電所長は，安全上

問題なく専門的な内容であることか

ら経営トップへの詳細説明は不要と

考えた 

⑤発電所安全・品質保証室長は，ルー

ルに基づきＬＰＲＭ指示不良を不適

合として扱わなかったため，電気保

修課長による十分な原因追究がなさ

れなかった 

⑤不適合管理のルールは，予め処置が

決まっているもの（指示不良時のバ

イパス運転実施）は不適合にしない

という点で不備があった 

②発電所は以前から当社において経営

上重要な位置を占めており，原子力

部門全体はそれを過度に捉え，運転

を続けたいという強い思いがあった

②原子力部長及び発電所長は，誤接続

が原因であった場合の定期事業者検

査の成立性に関する認識が低かった
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